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巻頭
特集

新型コロナウイルス、ヒトパピローマウイルス
2つのワクチンのはなし

　新型コロナワクチンの先行接種が始まってい
る頃だと思います。アメリカやイギリスでは薬
局で薬剤師が住民に接種していますが、日本の
現状では薬剤師が一般の人に接種することは今
のところなさそうです。言うまでも無いことで
すがワクチンは医薬品です。ワクチンについて
の正しい情報を伝達することは薬剤師の義務と
いえるでしょう。

　マスコミは当初、ごくまれにしか起こらない副反応の
恐ろしさを強調し、専門家と称して出演している医師の
中にも、「自分は打たない」とか、否定的な方向で発言
する人が何人かいましたが、現在は影を潜めています。
今ではコロナ禍を克服し、以前に近い生活に戻るために、
残された方法はワクチンしか無いというのが、共通認識
になっているのでしょう。
　ファイザー・ビオンテック、モデルナ、アストラゼネ
カ各社のワクチンによる重篤な有害事象はいずれもプ
ラセボより少なかったと報告されています 1）。重い副反
応はかなりまれであると言い切って良いレベルでしょ
う。また、アナフィラキシーについてはファイザーやモ
デルナのワクチンでは20万人から40万人に一人の割合で
起こっていると報告されています 2 ）。広島県の接種の対
象となる16才以上の対象者は約240万人ですから、全員
が接種したとして、全県で 6 名から12名にアナフィラキ
シーが起こることになります。これはアドレナリンの投
与によって十分に対処可能です。
　mRNA は、数分から数日といった時間の経過とと
もに分解されます。また、mRNA は、人の遺伝情報

（DNA）に組みこまれるものではなく、身体の中で、

人の遺伝情報（DNA）から mRNA がつくられる仕
組みはありますが、情報の流れは一方通行で、反対に
mRNA からは DNA はつくられません。こうしたこと
から、mRNA を注射することで、その情報が長期に残っ
たり、精子や卵子の遺伝情報に取り込まれることはない
と考えられています。
　これまでに広島県では 5 千人近くが感染し、100人近
くが亡くなっていて、重症化しなかった若い人の中にも
後遺症で苦しんでいる人がいることを考えると、ワクチ
ンにはデメリットより十分大きなメリットがあると説明
できる状況です。
　医療者であればリスクの高い人と接する機会が多いで
しょう。医療者の責任としてワクチン接種に積極的に取
り組んでいただき、医療者としての機能を維持し、たと
え感染の機会があったとしても、リスクを可能な限り最
小にし、県民への感染拡大を防ぐという義務を果たすよ
うお願いします。また、健康上の理由でワクチンを打つ
ことができない人を感染から守るためにもできるだけ多
くの人がこのワクチンを接種することが望ましいと考え
ています。

広島県薬剤師会　会長

豊見　雅文

1 ．新型コロナワクチンについて
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　次に HPV ワクチンについて考えてみます。このワク
チンは日本においては非常に不幸な道をたどっているワ
クチンです。
　HPV（ヒトパピローマウイルス）はありふれたウイ
ルスで、日本人の80％以上が生涯で何らかの HPV に感
染すると言われています。長期の感染により子宮頸がん
の原因となり、女性に限らず中咽頭がんや肛門がん、尖
圭コンジローマの原因となります。 1 年で 1 万人の女性
が子宮頸がんを発症し、2ó800人の人が子宮頸がんで亡
くなっています。検診等により、前がん状態で発見され
て、円錐切除でがんに進行することを防ぐことができる
場合もありますが、この場合も様々なデメリットが生じ
る可能性が高いのです。
　日本では2009年にワクチンが発売され、2010年から公
費助成がはじまり、2012年には接種率が67õ2％にまで上
昇しました。しかし、2013年 3 月ワクチンの副反応の可
能性を報じた記事が新聞に掲載され、各メディアが大き
く報じることになり、社会に拡散されました。2013年 6
月、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検
討部会は、「必要な情報を提示できるまで積極的なワク
チン接種の勧奨を中止する」ことを決めました。日本で
はそれ以降も HPV ワクチンの副反応に注目した一方的
な記事や番組が続き、ワクチンを接種する人は極端に減
少しました。このような日本の状況が、その後に HPV
ワクチンの安全性が再確認されて以降も変わっていな
いことは国際的にも注目され、最近でも世界保健機関

（WHO）から「早期の HPV ワクチン接種推奨の再開」
を促す勧告を受けています。
　世界中の数多くの研究で、HPV ワクチンは「特別に
重い副反応を起こしやすいわけではない」ということが
わかっています 3 ）。日本でも、名古屋市で大規模な調査
が行われた結果、「HPV ワクチンの接種により重い副
反応が増えているという証拠はない」ことが確かめられ
ました 4 ）。

　日本産婦人科医会がん部会は厚生労働大臣に対し何度
も HPV ワクチン接種の積極的勧奨再開の要望書を提出
され、2016年 4 月には日本小児科学会等17の学術団体と
共同で HPV ワクチンの積極的な接種を推奨する旨の見
解を発表されています。残念ながらその学術団体の中に
は薬学・薬剤師の団体は入っていません。
　数年前から中学校、高等学校でがん教育が始まりまし
た。学校医やがんの専門医、がん経験者等の外部講師の
参加・協力を推進するとされています。喫煙防止教育等
を行っている学校薬剤師であれば、その任にあたるに十
分と考えて、私は担当校でがん教育の時間を持っていま
す。教材のほとんどは文科省の HP にパワーポイント資
料として用意されています。がんそのものは感染する
病気では無いが、感染症はがんの原因の一つで有るこ
と、ヘリコバクターピロリや肝炎ウイルスの話と共に、
HPV の話をします。HPV ワクチンの定期接種の話も
します。高校 1 年には 9 月に 1 回目の接種をすれば 3 回
無料で接種できることや、接種率の高いオーストラリア
では2028年には子宮頸がんが撲滅されると言われている
ことなどを話します。
　外国では男性も定期接種の対象である国も多く、オー
ストラリアでは88%、アメリカでは64% の男性が HPV
ワクチンを接種しています。2020年12月25日に 4 価
HPV ワクチン（ガーダシル）の男性への適応に承認が
おりました。また、先月には 9 価のシルガード 9 が発売
されました。 1 日も早く、HPV ワクチン接種の積極的
勧奨が始まることを祈っています。

注
1 ）　New Engl J Med. 2020; 383: 2603ô15, New Engl J 

Med. 2021; 384: 403ô416, Lancet. 2021; 397: 99ô111
2 ）　CDC, Covid-19 vaccine safety update, Advisory 

Committee on Immunization Practice (ACIP)
January 27, 2021

3 ）　Pediatrics. 2019; 144: e20191808.
4 ）　Papillomavirus Res. 2018; 5: 96ô103.

2 ．HPVワクチン
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第12回 広島国際大学OSCEを終えて

広島国際大学　大松　秀明
開催日：令和2年12月13日（日）
場　所：広島国際大学

　広島国際大学における第12回目の共用試験は、2020年
11月30日および12月 1 日の両日に主に知識を問う CBT

（Computer Based Testing）を、そして2020年12月
13日に技能と態度の客観的臨床能力試験である OSCE

（Objective Structured Clinical Examination）を実
施致しました。
　今年度の OSCE は、新型コロナウイルス感染症流行
の影響を受け、例年は 6 課題を実施のところ、全国的に
3 課題に減少しての実施となり、本学では 3 ステーショ
ン・ 6 レーンを設営、午前・午後の 2 部構成とし、表 1
に示すように、126名の評価者、標準模擬患者およびス
タッフ、そして受験生102名、総勢228名のご参加・ご協
力を得て実施されました。本学ではトライアル当初より、
学内の教員と学外の先生方を 1 組として各レーンの評
価にあたることが重要と考え OSCE を準備しています。
そのため、今回も広島県薬剤師会および広島県病院薬剤
師会より、多くの先生方に外部評価者としてご協力いた
だきました。年末のご多忙な中、13日の本試験ばかりで
なく、 6 日に行われた直前講習会にもご参加頂き、誠に
有難うございました。

表 1 　第12回広島国際大学 OSCE 参加者・協力者数

分類 所属 人数

評価者

広島県薬剤師会 14
広島県病院薬剤師会 14

他大学教員 4
学内教員 28

標準模擬患者 ひろしま福祉芸術協会、他 9

スタッフ
学内教員 18

学内事務職員 9
TA（薬学部 5 年生） 29

モニター 共用試験センター 1
受験生 102
合　計 228

　試験当日は、朝から好天に恵まれ、寒波などの影響を
受けることもなく、予定通り試験を終了することができ
ました。
　運営に関しては、近年の重点注意事項である情報漏洩

対策を入念に行ってまいりました。結果として、各ス
タッフがマニュアルに従い、適切に運営を行ったことで、
試験全体に影響するような大きなトラブルや事故が発生
することなく、OSCEを無事終了することが出来ました。
モニターとして共用試験センターよりお越しいただいた
広島大学の横大路智治先生から、「試験が公正かつ適切
に実施された」との講評を頂きました。
　2009年度に第 1 回 OSCE が実施されてから、今年で
12年目を迎えました。また、2012年度（第 4 回 OSCE）
まで本学では試験日を 1 月中旬としていましたが、第 5
回 OSCE より試験日を12月中旬に移行しました。この
移行に伴い、12月中に県内 4 大学が OSCE を行うこと
となり、外部評価者の派遣調整ならびに評価者の先生
方には年末の数日間を OSCE 関連行事に続けてご参加、
ご協力頂くことになりました。年末の大変お忙しい時期
に、貴重なお時間を頂きましたことに、あらためて感謝
申し上げます。
　また本年は新型コロナウイルス感染症の流行により、
体温測定、健康観察表の記録、消毒や換気など様々な感
染対策を徹底しながらの開催となりました。本学学生を
含め、ご参加いただいた先生方にもご協力いただき、無
事 OSCE を実施することが出来ましたことを心よりお
礼申し上げます。
　例年とは異なる特殊な状況下で、各施設の先生方にお
かれましては非常にご多忙な中、本学学生が学外実務実
習にて現在お世話になっており、色々とご苦労おかけし
ている部分もあるかと思いますが、引き続きよろしくお
願いいたします。
　毎年お伝えしていることですが、共用試験は長期実
務実習に臨む際の、必要最小要件だと考えられていま
す。その合格基準は細目評価で70%以上とされています。
従って、試験に合格した学生であっても、その技能・態
度に差があるのも事実です。これらを本当の「技能（技
術）」や「態度」に醸成していくためには、医療現場に
おける先生方のご指導に基づく、体験実習が重要である
と考えています。
　 6 年制教育をより実りあるものとするためにも、さら
なるご協力とご指導を賜ります様、何卒宜しくお願い申
し上げます。
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令和２年度広島県学校薬剤師研修会及び広島県薬剤師会
薬事衛生指導員講習会

開催日：西部／令和3年1月16日（土）・東部／令和3年1月17日（日）
場　所：西部／広島県薬剤師会館・東部／福山商工会議所

　今年度の広島県学校薬剤師研修会及び広島県薬剤師会
薬事衛生指導員講習会は「COVID-19に対応した衛生
管理」という演題で横浜薬科大学　レギュラトリーサイ
エンス研究室の田口真穂先生にご講演いただきました。
昨年から継続して新型コロナウイルス感染対策を担当校
で助言を行っていますが、今回のお話でコロナウイルス
に対する衛生管理について分かりやすく説明してもらい
ました。
　基本的な感染対策は、①健康チェックや出席停止等で
感染源を絶つこと、②十分な睡眠や適度な運動、③バラ
ンスの取れた食事を心がけて抵抗力を高めること、④感
染経路を絶つことです。その中で感染経路の接触感染と
飛沫感染の対策について再確認しました。
　接触感染対策としては、まず手洗いと手指消毒。手洗
いは石けんやハンドソープで30秒行って下さい。また洗
い流すことが最も重要です。これは石けんの分子がウイ
ルスを皮膚から離れやすくするためです。ただ手洗いを
し過ぎると手のバリアが失われるため、①外から教室に
入るとき、②咳やくしゃみ、鼻をかんだとき、③給食の
前後、④掃除の後、⑤トイレの後、⑥共有のものを触っ
たときの 6 つのタイミングで手洗いをするように説明
します。続いてエタノールは、濃度（76.9～81õ4vol%）
と接触時間、適切な温度により殺菌される事を再確認し
ました。高濃度過ぎるとすぐに揮発して持続時間が不足
し、殺菌効果が低下するため無水エタノールは希釈して
使います。物品の消毒に使用する次亜塩素酸ナトリウム
と次亜塩素酸水の違いについて聞きました。次亜塩素酸
ナトリウムはアルカリ性でイオン型が多く、次亜塩素酸
水は中～弱酸性で分子型が多いです。また前者は一定割
合で分子型とイオン型が存在し、分子型を消費すると、
安定性の高いイオン型から分子型に変化します。一方後
者は低濃度で殺菌力がありますが、分解が早いという特
徴があります。したがって次亜塩素酸水は使用が限定さ
れます。次亜塩素酸ナトリウムの施設消毒で、調製した
消毒液に布やペーパータオルを浸したままにすると次亜
塩素酸が分解して濃度が低下するため、これらを浸した
ままにしない事とペーパータオル使用時は濃度を上げて

学校薬剤師ができるCOVID-19に対応した持続可能な
衛生管理
　学校薬剤師として、児童・生徒が生活する環境管理を
していくためには、まず COVID-19について知識を持
つことが大切であると感じました。

　　　　　報告Ⅰ（西部）
広島市薬剤師会　岩本　義浩

　　　　　報告Ⅱ（東部）
福山市薬剤師会　宮奥　智大

調製するのがポイントです。
　次に飛沫感染の対策です。 2 m 以上の距離（フィジ
カルディスタンス）の確保とマスクの着用です。マスク
についてですが、不織布は布からの通過は少ないですが
隙間からの漏れが多いです。布マスクは布・隙間共に漏
れ出るため、マスク装着時も換気は必要です。またフェ
イスシールドは、エアロゾルがほぼ漏れ出てしまう等効
果は限定的ですが、英会話等口元を見せる・表情を示す
必要がある授業、暑さや呼吸困難、アレルギー等でマス
クが装着出来ない場合は使用し、効果とリスクを認識し
て、一層の換気強化、身体的距離をとる等の指導・助言
を行って下さい。また換気については対角換気が有効で、
冷暖房効率を考えると窓20cm 対角扉20cm の連続換気
を推奨するとのことです。ただ、広島の学校はロスナイ
が設置されている事が多いので、強にしておけば全てで
はないですが必要な換気回数がほぼ満たされます。
　学校薬剤師の職務として学校保健安全法施行規則第
二十四条の三で「学校の環境衛生の維持及び改善に関し、
必要な指導及び助言を行うこと」とあります。今回の研
修会で担当校に対して更なる指導や助言が出来るように
なったと思います。
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　まず、特徴としては潜伏期間が長く 2 ～14日、30～
50％は不顕性感染のため、この時期にウイルスを無意識
のうちに排出して、広めてしまうということです。感染
ルートとしては接触感染と飛沫感染です。
　学校薬剤師としてこの感染症に対応するために、児
童・生徒に指導していくべき重要なことは感染経路を絶
つことであると感じました。
　接触感染への対応であるが、基本的には手洗いが重要
であります。咳やくしゃみをした手で環境に触れない、
またその手ですぐに目や鼻、口を触らないということで
す。まずは飛沫がついた手を流水で30秒間洗うことが大
切である。エタノールが世間的に叫ばれていたが、流水
で手が洗えない場合の補助的な消毒液として、手指の場
合は大丈夫です。児童・生徒には手洗い後は個人持ちの
ハンカチを使うか、すぐに捨てられるペーパータオルを
使用するように声掛けをします。
　次に仮に飛沫のついた手で環境へ触ってしまった時の
対応である。ウイルスは紙には24時間、プラスチックに
は72時間と長い時間残存してしまいます。
　日常の清掃と消毒については、ポイントに絞った消毒
作業が必要である。大勢が良く手を触れるところは、 1
日 1 回、消毒液または有効洗剤で拭き掃除、またトイ
レ・洗面所については有効洗剤、床は通常清掃を行い、
机やいすに関しては特別な消毒は不要で清掃として有効
洗剤で拭き掃除を行います。
　有効洗剤とは効果のある界面活性剤が含まれたもので
す。消毒液に関しては、まずはエタノールが有効です。
濃度としては76.9～81õ4vol％のものを利用します。エ

タノール使用の注意事項として、まず、濃度は高濃度過
ぎると、すぐに揮発して持続時間が不足し殺菌効果が低
下します。また使える材質、使えない材質があり、容器
に記載があるが PET や PS には使えません。
　また話題となった次亜塩素酸ナトリウムは医薬品とし
て品質保証されているものを使い、絶対に児童・生徒に
は扱わせず、噴霧も禁止になっています。消毒を行うと
きは、十分な換気を行い、手袋の着用が必須です。また
成分の分解もされるので 1 日の必要量だけ調製します。
私も学校薬剤師として環境消毒については何度も養護の
先生から相談を受けたので、今回の講義はとても勉強に
なりました。
　また、この冬には学校薬剤師としての仕事として、換
気検査「二酸化炭素濃度の検査」があります。基本的に
基準となるのが二酸化炭素濃度として1500ppm 以下に
なるように換気が行われているか確認しますが、これが
直接的に健康影響を定めたものではなく、ウイルスや化
学物質の汚染物質が比例して増えるため、二酸化炭素が
指標となります。換気方法としては休憩時間（ 5 分休憩）
の換気のみではなく、冷暖房の効率を考えると窓20cm
対角扉20cm の連続換気が推奨されています。また、高
学年や発語や活動量の多いグループ学習の場合は必要換
気量が増えてくると学びました。これもまた感染経路を
絶つ 1 つではないかと感じました。
　この他にもマスクや湿度の内容にもふれて下さり、分
かりやすい研修会でした。学校薬剤師として今、何がで
きるか、児童・生徒が過ごしやすい生活を持続する助け
になればと感じました。

第105回薬剤師国家試験問題（令和2年2月22日～ 2月23日実施）

正答は111ページ
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　　　　　報告Ⅰ（西部　1月24日）
安佐薬剤師会　浅野　陽子

　健康サポート薬局研修修了証更新のため、健康サポー
ト薬局研修（西部 A）に参加しました。来場あるいはオ
ンラインでの参加が可能であり、下記の内容で研修会が
行われました。

1 ．健康サポート薬局の基本理念
2 ．当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源

と健康サポート薬局の連携
3 ．地域包括ケアシステムの中で健康サポート薬局とし

ての役割を発揮するため各職種・機関との連携に関
する演習

4 ．まとめ「私たちの目指す健康サポート薬局の姿」

　項目 1 ．では、健康サポート薬局の基本理念を再認識
しました。
　健康サポート薬局とは、かかりつけ薬剤師・薬局の基
本的な機能を有し、地域住民による主体的な健康の維
持・増進を積極的に支援する薬局である。また、積極的
な支援とは、①医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使
用に関する助言、②健康維持・増進に関する相談を幅広
く受け付け、適切な専門職種や関係機関に紹介、③地域
住民の健康サポートを実施し、地域薬局への情報発信、
取組支援を実施することである。

　項目 2 ．では、広島県の現状や健康づくりへの取組に
ついて学びました。
　広島県の平均寿命と健康寿命は、現時点で10年程度の
差があり、健康寿命の延伸が進まなければ、その差は拡
大してしまう。健康寿命（H28）は男女それぞれ、全国
順位で27位および46位であり、特定検診実施率が全国的
にみて低いことが分かりました。病気になるまで健康づ
くりに関する意識が低く、健康づくりの行動に繋がって
いないことが健康寿命低位になっている要因の 1 つと考
えられています。
　健康寿命の延伸に影響の強い要因として、社会的なつ

健康サポート薬局研修会

開催日：西部／令和3年1月24日（日）・31日（日）
　　　　東部／令和3年2月7日（日）
場　所：西部／広島県薬剤師会館
　　　　東部／福山大学社会連携推進センター

ながり（特に男性）、運動習慣が重要です。現状ではコ
ロナ禍で、薬局内や「通いの場」での催し物が困難な状
況ですが、可能になった時には積極的に開催していくこ
とで、社会的なつながりや運動習慣が維持できると考え
られます。

　項目 3 ．では、指定課題「認知症が疑われる母親がい
る家での 1 人のときの生活が心配」について、グループ
で討議しました。
　私はオンラインでのグループ討議に参加しましたが、
活発な意見交換ができ、有意義な時間でした。中でも、
認知症が進行しないような支援として、介護予防運動指
導員資格を取得した薬剤師が、リハビリや運動教室を実
施している薬局がありました。まさに健康寿命の延伸に
繋がる要因の 1 つである運動習慣の維持に有効であると
感じました。

　項目 4 ．では、まとめとして「健康をサポートする薬
局として今私たちに何ができるか」という内容について、
グループで話し合いました。
　様々な意見が出ましたが、介護が必要な方の子世代

（30～40代）への広報を活発にし、薬局に相談しやすい
環境をつくる。さらに、適切な関連機関を紹介すること
で地域住民を支えることができるのではないかという意
見がありました。

　この研修を通して、他薬局における活動を知ることが
でき、とても参考になりました。健康サポート薬局の薬
剤師として、地域住民の健康維持・増進、そして、健康
寿命の延伸に繋がるような活動を継続できれば良いと
思っております。

　　　　　報告Ⅱ（西部　1月31日）
広島市薬剤師会　吉岡　真知子

　今回は Zoom で参加いたしました。
　DVD 視聴とグループミーティングを中心に研修会が
進んでいきました。
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　その様子を以下にまとめております。

1 ．薬局・薬剤師を巡る現状と健康サポート薬局
広島県薬剤師会　副会長　平本　敦大先生

　「日本薬剤師会の目指す健康サポート薬局」
・地域医療提供体制における薬剤師サービスの質を担

保
・全ての薬局が健康サポート機能を提供する（保健、

介護、生活支援サービスの提供）
・日常生活圏域（具体的には中学校区）に、少なくと

も 1 ô 2 薬局が存在しアクセスを確保
・地域の医療関連リソースとして機能する

　上記の内容を満たす薬局を作るために、研修に参加し
ました。
　薬局に「健康サポート薬局のロゴマーク」を貼りたい
な…と、まだ目標の段階です。

2 ．薬局利用者の状態把握と対応
広島県薬剤師会　常務理事　中川　潤子先生

　　DVD 視聴 　　　昭和大学薬学部　木内　祐二先生
　＜達成目標＞

・薬局利用者との対話により収集した情報や身体所見
などに基づき、薬局利用者の状態、状況を把握する
ことができる。

・薬局利用者の相談内容からニーズをくみ取り、解決
策を提案する事ができる。

・薬局利用者の状態、状況に合わせた適切な対応（か
かりつけ医や医療機関への受診勧奨、要指導医薬品
等の推奨、生活習慣の改善のための助言、適切な対
応先の紹介等）を判断し、実践できる。

・相談対応後のフォローアップができる。

　今回の研修会で学んだ事をいかして、経過観察か？生
活改善の提案か？ OTC 薬推奨か？緊急性があるか？判
断して、その後も、電話連絡する等のフォローアップが
できる薬局にしていきます。
　Zoom でのグループミーティングに不安がありまし
たが、日頃お会いする機会のない先生と画面越しに会話
ができて新鮮でした。
　実行委員会の皆様のおかげで、スムーズ＆快適（寒い
時期の移動が不要）に研修会を終了する事ができました。
この場を借りて感謝申し上げます。

　　　　　報告Ⅲ（東部　2月7日）
福山市薬剤師会　児玉　真市

　今回の健康サポート薬局研修会に参加して、私が感じ

たことを書かせていただきます。
　少子高齢化が進む日本、今後医療費・介護給付費は増
加の一途をたどっています。
　病気の予防や健康の維持、健康寿命をいかにして伸ば
すか、医療従事者として薬剤師として今後も取り組んで
いかなければいけない責務だと思います。
　現在私が働く薬局では外来（生活習慣病など）の患者
さん、特別養護老人施設等の患者さんなど、様々な病態
の患者さんがいらっしゃいます。
　今回の研修会を通して、従来の処方箋通りに調剤して
お薬を渡すという流れに加えて、その患者さんの背景

（家族構成や生活習慣など）などに関しても 1 歩踏み込
んで患者さんに向き合うことで病気の予防、健康維持に
必要なアドバイスが的確にできるのではないかと感じま
した。むしろそれこそが、これからの薬剤師としての専
門性を活かした仕事であると思いました。
　研修会の中で、グループ討議では「薬局が地域の資源
とどのように繋がるか」　「健康をサポートする薬局とし
て今私たちに何ができるか」などの課題を行い、ケース
スタディでは「認知症が疑われる母親がいるが、家で一
人のときの生活が心配」という事例で討議しました。
　そしてそれをグループごとに発表しました。
　他のグループの発表を聞いて感じたのは、ああ、そう
いう考え方やとらえ方もあるんだなと自分で思っていた
考えとはまた違った方法や手段などがあることを知って
勉強になりました。
　ただ、やはり結果的に思ったことは薬局だけで患者さ
んをフォローするというのは難しいということで、医療
機関（病院）や地域包括支援センターや介護支援事業所
や訪問看護ステーションや在宅系サービスなどとの地域
における連携が重要であるということを改めて認識させ
られた研修会でした。

●健康サポート薬局について自分なりに思うこと
　多職種連携の大切さ
　今までは医療機関（医師）との連携がメインでした
が、患者さんを多職種（看護師・ケアマネジャー・保健
師・民生委員・作業療法士など）の方々と連携すること
によって、より患者さんに寄り添って多角的に支援がで
きるのではないかと感じました。それにはまず患者さん
との信頼関係を構築して何でも話していただけるような
環境作りも大切だと思いました。
　実際、介護施設の看護師さんやケアマネジャーさんと
お付き合いがありますが、今回の研修会を通じて、もっ
と薬剤師としての専門的な知識を生かした情報発信や、
ケア会議に参加させていただくなどの積極的な活動、そ
うすることで、薬剤師が多職種の方々にとって欠かせな
い存在であると認識していただくことがこれからの薬剤
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師として重要なことだと思いました。

　健康相談への対応
　おそらく患者さんにとって薬局という場所は処方箋が
ないとなかなか立ち入るのが難しいと感じてらっしゃる
方がまだまだ多いと思います。今後の課題としては、薬
局は処方箋がなくても気軽に立ち寄れる場所にしなくて
はいけないと思います。それには糖尿病など生活習慣病
のお薬相談会を実施したり、「市販薬に関する相談や介
護用品や健康相談に応じます」などの掲示物を薬局内に
設置するなど、受け身ではなく薬局のほうからアピール
することが必要だと思います。

　少子高齢化に伴う地域包括システムの構築の必要性
　現在少子高齢化が急速に進む日本において、介護が必
要になる可能性のある高齢者の人口が増えていくと予想
されます。外来で認知症の疑いのあるような患者さんが

来局された場合、かかりつけ医などの医療機関への相談
をお勧めしたり、薬をきちんと飲めているかなどの確認
をしたり、もしコンプライアンス不良の場合は一包化を
すすめるなどの対応も大切ですが、その患者さんが認知
症と診断された場合、地域包括支援センターを紹介した
り、ケアマネジャーさんの存在や、デイサービスなど患
者さんやそのご家族に介護保険制度についてきちんと説
明できるよう勉強しておくことも大切だと感じました。
それには日頃からケアマネジャーさんや民生委員さんと
のつながりを作っておくことも必要であると思いました。

　最後に、健康サポート薬局として、薬剤師として気軽
に患者さんが相談できる薬局作り、そして多職種連携体
制を整えること、地域住民が健康で長生きできるような
活動を行うこと、　そうした取り組みを今後行っていき
たいと思います。

第105回薬剤師国家試験問題（令和2年2月22日～ 2月23日実施）

正答は111ページ
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令和２年度 薬事情報センター実務担当者等研修会

薬事情報センター長　水島　美代子
開催日：令和3年2月5日（金）
場　所：Zoom

会次第：（演者敬称略）

1 ．開会挨拶
日本薬剤師会副会長　

宮﨑　長一郎
2 ．基調講演
2 - 1 ：「新型コロナウイルス感染症のこれまでと今

後」
　日本感染症学会理事長

　東邦大学医学部微生物学・感染症学講座教授
舘田　一博

2 - 2 ：「新型コロナウイルスワクチンの安全性につ
いての情報」

　日本薬剤師会常務理事
橋場　元

2 - 3 ：「薬局をクラスターにするな！：京大 SPH薬
局情報グループCOVID-19対策プロジェク
ト」

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
　　健康情報学特定講師

岡田　浩
3 ．改正薬機法を踏まえて 薬剤師を取り巻く社会
的状況

日本薬剤師会会長
山本　信夫

4 ．報告
4 - 1 :「With コロナ時代における病院薬剤師の

COVID-19診療支援」
金沢大学附属病院　薬剤部

中出　順也
4 - 2 :「薬剤師による公衆衛生活動～新型コロナウ

イルス感染症を踏まえて」
日本薬剤師会公衆衛生委員会

副委員長（東京薬科大学） 
安田　一郎

5 ．閉会挨拶
日本薬剤師会常務理事

橋場　元

今回は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を
特集としオンライン研修会が開催されたので、情報共有
いたします。

2 ô 1 :「新型コロナウイルス感染症のこれまでと今後」
は、テレビでもお馴染みの日本感染症学会理事長　舘田
一博先生が、本感染症でわかってきたこと、注意すべき
こと、今後について講演された。

・日本と米国の死亡率はほぼ同じであり、感染者数を
増やさないことが死亡者数を減らすことにつながる。

・本感染症は、呼吸器だけでなく全身の ACE 2 、例
えば血管内皮細胞にも感染し、血栓や全身のリスク
を増大する。

・感染は、咳・くしゃみだけでなく、おしゃべりによ
るマイクロ飛沫で広がる。不織布マスクがマイクロ
飛沫を抑制する。

・インフルエンザは、一人から周り（＝「面の広が
り」）に対し、COVID-19は、必ずしも周り全員に
広がるわけでなく、「線の広がり」である。

・無症候の感染者が感染させることがあり、高齢者施
設等でクラスターになるので、検査体制の充実が必
要である。

・発症前から感染させることも、特徴的である。
・治療については、次第に明らかになってきているこ

とも受け、高齢者死亡率は、第 1 波25õ5％が、第 2
波8õ1％と減少してきている。

・ワクチンは、有効性と安全性の検証が必要である。
・変異株については、 1 月末時点の日本では、 1 万株

中数十株程度である。
・風邪コロナウイルスは、例年秋から冬に増えるのが

常で、湿度が低いと失活しにくい。
・今後も、“the Hammer and the Dance” で推移し

ていくと思われる中、技術革新、連携協力をし、正
しく恐れることが必要である。

2 ô 2 :「新型コロナウイルスワクチンの安全性につい
ての情報」では、ワクチンの開発、安全性情報等につ
いて講演された。表 1、2 に、国内および海外の主な開
発状況を示す。mRNA、DNA、ウイルスベクター、組
換え蛋白、不活化等の種類がある 1 ）。Pfizer-BioNTec
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社製、及び Moderna 社製ワクチンの安全性について
は、CDC が情報発信しており、表 3、4 に示す 2 ）。主
な有害事象として疼痛、倦怠感、頭痛、筋肉痛等で、
Pfizer-BioNTec 社では、 2 回目の接種で発生率が増加
している。また、アナフィラキシーは30分以内に90％が

発生し（最長が45分）2 ）、発生頻度は Pfizer-BioNTec
社製が100万回に 5 回、Moderna 社製が100万回に2õ8
回である 2 ）。AstraZeneca 社製の有害事象は、接種部
位の圧痛、疼痛、頭痛、倦怠感等が報告されている 3 ）。

表 1、2 　新型コロナウイルスワクチンの副反応の収集・評価について
第50回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和 2 年度第 9 回薬事・食品衛生審議会薬事
分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）　資料 3 1 ）
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表 3　Summary of v-safe data　CDC公表資料 2 ）より引用

* COVID Data Tracker data as of 1 /24/2021　† v-safe data as of 1 /20/2021, 5 :00 AM ET

Pfizer-BioNTech Moderna All COVID-19
vaccines

People receiving 1 or more
doses in the United States* 12,153,536 9,689,497 21,843,033

Registrants completing at least
1 v-safe health check-in† 997,042 1,083,174 2,080,216

Pregnancies reported to v-safe 8,633 6,498 15,131

表 4　Reactogenicity reported to v-safe　 CDC公表資料 2 ）より引用
Local and systemic
reactions, day 0-7 *,†

All vaccines
%

Pfizer-BioNTech
dose 1%

Pfizer-BioNTech
dose 2%

Moderna
dose １%

Pain 70.7 67.7 74.8 70.1
Fatigue 33.4 28.6 50.0 29.7
Headache 29.4 25.6 41.9 26.0
Myalgia 22.8 17.2 41.6 19.6
Chills 11.5 7.0 26.7 9.3
Fever 11.4 7.4 25.2 9.1
Swelling 11.0 6.8 26.7 13.4
Joint pain 10.4 7.1 21.2 8.6
Nausea 8.9 7.0 13.9 7.7

2 ô 3 :「薬局をクラスターにするな！：京大 SPH 薬局
情報グループ COVID-19対策プロジェクト」では、薬
局薬剤師向けに COVID-19情報を提供するプロジェク
トの目的、コンテンツ・Web サイト作成の経緯につい
てご報告があった。薬局薬剤師は日常業務で個々に情報
を入手し対応することは難しい。そこで、多くの医学薬
学協力者と共に、情報をわかりやすい形で作成し、タイ
ムリーに届けることとした。実際には、薬局で使用でき
るパンフレットや動画を作成、FIP（国際薬剤師・薬学
連合）ガイドの翻訳版を作り、それらを Web サイトに
掲載、各種メディアを通じて発信された。
掲載サイト：
薬局で働く皆様へ　コロナウィルス対策に
役立つ情報まとめ（京都大学）
https://www.kyoto-sph-pharmacy.com/covid-19-news
　本サイトについては、後日、演者の岡田先生と連絡を
取り、薬事情報センター「UPDATE 新型コロナウイル
ス感染症　医学・薬学関連情報 」（●月˓日更新）の情
報リンク集に掲載許可をいただき、収載済み。
掲載サイト：
広島県薬剤師会薬事情報センター
＞お役立ち情報
http://hiroyaku.jp/di/useful/

4 ô 1 :「With コ ロ ナ 時 代 に お け る 病 院 薬 剤 師 の
COVID-19 診 療 支 援」で は、金 沢 大 学 病 院 薬 剤 部
の COVID-19対応についてご報告があった。薬剤部
としては、消毒用アルコールの安定供給と適正使用。
COVID-19担当薬剤師としては、COVID-19治療薬プ
ロトコルやワクチンの情報提供、特殊デバイス（CHDF, 
ECMO）下での薬物動態の把握。グリーンゾーンでの
在庫薬・麻薬管理。レッドゾーンでの業務及びプレアボ
イド。また、ICT、AST としての感染制御等特殊な環
境下での業務について、臨場感のあるご報告であった。

4 ô 2 :「薬剤師による公衆衛生活動～新型コロナウイル
ス感染症を踏まえて」では、『新型コロナウイルス感染

（疑い）者が発生したら』（2020年12月11日 日本薬剤師
会作成）4 ）の対応フロー及び、保健所から求められる行
動履歴と消毒、十分な換気（CO2 濃度は700ppm 以下
が望ましい）等ご説明があった。

【参考資料】
1 ）「第50回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会

副反応検討部会、令和 2 年度第 9 回薬事・食品衛生
審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調
査会（合同開催）」　資料 3 　新型コロナウイルス

* v-safe data lock point 1 /14/2021, 5 :00 AM ET
†Reported on at least one health check-in completed on days 0-7  after receipt at vaccine
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ワクチンの副反応の収集・評価について　https://
www.mhlw.go.jp/content/10601000/000710377.
pdf（参照2021ô02ô08）

2 ）COVID-19 vaccine safety update　Advisory 
Committee on Immunization Practices（ACIP）
January 27, 2021 Tom Shimabukuro, MD, MPH, 
MBA　CDC COVID-19 Vaccine Task Force
Vaccine Safety Team
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/
downloads/s l ides -2021 ô01 /06 -COVID-
Shimabukuro.pdf（参照2021ô02ô08）

3 ）AstraZeneca COVID-19 Vaccine（AZD1222）
ACIP COVID-19 Emergency Meeting January 
27, 2021, Tonya Villafana VP Global Franchise 
Head, Infect ionht tps ://www.cdc .gov/
vaccines/acip/meetings/downloads/slides-
2021ô01/02-COVID-Villafana.pdf （参照2021ô02ô
08）

4 ）「新型コロナウイルス感染（疑い）者が発生したら」
（2020年12月11日 日本薬剤師会作成）
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/
activities/occurs.pdf

第105回薬剤師国家試験問題（令和2年2月22日～ 2月23日実施）

正答は111ページ
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令和２年度 薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会

広島市薬剤師会　出口　良平
開催日：令和3年2月6日（土）15：00～17：00
場　所：広島県薬剤師会館2階　ふたばホール

「薬剤師のための禁煙支援最新知識～新型タバコの健康
被害と受動喫煙対策～」
　講師：

津谷内科呼吸器クリニック・いびき睡眠障害センター
津谷　隆史先生

　近年広まってきている新型タバコを中心に、禁煙治療
の最新状況や受動喫煙対策を広範囲にわたって講義して
頂いた。

1 ．新型タバコの正体
　近年使用者が増加しているタバコが「加熱式タバコ」
である。この「加熱式タバコ」は、「電子タバコ」とは
厳密に言えば異なるものであり、そこを使い分けてい
きたい。加熱式タバコは、「葉タバコを電気で加熱する
タバコ」の事であり、「iQOS」「Ploom　Tech」「glo」
などが当てはまる。これは、葉タバコと同様量程度のニ
コチンを含むタバコである。　一方電気タバコは、「葉タ
バコを使用しないタイプ」のタバコである。日本で販売
できる電気たばこは、「ニコチンを含有していない物」
に限られている。

加熱式タバコ（iQOS）と、紙巻タバコの違い
iQOS 紙巻タバコ

出るのは蒸気 出るのは煙

300度で加熱 800度で燃やす

有害成分量90％低減 有害成分を含む煙が出る

副流煙無し 副流煙がある

灰が出ない 灰が出る

においが少ない においがある

たばこ本来の深い味わい 紙の燃える雑味がある

2 ．禁煙治療の UP-TO-DATE
　H18年度診療報酬改定において、「ニコチン依存症管
理料」がスタート
　医師により処方された健康保険等の適用が可能なのは、
ニコチンを含まない飲み薬と、医療用のニコチンパッチ
であり、OTC のニコチンガムは含まれない。
・健康保険を使った標準禁煙治療は、12週間に 5 回のプ

ログラム。 2 回目～ 4 回目の受診は、オンラインでも
可能である。そして、やはり長く受診する人ほど、禁
煙率は上がる傾向にある。出来るだけその12週を活用
し、禁煙を促していく為に、薬剤師や周りのフォロー
も必要になってくる。

〇禁煙支援に必要な「 5 つの A」！
～すべての喫煙者に、効果的な禁煙支援を提供するため
のアプローチ～
Ask　　　尋ねる　「タバコを吸ったことがあります

か？」など必ず声を出して尋ねる
Advice　　勧める　「私は禁煙をお勧めします」など、

「控えめに」勧める
Assess　　推察する「行動変容ステージモデル * 1 」か

らどのステージにあるかを推察する
Assist　　支援する　「行動変容モデルのそれぞれのス

テージで必要な支援を行う」
Arrange　フォローする　「禁煙維持の為にフォローアッ

プの為に声掛けや注意が必要」
*1 … ①無関心期　②関心期　③準備期　④実行期　⑤

維持期　の 5 段階がある
　特に重要なのが　支援の段階で、それぞれの行動変容
ステージモデルでの詳細なアプローチが必要である。（く
まもと禁煙推進フォーラム参照）
　また、近年では「禁煙ウォッチ」などの禁煙治療用ア
プリも出ており、既存の治療アプローチとは異なる新た
な治療法が出てきている。保険適用にもなっている為推
奨しやすい。
　今後もあらゆる方法を使って、禁煙支援をして行きた
い。
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3 ．受動喫煙対策
　2008年以降、オリンピック開催決定を契機に、健康増
進法の受動喫煙対策が強化されている。WHO たばこ
規制枠組み条約の中では、
・100％禁煙以外の措置（換気・喫煙区域の使用）は、

不完全である
・すべての屋内の職場、屋内の公共の場、及び公共交通

機関は禁煙とすべきである

・たばこの煙にさらされることから保護するための立法
措置は、責任及び罰則を盛り込むべきである

　とされた。しかし日本の実状としては、その条約は完
全に遂行されているとはいい難い状況であるのが現状で
ある。今後さらなる対策が必要であることは否めない。
　禁煙を、今までのように「マナー問題」とするのでは
無く、「健康被害の問題」とすべきである、とういう認
識を広めていくことが重要であると感じた。

第105回薬剤師国家試験問題（令和2年2月22日～ 2月23日実施）

正答は111ページ
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・新規受付は平成��年̔月末をもって終了しました。
・継続の方は引き続きご利用いただけます。
・ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示ください。

広島県薬剤師会会員証（会員カード）について
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ༀΑΓݝ

֤஍Ҭɾ৬Ҭༀࢣࡎձ΁ͷൃ؆

12月16日 応需薬局の年末年始休業表について（通知）

12月22日 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.169」の提供について（通知）

12月24日 母子健康手帳の任意記載事項様式について
（通知）

1月6日 令和３年度保険薬局部会負担金について（依
頼）

1月8日 医療事故情報収集等事業第63回報告書の公表
について（通知）

1月14日 新型コロナウイルスワクチン接種予定者数調
査について（連絡）

1月19日 休日・夜間診療、小児救急等に係る補助につ
いて（通知）

1月20日 日薬共済部員（新規加入）の募集について
（通知）

1月20日 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.170」の提供について（通知）

1月29日 地域・職域会長協議会の開催について（通
知）

2月1日 薬剤師会認定基準薬局の令和３年度第1次認
定について（依頼）

2月1日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の認定更新
について（依頼）

2月2日 医療従事者等への新型コロナウイルスワクチ
ン接種体制に係る調整への協力について（依
頼）

2月8日 自動ディスペンサー等の送付について

��݄��೔ఆྫৗ຿ཧࣄձٞࣄཁࢫ

日　時：令和 2 年11月26日（木）午後 7 時～午後 9 時05分
場　所：広島県薬剤師会館
議事要旨作成責任者 ： 松村　智子
出席者：豊見会長、青野・谷川・豊見・平本・松尾各副会長、

野村専務理事、荒川・有村・井上・竹本・中川・松
村・柚木各常務理事

オンライン出席者：二川・吉田各常務理事
欠席者：小林・宮本各常務理事

会長挨拶
　新型コロナ感染症の流行は第 3 波ということで各地で大変
なことになっており、広島も現実に患者が増えています。か
なり注意しないと、深刻なことになるかなという予感がして
います。実際に東京・大阪では重症患者が増えて医療も逼迫
しつつあり、これは通常の患者の医療も普通通りできなくな
るということを意味しています。東京では新しいコロナ専門
の病棟を作る計画がありますが、スタッフが集まらないそう
です。病棟の設備があっても実際に運営ができなという状況
になっていると聞いています。広島では、発熱外来を始めて、
PCR 検査をされる診療所もでてきているので、その対象の
患者さんは薬局にどういうふうに来られるか考えると心配を
せざるを得ません。我々がどういうふうな投薬をしていくの
か、ちゃんとできるのか試される事になります。準備を整え
なくてはならないと思います。

　また、今、薬局からの補助金の申請が全国で30％くらいと
非常に少なく、このままでは、薬局がコロナに対する準備を
していないと思われて、薬局の評価を下げてしまうことに
なってしまいます。歯科医師会も申請が少ないので実態を調
べてみると機材が来年の 3 月まで入らないそうです。注文が
殺到していて生産が追い付かないので、来年の 3 月までに入
るかどうかわからないから期限を伸ばしてくれという交渉を
していると聞きました。薬局ではそういう話を聞かないので
心配をしています。空気清浄機でも補助金として請求できる
わけですから、県薬としても広報しようと思っていますが、
薬局がちゃんと整備をするように進めていっていただきたい
と思っています。よろしくお願いします。

1 ．৹ٞ事߲
（ 1 ）新型コロナウイルス感染症関連について（資料 1 ）

（๛見会長）
支援事業について、日本医師会の記者会見で日常業
務等に対するものも੥求できるようになったと発表
されており、県薬務課に見解を確認し、できれば薬
局に文書をだしていただくよう要望することを確認
することとした。

（ 2 ）学校薬剤師部会備品ି出のૹ料について（๛見会長）
具体的にデータを出して、次回検討することとした。

（ 3 ）トレーシングレポートの事業周知および事例集作成
について（஛本常務理事）
特別委員会を作る必要は無く、保険薬局部会の中で
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やる事とする。会ࢽと一ॹに別࡭を入れるのも可能
だが、ある程度事例が集まった段階で作成すること
とし、それまでは県薬会ࢽの保険薬局部会のページ
に掲載することとした。

（ 4 ）広島県地域保健対策協議会医療情報活用推進専門委
員会について（資料 2 ）（๛見副会長）
地域における医療等情報利活用のニーズについて、
・退院時カンファレンスのウェブ開催や情報共有の

文書を診療報酬がつけれるものはやり取りできる
仕組み

・血液検査のデータが幅広く見れるよう処方箋に書
いてあることは全部見れるようにする

・OTC の登録機能
・開示カードがあれば全部開示するような仕組み
・かかりつけ薬局を登録して患者さんとのやり取り

ができる仕組み
・ケアマネ・訪看の各職種で進めていく人材を育成

していく　等の項目を提出することとした。
（ 5 ）医薬品の適正使用検討特別委員会委員の推નについ

て（資料 3 ）（໺ଜ専務理事）
任　　期：委৤の日～令和 3 年 3 月31日
現　　在：谷川正೭　副会長

๛見　敦　副会長（ 2 名程度）
回౴క切：令和 2 年12月 4 日（金）
継続が決定した。

（ 6 ）地対協医薬品の適正使用検討特別委員会委員の開催
について（資料 4 ）（໺ଜ専務理事）
開催候補日： 1 月14日（木）

1 月18日（月）
1 月22日（金）

会　　　場： 広島県医師会ؗ（19時～）の予定
回 ౴ క 切：令和 2 年12月 4 日（金）
委員から事務局へ連絡することを決定した。

2 ．報ࠂ事߲
（ 1 ）10月22日定例常務理事会議事要旨（別紙 1 ）
（ 2 ）ॾ通知

ア．来・発؆報告（別紙 2 ）
イ．会務報告（別紙 3 ）
ウ．会員異動報告（別紙 4 ）

（ 3 ）委員会等報告
（豊見会長）

11/16　クオール᷂来会ʦ広島県薬剤師会ؗʧ
来年度からの実務実習指導者養成講習会参
加についての協議が行われた。

11/19　第37回広島県薬事衛生大会ʦ広島県薬剤師
会ؗʧ　参加者：69名

11/19　令和 2 年度薬૆ਆ大ࡇʦ広島県薬剤師会ؗʧ
（੨໺副会長）

11/12　令和 2 年度後発医薬品使用促進事業検討委
員会（第 2 回）ʦ広島県薬剤師会ؗʧ（資料
11）

（谷川副会長）
11/22　令和 2 年度第 2 回認知症対応力向上研修（広

島市）ʦ広島県薬剤師会ؗʧ
（薬事情報センター）

11/23　認定実務実習指導薬剤師養成講習会ʦ広島
県薬剤師会ؗʧ

70名くらいの参加があったと報告された。

また、この 2 つの研修会で換気の取り方をどうする
かということがあり、換気については、それぞれの
委員会・担当者が責任をもって行うこととした。

（平本副会長）
11/15　次世代指導薬剤師特別委員会ඌ道福山三次

WEB 研修事前準備ʦZOOM 参加ʧ
（ 4 ）関連団体報告

（豊見会長）
11/12　第865回社会保険診療報酬支෷基金広島支部

事会ʦ支෷基金広島支部ʧװ
11/14　日本薬剤師会中国ブロック会議ʦ広島県薬

剤師会ؗʧ
11/26　第61回広島県公衆衛生大会～健やかな฻ら

しをつくる人々の集い～
［広島市西区民文化センター］

（豊見副会長）
11/18　広島県地域保健対策協議会医療情報活用推

進特別専門委員会ʦ広島県医師会ؗʧ
11/18　HM ネットについての打合せʦ広島県医師

会ؗʧ
11/19　令和 2 年度第 5 回 HM ネット運営会議ʦ広

島県医師会ؗʧ（資料10）
文書に HP,I を付加する機能の導入について議࿦が
行われたが、引き続き検討することとなったこと、
及び؆қポータルへのアクセス時に 2 要素認証を導
入し、セキュリティの強化がਤられることになった
ことなどの協議について報告された。

（豊見日薬常務理事）
11/14　令和 2 年度日本薬剤師会中国ブロック会議

ʦ広島県薬剤師会ؗʧ
11/16　国際委員会 ʦ東京　日薬ʧ
11/17 　常務理事会ʦ東京　日薬ʧ（資料 5 ）
11/18　第 2 回医療関係団体・医療機関等と連携し

た介護予防の推進方策検討委員会
［WEB 参加］

11/20　第 1 回医療保険委員会ʦワイムି会議室ʧ
（平本副会長・有ଜ常務理事）

11/13　令和 2 年度県民が安心して฻らせるための
四師会協議会　医療・介護の人材育成・確
保対策 WG 第 1 回研修カリキュラム検討部
会ʦ広島県医師会ؗʧ

ズームを用いた web 形式で座学 1 時間、グループ
ワーク30分を予定している。テーマは᧘ᚃで、座学
に関しては録画をしてそれを流すという方法をと
ることになった。その研修会の内容は各会の HP に
アップロードをして、いつでも୭でも見れるように
する予定だと報告された。

（平本副会長）
11/18　広島県介護支援専門員協会第 3 回生涯学習

部会・生涯学習制度研修୯位認定審査委員
会ʦZOOMʧ

11/21　広島県介護支援専門員協会厚生労働省「介
護支援専門員研修等オンライン化等ී及事
業」におけるオンライン環境での演習手法
実証

ʦT,P 広島本通Ӻ前カンファレンスセン
ターʧ

（松尾副会長）
11/15　第73回広島医学会総会ʦ広島県医師会ؗʧ
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（野村専務理事）
11/19　令和 2 年度第 2 回広島県認知症地域支援体

制推進会議ʦ広島県ிʧ
（竹本常務理事）

11/17　広島県病院薬剤師会地域医療連携支援検討
委員会ʦZOOMʧ

 11/20　令和 2 年度都道෎県薬剤師会アンチ・ドー
ピング活動担当者等研修会

（WEB 開催）ʦ広島県薬剤師会ؗʧ（薬事情報セン
ター）

（吉田常務理事）
11/13　広島県シルバーサービスৼڵ会2020年度下

期キャリアパス支援研修
ʦ広島県健康福祉センターʧ

11/25　令和 2 年度第 2 回リハビリテーション専門
職等人材育成調整会議

ʦ広島コンベンションϗールʧ
（指導）

11/19　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の新規個別指導

ʦ広島県福山ிࣷʧ（有ଜ・஛本各常務理事）
指導薬剤師と、薬局がᎍめるようなことがあり、そ
の薬局からどういう基準で指導薬剤師をબんでいる
のかという苦情が入ったという話があったと報告さ
れた。
11/25　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の個別指導
ʦ広島合同ிࣷʧ（平本副会長、中川常務理
事）

（その他）
11/26　広島大学薬学部実務実習事前学習指導ʦ第

1 講義室ʧ（中ౢ都義ࢯ）

3 ．そのଞ
（ 1 ）常務理事会の開催について（໺ଜ専務理事）

12月 9 日（水） 午後 7 時～ 
（議事要旨作成責任者【予定】宮本　一඙）
12月24日（木） 午後 7 時～
1 月 7 日（木） 午後 7 時～
1 月27日（水） 午後 7 時～

2 月10日（水） 午後 7 時～
（ 2 ）令和 2 年度健康ひろしま21推進協議会委員の推નに

ついて（資料12）（໺ଜ専務理事）
দ　ଜ　智　子　常務理事（継続）

（ 3 ）日本医療薬学会「地域薬学ケア専門薬剤師制度研修
充実のための全国研修会」について

（資料 6 ）（໺ଜ専務理事）
日　時：12月 6 日（日）13：00～16：00
場　所：Web 開催
参加費：無料
申込క切：12月 2 日（水）正午

（ 4 ）NPO 法人全国薬物依存症者家族会連合会 依存症予
防広島教室について

（資料 8 ）（໺ଜ専務理事）
日　時： 1 月24日（金）13：30～16：40
場　所：広島ห護士ԙ会ؗ　 3 階ϗール
参加費：無料
定　員：120名

（ 5 ）第54回日本薬剤師会学術大会の開催について（資料
9 ）（໺ଜ専務理事）
期　間：2021年 9 月19日（日）・20日（月・ॕ）
場　所：福岡国際会議場、福岡サンパレス、マリン

メッセ福岡
（ 6 ）会営二葉のཬ薬局の収支状況及び処方箋応ध状況報

告について（資料 7 ）（໺ଜ専務理事）
（ 7 ）広島県アルコール関連問題ී及ܒ発リーフレットの

配付について（஛本常務理事）
（ 8 ）みんパピ！みんなで知ろう HPV HPV ワクチンっ

て安全なの？カードの配付について
（野村専務理事）

そのଞ
○ふたばホールの会場人数については、年末まではスタッフ

を除いて80名を定員することとした。
○くすり教育研修会が 1 月24日（日）13：30～16：30でハイ

ブリッド形式により開催されるが参加者については検討す
ることとした。

○北側の道路で煙草を吸われると煙たいと苦情が入っている
ので、研修参加者等に注意するようお願いすることとした。

��݄�೔ఆྫৗ຿ཧࣄձٞࣄཁࢫ

別紙 1
日　時：令和 2 年12月 9 日（水）午後 7 時～ 9 時18分
場　所：広島県薬剤師会館　 2 F　在宅医療研修室
議事要旨作成責任者：柚木りさ
出席者：豊見会長、青野・谷川・豊見・平本・松尾各副会長、

野村専務理事、荒川・井上・竹本・中川・柚木各常
務理事

オンライン出席者：小林・二川・松村各常務理事
欠席者：有村・宮本・吉田各常務理事

会長挨拶：
　イトラコナゾールৣ100「MEE,」、イトラコナゾールৣ
200「MEE,」の自主回収については、事件と言ってもいい

でしょう。今後、զ々の仕事にとって非常に大変な障害とな
る「事件」だと思います。この薬はジェネリックですが、広
島県は後発医薬品率が残念ながら஗れており、全国的にも下
の方です。厚生労働省が言う「ジェネリックの率を80％」ま
で上げるという命題のクリアについて、非常に苦しい状態に
あるところで、薬剤師会としても何とかジェネリックの率を
上げる必要があると思っていた໼先のことで、ちょっと大変
なことになったと思っています。自主回収以外の薬は安全で
すと言い切らなくてはいけないわけなんですが、どうしてと
聞かれたら、なかなかそれが౴えにくくなってしまったとい
うのが実情です。
　新型コロナウイルスについても、現在第 3 波の中にいます。
本日の広島県内の感染者数は、73名まで増えており、前回の
常務理事会の時は、岡山、広島、山口のうち広島だけが少な
いような状況でしたが、いつの間にか中国地方で断トツに多
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くなっています。本当に気をつけなくてはいけない状況にあ
ります。クラスターも多く、どこに何があるか分からないと
いう状況です。
　今日、一つの学校はด校をしないという話を聞きました。
家族の濃厚接触者か何かで早くから学校にొ校していなかっ
たらしく、分かったときには学校を欠席して大分経過をして
いたのではないかと予想をしています。詳しいことは分かっ
ていませんが、だから休校する理由がないという判断だった
のではないかと思います。そういうふうに、家ఉでの感染、
飲食での感染にかなり絞られてきているというふうに思いま
す。զ々も心して業務に当たるときに気をつけなくてはいけ
ないです。薬局でクラスターを起こさないように気をつけな
がら業務をしないといけません。薬局の同྅同士で食事をす
るときなど、薬局での感染を広げないよう、基本的なことを
守ってくださいというお願いとともに、自身も気をつけたい
と思っておりますので、よろしくお願いします。

1 ．৹ٞ事߲
（ 1 ）令和 2 年度第 1 回在宅医療推進委員会について（説

明）（資料 9 ）（薬務課：代理平本副会長）
今回から、常務理事会の前に在宅医療推進委員会を
開催し、事業の進ḿ状況の説明、事業内容について
協議を行うと説明があった。

（ 2 ）令和 3 年度事業計画（案）及び収支予ࢉ（案）のฤ
成スケジュールについて（資料 1 ・ 2 ）

【日程】（໺ଜ専務理事・谷川副会長）
・地域・職域会長協議会

2 月20日（౔）15：00～　ԙ　広島県薬剤師会ؗ
・理事会

2 月20日（౔）16：30～　ԙ　広島県薬剤師会ؗ
・第58回広島県薬剤師会臨時総会

3 月21日（日）13：00～（予定）ԙ　広島県薬剤
師会ؗ

令和 3 年度事業計画及び収支予ࢉについて、新規事
業・修正等があれば 1 月20日（木）までに事務局へ
連絡するようというスケジュールが提案され承認し
た。

（ 3 ）学校薬剤師部会備品ି出のૹ料について（๛見会長）
協議の結果、従来どおりି出申੥者ෛ担とすること
に決定した。

（ 4 ）日薬代議員中国ブロック協議会への質問について
（੨໺副会長）
日　時： 2 月 6 日（౔）15：00～

2 月 7 日（日）～12：00
場　所：セントコア山口（山口市౬田温ઘ 3 ô 2 ô

7 ）
క　切： 1 月27日（水）午前中
広島県からの質問について、 1 月27日（水）午前中
までに提出することが決定した。

（ 5 ）中国新聞の広告について（資料 3 ）（谷川副会長）
・薬剤師෮職支援

掲載日：12月18日（金）
・新年

掲載日： 1 月 4 日（月）
12月18日（金）、෮職支援研修会の参加者のコメン
トを入れた広告を出すこと、 1 月 4 日（月）の広告
については、「皆様の健康と薬の安全な使用のため
にかかりつけ薬局、薬剤師をબびましょう」と題し
て、正しいサージカルマスクのつけ方、手洗いと

いった内容で検討することを承認した。
（ 6 ）HIROSHIMA 飲ञ運సゼロ PUROJECT の協ࢍに

ついて（資料 4 ）（谷川副会長）
2021年のテーマ：ゼロをあたりまえに

（昨年度：協ࢍ）
協ࢍすることに決定した。

（ 7 ）協会けんΆ「ジェネリック医薬品をબぼう！」ポス
ターの会ࢽ（ 1 月߸）同෧について（ポスター）（੨
໺副会長）
令和 3 年 1 月の会ࢽに同෧することに決定した。

（ 8 ）薬事情報センターの事務担当者について（໺ଜ専務
理事）
事務局のח૔職員を担当とすることを承認した。

（ 9 ）県薬マーク入りۗষ（ピン式）の作製について（資
料 5 ）（谷川副会長）
७ۜ製ࣣๅ 1 色金メッキを100個発注すること、実
費2ó310円（੫込）で販売することが決定した。

（10）新型コロナウイルス感染症関連について（資料12）
（๛見会長）
学校が休校にならなかった件について、月༵日に家
族がཅ性なり、生徒は月༵から休んでおり、Ր༵日
の午前中に濃厚接触者として受けた PCR 検査でཅ
性、保健所が感染可能期間にొ校していないという
判断で、休校の必要ないと判断したということでし
た。

2 ．報ࠂ事߲
（ 1 ）11月11日定例常務理事会議事要旨（別紙 1 ）
（ 2 ）委員会等報告

（豊見会長）
12/ 9 　小ྛ化޻・Meiji Seika ファルマ・薬務課と

の打ち合わせʦ広島県薬剤師会ؗʧ
（谷川副会長）

11/27　ྙ理審査委員会・研修会ʦ広島県薬剤師会
ؗʧ

12/ 3 　中国新聞広告社来会ʦ広島県薬剤師会ؗʧ
12/ 8 務打合会ʦ広島県薬剤師会ؗʧࡒ　
予ࣥࢉ行状況について確認を行ったと報告があった。
地域薬剤師会の大小に限らずオンライン研修会を開
催する際、システム利用料等の費用が発生しており、
それを補助できるか検討してほしいと要望があり、
検討することになった。

（平本副会長）
12/ 1 　医薬品適正使用に伴うৡ受ৡ渡書について

の打合せ　ʦ県ிʧ（࡭子）
C 型肝炎治療薬「ハーボニー配合ৣ」事件の後、「ِ
଄薬品などの不適正な医薬品の流通防止の徹底につ
いて」の࡭子を作成し、保険薬局カードを一ॹに配
付しているが、⑥Էの名称の中にある、ൖ入を行っ
たԷ売販売業者の従業員が取引の指示を受けたこと
を示す資料の記載が必要という文言を࡟除すること
について、薬務課に交বする予定であると説明が
あった。

（松尾副会長）
11/30　薬事情報センター委員会ʦ広島県薬剤師会

ؗʧ（薬事情報センター）
令和 2 年度事業ࣥ行状況、令和 3 年度事業計画につ
いて協議を行ったと報告があった。
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（中川常務理事）
11/29 オンライン診療に伴う緊急ආ೛薬の調剤に

関する研修会ʦ広島県薬剤師会ؗʧ （資料
10）

来場者30名、ウェブ参加197名の合計227名に研修修
了証を発ૹし、日薬へ研修修了者名฽を提出したと
報告があった。
今後年に 1 回のペースで開催してほしいと要望が
あった。

（吉田常務理事）
11/30　෮職支援研修会ʦ広島県薬剤師会ؗʧ

（ 3 ）関連団体報告
（青野副会長）

11/27　第146回中国地方社会保険医療協議会広島部
会ʦ中国四国厚生局ʧ

12/ 8 　日本薬剤師会総会議事運営委員会ʦ東京　
日薬ʧʦWEBʧ（資料11）

3 月に開催予定の第97回臨時総会について、 3 月 6
日（౔） 1 日のみの開催とし、内容をつめて通知を
することになったこと、中国ブロックがブロック代
表質問の 1 番目であると報告があった。
12/ 8 　日本薬剤師会第96回臨時総会ʦ東京　日薬ʧ

ʦWEBʧ（資料11）
臨時総会が開催され、議案第 1 ߸日本薬剤師会年金
制度ഇ止に伴う年金資産分配開始の件について、ࢍ
成多数で可決されたと報告があった。

（豊見日薬常務理事）
11/30　FIP 臨時評議会ʦWEB 会議ʧ
12/ 1 　常務理事会 ʦ東京　日薬ʧ（資料 6 ）
12/ 1 　自由民主ౘ薬剤師問題議員࠙談会 総会

ʦキャピトルϗテル東急ʧ
日薬役員、日薬連役員の全員が出席したと報告が
あった。
12/ 4 　医療薬学会地域薬学ケア専門薬剤師研修会

打合せʦWEBʧ
12/ 4 　日本 FIP 連絡会議ʦ東京　日薬ʧ
12/ 6 　医療薬学会地域薬学ケア専門薬剤師研修会
12/ 7 　調剤と情報ฤ集会議ʦWEBʧ
12/ 8 　第 9 回理事会ʦ東京　日薬ʧ
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や
情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取
扱いについて、すべての薬局に対して 4 月から 9 月
までに受け付けた処方箋の調査が行われており、క
切も12月14日まで延長されたと説明があり、ੋ非協
力してほしいと要望があった。

（平本副会長）
12/ 4 　新基金等の事業打合せʦ広島県ிʧ

薬務課と新基金事業について打合せを行い、

本年度中に広島県在宅支援薬剤師専門研修
会ᶘ、新基金だからୀ院時カンファレンス
等メンター制度事業を行うと報告があった。

12/ 7 　広島県病院薬剤師会・地域医療連携支援検
討委員会との打合せʦ広島県薬剤師会ؗʧ

（指導）
12/ 3 　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の新規個別指導
ʦ広島合同ிࣷʧ（二川・٢田各常務理事）

12/ 9 　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導ʦ広島合同ிࣷʧ

（༘木常務理事、中໺理事）
イーパーク電子版お薬手ாを使用している薬局が、
これはもともと e 薬 Link が認めたお薬手ாで、一
元管理ができるということで手ாࢉ定可能になって
いるが、指導の際に確認をしたところ、リンクする
ことができなかった。イーパークに問い合わせた
結果、イーパークのシステムを使っているが、e 薬
Link とは契約していないことが判明し、不完全な
状態のイーパークの電子お薬手ாを使用しているこ
とがわかった。判定は下ってはいないが、一元管理
の項目から外れ、ࢉ定不可能な電子お薬手ாという
扱いになってしまう可能性があると報告があった。

3 ．そのଞ
（ 1 ）常務理事会の開催について（໺ଜ専務理事）

12月24日（木） 午後 7 時～
 （議事要旨作成責任者【予定】宮本一඙）
1 月 7 日（木） 午後 7 時～
1 月27日（水） 午後 7 時～
2 月10日（水） 午後 7 時～
2 月24日（水） 午後 7 時～

（ 2 ）令和 2 年地域・職域薬剤師会別会員数の報告につい
て（資料 7 ）（໺ଜ専務理事）

（ 3 ）令和 2 年度「疼痛؇和のための医療用麻薬適正使用
推進講習会～症例から適正使用を学Ϳ～」の開催に
ついて（資料 8 ）（໺ଜ専務理事）
日　時： 1 月30日（౔）13：00～16：30
場　所：広島大学東千田校ࣷ　501講義室（サテラ

イト会場）
定　員：100名
申込開始：11月24日（Ր）～ 1 月28日（木）予定　
˞定員に達したらక切

（ 4 ）その他
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護
分）については、介護サービスの実੷がない場合は
申੥できないことがわかったと報告があった。
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別紙 1
日　時：令和 2 年12月24日（木）午後 7 時～ 8 時40分
場　所：広島県薬剤師会館 2 F 在宅医療研修室
議事要旨作製責任者：宮本　一彦
出 席 者：豊見会長、野村専務理事
Online 出席者：青野・谷川・豊見・平本・松尾各副会長、

荒川・有村・井上・竹本・中川・二川・松
村・宮本・柚木・吉田各常務理事

欠 席 者：小林常務理事

会長挨拶：
　新型コロナウイルス感染症の問題が本当に緊急事態になっ
ているようです。薬剤師஥間の間でも、どんどん身近に患者
さんが出てきているような状況を見聞きします。いつ本人が
感染してもおかしくない状況です。実は、後でࡂ害対策委員
会委員長にも本会議に入っていただきますが、県薬としては
害対策委員会を中心に、いろいろ動いていかなければならࡂ
ない事態になっています。これから先どうなるか、予想がつ
かない状況です。広島市は200人、300人とは増えていっては
いない。100人以下で止まっている状況ではありますが、そ
れがいつどうなるかわからない。もしかしたら、各自が薬局
を続けていくことが精一ഋという状況になるかもしれません。
全精力傾けて、感染拡大防止に౒めないといけないと思って
います。薬剤師会だけでなく、四師会で協力し合いながら考
えていきたいと思っています。

1 ．৹ٞ事߲
（ 1 ）令和 2 年度第 2 回在宅医療推進委員会について（説

明）（資料 1 ）（薬務課：代理平本副会長）
薬剤師とケアマネジャーの連携を強化していこうと、
ୀ院時カンファレンスメンター制度検討委員会で、
合同研修会の開催を検討している。この研修会開催
にあたり、広島県ډ宅介護支援専門員協会に 3 名程
度の委員を依頼していると説明があった。

（ 2 ）日本੺十ࣈ社令和 2 年度活動資金への協力について
（資料 2 ）（໺ଜ専務理事）
昨年度と同様、協力することを決定した（協力金10
万円）。

（ 3 ）新型コロナウイルス感染症関連について（資料 3 ）
（๛見会長）
資料のとおり説明があった。

（ 4 ）令和 3 年 4 月給与支給規定の改定について（資料 4 ）
（横山事務局長）
広島県の給与改定があったため、規定により本会も
それに準ずることとし、理事会での承認後に適用す
ることとした。

（ 5 ）中国新聞の広告について（資料 5 ）（谷川副会長）
掲載日：令和 3 年 1 月 4 日（月）
資料のとおりに掲載することを承認した。

（ 6 ）中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担当
者の個別指導及び新規個別指導について（資料 6 ）

（青野副会長）
新型コロナウイルス感染症拡大の関係で、医師会、
科医師会、薬剤師会で足ฒみをἧえて、個別指導ࣃ
を中止してはどうかという話が出ている。医師会、
科医師会では、年明けの指導については中止とさࣃ
れた。薬剤師会でも協議の上、中止という意向であ

れば対応すると厚生局から話があった。薬剤師会と
しては、換気や、ソーシャルディスタンスが取れる
状況であるならば、中断となった薬局の指導につい
ては、対応していきたい。厚生局と相談の上、今後
の対応について決定することとした。

（ 7 ）講師派遣ついて（資料14）（໺ଜ専務理事）
主　催：リワークセンター大手ொ
日　時：令和 3 年 2 月13日（౔）10：00～12：00
場　所：リワークセンター大手ொ܇࿅室（PC、プ

ロジェクタ利用可）
講演内容：「精ਆ薬ってなんだろう？」
講演時間：10時～（90分程度）
対　象：精ਆ࣬患を理由として休職、失職されてい

る成人男女20名程度
٢田常務理事が講師を務めることとした。

（ 8 ）広島県医療体制ݎ持એ言について（資料17）（໺ଜ
専務理事）
要望日：令和 2 年12月28日（月）
要望先：広島県知事（健康福祉局長）
要望書等：別紙（要望書・広島県医療体制ݎ持એ言）
資料のとおり、提出することとした。

（ 9 ）第37回๺方ྖ౔ฦؐ要求広島県民大会への参加につ
いて（資料18）（໺ଜ専務理事）
日　時：令和 3 年 2 月 2 日（Ր）13：30～15：00
場　所：広島県民文化センター

（昨年度：横山事務局長参加）
横山事務局長が参加することとした。

（10）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第28回広島県医療情報技師会研修会の後援について 

（資料 7 ）（໺ଜ専務理事）
日　時：令和 3 年 1 月23日（౔）10：00～17：20
場　所：WEB 開催

（昨年度：後援承୚）
承認することとした。

イ．第 7 回エキキタスイーツラリーの協ࢍ金について 
（資料 8 ）（໺ଜ専務理事）
開催期間： 2 月 1 日（月）～ 3 月15日（月）43日間
主　　催：エキキタまちづくり会議スイーツプロ

ジェクト
協ࢍ金ֹ：大： 3 万円　中： 2 万円　小： 1 万円　

ミニ： 5 千円
掲　　載：ポスター・リーフレットの協ࢍ表示ス

ペースに団体名掲載（ロゴ付可）
申込期限：12月24日（水）14時まで（25日回౴確認

済み）
（初めて）
科医師会に対応を確認し、同様の対応とすることࣃ
とした。

ウ．第 8 回全国介護・終末期リハ・ケア研究大会広島
2021の後援について（資料15）（野村専務理事）
日　　　時： 9 月11日（౔）10：00～16：00
大会テーマ：ええ人生じゃったよ！
場　　　所：広島県医師会ؗ

（初めて）
後援することとした。

エ．ジェネリック医薬品の使用促進に係る新聞広告の名
義使用について（資料16）（野村専務理事）
掲載時期：令和 3 年 2 月下旬
広報ഔ体：中国新聞ʗ朝ץʗ全 5 段ʗカラー（౔・
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日・ॕの社会面を予定）
費用ෛ担：なし（全国健康保険協会広島支部全ֹෛ

担）
承認することとした。

感染拡大等防止防止支援事業について（๛見会長）
感染拡大等防止防止支援事業（70万）の件で、20万が௥加
されることになり、ネット接続費用等も含まれることに
なった。新しい Q＆A も出たので、近日中に内容を広島
県に確認し、周知を行うこととした。

2 ．報ࠂ事߲
（ 1 ）11月26日定例常務理事会議事要旨（別紙 1 ）
（ 2 ）ॾ通知

ア．来・発؆報告（別紙 2 ）
イ．会務報告（別紙 3 ）
ウ．会員異動報告（別紙 4 ）

（ 3 ）委員会等報告
（๛見会長）

12/14　広島県健康福祉局総括׭訪問ʦ県ிʧ
（谷川副会長）

12/10　中国新聞広告社来会ʦ広島県薬剤師会ؗʧ
12/10　薬૲に親しむ会開催運営委員会ʦ広島県薬

剤師会ؗʧ
若い実行委員、講師育成について検討した。
次回常務理事会で、来年度の開催場所を報
告することとされた。

12/16　ྙ理審査委員会（ਝ速審査）ʦ広島県薬剤師
会ؗʧ
1 件、ਝ速審査を行ったと報告された。

12/17　中国新聞広告社来会ʦ広島県薬剤師会ؗʧ
1 月 4 日中国新聞掲載広告原稿の打合せを
行ったと報告された。

（平本副会長）
12/11　在宅支援薬剤師専門研修委員会ʦ広島県薬

剤師会ؗʧ
1 月24日に研修会を開催するが、グループ
ワークだと研修シールを発行できないと研
修センターから連絡があり、講師について
も、自宅からの配信となる場合は、同様で
あるとされたため、許可をもらえるよう、
要望中であると報告された。

12/14 研修シラバス検討委員会ʦ広島県薬剤師会
ؗʧ
情報センターの定例研修会の一部を本委員
会で受け持とうという意見があり、12月25
日の打合せで方向性を決めることを報告さ
れた。

12/15　健康サポート薬局に係る研修会会場下見ʦ福
山大学社会連携推進センターʧ

12/ 1 　ୀ院時カンファレンス等メンター制度検討
委員会ʦ広島県薬剤師会ؗʧ

12/18　日本ジェネリック製薬協会来会ʦ広島県薬
剤師会ؗʧ

（松尾副会長）
12/24　日本薬剤師研修センター薬剤師研修協議会

連絡会ʦWEBʧ（資料19）
研修センターの新しいシステムの話であっ
た。内容は、個人が PECS をొ録し、実施
される研修会をબ୒すると QR コードが発

行される。その QR コードを会場でಡみ込
ませる（受付時、終了時の 2 回）と、受講
୯位の交付を受けられるという流れであっ
た。実施機関は、PECS ొ録のパソコンを
用意する必要があり、リーダーについては、
各機関に 1 ୆配布される。
認定制度の申請についても、本システムで
行う。研修手帳との移行期間もあるため、
何単位あるかを確認し、そのシステム上で
申請が行える。
実施時期は、来年 3 月からొ録できるよう
にされ、 9 月を目途に新しいシステムを動
かす予定であるので、会員への周知が必要。
質問については、各県薬から出た質問を集
約し、ϗームページを通して回౴するとい
うことであったと報告された。

（野村専務理事）
12/22　薬局運営委員会ʦ広島県薬剤師会ؗʧ

事業計画及び予12、ࢉ月末までの事業施行
状況を行った。事業計画の中に、「ࡂ害時医
薬品提供を行う」という項目に௥加し、「コ
ロナ対応」を௥加することとした。
現在、コロナϗテルへの医薬品提供業務が
非常に増えてきているため、今後の対応に
ついては、ࡂ害対策委員会と共同で検討し
ていきたいと報告された。
害ࡂ害対策委員会の現状について（۲田ࡂ
対策委員長）
12月23日に広島県薬務課より、ࡂ害薬事コー
ディネーターの派遣依頼があった。 2 ߸ؗ・
4 ߸ؗが軽症者ϗテルとして開いており、
先日、 5 ߸ؗがオープンした。これから400
名くらい入れる 6 ߸ؗがオープンする予定。
患者の年齢層がঃ々に上がってきているた
め、服薬率が上がってきている。入所する
時の薬のチェックは、看護師の手にはෛえ
ないので、ࡂ害薬事コーディネーターに常
றをお願いしたいということであった。
ϗテルでは、患者とは通路を分けてある。
服薬指導もオンラインで行う。
12月26日から 1 月末頃までの活動を目途に
薬剤師の派遣ื集を行いたいと考えている
と報告された。

（井上常務理事）
12/13　認定実務実習指導薬剤師養成講習会ʦ学校

法人福山大学社会連携推進センターʧ
（中川常務理事）

12/18　広報委員会ʦ広島県薬剤師会ؗʧ
（宮本常務理事）

12/12　第538回薬事情報センター定例研修会ʦ広島
県薬剤師会ؗʧ（薬事情報センター）

（柚木常務理事）
12/17　会計チェック（薬局・配布物外）ʦ広島県薬

剤師会ؗʧ
（ 4 ）関連団体報告

（豊見会長）
12/10　第866回社会保険診療報酬支෷基金広島支部

事会ʦ支෷基金広島支部ʧװ
マイナンバーカードのオンライン資格確認
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の機ցを無料で配ることになっているので、
早めの整備をお勧めしたいと報告された。

12/17　高齢者施策総合推進会議　ʦ県ிʧ
広島県の施策を決めていくという中で、ポ
リファーマシィなど、薬剤師に関連する内
容を含めてもらうよう、進めていかなけれ
ばならないと話があったと報告された。

（豊見副会長）
12/21　令和 2 年度第 6 回 HM ネット運営会議ʦ広

島県医師会ؗʧ
ひろしまメディカル DX 構想についてまと
めたものを提出した。いただいた意見を 活
用していきたいと報告された。

薬局におけるِ଄医薬品流通防止対策につ
いて࡭子とカードを毎年発行している。県
薬務課は「Էからの医薬品ೲ入時、“ 名ࡳ
で確認 ” の一言を伝ථに書くように」とい
う指導をしており、県薬務課からの要望に
より࡭子にもその旨記載をしている。この
件については以前から申し入れをしており、
県からも厚労省に照会中とのことではある
が、そのฦ౴を଴ってより実効性のあるِ
଄医薬品流通防止対策にむけて協議を進め
ていきたいと報告された。

（豊見日薬常務理事）
12/15　常務理事会ʦ東京　日薬ʧ（資料 9 ）
12/17　JPALS WEB テスト検証小委員会ʦ東京　

日薬ʧ
12/20　日本医療薬学会2020年度第 5 回地域薬学ケ

ア専門薬剤師認定委員会ʦWEBʧ
12/20　日本医療薬学会2020年度第 3 回地域薬学ケ

ア専門薬剤師研修小委員会ʦWEBʧ
12/20　全国薬剤師・在宅療養支援連絡会通常理事

会ʦWEBʧ
12/22　常務理事会ʦ東京　日薬ʧ（資料10）
12/23　令和 2 年度「全国医療機能情報提供制度及

び薬局機能情報提供制度に係る調査研究」
第 1 回公表項目検討 WGʦWEBʧ

（平本副会長）
12/10 令和 2 年度広島県学校保健及び学校安全表

জબ考専門委員会ʦ県ிʧ
東広島支部の金好先生、広島支部の中໺先
生を推નしたと報告された。

12/17　広島県介護支援専門員協会　令和 2 年度第
1 回オンライン連絡会

ʦ広島県健康福祉センターʧ

12/23　広島県介護支援専門員協会 令和 2 年度第 3
回研修・出版部会

ʦ広島県健康福祉センターʧ
（指導）

12/16　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導ʦ広島合同ிࣷʧ

（੨໺副会長、宮本常務理事）
12/23　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の個別指導ʦ広島合同ிࣷʧ
（竹本・吉田各常務理事）
٢田常務理事より、施設の入ډ者にかかり
つけ薬剤師の契約をして、施設に行きなが
ら服薬指導のࢉ定をしていた。その場合、
患者本人に指導した場合は良いが、ケアマ
ネや介護職員に指導をした場合はࢉ定でき
ないのではないか。という話が出た。会と
して、施設の入ډ者にかかりつけ薬剤師の
契約を結Ϳことは、どのように考えるか。
と報告され、੨໺副会長が調べて、回౴す
ることとされた。

3 ．そのଞ
（ 1 ）常務理事会の開催について（໺ଜ専務理事）

1 月 7 日（木） 午後 7 時～ （中止）
1 月27日（水） 午後 7 時～
 （議事要旨作成責任者【予定】٢田亜լ子）
2 月10日（水） 午後 7 時～
2 月24日（水） 午後 7 時～
3 月10日（水） 午後 7 時～
3 月25日（木） 午後 7 時～

（ 2 ）令和 2 年度地域依存症対策研修事業「ギャンブル依
存症の理解と対応」（オンライン研修）について（資
料11）（໺ଜ専務理事）
日　時： 2 月 9 日（Ր）13：30～14：30
申込先：shcchiiki!pref.hiroshima.lg.jp
క　切： 1 月29日（金）
参加希望の際は各自で申し込むよう、紹介された。

（ 3 ）令和 2 年度　若年性認知症支援ネットワーク研修
（オンライン研修）について（資料12）

（野村専務理事）
日　時： 1 月26日（Ր）14：00～15：40
క　切： 1 月 8 日（金）
参加希望の際は各自で申し込むよう、紹介された。

（ 4 ）会営二葉のཬ薬局の収支状況及び処方箋応ध状況報
告について（資料13）（໺ଜ専務理事）
患者数がڈ年よりは、増えていると報告された。



26 202ø Vol.46 No.2　広島県薬剤師会誌

県薬日誌

日　　　付 行　事　内　容

12月21日 月令和2年度第6回̢̝ネッτ運営会議
� （オンライン）

22日 火 薬局運営委員会

23日 水

・中国࢛国ް生局ٴͼ広島県によるࣾ
会保険医療担౰者のݸ別指導
� （広島合ಉிࣷ）
・広島県հࢧޢԉ専門員協会 令和2年

度第３回研修・出൛部会� （;ooN）

24日 木

・日本薬剤師研修センター薬剤師研修
協議会連絡会� （Zoom）

・常務理事会
・第２回在宅医療推進委員会
・（緊急）災害対策委員会�（オンライン）

25日 金
・第147回中国地方社会保険医療協議会

広島部会� （中国四国厚生局）
・薬事情報センター委員会、シラバス

研修員会合同会議

28日 月 四師会による広島県医療体制堅持宣言
� （広島県庁）

1月9日 土 第539回薬事情報センター定例研修会
� （オンライン）

10日 日 第9回先端的がん薬物療法研究会
� （オンライン）

12日 火
在宅医療推進に向けた研修会合同WG

（退院時カンファレンス等メンター制度
検討委員会)

13日 水
・日本薬剤師会第3回都道府県会長協

議会� （東京　日薬）
・広島県健康福祉局薬務課長来会

14日 木

・日本薬剤師会総会議事運営委員会
� （東京　日薬）
・ＨＭネットについての打合せ
� （オンライン）
・第867回社会保険診療報酬支払基金広

島支部幹事会� （支払基金広島支部）
・健康サポート薬局研修会（西部）の

ための予行演習
・広島県地域保健対策協議会医薬品の

適正使用検討特別委員会
� （Zoom・広島県医師会館）

日　　　付 行　事　内　容

15日 金

・広島県地域保健対策協議会令和２年
度第1回糖尿病対策専門委員会
� （オンライン）
・在宅支援薬剤師専門研修委員会
� （オンライン）

16日 土
令和２年度広島県学校薬剤師研修会及
び広島県薬剤師会薬事衛生指導員講習
会（西部）

17日 日
令和２年度広島県学校薬剤師研修会及
び広島県薬剤師会薬事衛生指導員講習
会（東部）� （福山商工会議所）

18日 月 医療保険委員会（保険薬局部会）

20日 水

・中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導
� （広島合同庁舎）
・広島県医師会訪問（ＨＭネット関連）
� （広島県医師会館）

21日 木 ・倫理審査委員会（迅速審査）
・研修シラバス検討委員会

22日 金 復職支援研修会

23日 土 第28回広島県医療情報技師会研修会
� （オンライン）

24日 日

・健康サポート薬局研修会（西部）
・広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ
・財務担当者会議
・日本薬剤師会　令和２年度くすり教

育研修会�（TKPガーデンシティ竹橋）

26日 火 第148回中国地方社会保険医療協議会広
島部会� （中国四国厚生局）

27日 水

・中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導
� （広島合同庁舎）
・令和２年度防火防災講演会
� （JMSアステールプラザ）
・常務理事会
・第3回在宅医療推進委員会

28日 木 健康サポート薬局研修会（西部）のた
めの予行演習

29日 金

・薬務課令和3年度予算説明会
・広島県介護支援専門員協会　令和２

年度第２回オンライン連絡会
� （Zoom）
・抗HIV薬服薬指導研修会委員会

31日 日 健康サポート薬局研修会（西部）
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日　　　付 行　事　内　容

２月1日 月
令和２年度県民が安心して暮らせるた
めの四師会協議会　医療･介護の人材育
成・確保対策ＷＧ　第２回研修カリキュ
ラム検討部会� （Zoom）

3日 水

・中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導
� （広島合同庁舎）
・令和２年度第７回ＨＭネット運営会

議� （オンライン）

4日 木
・健康サポート薬局研修（東部Ａ）の

予行演習
� （福山大学社会連携推進センター）
・財務担当者会議

5日 金

・部会外会計チェック
・日本薬剤師会令和２年度薬事情報セ

ンター実務担当者等研修会
� （オンライン）
・第62回中国・四国地区調整機構会議
（支部会）� （オンライン）

・日本薬剤師会総会議事運営委員会
� （オンライン・東京　日薬）
・広島県介護支援専門員協会 令和２年

度第4回研修・出版部会
� （広島県健康福祉センター）

6日 土

・令和２年度 薬剤師禁煙支援アドバイ
ザー講習会

・日薬代議員中国ブロック協議会
� （Zoom）
・健康サポート薬局研修レポートチェッ

ク作業

７日 日 健康サポート薬局研修会（東部）
� （福山大学社会連携推進センター）

8日 月 健康サポート薬局研修レポートチェッ
ク作業

9日 火
・在宅医療推進に向けた研修会合同

WG（退院時カンファレンス等メン
ター制度検討委員会）

・倫理審査委員会（迅速審査）

日　　　付 行　事　内　容

10日 水

・第868回社会保険診療報酬支払基金広
島支部幹事会� （支払基金広島支部）

・常務理事会
・第4回在宅医療推進委員会
・広島県健康福祉局障害者支援課事前

説明� （Zoom）

11日 木

・日本薬剤師会令和２年度薬局ビジョ
ン実現に向けた薬剤師のかかりつけ
機能強化事業　次世代薬剤師指導者
研修会� （オンライン）

・令和２年度高度管理医療機器等に係
る継続研修会

12日 金
令和２年度県民が安心して暮らせるた
めの四師会協議会　医療･介護の人材育
成･確保対策ＷＧ　第3回研修カリキュ
ラム検討部会� （広島県医師会館）

13日 土
リワークセンター大手町「精神科薬っ
てなんだろう？」研修会
� （リワークセンター大手町訓練室）

15日 月 ・広報委員会
・IPPNW広島県支部理事会� （Zoom）

17日 水

・広島県介護支援専門員協会　居宅介
護支援事業所におけるケアマネジメ
ント機能向上に資するOJT・事例検
討回実践に活かす手引きZoomを活用
した管理者研修

・中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導
� （広島合同庁舎）

18日 木

・日本薬剤師会薬事関連情報評価・調
査企画委員会の予定事業に関する説
明会� （オンライン）

・在宅支援薬剤師専門研修委員会（予
行演習）

20日 土 ・地域・職域会長協議会�（オンライン）
・理事会� （オンライン）
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行事予定（令和 3年 3月～ 5月）

ú 月 ø 日（月） 令和 ù年౓ཱࣗࢧԉଟ৬छωοτϫーΫ推進会議ୈ øճϫーΩンά会議（広島県ҩ師会館）

ú月 ü日（金） 日ຊ薬剤師会ୈø÷ճཧࣄ会（東ژ　日薬）

　　ʏ 令和 ù年౓ୈ ùճத国・࢛ 国ϒϩοΫΤΠζ࣏ྍڌ఺පӃ౳連བྷڠ議会（ΦンϥΠン）

ú月 ý日（土） 日ຊ薬剤師会ୈĀþճྟ࣌૯会（ホςルΠーετùø東ژ）

ú月 þ日（日） म会ݚಋࢦ7薬෰薬*(߅

ú月ø÷日（ਫ） ৗ຿ཧࣄ会

　　ʏ ୈ ýճࡏ୐ҩྍ推進ҕһ会

ú月øø日（໦） ୈÿýĀճ社会อݥ਍ྍใुࢧ෷ج金広島ࢧ部ࣄװ会（ࢧ෷ج金広島ࢧ部）

ú月øú日（土） ୈüû÷ճ薬ࣄ৘ใセンターఆྫݚम会

ú月øý日（Ր） ૯߹推進会議（ΦンϥΠン）ࡦࢪऀྸߴ

ú月øþ日（ਫ） 広島県͕Μରࡦ推進ҕһ会（県ி会議ࣨ）

ú月øĀ日（金） 日ຊ薬剤師会令和 ù年౓ྙڀݚཧʹؔ͢Δશ国会議（ΦンϥΠン・東ژ）

　　ʏ 令和 ù年౓ୈ ùճ஍ҬแׅέΞڧԽ推進ݕ౼ҕһ会（ΦンϥΠン）

ú月ùø日（日） ୈüÿճ広島県薬剤師会ྟ࣌૯会

ú月ùû日（ਫ） 令和 ù年౓ࡏ୐ҩྍͷਓࡐ（๚໰ޢ؃師）֬ อͷたΊͷ推進܎ʹۀࣄΔݕ౼ҕһ会（ୈ úճ）
（ΦンϥΠン）

ú月ùü日（໦） ୈøü÷ճத国஍ํ社会อݥҩྍڠ議会広島部会（த国࢛国ްੜہ）

　　ʏ ৗ຿ཧࣄ会

　　ʏ ୈ þճࡏ୐ҩྍ推進ҕһ会

û月 þ日（ਫ） ৗ຿ཧࣄ会

û月ø÷日（土） 薬࣮ہ຿࣮शडೖʹؔ͢Δத国・࢛ 国஍۠ϒϩοΫ会議

　　ʏ த国・࢛ 国஍۠薬剤師会薬࣮ہ຿࣮शडೖௐ੔ؔػධ議һ会ٴͼӡӦҕһ会߹ಉ会議

û月ùù日（໦） ৗ຿ཧࣄ会

ü月øù日（ਫ） 日ຊ薬剤師会ୈ øճ౎ಓ෎県会௕ڠ議会（東ژ　日薬）

　　ʏ ৗ຿ཧࣄ会
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 令和 2 年11月 4 日

公ӹࣾஂ๏人広島県薬剤師会会長　様

 広 島 県 健 康 ෱ ࢱ 局 長
 ˟730ô8511　広島市中区基ொ10ô52

薬　　　務　　　՝

オキシコドン塩酸塩水和物徐放製剤の使用に当たっての 
留意事項について（通知）

　このことについて、令和 2 年10月29日付け薬生૯発1029第 1 ߸、薬生薬৹発1029第 1 ߸、薬生安発1029第 1 ͼٴ߸
薬生؂ຑ発1029第 1 ߸によりް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局૯務՝長、ಉ局医薬඼৹査؅理՝長、ಉ局医薬安全対ࡦ՝
長ٴͼಉ局ࢹ؂指導・ຑ薬対ࡦ՝長から別紙（ࣸ）のとおり通知がありました。
　ついては、و会員へのप知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　౰　ຑ薬άルーϓ、薬事άルーϓ、製薬ৼڵάルーϓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ి　話　082ô513ô3221、3222、3223（μイϠルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担౰者　平本、長谷川、നੴ）

別紙 1

 薬生૯発1029第 1 ߸
 薬生薬৹発1029第 1 ߸
 薬生安発1029第 1 ߸
 薬生؂ຑ発1029第 1 ߸
 令 和 2 年 1 0 月 2 9 日

各　
౎ 道 ෎ 県
保健所設ஔ市
ಛ 　 別 　 区

　Ӵ生ओ؅部（局）長　఼

 ް 生 ࿑ ಇ ল 医 薬 ・ 生 活 Ӵ 生 局 ૯ 務 ՝ 長
 （公　ç　　ҹç　　　লç　　　ུ）
 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局医薬඼৹査؅理՝長
 （公　ç　　ҹç　　　লç　　　ུ）
 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局医薬安全対ࡦ՝長
 （公　ç　　ҹç　　　লç　　　ུ）
 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局ࢹ؂指導・ຑ薬対ࡦ՝長
 （公　ç　　ҹç　　　লç　　　ུ）

オキシコドン塩酸塩水和物徐放製剤の使用に当たっての留意事項について

　オΩシコドンԘࢎԘ水和෺ঃ์製剤（ൢച名：オΩシコンチン TR ৣ5NH、ಉ TR ৣ10NH、ಉ TR ৣ20NH ͼٴ
ಉ TR ৣ40NH。Ҏ下「本剤」という。）については、本日、「非オϐオイド௟௧薬ຢは他のオϐオイド௟௧薬で࣏療
度のຫ性᙭௧における௟௧」に係るޮ能・ޮՌ（Ҏ下「本ޮ能」という。）を追加するঝ認事項ߴ೉な中等度からࠔ
一部変更ঝ認を行ったところですが、ঝ認৚݅が別紙のとおり付されたことから、その࢖用に౰たっては、下記の఺
についてཹ意されるよう、؅و下の医療機ؔٴͼ薬局に対するप知をお願いします。
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　なお、本通知に示された本剤のదਖ਼な࢖用のための؅理については、今後の状況や新たに得られる知見にؑみ、見
௚すՄ能性があります。

記

1 　本剤のదਖ਼࢖用について
　（ 1 ） 　本剤のޮ能・ޮՌは、今回のঝ認事項一部変更ঝ認によって、「中等度からߴ度の᙭௧を൐う各種؞におけ

る௟௧非オϐオイド௟௧薬ຢは他のオϐオイド௟௧薬で࣏療ࠔ೉な中等度からߴ度のຫ性᙭௧における௟௧」
となること。

　（ 2 ）　本剤の࢖用に౰たっては、あらか͡めఴ付文書の಺༰を理ղし、その注意を९कすること。
　（ 3 ）　本剤のదਖ਼な࢖用のための؅理の基本は別ఴのとおりであり、その֓要はҎ下のとおりであること。
　　　　ຫ性᙭௧患者への処方・࢖用に౰たっては、Ҏ下の手ॱに従うこと。
　　　　ᶃ医師は製଄ൢച業者の提供するߨशを受ߨ
　　　　ᶄ製଄ൢച業者はߨशを修ྃした医師に対し౰֘医師専用の確認書を発行
　　　　ᶅ医師ٴͼ患者は処方時に確認書にॺ名
　　　　ᶆ確認書の一方を医療機ؔが保؅し、もう一方を患者に交付
　　　　ᶇ 薬剤師は患者からຑ薬処方せんとともに確認書の提示を受け調剤し、確認書の಺༰をઆ໌の上、薬局で保؅
　　　　　なお、確認書が確認できない場合には、別ఴの流れに従い、調剤のՄ൱を൑அ
　　　 　なお、؞性᙭௧の患者に本剤を処方・࢖用するに౰たっては、医師はߨशの受ߨ等はඞ要なく、確認書も交

付されないこと。
　（ 4 ）　本ޮ能で処方・調剤する際は、別ఴの流れに従って調剤まで行われるようཹ意すること。
　（ 5 事象の発現状況等を検討す֐用実態下において本剤をຫ性᙭௧患者に投༩したときの依ଘ性にؔ連する有࢖　 （

るために、製଄ൢച業者が実ࢪする製଄ൢച後調査等について、؅و下の医療機ؔ（薬局をؚΉ）の協力を求
めることとしたこと。

　（ 6 ） 　本剤を処方する場合は、ఴ付文書の࢖用上の注意等にे分にཹ意しつつ、本剤がຑ薬ٴͼ向ਫ਼ਆ薬取క๏（ত
和28年๏཯第14߸）上のຑ薬であることを౿まえ、దਖ਼に処方・આ໌等を行うこと。ಛに、ຫ性᙭௧について
は、原Ҽとなる࣭ثత病変、心理త・ࣾ会త要Ҽٴͼ依ଘリスクをؚめたแׅతな診அを行い、ֶ会のΨイド
ライン等の࠷新の情報を参考に、本剤の投༩のద൱を৻重に൑அすること。

　（ 7 ） 　ຫ性᙭௧をؚΉ各種᙭௧における薬剤のબ୒については、そのద応、製剤ֶతಛ௃ٴͼ各種Ψイドラインを
考ྀすること。

　（ 8 ） 　本剤には依ଘやෆదਖ਼࢖用を生͡るજ在తなリスクがあることから、ಛに、本剤のຫ性᙭௧への処方に౰たっ
ては、本剤の࢖用Ҏ外に有ޮな௟௧の手ஈがないか、本剤の࢖用による࣏療目ඪの設定がଥ౰であるか、医師
等の指示に従ってద੾に本剤を࢖用できる患者であるか、本剤の処方の期間やその患者が本剤を࢖用開始した
後の本剤の有ޮ性・安全性・దਖ਼࢖用の࠶評価の時期があらか͡め設定されているか等、本剤の安қな࢖用ٴ
ͼອવとした投༩、ฒͼにෆదਖ਼࢖用がなされないようཹ意すること。

　（ 9 ）　製଄ൢച業者に、本剤の出ՙ状況や࢖用症例数等の報告を求めることとしたこと。

2 　本剤のదਖ਼な࢖用のための؅理にؔするप知事項について
　（ 1 ）　本剤については、上記 1 （ 3 ）の؅理がなされること。
　（ 2 ）　上記 1 （ 3 ）ᶃのߨशの受ߨをر๬する医師については、製଄ൢച業者への໰合せ等をお願いしたいこと。
　（ 3 ） 　薬剤師は本剤をຫ性᙭௧患者に調剤する場合は、別ఴの流れに従い、調剤લに、上記 1 （ 3 ）ᶃのߨशを修

ྃした医師が発行した確認書を確認すること。
　（ 4 ） 　確認書の発行を確認できないことにより調剤をڋΉことについては、薬剤師๏（ত和35年๏཯第146߸）第

21৚（調剤の求めに応͡るٛ務）ٴͼ医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ
行規ଇ（ত和36年ް生ল令第 1 ߸）第11৚の11の「ਖ਼౰な理༝」に౰たるものとղされること
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別紙 2

ঝ認৚݅について
　本剤のঝ認৚݅をҎ下のとおりとした。

　　　　̡ ঝ認৚݅ʳ

新 چ

1 ɽ医薬඼リスク؅理計画をࡦ定の上、ద੾に
実ࢪすること。

（新設）

2 ɽຫ性᙭௧の診அ、࣏療にਫ਼通した医師に
よってのみ処方・࢖用されるとともに、本剤の
リスク等についてもे分に؅理・આ໌できる医
師・医療機ؔ・؅理薬剤師のいる薬局のもとで
のみ用いられ、それら薬局においては調剤લに
౰֘医師・医療機ؔを確認した上で調剤がなさ
れるよう、製଄ൢചにあたってඞ要なાஔをߨ
͡ること。

（新設）

別　添

別
添
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 令和 2 年12月28日

各ؔ係ஂ体の長　様

 広 島 県 健 康 ෱ ࢱ 局 長
 ˟730ô8511　広島市中区基ொ10ô52

薬　　　務　　　՝

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の 
一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の 

押印等の取扱いについて（通知）

　このことについて、令和 2 年12月25日付け薬生発1225第 3 ߸によりް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長から別紙のとお
り通知がありました。
　ついては、و会（組合）会員へのप知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　౰　ຑ薬άルーϓ、薬事άルーϓ、製薬ৼڵάルーϓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ి　話　ແઢ 7ô99ô3221、3222、3223
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担౰者　平本、長谷川、നੴ）

別　紙
 薬生発1225第 3 ߸
 令和 2 年12月25日

各　
౎ 道 ෎ 県 知 事
保健所設ஔ市長
ಛ 別 区 長

　఼

 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長
 （公 　　çҹ 　ç　ল ç　　ུ）

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する 
省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて

　平ૉより医薬඼・医療機ث等行੓のਪ進に֨別のޚ協力をࣀり、ްくྱޚ申し上げます。
　本日、ԡҹを求める手ଓの見௚し等のためのް生࿑ಇলؔ係ল令の一部をվਖ਼するল令（令和 2 年ް生࿑ಇল令第
208߸）が公෍され、ಉ日ࢪ行されました。本ল令は、ް生࿑ಇলが所؅するল令において、国民や事業者に対して
記名ԡҹຢはॺ名（Ҏ下「ԡҹ等」という。）を求める手ଓにおける国民や事業者等のԡҹ等をෆ要とするվਖ਼を行
うものであり、このうち薬事ؔ係ল令のվਖ਼Օ所等ٴͼࢪ行に౰たってのཹ意事項について、下記のとおりप知しま
す。また、これまで医薬・生活Ӵ生局（چ生活Ӵ生・৯඼安全部を除く。）が発出した通知等におけるԡҹ等の取ѻ
いについても、ซせてप知します。
。؅下市ொ村、ؔ係ஂ体、ؔ係機ؔ等へप知పఈいただきますようお願いいたしますو、知の上ྃޚ　

記

第 1 　վਖ਼のझ旨
　๏令等ຢは׳行により、国民や事業者等に対してԡҹ等を求めている行੓手ଓについては、「ܦ済ࡒ੓運営とվ
ֵの基本方਑2020」（令和 2 年 7 月17日ֳ議決定）ٴͼ「規制վֵ実ࢪ計画」（令和 2 年 7 月17日ֳ議決定）に基ͮ
き、各෎লは、原ଇとして全ての見௚し対象手ଓについて、ٱ߃తな制度対応として、年಺に、規制վֵਪ進会議
が提示する基準にরらしてॱ次、ඞ要な検討を行い、๏令、告示、通ୡ等のվਖ਼を行う（年಺の対応がࠔ೉なもの
については見௚しの方਑を໌らかにする）こととされた。
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　本ল令は、上記計画を౿まえ、医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ行規ଇ（ত
和36年ް生ল令第 1 ߸）等の薬事ؔ係ল令をؚめ、ް生࿑ಇলが所؅するল令において、国民や事業者に対してԡ
ҹ等を求める手ଓきにおける国民や事業者等のԡҹ等をෆ要とするվਖ਼を行うものである。

（参考）規制վֵ実ࢪ計画（令和 2 年 7 月17日ֳ議決定）ঞ
6 ɽデδタルΨόメンτ分野ʗ（ 3 ）新たな取組
No.6　行੓手ଓにおける書໘規制・ԡҹ、対໘規制のൈ本తな見௚し
　各෎লは、ۓ急対応として、所؅する行੓手ଓ等のうち、๏令等ຢは׳行により、国民や事業者等に対して紙の書໘の作成・提出等を求めている
もの、ԡҹを求めているもの、ຢは対໘での手ଓを求めているもの（Ҏ下「見௚し対象手ଓ」という。）について、༏ઌॱ位のߴいものからॱ次、
規制վֵਪ進会議が提示する基準に従い、ඞ要なાஔを͡ߨるとともに、そのप知を行う。
　各෎লは、ۓ急対応を行った手ଓだけでなく、原ଇとして全ての見௚し対象手ଓについて、ٱ߃తな制度త対応として、年಺に、規制վֵਪ進会
議が提示する基準にরらしてॱ次、ඞ要な検討を行い、๏令、告示、通ୡ等のվਖ਼やオンライン化を行う。

第 2 　վਖ਼ল令のओな಺༰（薬事ؔ係ল令部分）
　Ҏ下に掲げるল令において、国民や事業者等に対してԡҹ等を求めている手ଓについて、ԡҹ等をෆ要とするた
めの規定の見௚しを行うもの。

第13৚ ಟ෺ٴͼܶ෺取క๏ࢪ行規ଇ ত和26年ް生ল令第 4 ߸

第14৚第 1 ߸ ֮੧剤取క๏ࢪ行規ଇ ত和26年ް生ল令第30߸

第19৚ ຑ薬ٴͼ向ਫ਼ਆ薬取క๏ࢪ行規ଇ ত和28年ް生ল令第14߸

第22৚ あへん๏ࢪ行規ଇ ত和29年ް生ল令第26߸

第14৚第 2 ߸ 安全な血液製剤の安定供څの確保等にؔする๏཯ࢪ行規ଇ ত和31年ް生ল令第22߸

第36৚
医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔ
する๏཯ࢪ行規ଇ

ত和36年ް生ল令第 1 ߸

第37৚
薬事๏ࢪ行規ଇの一部をվਖ਼するল令ෟଇ第े二৚の規定に
よりなおそのޮ力を有することとされたಉ令によるվਖ਼લの
薬事๏ࢪ行規ଇ

ত和36年ް生ল令第 1 ߸

第38৚
薬事๏ࢪ行規ଇの一部をվਖ਼するল令ෟଇ第े࢛৚の規定に
よりなおそのޮ力を有することとされたಉ令によるվਖ਼લの
薬事๏ࢪ行規ଇ

ত和36年ް生ল令第 1 ߸

第39৚ 薬剤師๏ࢪ行規ଇ ত和36年ް生ল令第 5 ߸

第91৚
医薬඼の安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল
令（˞）

平成 9 年ް生ল令第21߸

第92৚ 医薬඼のྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令（˞） 平成 9 年ް生ল令第28߸

第106৚ 医療機ثのྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令（˞） 平成17年ް生࿑ಇল令第36߸

第107৚
医療機ثの安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔする
ল令（˞）

平成17年ް生࿑ಇল令第37߸

第114৚
ಛ定フィブリϊήン製剤ٴͼಛ定血液ݻڽ第ᶟҼ子製剤によ
る C 型؊Ԍ感染ඃ֐者を救済するためのڅ付金のڅࢧにؔす
るಛ別ાஔ๏ࢪ行規ଇ

平成20年ް生࿑ಇল令第 3 ߸

第122৚
の基準にࢪの実ݧ生医療等製඼の安全性にؔする非ྟচ試࠶
ؔするল令（˞）

平成26年ް生࿑ಇল令第88߸

第123৚ （˞）の基準にؔするল令ࢪの実ݧ生医療等製඼のྟচ試࠶ 平成26年ް生࿑ಇল令第89߸

第14৚第10߸ ຑ薬ٴͼ向ਫ਼ਆ薬取క๏ࢪ行規ଇの一部をվਖ਼するল令 令和 2 年ް生࿑ಇল令第169߸

˞ 　OECD�(-P、*C)�(CP 等の国際基準との整合性の؍఺から、Ҏ下の項目においてॺ名をҾきଓき求め
ている。
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　　　・ 　৴頼性保ূ部門において作成する報告文書におけるॺ名（医薬඼の安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基
準にؔするল令第 8 ৚第 1 項第 8 ߸、医療機ثの安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令第 8 ৚
第 1 項第 8 の基準にؔするল令第ࢪの実ݧ生医療等製඼の安全性にؔする非ྟচ試࠶、߸ 8 ৚第 1 項第 8 ߸）

　　　・ 　試ݧ計画書における運営؅理者ٴͼ試ݧ責任者のॺ名（医薬඼の安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準
にؔするল令第15৚第 1 項第10߸、ಉ৚第 2 項、医療機ثの安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔす
るল令第15৚第 1 項第10߸、ಉ৚第 2 項、࠶生医療等製඼の安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔす
るল令第15৚第 1 項第10߸、ಉ৚第 2 項）

のݧͼ৴頼性保ূ部門責任者のॺ名（医薬඼の安全性にؔする非ྟচ試ٴ責任者ݧऴ報告書における試࠷　 ・　　　
実ࢪの基準にؔするল令第17৚第 1 項第12߸、ಉ項第13߸、ಉ৚第 2 項、医療機ثの安全性にؔする非ྟচ
試ݧの実ࢪの基準にؔするল令第17৚第 1 項第12߸、ಉ項第13߸、ಉ৚第 2 項、࠶生医療等製඼の安全性に
ؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令第17৚第 1 項第12߸、ಉ項第13߸、ಉ৚第 2 項）

　　　・ 　ಉ意文書へのॺ名（医薬඼のྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令第52৚第 1 項、第53৚、医療機ثのྟচ
試ݧの実ࢪの基準にؔするল令第72৚第 1 項、第73৚、࠶生医療等製඼のྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল
令第72৚第 1 項、第73৚）

第 3 　վਖ਼ল令のܦաાஔ等
　本ল令のࢪ行の際現にある本ল令によるվਖ਼લの様式により࢖用されている書ྨは、本ল令によるվਖ਼後の様式
によるものとする。

　　本ল令の際現にあるچ様式による様式については、౰分の間、これを取りસって࢖用することができる。

第 4 　վਖ਼ল令のࢪ行に౰たってのཹ意事項
　 1 　申請者が本人であるか൱かの確認について

　本ল令のࢪ行に൐い、薬事ؔ係ল令における国民や事業者に対してԡҹ等を求めている手ଓについてはそのԡ
ҹ等がෆ要になるが、本ল令のࢪ行にؔわらͣ、行੓機ؔにおいては、これまでಉ様、申請があった場合は、ඞ
要に応͡本人であることを確認するための書ྨ（マイナンόーカード、運స໔ূڐ、๏人の登記書ྨ、ݸ人・๏
人のҹؑূ໌書、国Ո資֨のূ໌書等）の提示を求めるなどにより、申請಺༰にِڏやᴥᴪ等がないかをద੾に
確認すること。

　 2  　「新型コロナウイルス感染症への対応における薬事ؔ連๏令に係る行੓手ଓのԡҹলུ等のѻいについて」（令
和 2 年 5 月 8 日付け事務連絡）の取ѻいについて

　「新型コロナウイルス感染症への対応における薬事ؔ連๏令に係る行੓手ଓのԡҹলུ等のѻいについて」（令
和 2 年 5 月 8 日付け事務連絡）において、薬事ؔ連๏令の一部に基ͮく行੓手ଓについては、「౰໘の間、ڐ認
Մの申請やಧ出等のॾ手ଓの୅表者等のԡҹがない場合も受け付けてࠩしࢧえないこととする。この際、ԡҹが
ແい理༝を様式備考ཝへの記載ຢは理༝書の提出等によって求めるとともに、平常のࣾ会活動に໭った場合には、
୅表者等のҹがԡҹされた申請書やಧ出等へのࠩସえを求める等、ඞ要な対応を行うこととする。」とされてい
る（Ҏ下、౰֘ѻいは「コロナಛ例」という。）。
　本ল令のझ旨を౿まえ、本ল令のࢪ行日લにコロナಛ例に基ͮき行われた申請等について、վめてԡҹ等のな
されたものへのࠩସえ等を求めることはෆ要とする。

第 5 　医薬・生活Ӵ生局（چ生活Ӵ生・৯඼安全部を除く。）が発出した通知におけるԡҹ等の取ѻいについて
　本ল令のझ旨を౿まえ、ࢪ行日લにް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局（چ生活Ӵ生・৯඼安全部を除く。）が発出
した通知であって、申請等の際にԡҹ等を求めているものについては、ԡҹ等がແかったとしても、ಛஈの定め
のない限り、ਖ਼౰に申請等があったものとして受け付けることとする。ただし、Ҏ下に掲げる手ଓについては、
OECD�(-P 等の国際基準との整合性の؍఺から、本ল令とಉ様、記名ԡҹのみをෆ要とし、ॺ名はҾきଓき求め
ることとするため、Ҏ下のとおりվਖ਼する。
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　・ 　「医薬඼の安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令の一部をվਖ਼するল令によるվਖ਼後の医薬඼
の安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令の取ѻいについて（薬৯発第0613007߸平成20年 6 月13
日）」中「（13）第16৚ؔ係」のウٴͼ「（14）第17৚ؔ係」のウ中「ຢは記名なつҹ」を࡟る。

　・ 　「医療機ثの安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令の一部をվਖ਼するল令によるվਖ਼後の医療
機ثの安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令の取ѻいについて（薬৯発第0613010߸平成20年 6
月13日）」中「（13）第16৚ؔ係」のウٴͼ「（14）第17৚ؔ係」のウ中「ຢは記名なつҹ」を࡟る。

߸行について（薬৯発0812第20ࢪの基準にؔするল令のࢪの実ݧ生医療等製඼の安全性にؔする非ྟচ試࠶」　 ・　
平成26年 8 月12日）」中「（13）第16৚ؔ係」のウٴͼ「（14）第17৚ؔ係」のウ中「ຢは記名なつҹ」を࡟る。

 令和 3 年 1 月25日

各ؔ係ஂ体の長　様

 広 島 県 健 康 ෱ ࢱ 局 長
 ˟730ô8511　広島市中区基ொ10ô52

薬　　　務　　　՝

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 
法律施行規則の一部を改正する省令の公布について（通知）

　このことについて、令和 3 年 1 月22日付け薬生発0122第 6 ߸によりް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長から別紙のとお
り通知がありました。
　ついては、و会（組合）会員へのप知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　౰　薬事άルーϓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ి　話　082ô513ô3222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担౰者　長谷川）

別　紙
 薬生発0122第 6 ߸
 令和 3 年 1 月22日

各　
౎ 道 ෎ 県 知 事
保健所設ஔ市長
ಛ 別 区 長

　఼

 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長
 （公 　　çҹ 　ç　ল ç　　ུ）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 
法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

　一ࡢ年に公෍されました「医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯等の一部をվਖ਼す
る๏཯」（令和ݩ年๏཯第63߸。Ҏ下「վਖ਼๏」という。）のうち、薬局の認定制度にؔする部分のࢪ行にؔし、本日、

「医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ行規ଇの一部をվਖ਼するল令」（令和 3 年ް
生࿑ಇল令第 5 ߸。Ҏ下「վਖ਼ল令」という。）が別紙のとおり公෍されました。
　վਖ਼のझ旨ٴͼվਖ਼ল令のओな಺༰については下記のとおりですので、ྃޚ知の上、؅و಺ؔ係ஂ体、ؔ係機ؔ等
へप知పఈいただきますようお願いいたします。
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記

第 1 　վਖ਼のझ旨
　վਖ਼๏のうち薬局の認定制度にؔする部分のࢪ行に൐い、医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保
等にؔする๏཯ࢪ行規ଇ（ত和36年ް生ল令第 1 ߸。Ҏ下「規ଇ」という。）について所要のվਖ਼を行うもの。

第 2 　վਖ਼ল令のओな಺༰
　 1 　地域連ܞ薬局の基準等（第10৚の 2 ؔ係）
　　ç（ 1 ）վਖ਼๏によるվਖ਼後の医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯（ত和35年๏

཯第145߸。Ҏ下「新๏」という。）第 6 ৚の 2 第 1 項第 1 ߸のް生࿑ಇল令で定める基準は、次のとおりとす
ること。

　　　ᶃ 　新๏第 6 ৚の 2 第 1 項第 1 ߸に規定するར用者（ 4 を除き、Ҏ下単に「ར用者」という。）が࠲って෰薬
指導等を受けることができる、間仕੾り等で区੾られた૬ஊ૭ޱその他の区画ฒͼに૬ஊの಺༰が࿙えいし
ないよう配ྀした設備を有すること。

　　　ᶄ 　ྸߴ者、ো֐者等のԁ׈なར用にదした構଄であること。
　　ç（ 2 ）新๏第 6 ৚の 2 第 1 項第 2 ߸のް生࿑ಇল令で定める基準は、次のとおりとすること。
　　　ᶃ 　薬局開設者が、աڈ 1 年間（౰֘薬局を開設して 1 年にຬたない薬局においては、開設から認定の申請ま

での期間。Ҏ下 1 ͼٴ 2 においてಉ͡。）において、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師を、
հޢ保険๏（平成 9 年๏཯第123߸）第115৚の48第 1 項に規定する会議その他の地域แׅケアシステム（地
域における医療ٴͼհޢの૯合తな確保のଅ進にؔする๏཯（平成ݩ年๏཯第64߸）第 2 ৚第 1 項に規定す
る地域แׅケアシステムをいう。Ҏ下ಉ͡。）の構ஙに資する会議にܧଓతに参加させていること。

　　　ᶄ 　薬局開設者が、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師がར用者の薬剤ٴͼ医薬඼の࢖用に
ؔする情報について地域における医療機ؔにۈ務する薬剤師その他の医療ؔ係者に対しਵ時報告ٴͼ連絡す
ることができる体制を備えていること。

　　　ᶅ 　薬局開設者が、աڈ 1 年間において、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師にར用者の薬
剤ٴͼ医薬඼の࢖用にؔする情報について地域における医療機ؔにۈ務する薬剤師その他の医療ؔ係者に対
して月平30ۉ回Ҏ上報告ٴͼ連絡させた実੷があること。

　　　ᶆ 　薬局開設者が、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師がར用者の薬剤ٴͼ医薬඼の࢖用に
ؔする情報について地域における他の薬局に対して報告ٴͼ連絡することができる体制を備えていること。

　　ç（ 3 ）新๏第 6 ৚の 2 第 1 項第 3 ߸のް生࿑ಇল令で定める基準は、次のとおりとすること。
　　　ᶃ 　開ళ時間（規ଇ第 1 ৚第 2 項第 3 ߸に規定する開ళ時間をいう。Ҏ下ಉ͡。）外であっても、ར用者から

の薬剤ٴͼ医薬඼にؔする૬ஊに対応する体制を備えていること。
　　　ᶄ 　休日ٴͼ夜間であっても、調剤の求めがあった場合には、地域における他の薬局開設者と連ܞして対応す

る体制を備えていること。
　　　ᶅ　在ݿとして保؅する医薬඼をඞ要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備えていること。
　　　ᶆ 　薬局開設者が、ຑ薬ٴͼ向ਫ਼ਆ薬取క๏（ত和28年๏཯第14߸）第 2 ৚第 1 ߸に規定するຑ薬の調剤に応

需するためにಉ๏第 3 ৚第 1 項の規定によるຑ薬小ച業者の໔ڐを受け、౰֘ຑ薬の調剤の求めがあった場
合には、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師に౰֘薬局で調剤させる体制を備えているこ
と。

　　　ᶇ 　ແە製剤処理を実ࢪできる体制（規ଇ第11৚の 8 第 1 項ただし書の規定により他の薬局のແە調剤室をར
用してແە製剤処理を実ࢪする体制をؚΉ。）を備えていること。

　　　ᶈ　薬局開設者が、医療安全対ࡦに係る事業に参加することその他の医療安全対ࡦを͡ߨていること。
　　　ᶉ 　౰֘薬局に常ۈとしてۈ務している薬剤師の൒数Ҏ上が、౰֘薬局にܧଓして 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務し

ている者であること。
　　　ᶊ 　౰֘薬局に常ۈとしてۈ務している薬剤師の൒数Ҏ上が、地域แׅケアシステムにؔする研修を修ྃした

者であること。
　　　ᶋ 　薬局開設者が、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する全ての薬剤師に対し、 1 年Ҏ಺͝とに、地

域แׅケアシステムにؔする研修ຢはこれに準ͣる研修を計画తに受けさせていること。
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　　　ᶌ 　౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師が、աڈ 1 年間において、地域における他の医療提
供ࢪ設（医療๏（ত和23年๏཯第205߸）第 1 ৚の 2 第 2 項に規定する医療提供ࢪ設をいう。Ҏ下ಉ͡。）に
対し、医薬඼のదਖ਼࢖用にؔする情報を提供していること。

　　ç（ 4 ）新๏第 6 ৚の 2 第 1 項第 4 ߸のް生࿑ಇল令で定める基準は、次のとおりとすること。
　　　ᶃ 　ډ宅等（薬剤師๏（ত和35年๏཯第146߸）第22৚に規定するډ宅等をいう。Ҏ下ಉ͡。）における調剤ฒ

ͼに情報の提供ٴͼ薬ֶత知見に基ͮく指導について、աڈ 1 年間において月平ۉ 2 回Ҏ上実ࢪした実੷が
あること。ただし、౎道෎県知事が別に定める場合にあっては、月平ۉ 2 回ະຬであって౰֘౎道෎県知事
が定める回数Ҏ上実ࢪした実੷があることをもってこれに୅えることができること。

　　　ᶄ 　ߴ度؅理医療機ثຢはಛ定保क؅理医療機ثのൢച業のڐՄを受け、訪໰診療をར用する者に対しඞ要な
医療機ٴثͼӴ生材料を提供するための体制を備えていること。

　　ç（ 5 ）新๏第 6 ৚の 2 第 2 項の申請書は、様式第 5 の 2 によるものとすること。この場合において、申請者（申
請者が๏人であるときは、薬事にؔする業務に責任を有する໾員。 2 （ 5 ͼٴ（ 3 （ 6 ）においてಉ͡。）が
ਫ਼ਆの機能のো֐により業務をదਖ਼に行うに౰たってのඞ要な認知、൑அٴͼ意思ૄ通をద੾に行うことがで
きないおそれがある者である場合は、౰֘申請者に係るਫ਼ਆの機能のো֐にؔする医師の診அ書を౰֘申請者
にఴ付しなければならないこと。

　　ç（ 6 ）新๏第 6 ৚の 2 第 2 項第 4 ߸のް生࿑ಇল令で定める事項は、次のとおりとすること。
　　　ᶃ 　申請者（申請者が๏人であるときは、薬事にؔする業務に責任を有する໾員をؚΉ。ᶄٴͼ 2 （ 7 ）にお

いてಉ͡。）が新๏第 5 ৚第 3 ߸イからτまでに֘౰しない旨
　　　ᶄ 　申請者が新๏第75৚第 4 項ຢは第 5 項の規定により地域連ܞ薬局ຢは専門医療機ؔ連ܞ薬局（Ҏ下「地域

連ܞ薬局等」という。）の認定を取りফされ、その取ফしの日から 3 年をܦաしていない旨

　 2 　専門医療機ؔ連ܞ薬局の基準等（第10৚の 3 ؔ係）
　　ç（ 1 ）新๏第 6 ৚の 3 第 1 項のް生࿑ಇল令で定めるই病の区分は、がんとすること。
　　ç（ 2 ）新๏第 6 ৚の 3 第 1 項第 1 ߸のް生࿑ಇল令で定める基準は、次のとおりとすること。
　　　ᶃ 　ར用者が࠲って情報の提供ٴͼ薬ֶత知見に基ͮく指導を受けることができるݸ室その他のϓライόシー

の確保に配ྀした設備を有すること。
　　　ᶄ　ྸߴ者、ো֐者等のԁ׈なར用にదした構଄であること。
　　ç（ 3 ）新๏第 6 ৚の 3 第 1 項第 2 ߸のް生࿑ಇল令で定める基準は、次のとおりとすること。
　　　ᶃ 　薬局開設者が、աڈ 1 年間において、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師を、ར用者の

࣏療方਑を共有するために（ 1 ）のই病の区分に係る専門తな医療の提供等を行う医療機ؔとの間で開催さ
れる会議にܧଓతに参加させていること。

　　　ᶄ 　薬局開設者が、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師が౰֘薬局をར用する（ 1 ）のই病
の区分に֘౰する者の薬剤ٴͼ医薬඼の࢖用にؔする情報についてᶃの医療機ؔにۈ務する薬剤師その他の
医療ؔ係者に対してਵ時報告ٴͼ連絡することができる体制を備えていること。

　　　ᶅ 　薬局開設者が、աڈ 1 年間において、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師に౰֘薬局を
ར用する（ 1 ）のই病の区分に֘౰する者のうち൒数Ҏ上の者の薬剤ٴͼ医薬඼の࢖用にؔする情報につい
てᶃの医療機ؔにۈ務する薬剤師その他の医療ؔ係者に対して報告ٴͼ連絡させた実੷があること。

　　　ᶆ 　薬局開設者が、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師が౰֘薬局をར用する（ 1 ）のই病
の区分に֘౰する者の薬剤ٴͼ医薬඼の࢖用にؔする情報について地域における他の薬局に対して報告ٴͼ
連絡することができる体制を備えていること。

　　ç（ 4 ）新๏第 6 ৚の 3 第 1 項第 3 ߸のް生࿑ಇল令で定める基準は、次のとおりとすること。
　　　ᶃ　開ళ時間外であっても、ར用者からの薬剤ٴͼ医薬඼にؔする૬ஊに対応する体制を備えていること。
　　　ᶄ 　休日ٴͼ夜間であっても、調剤の求めがあった場合には、地域における他の薬局開設者と連ܞして対応す

る体制を備えていること。
　　　ᶅ 　在ݿとして保؅する（ 1 ）のই病の区分に係る医薬඼を、ඞ要な場合に地域における他の薬局開設者に提

供する体制を備えていること。
　　　ᶆ 　薬局開設者が、ຑ薬ٴͼ向ਫ਼ਆ薬取క๏第 2 ৚第 1 ߸に規定するຑ薬の調剤に応需するためにಉ๏第 3 ৚

第 1 項の規定によるຑ薬小ച業者の໔ڐを受け、౰֘ຑ薬の調剤の求めがあった場合には、౰֘薬局におい

　　ç
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て薬事にؔする実務に従事する薬剤師に౰֘薬局で調剤させる体制を備えていること。
　　　ᶇ　薬局開設者が、医療安全対ࡦに係る事業への参加その他の医療安全対ࡦを͡ߨていること。
　　　ᶈ 　౰֘薬局に常ۈとしてۈ務している薬剤師の൒数Ҏ上が、౰֘薬局にܧଓして 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務し

ている者であること。
　　　ᶉ　（ 6 ）の専門性の認定を受けた常ۈの薬剤師を配ஔしていること。
　　　ᶊ 　薬局開設者が、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する全ての薬剤師に対し、 1 年Ҏ಺͝とに、（ 1 ）

のই病の区分͝との専門తな薬ֶత知見に基ͮく調剤ٴͼ指導にؔする研修を計画తに受けさせていること。
　　　ᶋ 　౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師が、地域における他の薬局にۈ務する薬剤師に対し

て、（ 1 ）のই病の区分͝との専門తな薬ֶత知見に基ͮく調剤ٴͼ指導にؔする研修をܧଓతに行ってい
ること。

　　　ᶌ 　౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師が、աڈ 1 年間において、地域における他の医療提
供ࢪ設に対し、（ 1 ）のই病の区分͝との医薬඼のదਖ਼࢖用にؔする情報を提供していること。

　　ç（ 5 ）新๏第 6 ৚の 3 第 2 項の申請者は、様式第 5 の 3 によるものとすること。この場合において、申請者がਫ਼
ਆの機能のো֐により業務をదਖ਼に行うに౰たってのඞ要な認知、൑அٴͼ意思ૄ通をద੾に行うことができ
ないおそれがある者である場合は、౰֘申請者に係るਫ਼ਆの機能のো֐にؔする医師の診அ書を౰֘申請書に
ఴ付しなければならないこと。

　　ç（ 6 ）新๏第 6 ৚の 3 第 2 項第 2 ߸のް生࿑ಇল令で定める要݅は、次に掲げる基準にద合するものとしてް生
࿑ಇ大ਉにಧけ出たஂ体により、（ 1 ）のই病の区分に係る専門性の認定（Ҏ下単に「専門性の認定」という。）
を受けた薬剤師であることとすること。

　　　ᶃ　ֶज़ஂ体として๏人֨を有していること。
　　　ᶄ　会員数が1ó000人Ҏ上であること。
　　　ᶅ　専門性の認定に係る活動実੷を 5 年Ҏ上有し、かつ、౰֘認定の要݅を公表している๏人であること。
　　　ᶆ 　専門性の認定を行うに౰たり、医療機ؔにおける実地研修の修ྃ、ֶज़ࢽࡶへの専門性にؔする࿦文の掲

載ຢは౰֘ஂ体が実ࢪするదਖ਼な試ݧへの合֨その他の要݅により専門性を確認していること。
　　　ᶇ　専門性の認定を定期తに更新する制度を設けていること。
　　　ᶈ　౰֘ஂ体による専門性の認定を受けた薬剤師の名฽を公表していること。
　　ç（ 7 ）新๏第 6 ৚の 3 第 2 項第 5 ߸のް生࿑ಇল令で定める事項は、次のとおりとすること。
　　　ᶃ　申請者が新๏第 5 ৚第 3 ߸イからτまでに֘౰しない旨
　　　ᶄ 　申請者が新๏第75৚第 4 項ຢは第 5 項の規定により地域連ܞ薬局等の認定を取りফされ、その取ফしの日

から 3 年をܦաしていない旨
　　ç（ 8 ）（ 1 ）のই病の区分の໌示は、౰֘薬局಺の見やすい場所ٴͼ౰֘薬局の外側の見やすい場所に掲示する

ことにより行うものとすること。

　 3 　各種手ଓ等（第10৚の 4 から第10৚の10まで、第15৚の16の 2 ͼ第16৚のٴ 3 ؔ係）
　　ç（ 1 ）地域連ܞ薬局等の認定ূは、様式第 5 の 4 によるものとすること。（第10৚の 4 ）
　　ç（ 2 ）地域連ܞ薬局等の認定を受けた薬局の開設者（Ҏ下「認定薬局開設者」という。）は、地域連ܞ薬局等の

認定ূを薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならないこと。（第10৚の 5 ）
　　ç（ 3 ）地域連ܞ薬局等の認定ূの書׵え交付ຢは࠶交付の申請書は、それͧれ様式第 3 ຢは様式第 4 によるもの

とすること。（第10৚の 6 ͼ第10৚のٴ 7 ）
　　ç（ 4 ）認定薬局開設者が、地域連ܞ薬局等とশすることをやめたことにより認定ূをฦೲするときは、地域連ܞ

薬局等とশすることをやめた日から30日Ҏ಺に、様式第 8 によるಧ書を౰֘認定ূを交付した౎道෎県知事に
提出しなければならないこと。（第10৚の 8 ）

　　ç（ 5 ）新๏第 6 ৚の 2 第 4 項ຢは第 6 ৚の 3 第 5 項の規定により地域連ܞ薬局等の認定の更新を受けようとする
者は、様式第 5 の 5 による申請書に認定ূをఴえて、౎道෎県知事に提出しなければならないこと。（第10৚
の 9 第 1 項）

　　ç（ 6 ）（ 5 ）において申請者がਫ਼ਆの機能のো֐により業務をదਖ਼に行うに౰たってඞ要な認知、൑அٴͼ意思
ૄ通をద੾に行うことができないおそれがある者である場合は、౰֘申請者に係るਫ਼ਆの機能のো֐にؔする
医師の診அ書を౰֘申請書にఴ付しなければならないこと。（第10৚の 9 第 2 項）
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　　ç（ 7 ）認定にؔする୆帳に記載する事項は、次のとおりとすること。（第10৚の10）
　　　ᶃ　認定൪߸ٴͼ認定年月日
　　　ᶄ　薬局開設のڐՄに係るڐՄ൪߸ٴͼڐՄ年月日
　　　ᶅ 　認定薬局開設者のࢯ名（๏人にあっては、その名শ）ٴͼॅ所（๏人にあっては、そのओたる事業所の所

在地）
　　　ᶆ　薬局の名শٴͼ所在地
　　　ᶇ　専門医療機ؔ連ܞ薬局にあっては、 2 （ 1 ）のই病の区分
　　　ᶈ　専門医療機ؔ連ܞ薬局にあっては、 2 （ 6 ）の専門性の認定を受けた薬剤師のࢯ名
　　ç（ 8 ）認定薬局開設者は、౰֘薬局಺の見やすい場所ٴͼ౰֘薬局の外側の見やすい場所に、次に掲げる事項を

掲示しなければならないこと。（第15৚の16の 2 ）
　　　ᶃ　地域連ܞ薬局等である旨
　　　ᶄ　地域連ܞ薬局等の機能に係るઆ໌
　　ç（ 9 ）認定薬局開設者は、次に掲げる事項を変更したときは、30日Ҏ಺に、様式第 6 によるಧ書を提出すること

により、認定ূを交付した౎道෎県知事にその旨をಧけ出なければならないこと。（第16৚の 3 第 1 項）
　　　ᶃ 　認定薬局開設者のࢯ名（認定薬局開設者が๏人であるときは、薬事にؔする業務に責任を有する໾員のࢯ

名をؚΉ。）ٴͼॅ所
　　　ᶄ　専門医療機ؔ連ܞ薬局にあっては、 2 （ 6 ）の専門性の認定を受けた薬剤師のࢯ名
　　ç（ 10）（ 9 ）のಧ書には、次に掲げるಧ書の区分に応͡てそれͧれ定める書ྨをఴえなければならないこと。た

だし、申請等の行ҝの際౰֘ಧ書の提出ઌとされている౎道෎県知事に提出され、ຢは౰֘౎道෎県知事をܦ
༝してް生࿑ಇ大ਉに提出された書ྨについては、౰֘ಧ書にその旨が付記されたときは、この限りでないこ
と。（第16৚の 3 第 2 項）

　　　ᶃ 　（ 9 ）ᶃの認定薬局開設者のࢯ名に係るಧ書　認定薬局開設者のށ੶౽本、ށ੶ঞ本ຢはށ੶記載事項ূ
໌書（認定薬局開設者が๏人であるときは、登記事項ূ໌書）

　　　ᶄ 　（ 9 ）ᶃの໾員に係るಧ書　新たに໾員となった者がਫ਼ਆの機能のো֐により業務をదਖ਼に行うに౰たっ
てඞ要な認知、൑அٴͼ意思ૄ通をద੾に行うことができないおそれがある者である場合は、౰֘໾員に係
るਫ਼ਆの機能のো֐にؔする医師の診அ書

　　　ᶅ 　（ 9 ）ᶄの事項に係るಧ書（新たに新๏第 6 ৚の 3 第 2 項第 2 ߸に規定する薬剤師となった者が認定薬局
開設者である場合を除く。）　ޏ用ܖ໿書のࣸしその他の認定薬局開設者の新たに新๏第 6 ৚の 3 第 2 項第 2
߸に規定する薬剤師となった者に対する࢖用ؔ係をূする書ྨ

　　ç（ 11）認定薬局開設者は、その薬局の名শを変更しようとするときは、あらか͡め、様式第 6 によるಧ書を提出
することにより、認定ূを交付した౎道෎県知事にその旨をಧけ出なければならない。（第16৚の 3 第 3 項）

　 4 　薬局機能情報提供制度（別表第 1 ؔ係）
　　薬局機能情報提供制度の項目について、別表第 1 を別ఴのとおりվਖ਼したこと。

第 3 行期日ࢪ　
　　վਖ਼๏第 2 ৚の規定のࢪ行の日（令和 3 年 8 月 1 日）からࢪ行すること。
第 4 աાஔ等ܦ　
　 1  　ް生࿑ಇ大ਉは、このল令のࢪ行の日લにおいても、このল令によるվਖ਼後の規ଇ（ 2 において「新規ଇ」と

いう。）第10৚の 3 第 6 項の規定による専門性の認定を行うஂ体からのಉ項各߸に掲げる基準にద合することに
ついてのಧ出の受理を行うことができる。（վਖ਼ল令ෟଇ第 2 ৚ؔ係）

　 2  　新規ଇ別表第 1 に掲げる事項に係る新๏第 8 ৚の 2 第 1 項ຢは第 2 項の規定に基ͮく報告の体制が整備されて
いないと౎道෎県知事が認める౰֘౎道෎県にその所在地がある薬局の開設者については、令和 4 年 9 月30日ま
での間は、このল令によるվਖ਼લの規ଇ別表第 1 の規定をద用する。（վਖ਼ল令ෟଇ第 3 ৚ؔ係）
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別　添

薬局機能情報提供制度の項目（新چ対র表）

 （๣ઢ部分はվਖ਼部分）
վਖ਼後 վਖ਼લ

別表第一（第े一৚のؔࡾ係）
第一　؅理、運営、サーϏス等にؔする事項
　一　基本情報
　　ᾇ～ᾎ　ç（ུ）
　　ᾏ 地域連ܞ薬局の認定の有ແ
　　ᾐ 　専門医療機ؔ連ܞ薬局の認定の有ແ（有の場合

は第े৚のࡾ第一項に規定するই病の区分をؚ
Ή。）

　二　ç（ུ）
薬局サーϏス等　ࡾ　
　　ᾇ～ᾌ　ç（ུ）
　　ç（࡟る）
　࢛　ç（ུ）
第二　提供サーϏスや地域連ܞ体制にؔする事項
　一　業務಺༰、提供サーϏス
　　ᾇ 　認定薬剤師（中ཱతかつ公共性のあるஂ体によ

り認定され、ຢはそれらとಉ等の制度に基ͮいて
認定された薬剤師をいう。）の種ྨٴͼ人数

　　ᾈ　ç（ུ）
　　ᾉ　薬局の業務಺༰
　　　ç（ᾜ）～（ᾡ）　ç（ུ）
　　　ç（ᾢ）　オンライン෰薬指導の実ࢪのՄ൱
　　　ç（ ᾣ）　ి࣓త記録をもつて作成された処方箋の

受付のՄ൱
　　　ç（ᾤ）・（ᾥ）　ç（ུ）
　　ᾊ　地域医療連ܞ体制
　　　ç（ᾜ）・（ᾝ）　ç（ུ）
　　　ç（ᾞ）入院時の情報を共有する体制の有ແ
　　　ç（ᾟ）～（ᾡ）　ç（ུ）
　二　実੷、݁Ռ等にؔする事項
　　ᾇ・ᾈ　ç（ུ）
　　ᾉ　感染๷ࢭ対ࡦの実ࢪの有ແ
　　ᾊ・ᾋ　ç（ུ）
　　ᾌ 　処方箋を応需した者（Ҏ下この表において「患

者」という。）の数
　　ᾍ～ᾐ　ç（ུ）
薬局等にؔする事項ܞ地域連　ࡾ　
　　ᾇ　地域連ܞ薬局
　　　ç（ ᾜ）　地域แׅケアシステムにؔする研修を修

ྃした薬剤師の人数
　　　ç（ ᾝ）　第े৚の二第二項第二߸に基ͮき、医療

機ؔに情報を共有した回数

別表第一（第े一৚のؔࡾ係）
第一　؅理、運営、サーϏス等にؔする事項
　一　基本情報
　　ᾇ～ᾎ　ç（ུ）
　　ç（新設）　
　　ç（新設）

　二　ç（ུ）
薬局サーϏス等　ࡾ　
　　ᾇ～ᾌ　ç（ུ）
　　ᾍ　受動٤煙を๷ࢭするためのાஔ
　࢛　ç（ུ）
第二　提供サーϏスや地域連ܞ体制にؔする事項
　一　業務಺༰、提供サーϏス
　　ᾇ 　認定薬剤師（中ཱతかつ公共性のあるஂ体によ

り認定され、ຢはそれらとಉ等の制度に基ͮいて
認定された薬剤師をいう。）の種ྨٴͼ人数

　　ᾈ　ç（ུ）
　　ᾉ　薬局の業務಺༰
　　　ç（ᾜ）～（ᾡ）　ç（ུ）
　　　ç（新設）
　　　ç（新設）

　　　ç（ᾢ）・（ᾣ）　ç（ུ）
　　ᾊ　地域医療連ܞ体制
　　　ç（ᾜ）・（ᾝ）　ç（ུ）
　　　ç（新設）
　　　ç（ᾞ）～（ᾠ）　ç（ུ）
　二　実੷、݁Ռ等にؔする事項
　　ᾇ・ᾈ　ç（ུ）
　　ç（新設）
　　ᾉ・ᾊ　ç（ུ）
　　ᾋ 　処方せんを応需した者（Ҏ下この表において

「患者」という。）の数
　　ᾌ～ᾏ　ç（ུ）
　　ç（新設）
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　　　çイ 　ར用者（๏第࿡৚の二第一項第一߸に規定
するར用者をいう。ロにおいてಉ͡。）が医療
機ؔに入院する場合に౰֘医療機ؔに情報を
共有した回数

　　　çロ 　ར用者が医療機ؔから退院する場合に౰֘
医療機ؔに情報を共有した回数

　　　çハ 　イٴͼロに掲げるものの΄か、医療機ؔに
情報を共有した回数

　　　（ ᾞ）　休日ຢは夜間に調剤の求めがあつた場合に
地域における他の薬局開設者と連ܞして対応し
た回数

　　　（ ᾟ）　在ݿとして保؅する医薬඼をඞ要な場合に
地域における他の薬局開設者に提供した回数

　　　（ᾠ）　ຑ薬に係る調剤を行つた回数
　　　（ᾡ）　ແە製剤処理に係る調剤を実ࢪした回数　
　　ç　イ　౰֘薬局において実ࢪした回数
　　ç　ロ 　他の薬局のແە調剤室をར用して実ࢪした

回数
　　ç　ハ　他の薬局を঺հする等により実ࢪした回数
　　　（ ᾢ）　地域における他の医療提供ࢪ設に対し医薬

඼のదਖ਼࢖用にؔする情報を提供した回数
　　　（ ᾣ）　ډ宅等における調剤ฒͼに情報の提供ٴͼ

薬ֶత知見に基ͮく指導を実ࢪした回数
　　ᾈ　専門医療機ؔ連ܞ薬局
　　　（ ᾜ）　第े৚のࡾ第一項に規定するই病の区分͝

との専門性の認定を受けた薬剤師の人数
　　　（ ᾝ）　第े৚のࡾ第ࡾ項第二߸に基ͮき、ಉ項第

一߸の医療機ؔに情報を共有した回数
　　　（ ᾞ）　休日ຢは夜間に調剤の求めがあつた場合に

地域における他の薬局開設者と連ܞして対応し
た回数

　　　（ ᾟ）　在ݿとして保؅する第े৚のࡾ第一項に規
定するই病の区分に係る医薬඼をඞ要な場合に
地域における他の薬局開設者に提供した回数

　　　（ᾠ）　ຑ薬に係る調剤を行つた回数
　　　（ ᾡ）　地域における他の薬局開設者に対して第े

৚のࡾ第一項に規定するই病の区分͝との専門
తな薬ֶత知見に基ͮく調剤ٴͼ指導にؔする
研修を行つた回数

　　　（ ᾢ）　地域における他の医療提供ࢪ設に対して第
े৚のࡾ第一項に規定するই病の区分͝との医
薬඼のదਖ਼࢖用にؔする情報を提供した回数
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 令和 3 年 2 月 4 日

各ؔ係ஂ体の長　様

 広 島 県 健 康 ෱ ࢱ 局 長
 ˟730ô8511　広島市中区基ொ10ô52

薬　　　務　　　՝

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 
法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の 

整備等に関する省令の公布について（通知）

　このことについて、令和 3 年 1 月29日付け薬生発0129第 2 ߸によりް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長から別紙のとお
り通知がありました。
　ついては、و会（組合）会員へのप知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　౰　製薬ৼڵάルーϓ、薬事άルーϓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ి　話　082ô513ô3223、3222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担౰者　നੴ、長谷川）

別　紙
 薬生発0129第 2 ߸
 令和 3 年 1 月29日

各　
౎ 道 ෎ 県 知 事
保健所設ஔ市長
ಛ 別 区 長

　఼

 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長
 （公 　　çҹ 　ç　ল ç　　ུ）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 
法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の 

整備等に関する省令の公布について

　令和ݩ年12月に公෍されました、医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯等の一部を
վਖ਼する๏཯（令和ݩ年๏཯第63߸。Ҏ下「վਖ਼๏」という。）の一部のࢪ行にؔし、本年 1 月 5 日に、医薬඼、医
療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯等の一部をվਖ਼する๏཯の一部のࢪ行に൐うؔ係੓令の整
備等にؔする੓令（令和 3 年੓令第 1 ߸）が公෍され、また本日、医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の
確保等にؔする๏཯等の一部をվਖ਼する๏཯の一部のࢪ行に൐うؔ係ল令の整備等にؔするল令（令和 3 年ް生࿑ಇ
ল令第15߸。Ҏ下「վਖ਼ল令」という。）が別ఴ 1 のとおり公෍されました。
　վਖ਼ল令のझ旨ٴͼվਖ਼ল令のओな಺༰については下記のとおりですので、ྃޚ知の上、؅و下市ொ村、ؔ係ஂ体、
ؔ係機ؔ等へप知పఈいただきますようお願いいたします。

記

第 1 　վਖ਼ল令のझ旨
　　վਖ਼๏の一部のࢪ行に൐い、ؔ係ল令について所要のվਖ਼を行うもの。
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第 2 　վਖ਼ল令のओな಺༰
　 1  　医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ行規ଇ（ত和36年ް生ল令第 1 ߸）の

一部վਖ਼
　ç（ 1 Մ等業者に対する๏令९क体制の整備のٛ務付け等ڐ（
　　アɽڐՄ等業者がஔくものとされている؅理者等が行う業務ٴͼ९कすべき事項
　　・ 　վਖ਼๏によるվਖ਼後の医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯（ত和35年๏཯

第145߸。Ҏ下「վਖ਼後薬機๏」という。）第 8 ৚第 3 項、第17৚第 4 項、第 9 項ٴͼ第14項、第23৚の 2 の14
第 4 項、第 9 項ٴͼ第14項、第23৚の34第 4 項ٴͼ第 9 項、第29৚第 3 項、第31৚の 3 第 3 項、第36৚第 3 項、
第40৚第 1 項、第40৚の 3 ฒͼに第40৚の 7 第 1 項により規定された、医薬඼（体外診அ用医薬඼を除く。）、
医薬部外඼ٴͼ化হ඼（Ҏ下「医薬඼等」という。）、医療機ٴثͼ体外診அ用医薬඼（Ҏ下この項において「医
療機ث等」という。）ฒͼに࠶生医療等製඼の製଄ൢച、製଄、ൢച等を行う者（Ҏ下「ڐՄ等業者」という。）
がஔくものとされている૯ׅ製଄ൢച責任者等の؅理者等が行う業務ٴͼ९कすべき事項はそれͧれҎ下のと
おりとすること。（վਖ਼ল令によるվਖ਼後の医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする
๏཯ࢪ行規ଇ（Ҏ下「վਖ਼後薬機ଇ」という。）第11৚、第87৚、第89৚、第91৚の 3 、第114৚の50、第114
৚の53、第137৚の51、第137৚の53、第142৚の 2 、第149৚の 2 の 2 、第155৚の 2 、第172৚、第175৚第 4
項から第 8 項まで、第189৚、第196৚の11の 2 ؔ係）

Մ等業者名ڐ ؅理者等が行う業務 ؅理者等が९कすべき事項

医薬඼等、医
療機ث等ຢは
生医療等製࠶
඼の製଄ൢച
業者

૯ׅ製଄ൢച責任者が行う業務
・ 医薬඼、医薬部外඼、化হ඼ٴͼ࠶生医療

等製඼の඼࣭؅理の基準にؔするল令（平
成16年ް生࿑ಇল令第136߸）（医療機ث等
૯ׅ製଄ൢച責任者においては医療機ٴث
ͼ体外診அ用医薬඼の製଄؅理ٴͼ඼࣭؅
理の基準にؔするল令（平成16年ް生࿑ಇ
ল令第169߸））により૯ׅ製଄ൢച責任者
が行うこととされた業務

・ 医薬඼、医薬部外඼、化হ඼、医療機ٴث
ͼ࠶生医療等製඼の製଄ൢച後安全؅理の
基準にؔするল令（平成16年ް生࿑ಇল令
第135߸）により૯ׅ製଄ൢച責任者が行う
こととされた業務

・ ๏令९क体制の整備の一؀として໌確化さ
れた૯ׅ製଄ൢച責任者が有するݖ限に係
る業務

૯ׅ製଄ൢച責任者が९कすべき事項
・ ඼࣭؅理ٴͼ製଄ൢച後安全؅理（医療機

等૯ׅ製଄ൢച責任者においては製଄؅ث
理をؚΉ。）に係る業務にؔする๏令ٴͼ実
務にਫ਼通し、公ਖ਼かつదਖ਼に౰֘業務を行
うこと。

・ ૯ׅ製଄ൢച責任者が製଄ൢച業者に対し
てड़べる意見を記載した書໘のࣸしを 5 年
間保ଘすること。

・ ඼࣭؅理にؔする業務の責任者ٴͼ製଄ൢ
ച後安全؅理にؔする業務の責任者との૬
。をਤることܞのີ接な連ޓ

医薬඼等、医
療機ث等ຢは
生医療等製࠶
඼の製଄業者

医薬඼製଄؅理者が行う業務
・ 医薬඼ٴͼ医薬部外඼の製଄؅理ٴͼ඼࣭

؅理の基準にؔするল令（平成16年ް生࿑
ಇল令第179߸）により医薬඼製଄؅理者が
行うこととされた業務

生医療等製඼製଄؅理者が行う業務࠶
ͼ඼࣭؅理のٴ生医療等製඼の製଄؅理࠶ ・

基準にؔするল令（平成26年ް生࿑ಇল令
第93߸）により࠶生医療等製඼製଄؅理者
が行うこととされた業務

医薬඼製଄؅理者、医薬部外඼等責任ٕज़者、
医療機ث責任ٕज़者、体外診அ用医薬඼製଄
؅理者ٴͼ࠶生医療等製඼製଄؅理者が९क
すべき事項
・ 製଄の؅理に係る業務にؔする๏令ٴͼ実

務にਫ਼通し、公ਖ਼かつదਖ਼に౰֘業務を行
うこと。

・ 上記製଄؅理者ຢは責任ٕज़者が製଄業者
に対してड़べる意見を記載した書໘のࣸし
を 5 年間保ଘすること。
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医薬部外඼等責任ٕज़者、医療機ث責任ٕज़
者ٴͼ体外診அ用医薬඼製଄؅理者が行う業
務
・ 製଄؅理ٴͼ඼࣭؅理に係る業務を౷ׅし、

そのదਖ਼かつԁ׈な実ࢪがਤられるよう؅
理؂ಜすること。

・ ඼࣭ෆྑその他製඼の඼࣭に重大なӨڹが
Ϳおそれがある場合においては、所要のٴ
ાஔが଎やかにとられていることٴͼその
進௙状況を確認し、ඞ要に応͡、վળ等所
要のાஔをとるよう指示すること。

全ての上記製଄؅理者ຢは責任ٕज़者
・ ๏令९क体制の整備の一؀として໌確化さ

れた上記製଄؅理者ຢは責任ٕज़者が有す
るݖ限に係る業務

薬局開設者ຢ
は医薬඼のൢ
ച業者（ళฮ
ൢച業者、配
ஔൢച業者ຢ
はԷചൢച業
者）

薬局の؅理者、ళฮ؅理者、区域؅理者ٴͼ
医薬඼営業所؅理者が行う業務
・ 医薬඼の試ݧ検査ٴͼ試ݧ検査の݁Ռの確

認（区域؅理者を除く。）
・ 薬局、ళฮ、区域ຢは営業所の؅理にؔす

る事項を記録するための帳฽の記載
・ ಛ定生෺༝来製඼にؔする記録の保ଘ（薬

局の؅理者に限る。）
・ ๏令९क体制の整備の一؀として໌確化さ

れた上記؅理者が有するݖ限に係る業務

薬局の؅理者、ళฮ؅理者、区域؅理者ٴͼ
医薬඼営業所؅理者が९कすべき事項
・ 従業者の؂ಜ、医薬඼その他の෺඼等の؅

理、その他業務につき、ඞ要な注意をする
こと。

・ 上記؅理者が薬局開設者ຢは医薬඼のൢച
業者に対してड़べる意見を記載した書໘の
ࣸしを 3 年間保ଘすること。

度؅理医療ߴ
機ثएしくは
ಛ定保क؅理
医療機ثのൢ
ച業者एしく
はି༩業者、
生医療等製࠶
඼ൢച業者ຢ
は医療機ث修
理業者

等営業所؅理者、ಛ定؅理ث度؅理医療機ߴ
医療機ث営業所؅理者等、࠶生医療等製඼営
業所؅理者ٴͼ医療機ث修理責任ٕज़者が行
う業務
・ 従業者の؂ಜ、製඼その他の෺඼等の؅理、

その他業務に対し注意を෷う業務
・ ൢ ച業者、ି༩業者ຢは修理業者に対する

書໘による意見申ड़
・ ๏令९क体制の整備の一؀として໌確化さ

れた上記営業所؅理者ຢは責任ٕज़者が有
するݖ限に係る業務（ಛ定؅理医療機ث営
業所؅理者等を除く。）

等営業所؅理者、ಛ定؅理ث度؅理医療機ߴ
医療機ث営業所؅理者等、࠶生医療等製඼営
業所؅理者ٴͼ医療機ث修理責任ٕज़者が९
कすべき事項
・ 営業所の؅理に係る業務にؔする๏令ٴͼ

実務にਫ਼通し、公ਖ਼かつదਖ਼に౰֘業務を
行うこと。

・ 上記営業所؅理者ຢは責任ٕज़者によるൢ
ച業者、ି༩業者ຢは修理業者に対してड़
べる意見を記載した書໘のࣸしを 3 年間保
ଘすること。

　　イɽڐՄ等業者がͣߨべき๏令९क体制を確保するためのાஔ
　　・ 　վਖ਼後薬機๏第 9 ৚の 2 第 1 項各߸、第18৚の 2 第 1 項各߸ٴͼ第 3 項各߸、第23৚の 2 の15の 2 第 1 項各

ͼ第ٴ߸ 3 項各߸、第23৚の35の 2 第 1 項各߸ٴͼ第 3 項各߸、第29৚の 3 第 1 項各߸、第31৚の 5 第 1 項各
߸、第36৚の 2 の 2 第 1 項各߸、第40৚第 1 項ٴͼ第 2 項、第40৚の 3 第 1 項ฒͼに第40৚の 7 第 1 項のް生
࿑ಇল令により定めることとされたڐՄ等業者に係る๏令९क体制の確保のためにͣߨべきાஔについてҎ下
のとおりとすること。（վਖ਼後薬機ଇ第15৚の11の 2 、第98৚の 9 、第98৚の10、第114৚の68の 2 、第114৚
の68の 3 、第137৚の64の 2 、第137৚の64の 3 、第147৚の11の 2 、第149৚の15、第156৚の 2 、第173৚の 2 、
第175৚の 2 、第190৚の 2 、第196৚の11の 3 ؔ係）
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Մ等業者名ڐ Մ等業者がાஔすべき事項ڐ

医薬඼等、医
療機ث等ຢは
生医療等製࠶
඼の製଄ൢച
業者

ᶃ製଄ൢച業者が໌らかにすべき૯ׅ製଄ൢച責任者のݖ限
・ ඼࣭保ূ責任者、安全؅理責任者その他の඼࣭؅理ٴͼ製଄ൢച後安全؅理にؔする業務に

従事する者（医療機ث等の製଄ൢച業者については国಺඼࣭業務運営責任者、医療機ث等安
全؅理責任者その他の製଄؅理ٴͼ඼࣭؅理ฒͼに製଄ൢച後安全؅理にؔする業務に従事
する者。）に対する業務の指示ٴͼ؂ಜにؔするݖ限

・ ඼࣭؅理ٴͼ製଄ൢച後安全؅理（医療機ث等の製଄ൢച業者については、製଄؅理ٴͼ඼
࣭؅理ฒͼに製଄ൢച後安全؅理。Ҏ下ಉ͡。）にؔするાஔ（製඼のഇغ、回収、ൢചの
注意事項等情報等のվగ、医療ؔ係者への情報の提供ຢは๏に基ͮくް生࿑ಇ大ਉへ、ࢭఀ
の報告等）の決定ٴͼ実ࢪにؔするݖ限

・ 製଄業者、外国製଄業者その他製଄にؔする業務（試ݧ検査等の業務をؚΉ。）を行う者に
対する؅理؂ಜにؔするݖ限

・上記の΄か、඼࣭؅理ٴͼ製଄ൢച後安全؅理にؔするݖ限

ᶄ製଄ൢച業者の業務のదਖ਼を確保するためにඞ要なものとして整備すべき体制
・ 製଄ൢച業者の業務の਱行が๏令にద合することを確保するためにඞ要な規ఔの作成を行う

体制
・ 製଄ൢച業者の薬事にؔする業務に責任を有する໾員ٴͼ従業者に対する教育܇࿅の実ٴࢪ

ͼ評価を行う体制
・製଄ൢച業者の業務の਱行に係る記録の作成、؅理ٴͼ保ଘを行う体制
・ 製଄ൢച業者が薬事にؔする業務に責任を有する໾員ٴͼ従業者の業務を؂ಜするためにඞ

要な情報を収集し、その業務のదਖ਼を確保するためにඞ要なાஔをͣߨる体制
・ 上記の΄か、製଄ൢച業者の業務のదਖ਼を確保するためにඞ要な人員の確保ٴͼ配ஔその他

の製଄ൢച業者の業務のదਖ਼を確保するための体制

ᶅ 基準を९कして඼࣭؅理ٴͼ製଄ൢച後安全؅理を行わせるためにඞ要なݖ限を付༩すべき者
・૯ׅ製଄ൢച責任者
・඼࣭保ূ責任者（医療機ث等の製଄ൢച業者については、国಺඼࣭業務運営責任者）
・安全؅理責任者
・上記の΄か、඼࣭؅理ٴͼ製଄ൢച後安全؅理にؔする業務に従事する者

ᶆ上記ᶃからᶅまでの΄かに製଄ൢച業者の業務のదਖ਼な਱行にඞ要なものとして定めるાஔ
・製଄ൢച業者の従業者に対して๏令९कのための指਑を示すこと。
・薬事にؔする業務に責任を有する໾員のݖ限ٴͼ分ঠする業務を໌らかにすること。
・ 製඼の製଄方๏、試ݧ検査方๏その他の製඼の඼࣭にӨڹを༩えるおそれのある事項の変更

にؔする情報の収集、製඼についてঝ認ຢは認ূされた事項の一部を変更するためにඞ要な
手ଓその他のඞ要なાஔ

・ վਖ਼後薬機๏第68৚の10第 1 項の規定に基ͮく副作用等の報告がద時かつద੾に行われるこ
とを確保するためにඞ要な情報の؅理その他のાஔ

・ 製଄ൢച業者が医薬ؔ係者に対して行う製඼にؔする情報提供が、؍٬తٴͼ科ֶతなࠜڌ
に基ͮくਖ਼確な情報により行われ、かつ、վਖ਼後薬機๏第66৚から第68৚までにҧ൓する記
事の広告、記ड़ຢは流෍が行われないことを確保するためにඞ要な業務の؂ಜその他のાஔ

・上記の΄か、上記ᶄに規定する体制を実ޮతに機能させるためにඞ要なાஔ

医薬඼等、医
療機ث等ຢは
生医療等製࠶
඼の製଄業者

ᶃ製଄業者が໌らかにすべき製଄؅理者ຢは責任ٕज़者のݖ限
・製଄の؅理にؔする業務に従事する者に対する業務の指示ٴͼ؂ಜにؔするݖ限
・上記の΄か、製඼の製଄の؅理にؔするݖ限
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ᶄ製଄業者の業務のదਖ਼を確保するためにඞ要なものとして整備すべき体制
・製଄業者の業務の਱行が๏令にద合することを確保するためにඞ要な規ఔの作成を行う体制
・ 製଄業者の薬事にؔする業務に責任を有する໾員ٴͼ従業者に対する教育܇࿅の実ٴࢪͼ評

価を行う体制
・製଄業者の業務の਱行に係る記録の作成、؅理ٴͼ保ଘを行う体制
・ 製଄業者が薬事にؔする業務に責任を有する໾員ٴͼ従業者の業務を؂ಜするためにඞ要な

情報を収集し、その業務のదਖ਼を確保するためにඞ要なાஔをͣߨる体制
・ 上記の΄か、製଄業者の業務のదਖ਼を確保するためにඞ要な人員の確保ٴͼ配ஔその他の製

଄業者の業務のదਖ਼を確保するための体制

ᶅ （医薬඼等の製଄業者ٴͼ࠶生医療等製඼の製଄業者において）基準を९कして製଄؅理ٴ
ͼ඼࣭؅理を行わせるためにඞ要なݖ限を付༩すべき者

・医薬඼製଄؅理者
・医薬部外඼等責任ٕज़者
生医療等製඼製଄؅理者࠶・
・上記の΄か、製඼の製଄の؅理にؔする業務に従事する者

ᶆ上記ᶃからᶅまでの΄かに製଄業者の業務のదਖ਼な਱行にඞ要なものとして定めるાஔ
・製଄業者の従業者に対して๏令९कのための指਑を示すこと。
・薬事にؔする業務に責任を有する໾員のݖ限ٴͼ分ঠする業務を໌らかにすること。
・  製඼の製଄方๏、試ݧ検査方๏その他の製඼の඼࣭にӨڹを༩えるおそれのある事項の変更

にؔする情報の収集、౰֘情報の製଄ൢച業者（医療機ث等の製଄業者においては外国製଄
医療機ث等ಛ例ঝ認取得者ຢは外国指定ߴ度؅理医療機ث製଄等事業者をؚΉ。）に対する
連絡その他のඞ要なાஔ

・上記の΄か、上記ᶄに規定する体制を実ޮతに機能させるためにඞ要なાஔ

薬局開設者ຢ
は医薬඼のൢ
ച業者（ళฮ
ൢച業者、配
ஔൢച業者ຢ
はԷചൢച業
者）

ᶃ薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者が໌らかにすべき؅理者のݖ限
・ 薬局、ళฮຢは営業所（Ҏ下「薬局等」という。）にۈ務する薬剤師、登録ൢച者その他の

従業者（配ஔൢച業においては区域಺において配ஔൢചに従事する配ஔ員その他の従事者）
に対する業務の指示ٴͼ؂ಜにؔするݖ限

・上記の΄か、薬局等（配ஔൢച業においては区域。Ҏ下ಉ͡。）の؅理にؔするݖ限

ᶄ 薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者の業務のదਖ਼を確保するためにඞ要なものとして整備すべ
き体制

・ 薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者の業務の਱行が๏令にద合することを確保するためにඞ要
な規ఔの作成を行う体制

・ 薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者の薬事にؔする業務に責任を有する໾員ٴͼ従業者に対す
る教育܇࿅の実ٴࢪͼ評価を行う体制

・薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者の業務の਱行に係る記録の作成、؅理ٴͼ保ଘを行う体制
・ 薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者が薬事にؔする業務に責任を有する໾員ٴͼ従業者の業務

を؂ಜするためにඞ要な情報を収集し、その業務のదਖ਼を確保するためにඞ要なાஔをͣߨ
る体制

・ 上記の΄か、薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者の業務のదਖ਼を確保するためにඞ要な人員の
確保ٴͼ配ஔその他の薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者の業務のదਖ਼を確保するための体制

ᶅ 上記ᶃٴͼᶄの΄かに薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者の業務のదਖ਼な਱行にඞ要なものと
して定めるાஔ

・薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者の従業者に対して๏令९कのための指਑を示すこと。



48 2021 Vol.46 No.2　広島県薬剤師会誌

・薬事にؔする業務に責任を有する໾員のݖ限ٴͼ分ঠする業務を໌らかにすること。
・ 薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者が 2 Ҏ上のڐՄを受けている場合にあっては、౰֘ڐՄを

受けている全ての薬局等において๏令९क体制が確保されていることを確認するためにඞ要
なાஔ

・ 薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者が 2 Ҏ上のڐՄを受けている場合であって、 2 Ҏ上の薬局
等の๏令९क体制を確保するために薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者を補ࠤする者をஔくと
きは、次に掲げるાஔ

　（ 1  ）薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者を補ࠤする者が行う業務を໌らかにすること。
　（ 2  ）薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者を補ࠤする者が 2 Ҏ上の薬局等の๏令९क体制を確

保するために薬局等の؅理者からඞ要な情報を収集し、౰֘情報を薬局開設者ຢは医薬
඼のൢച業者に଎やかに報告するとともに、౰֘薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者から
の指示を受けて、薬局等の؅理者に対して౰֘指示を఻ୡするためのાஔ。

　（ 3  ）薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者が 2 Ҏ上の薬局等の๏令९क体制を確保するために
薬局開設者ຢは医薬඼のൢച業者を補ࠤする者からඞ要な情報を収集し、薬局開設者ຢ
は医薬඼のൢച業者を補ࠤする者に対してඞ要な指示を行うためのાஔ。

・ 医薬඼の保؅、ൢച、その他医薬඼の؅理にؔする業務がద੾に行われ、かつ、薬局開設者
ຢは医薬඼のൢച業者のٛ務がཤ行されるためにඞ要なાஔ

・上記の΄か、上記ᶄに規定する体制を実ޮతに機能させるためにඞ要なાஔ

度؅理医療ߴ
機ثຢは؅理
医療機ثのൢ
ച業者ຢはି
༩業者、࠶生
医療等製඼の
ൢച業者ຢは
医療機ثの修
理業者

ᶃ ൢ ച業者、ି༩業者ຢは修理業者（Ҏ下「ൢച業者等」という。）が໌らかにすべき営業所
؅理者（医療機ث修理業においては修理責任ٕज़者）のݖ限（؅理医療機ثのൢച業者ຢは
ି༩業者のݖ限においてはಛ定؅理医療機ثのൢച業者ຢはି༩業者のものに限る。）

・ 営業所にؔする業務（医療機ث修理業においては修理にؔする業務）に従事する者に対する
業務の指示ٴͼ؂ಜにؔするݖ限

・上記の΄か、営業所の؅理（医療機ث修理業においては修理の؅理）にؔするݖ限

ᶄൢച業者等の業務のదਖ਼を確保するためにඞ要なものとして整備すべき体制
・ ൢ ച業者等の業務の਱行が๏令にద合することを確保するためにඞ要な規ఔの作成を行う体

制
・ ൢ ച業者等の薬事にؔする業務に責任を有する໾員ٴͼ従業者に対する教育܇࿅の実ٴࢪͼ

評価を行う体制
・ൢച業者等の業務の਱行に係る記録の作成、؅理ٴͼ保ଘを行う体制
・ ൢ ച業者等が薬事にؔする業務に責任を有する໾員ٴͼ従業者の業務を؂ಜするためにඞ要

な情報を収集し、その業務のదਖ਼を確保するためにඞ要なાஔをͣߨる体制
・ 上記の΄か、ൢച業者等の業務のదਖ਼を確保するためにඞ要な人員の確保ٴͼ配ஔその他の

ൢച業者等の業務のదਖ਼を確保するための体制

ᶅ上記ᶃٴͼᶄの΄かにൢച業者等の業務のదਖ਼な਱行にඞ要なものとして定めるાஔ
・ൢച業者等の従業者に対して๏令९कのための指਑を示すこと。
・薬事にؔする業務に責任を有する໾員のݖ限ٴͼ分ঠする業務を໌らかにすること。
・上記の΄か、上記ᶄに規定する体制を実ޮతに機能させるためにඞ要なાஔ

　ç（ 2 ）提出資料の؆ૉ化とそれに൐う様式のվਖ਼
・　վਖ਼๏により「薬事にؔする業務に責任を有する໾員」が規定されたことに൐い、業ڐՄ等の申請書等にお

いて、従来「業務を行う໾員」とされていたՕ所をվめる等所要のվਖ਼を行う。
・　申請者の業務負担をݮらすため、診அ書ٴͼૄ໌書のఴ付については、後ड़のとおり原ଇෆ要とし、様式上

で「ຑ薬、大ຑ、あへんຢは֮੧剤の中ಟ者」ٴͼ「ਫ਼ਆの機能のো֐」により「業務をదਖ਼に行うに౰たつ
てඞ要な認知、൑அٴͼ意思ૄ通をద੾に行うことができない者」であるかについて確認を行うこととする。
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・　あわせて、様式上にվਖ਼๏により欠֨৚項として規定された「業務をద੾に行うことができる知ࣝٴͼݧܦ
を有すると認められない者」の確認ཝを新設する。

・　従来、ڐՄの申請時にఴ付資料として提出を求めていた診அ書については、欠֨৚項に֘౰するおそれがあ
る場合にのみఴ付を求めるものとし、ڐՄ等の申請時にఴ付資料としてૄ໌書の提出を求めていた手ଓについ
ては、更新ٴͼ変更の手ଓにおいても診அ書ٴͼૄ໌書のఴ付をෆ要とする。

　ç（ 3 ）製଄޻ఔのうち保؅のみを行う製଄所に係る登録の手ଓ等
・　ಛにݫ重な඼࣭؅理や有ޮ期限等の؅理が求められるため登録によっては行うことができない保؅として࠷

ऴ製඼、生෺ֶత製剤等の保؅を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第34৚の 2 ؔ係）
・　保؅のみを行う製଄所に係る登録の申請書の様式等について規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第34৚の 3 、第34৚

の 4 ؔ係）
・　保؅のみを行う製଄所に係る登録ূฒͼに書׵え交付、࠶交付ٴͼ更新の申請書について、様式等を定める。
（վਖ਼後薬機ଇ第34৚の 5 から第34৚の 7 までؔ係）

・　保؅のみを行う製଄所に係る登録୆帳の記載事項を定める。（վਖ਼後薬機ଇ第34৚の 8 ؔ係）
・　医薬඼等外国製଄業者の保؅のみを行う製଄所に係る登録の手ଓ等について、様式等を定めるとともに、準

用規定を整備する。（վਖ਼後薬機ଇ第37৚の 2 、第37৚の 3 ؔ係）
・　վਖ਼ল令のࢪ行の際現に製଄業のڐՄຢは医薬඼等外国製଄業者の認定を受けている製଄所が、保؅のみを

行う製଄所に係る登録を受けたものとみなされるために౰֘ڐՄຢは認定の有ޮ期間಺に行う申出について、
申書の様式等を定める。（վਖ਼ল令ෟଇ第 2 ৚ؔ係）

　ç（ 4 ）ঝ認事項のܰඍな変更をಧ出で行うことができるൣғ
・　医薬඼等の製଄ൢചのঝ認事項の変更について、ܰඍな変更でない変更を掲げる規定から、医薬඼等の「規

除する。（վਖ਼後薬機ଇ第47৚ؔ係）࡟ͼ規֨の変更」をٴ除࡟方๏に掲げる事項のݧͼ試ٴ֨

　ç（ 5 ） 製଄業者の申請に基ͮき製଄޻ఔの区分͝とに行う医薬඼等ద合性調査（Ҏ下「医薬඼等区分ద合性調査」
という。）に係る手ଓ等

・　医薬඼等区分ద合性調査について、申請書ٴͼ݁Ռの通知書の様式等を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第53৚の 2 、
第53৚の 3 、第55৚第 3 項ؔ係）

・　վਖ਼後薬機๏第14৚第 1 項のঝ認を受けた者は、ঝ認を受けた医薬඼等の製଄業者に対し、医薬඼等区分ద
合性調査等にؔし報告ຢは資料の提出を求めることができる規定を整備する。（վਖ਼後薬機ଇ第53৚の 4 ؔ係）

・　医薬඼等基準確認ূの交付の様式等ฒͼに書׵え交付ٴͼ࠶交付の申請書の様式等について規定する。（վ
ਖ਼後薬機ଇ第53৚の 5 から第53৚の 7 までؔ係）

・　医薬඼等区分ద合性調査について、確認୆帳の記載事項を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第53৚の 8 ؔ係）

　ç（ 6 ） 製଄業者の申請に基ͮき製଄޻ఔの区分͝とに行う࠶生医療等製඼ద合性調査（Ҏ下「࠶生医療等製඼区分
ద合性調査」という。）に係る手ଓ等

ͼ݁Ռの通知書の様式等を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第ٴ生医療等製඼区分ద合性調査について、申請書࠶　・
137৚の34の 2 、第137৚の34の 3 、第137৚の37第 3 項ؔ係）

・　վਖ਼後薬機๏第23৚の25第 1 項のঝ認を受けた者は、ঝ認を受けた࠶生医療等製඼の製଄業者に対し、࠶生
医療等製඼区分ద合性調査にؔし報告ຢは資料の提出を求めることができる規定を整備する。（վਖ਼後薬機ଇ
第137৚の34の 4 ؔ係）

。交付の申請書の様式等について規定する࠶ͼٴえ交付׵生医療等製඼基準確認ূの交付の様式等ฒͼに書࠶　・
（վਖ਼後薬機ଇ第137৚の34の 5 から第137৚の34の 7 までؔ係）

生医療等製඼区分ద合性調査について、確認୆帳の記載事項を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第137৚の34の࠶　・ 8
ؔ係）

　ç（ 7 ）医薬඼等の変更計画に係る手ଓ等
・　医薬඼等の変更計画の確認の申請手ଓ等ฒͼに౰֘確認を受けることができる変更として、成分ٴͼ分ྔຢ
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は本࣭（有ޮ成分を除く。）、製଄方๏、ஷଂ方๏ٴͼ有ޮ期間、規֨ٴͼ試ݧ方๏、製଄ൢചする඼目の製଄
所、原薬の製଄所等の変更を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第68৚の 2 から第68৚の 5 までٴͼ第68৚の 8 ؔ係）

・　医薬඼等の変更計画の確認において、製଄؅理ຢは඼࣭؅理の方๏が基準にద合している旨の確認（Ҏ下「医
薬඼等変更計画ద合性確認」という。）を受けなければならない場合として、ಧ出によりঝ認事項の一部変更
を行うことができるܰඍな変更Ҏ外のものٴͼద合性調査を行わͣにঝ認事項の一部変更を行うことができる
製଄؅理ຢは඼࣭؅理の方๏にӨڹを༩えない変更Ҏ外のものを規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第68৚の 6 ؔ係）

・　変更計画の変更がܰඍな変更であるときは、վਖ਼後薬機๏第14৚の 7 の 2 第 1 項の変更計画の変更の確認を
ಧけ出ることができることを規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第68৚の 7 ؔ係）

・　医薬඼等変更計画ద合性確認の申請手ଓ等を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第68৚の 9 から第68৚の11までؔ係）
・　変更計画に従った変更のಧ出手ଓ等を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第68৚の12ٴͼ第68৚の13ؔ係）

　ç（ 8 生医療等製඼の変更計画に係る手ଓ等࠶（
生医療等製඼の変更計画の確認の申請手ଓ等ฒͼに౰֘確認を受けることができる変更として、形状、構࠶　・

଄、成分、分ྔຢは本࣭（構成ࡉ๔ຢは導入Ҩ఻子を除く。）、製଄方๏、規֨ٴͼ試ݧ方๏、ஷଂ方๏ٴͼ有
ޮ期間、製଄ൢചする඼目の製଄所等の変更を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第137৚の48の 2 から第137৚の48の
5 までٴͼ第137৚の48の 8 ؔ係）

生医療等製඼の変更計画の確認において、製଄؅理ຢは඼࣭؅理の方๏が基準にద合している旨の確認（Ҏ࠶　・
下「࠶生医療等製඼変更計画ద合性確認」という。）を受けなければならない場合として、ಧ出によりঝ認事
項の一部変更を行うことができるܰඍな変更Ҏ外のものٴͼద合性調査を行わͣにঝ認事項の一部変更を行う
ことができる製଄؅理ຢは඼࣭؅理の方๏にӨڹを༩えない変更Ҏ外のものを規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第137
৚の48の 6 ؔ係）

・　変更計画の変更がܰඍな変更であるときは、վਖ਼後薬機๏第23৚の32の 2 第 1 項の変更計画の変更の確認を
ಧけ出ることができることを規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第137৚の48の 7 ؔ係）

生医療等製඼変更計画ద合性確認の申請手ଓ等を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第137৚の48の࠶　・ 9 から第137৚
の48の11までؔ係）

・　変更計画に従った変更のಧ出手ଓ等を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第137৚の48の12ٴͼ第137৚の48の13ؔ係）

　ç（ 9 ）ఴ付文書のి子化（༰ث等へのූ߸等の記載ؔ係）
・　վਖ਼後薬機๏第52৚第 1 項に規定するූ߸について、ಠཱ行੓๏人医薬඼医療機ث૯合機構（Ҏ下「機構」

という。）のホームペーδをӾཡするためにඞ要なόーコードຢは 2 次ݩコードとする。（վਖ਼後薬機ଇ第210
৚の 2 ؔ係）

　　なお、۩体తなόーコードシンϘルຢは 2 次ݩコードは別్通知する。
・　一部の医薬඼、医療機ٴثͼ࠶生医療等製඼について、Ҏ下のとおり例外等を設ける。（վਖ਼後薬機ଇ第211

৚第 3 項、第212৚の 2 、第214৚第 3 項、第216৚ 2 項、第224৚第 4 項、第 6 項ٴͼ第 8 項、第228৚の 5 第
3 項ؔ係）
アɽ医薬඼
ç（ア）Ҏ下の医薬඼について、これにఴ付する文書（Ҏ下「ఴ付文書」という。）にූ߸が記載されている場

合には、౰֘ූ߸が౰֘医薬඼の༰ثຢはඃแ（Ҏ下「༰ث等」という。）に記載されていることを要し
ないこととする。

　　　　　ᶃ　༰ث等の記載場所の໘ੵがڱいためූ߸を記載することができない医薬඼
　　　　　ᶄ 　࢖用状況から༰ث等にූ߸を記載することがద౰でない医療の用に供するΨスྨその他これにྨする

医薬඼
ç（イ）製଄専用医薬඼

　ఴ付文書ຢはその༰ث等に、注意事項等情報（վਖ਼後薬機๏第68৚の 2 第 2 項に定める事項をいう。Ҏ
下ಉ͡。）が記載されている場合には、౰֘製଄専用医薬඼の༰ث等に、ූ߸が記載されていることを要
しないこととする。

ç（ウ）調剤専用医薬඼
　౰֘医薬඼の分ׂൢചの૬手方である薬局開設者が所持しているվਖ਼後薬機ଇ第216৚第 1 項に規定す
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る文書ຢは༰ث等に౰֘医薬඼にؔするූ߸ຢは注意事項等情報が記載されている場合は、౰֘医薬඼に
ついてはվਖ਼後薬機๏第52৚第 1 項の規定はద用しないこととする。

イɽ医療機ث
ç（ア）Ҏ下の医療機ثについて、ఴ付文書にූ߸が記載されている場合には、౰֘ූ߸が౰֘医療機ثの༰ث

等に記載されていることを要しないこととする。
　　　　　ᶃ　医療機ثの༰ث等の記載場所の໘ੵがڱいためූ߸を記載することができない医療機ث
　　　　　ᶄ 　その構଄ٴͼ性状により༰ث等に収めることのできない医療機ث（ి気通৴回ઢを通͡て提供される

医療機ثϓロάラムを除く。）
ç（イ）医療機ثϓロάラムを記録した記録ഔ体

　ූ߸を౰֘医療機ثϓロάラムの記録ഔ体の༰ث等に記載する΄か、౰֘医療機ثϓロάラムを࢖用す
る者が༰қにӾཡできる方๏により、注意事項等情報を記録したి࣓త記録を౰֘記録ഔ体に記録し、ຢ
は౰֘記録ഔ体とともに౰֘ి࣓త記録を提供しなければならないこととする。

ç（ウ）ి気通৴回ઢを通͡て提供される医療機ثϓロάラム
　ූ߸の記載は、Ҏ下の方๏により注意事項等情報が౰֘医療機ثϓロάラムを࢖用する者に対して提供
されることをもってこれに୅えることができることとする。

　　　　　ᶃ 　౰֘医療機ثϓロάラムのൢച業者が、౰֘医療機ثϓロάラムを࢖用する者に対してి気通৴回ઢ
を通͡て౰֘医療機ثϓロάラムを提供するલに、注意事項等情報を提供すること。

　　　　　ᶄ 　౰֘医療機ثϓロάラムの製଄ൢച業者が、౰֘医療機ثϓロάラムを࢖用する者が༰қにӾཡでき
る方๏により、注意事項等情報を記録したి࣓త記録を౰֘医療機ثϓロάラムとともに提供すること。

ç（Τ）製଄専用医療機ث
　ఴ付文書ຢはその༰ث等に注意事項等情報が記載されている場合には、౰֘製଄専用医療機ثの༰ث等
にූ߸が記載されていることを要しないこととする。

ウɽ࠶生医療等製඼
ç（ア）༰ث等の記載場所の໘ੵがڱいためූ߸を記載することができない࠶生医療等製඼について、ఴ付文書

にූ߸が記載されている場合には、౰֘࠶生医療等製඼の༰ث等にූ߸が記載されていることを要しない
こととする。

ç（イ）製଄専用࠶生医療等製඼
　ఴ付文書ຢはその༰ث等に注意事項等情報が記載されている場合には、౰֘製଄専用࠶生医療等製඼の
༰ث等にූ߸が記載されていることを要しないこととする。

　ç（10）ఴ付文書のి子化（対象となる医薬඼ٴͼ医療機ؔث係）
・　ఴ付文書ຢはその༰ث等への࢖用ٴͼ取ѻい上のඞ要な注意等の記載をҾきଓき要する医薬඼は、要指導医

薬඼、一ൠ用医薬඼、薬局製଄ൢച医薬඼とする。（վਖ਼後薬機ଇ第210৚の 3 ؔ係）
・　ఴ付文書ຢはその༰ث等への࢖用ٴͼ取ѻい上のඞ要な注意等の記載をҾきଓき要する医療機ثは、ओとし

て一ൠফඅ者の生活の用に供されることが目తとされている医療機ثとする。（վਖ਼後薬機ଇ第223৚の 2 ؔ係）

　ç（11）ఴ付文書のి子化（注意事項等情報の公表等ؔ係）
・　վਖ਼後薬機๏第68৚の 2 第 1 項の規定による公表は、ಠཱ行੓๏人医薬඼医療機ث૯合機構のホームペーδ

を࢖用する方๏により行うものとする。（վਖ਼後薬機ଇ第228৚の10の 2 ؔ係）
・　վਖ਼後薬機๏において、注意事項等情報のಧ出にؔする規定について、一部の医薬඼、医療機ٴثͼ࠶生医

療等製඼の安全対ࡦとしての位ஔ付けを໌確にするため、規定位ஔを移動したことに൐い、薬機ଇにおいても
規定位ஔを移動する。

・　ఴ付する文書ຢは༰ث等に注意事項等情報が記載されている製଄専用医薬඼、製଄専用医療機ث、製଄専用
生医療等製඼について、注意事項等情報の公表をෆ要とする例外を規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第228৚の10の࠶
3 ؔ係）

・　վਖ਼後薬機๏第68৚の 2 の 2 の規定により一部の医薬඼、医療機ٴثͼ࠶生医療等製඼の製଄ൢച業者が整
備しなければならない体制は、Ҏ下の体制とする。（վਖ਼後薬機ଇ第228৚の10の 6 ؔ係）

　　　ア ɽ一部の医薬඼、医療機ٴثͼ࠶生医療等製඼をॳめてߪ入し、आり受け、एしくはৡり受け、ຢは医療機
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育動෺ࣂϓロάラムをॳめてి気回ઢを通͡て提供を受けようとする薬局開設者、病院、診療所एしくはث
診療ࢪ設の開設者ຢは医師、歯科医師、薬剤師、्医師その他の医薬ؔ係者に対し、注意事項等情報を提供
するためにඞ要な体制

　　　イ ɽ一部の医薬඼、医療機ٴثͼ࠶生医療等製඼の注意事項等情報を変更した場合に、౰֘医薬඼、医療機ث
एしくは࠶生医療等製඼を取りѻう薬局開設者、病院、診療所एしくはࣂ育動෺診療ࢪ設の開設者ຢは医師、
歯科医師、薬剤師、्医師その他の医薬ؔ係者に対して、଎やかに注意事項等情報を変更した旨を情報提供
するためにඞ要な体制

　ç（12）ఴ付文書のి子化（生෺༝来製඼のಛ例ؔ係）
・　生෺༝来製඼についてはఴ付文書ຢはその༰ث等の記載事項にؔするಛ例があるところ、生෺༝来製඼の注

意事項等情報の公表の方๏、そのಛ例等について規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第233৚の 2 、第235৚の 2 から第
235৚の 4 までؔ係）

　ç（13）૯ׅ製଄ൢച責任者の基準
・　医薬඼の૯ׅ製଄ൢച責任者の基準として、Ҏ下を規定する。（第85৚ؔ係）

　　　ア ɽ医薬඼の඼࣭؅理ٴͼ製଄ൢച後安全؅理にؔする業務をదਖ਼かつԁ׈に਱行しうる能力を有する者であ
ること。

　　　イ ɽ第一種医薬඼製଄ൢച業ڐՄを受けた製଄ൢച業者の場合は、医薬඼の඼࣭؅理ຢは製଄ൢച後安全؅理
にؔする業務その他これにྨする業務に 3 年Ҏ上従事した者であること。
　また、イについて、վਖ਼ল令のࢪ行（令和 3 年 8 月 1 日）の際現にஔかれている医薬඼等૯ׅ製଄ൢച責
任者には、վਖ਼ল令のࢪ行後 3 年間はద用しないこととするܦաાஔを設ける。

・　վਖ਼後薬機๏第17৚第 1 項第 2 ߸ຢはվਖ਼後薬機๏第23৚の 2 の14第 1 項第 2 ߸に֘౰する場合であって、
૯ׅ製଄ൢച責任者として薬剤師Ҏ外のٕज़者をஔくことができる場合について、Ҏ下のとおり規定する。（վ
ਖ਼後薬機ଇ第86৚、第92৚、第114৚の49の 2 、第114৚の54ؔ係）

　　　ア ɽ医薬඼ຢは体外診அ用医薬඼の製଄ൢച業者は、૯ׅ製଄ൢച責任者として薬剤師をஔくことがஶしくࠔ
೉であると認められるときは、Ҏ下の要݅をຬたす者をஔくことができる。

　　　　ᶃ　大ֶ等で、薬ֶຢは化ֶにؔする専門の՝ఔを修ྃした者
　　　　ᶄ　ް生࿑ಇ大ਉがᶃに掲げる者とಉ等Ҏ上の知ࣝݧܦを有すると認めた者
　　　イ ɽ૯ׅ製଄ൢച責任者として薬剤師Ҏ外のٕज़者をஔくことができるのは、ٕज़者をஔいた日からࢉىして

5 年とする。
　　　ウ ɽ医薬඼ຢは体外診அ用医薬඼の製଄ൢച業者は、૯ׅ製଄ൢച責任者として薬剤師Ҏ外のٕज़者をஔく場

合には、Ҏ下のાஔをͣߨるඞ要があることとする。
　　　　ᶃ　૯ׅ製଄ൢച責任者を補ࠤする者として薬剤師をஔくこと
　　　　ᶄ　૯ׅ製଄ൢച責任者として薬剤師をஔくためにඞ要なાஔ

・　製଄ൢച業のڐՄ申請や૯ׅ製଄ൢച責任者の変更のಧ出等の手ଓについて、૯ׅ製଄ൢച責任者として薬
剤師Ҏ外のٕज़者をஔく理༝を記載した書ྨや૯ׅ製଄ൢച責任者としてվਖ਼後薬機๏第17৚第 2 項に規定す
る能力ٴͼݧܦを有する薬剤師をஔくためにඞ要なાஔにؔする計画その他のఴ付書ྨやಧ出事項等の追加等
を行う。

　ç（14）医療用Ψスྨに係る医薬඼の૯ׅ製଄ൢച責任者ٴͼ製଄؅理者の例外の֦大
・　૯ׅ製଄ൢച責任者ຢは製଄؅理者として薬剤師Ҏ外のٕज़者をஔくことができる医療の用に供するΨスྨ

その他これにྨする医薬඼について、ް生࿑ಇ大ਉが指定することとする。（վਖ਼後薬機ଇ第86৚、第88৚ؔ係）
　۩体తには、今後、ް生࿑ಇ大ਉ告示において、これまでに指定されていたࢎૉ、二ࢎ化୸ૉ等に加えて、
ΤチレンオΩサイド（「ΤチレンオΩサイド」、「ΤチレンオΩサイドに二ࢎ化୸ૉຢはフロンを加えたࠞ合Ψ
ス」）等を指定する予定である。

　ç（15）医療機ث等の製଄ൢച後安全対ࡦ業務の࠶委ୗ等の֦大
・　医療機ثຢは体外診அ用医薬඼の製଄ൢച業者が、他の医療機ثຢは体外診அ用医薬඼の製଄ൢച業者に、
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医療機ثຢは体外診அ用医薬඼をൢച等する場合において、౰֘医療機ثຢは体外診அ用医薬඼にؔする製଄
ൢച後安全؅理業務をൢച等の૬手方である製଄ൢച事業者に委ୗする場合は、受ୗ者は、౰֘製଄ൢച後安
全؅理業務のうち、薬機ଇ第114৚の59第 1 ߸から第 3 ߸までに規定する業務について、࠶委ୗすることがで
きることとする。（վਖ਼後薬機ଇ第114৚の60第 3 項ؔ係）

生医療等製඼をൢച等する࠶、生医療等製඼の製଄ൢച業者に࠶生医療等製඼の製଄ൢച事業者が、他の࠶　・
場合において、౰֘࠶生医療等製඼にؔする製଄ൢച後安全؅理業務をൢച等の૬手方である製଄ൢച業者に
委ୗする場合は、受ୗ者は、౰֘製଄ൢച後安全؅理業務のうち、薬機ଇ第137৚の59第 1 ߸から第 3 ߸まで
に規定する業務について、࠶委ୗすることができることとする。（վਖ਼後薬機ଇ第137৚の60第 3 項ؔ係）

　ç（16）՝௃金制度に係る手ଓ
・　վਖ਼後薬機๏第75৚の 5 の 2 第 2 項の「ް生࿑ಇল令で定めるાஔ」について、՝௃金対象行ҝに係る医薬

඼、医薬部外඼、化হ඼、医療機ٴثͼ࠶生医療等製඼に応͡てඞ要と認められる方๏により、医薬ؔ係者ए
しくは一ൠ人ຢはその૒方にप知するાஔとして規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第249৚の 2 ؔ係）

・　վਖ਼後薬機๏第75৚の 5 の 4 の規定による報告の報告書の様式等について規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第249৚
の 3 ؔ係）

・　վਖ਼後薬機๏第75৚の 5 の 5 第 8 項の規定による変更の処分を行った場合の、౰֘処分に係る文書への記載
事項ٴͼ՝௃金のֹݮ調整の手ଓについて規定する。（վਖ਼後薬機ଇ第249৚の 4 ؔ係）

・　վਖ਼後薬機๏第75৚の 5 の11第 1 項の規定によるಜଅを行う場合のಜଅ状の送ୡについて規定する。（վਖ਼
後薬機ଇ第249৚の 5 ؔ係）

・　վਖ਼後薬機๏第75৚の 5 の11第 2 項の規定によるԆ଺金を௃収する場合の場合のॆ౰のॱংについて規定す
る。（վਖ਼後薬機ଇ第249৚の 6 ؔ係）

・　վਖ਼後薬機๏第75৚の 5 の12第 1 項の規定による՝௃金ೲ付໋令のࣥ行の方式等について整備する。（վਖ਼
後薬機ଇ第249৚の 7 ؔ係）

　ç（17）その他所要のվਖ਼を行う。

　 2  　医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ؔ係手数料規ଇ（平成12年ް生ল令第63
߸）の一部վਖ਼

　ç（ 1 ）調査手数料のֹݮ規定
・　医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ؔ係手数料令（平成17年੓令第91߸）

について、実地の調査を行う際の調査手数料の見௚しが予定されているところ、ෳ数の඼目ຢは区分について
実地の調査を行う場合の調査手数料の重ෳ分に係るֹݮ規定を新設する。

　ç（ 2 ）その他所要のվਖ਼を行う。

　 3 　その他、Ҏ下の๏令について所要のվਖ਼を行う。
・　医療๏ࢪ行規ଇ（ত和23年ް生ল令第50߸）
・　薬局構଄設備規ଇ（ত和36年ް生ল令第 2 ߸）
・　薬局ฒͼにళฮൢച業ٴͼ配ஔൢച業の業務を行う体制を定めるল令（ত和39年ް生ল令第 3 ߸）
・　医薬඼の安全性にؔする非ྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令（平成 9 年ް生ল令第21߸）
・　医薬඼のྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令（平成 9 年ް生ল令第28߸）
・　医薬඼、医薬部外඼、化হ඼、医療機ٴثͼ࠶生医療等製඼の製଄ൢച後安全؅理の基準にؔするল令（平

成16年ް生࿑ಇল令第135߸）
・　医薬඼、医薬部外඼、化হ඼ٴͼ࠶生医療等製඼の඼࣭؅理の基準にؔするল令（平成16年ް生࿑ಇল令第

136߸）
・　医療機ٴثͼ体外診அ用医薬඼の製଄؅理ٴͼ඼࣭؅理の基準にؔするল令（平成16年ް生࿑ಇল令第169߸）
・　医薬඼ٴͼ医薬部外඼の製଄؅理ٴͼ඼࣭؅理の基準にؔするল令（平成16年ް生࿑ಇল令第179߸）
・　医療機ثのྟচ試ݧの実ࢪの基準にؔするল令（平成17年ް生࿑ಇল令第36߸）
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・　ް生࿑ಇলの所؅する๏令の規定に基ͮく民間事業者等が行う書໘の保ଘ等における情報通৴のٕज़のར用
にؔするল令（平成17年ް生࿑ಇল令第44߸）

・　医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯第二৚第ेޒ項に規定する指定薬෺ٴ
ͼಉ๏第ࣣे࿡৚の࢛に規定する医療等の用్を定めるল令（平成19年ް生࿑ಇল令第14߸）

・　ಛ定 B 型؊Ԍウイルス感染者څ付金等のڅࢧにؔするಛ別ાஔ๏ࢪ行規ଇ（平成23年ް生࿑ಇল令第144߸）
・　薬事๏ࢪ行規ଇ等の一部をվਖ਼するল令（平成26年ް生࿑ಇল令第 8 ߸）
の基準にؔするল令（平成26年ް生࿑ಇল令第88߸）ࢪの実ݧ生医療等製඼の安全性にؔする非ྟচ試࠶　・
の基準にؔするল令（平成26年ް生࿑ಇল令第89߸）ࢪの実ݧ生医療等製඼のྟচ試࠶　・
の基準にؔするল令（平成26年ް生࿑ಇল令第90߸）ࢪの実ݧͼ試ٴ生医療等製඼の製଄ൢച後の調査࠶　・
ͼ඼࣭؅理の基準にؔするল令（平成26年ް生࿑ಇল令第93߸）ٴ生医療等製඼の製଄؅理࠶　・
・　医療機ثຢは体外診அ用医薬඼の製଄؅理ຢは඼࣭؅理に係る業務を行う体制の基準にؔするল令（平成26

年ް生࿑ಇল令第94߸）
行規ଇ（平成26年ް生࿑ಇল令第110߸）ࢪ生医療等の安全性の確保等にؔする๏཯࠶　・
・　ྟচ研ڀ๏ࢪ行規ଇ（平成30年ް生࿑ಇল令第17߸）

第 3 行期日ࢪ　
　　վਖ਼๏ෟଇ第 1 ৚第 2 ߸に掲げる規定のࢪ行の日（令和 3 年 8 月 1 日）からࢪ行する。

第 4 աાஔ等ܦ　
　 　「第 3 行期日」લにް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局が発出した通知であって、վਖ਼๏等によるվਖ਼લの৚項をҾࢪ

用しているものにあっては、ಛஈの定めのない限り、別ఴ 2 のとおりվਖ਼後の৚項にಡみସえることとする。

 令和 3 年 2 月 4 日

各ؔ係ஂ体の長　様

 広 島 県 健 康 ෱ ࢱ 局 長
 ˟730ô8511　広島市中区基ொ10ô52

薬　　　務　　　՝

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 
法律等の一部を改正する法律の一部の施行等について 

（認定薬局関係）（通知）

　このことについて、令和 3 年 1 月29日付け薬生発0129第 6 ͼ薬生発0129第ٴ߸ 7 ߸によりް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ
生局長から別紙 1 ͼ別紙ٴ 2 のとおり通知がありました。
　ついては、و会（組合）会員へのप知をお願いします。

　別紙 1  　医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯等の一部をվਖ਼する๏཯の一部のࢪ
行について（認定薬局ؔ係）

　別紙 2 　ই病の区分に係る専門性の認定を行うஂ体の取ѻいについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　౰　薬事άルーϓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ి　話　082ô513ô3222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担౰者　長谷川）
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別紙 1
 薬生発0129第 6 ߸
 令和 3 年 1 月29日

各　
౎ 道 ෎ 県 知 事
保健所設ஔ市長
ಛ 別 区 長

　఼

 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長
 （公 　　çҹ 　ç　ল ç　　ུ）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の 
一部を改正する法律の一部の施行について（認定薬局関係）

　「医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯等の一部をվਖ਼する๏཯」（令和ݩ年๏཯第
63߸。Ҏ下「վਖ਼๏」という。）については、令和ݩ年12月 4 日に公෍されましたが、「医薬඼、医療機ث等の඼࣭、
有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯等の一部をվਖ਼する๏཯のࢪ行期日を定める੓令」（令和 2 年੓令39߸）に
おいて令和 3 年 8 月 1 日にࢪ行される事項のうち、認定薬局にؔするものについては、令和 3 年 1 月22日付で「医薬
඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ行規ଇ等の一部をվਖ਼するল令」（令和 3 年ް生
࿑ಇল令第 5 ߸。Ҏ下「վਖ਼ল令」という。）が公෍されたところです。
　これらのվਖ਼のझ旨、಺༰等については下記のとおりですので、ྃޚ知の上、؅و಺ؔ係ஂ体、ؔ係機ؔ等にप知
పఈをਤるとともに、ద੾な指導を行い、その実ࢪにҨ࿙なきよう、お願いいたします。

記

第 1 　झ旨
　վਖ਼๏によるվਖ਼後の医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯（ত和35年๏཯第
145߸。Ҏ下「๏」という。）において、患者が自਎にదした薬局をબ୒できるよう、ಛ定の機能を有する薬局の
౎道෎県知事による認定制度を設けた。認定制度により薬局に求める機能については、「患者のための薬局Ϗδϣ
ン」（平成27年10月23日ࡦ定）において示されている、かかりつけ薬剤師・薬局における機能やߴ度薬ֶ؅理機
能をݩにして、地域連ܞ薬局ٴͼ専門医療機ؔ連ܞ薬局として認定することとしたものであり、それͧれの薬局
に期଴される໾ׂは第 2 ͼ第ٴ 3 を参রされたい。これらの薬局については、今後、地域แׅケアシステムの構
ஙが進Ή中で、各地域の実情に応͡、๏第 1 ৚の 5 第 2 項ٴͼ第 3 項のझ旨を౿まえ、医師をは͡めとする他の
医療ؔ係者や医療提供ࢪ設と医療を受ける者の薬剤ຢは医薬඼の࢖用にؔする情報を共有しながら連ܞして、患
者に対して一ݩత・ܧଓతな薬෺療๏を提供していくことが求められるものである。
　また、「患者のための薬局Ϗδϣン」では、かかりつけ薬剤師・薬局は、地域において、要指導医薬඼ٴͼ一
ൠ用医薬඼をؚΉඞ要な医薬඼の供ڌڅ఺であるとಉ時に、医薬඼、薬෺療๏等にؔして安心して૬ஊできる਎
ۙなଘ在であることが求められている。
　このため、վਖ਼๏により薬局の定ٛがվਖ਼され、๏第 2 ৚においては「調剤の業務を行う場所」に加えて「薬
剤ٴͼ医薬඼のదਖ਼な࢖用にඞ要な情報の提供ٴͼ薬ֶత知見に基ͮく指導の業務を行う場所」が追加されると
ともに、「その開設者がซせ行う医薬඼のൢച業にඞ要な場所をؚΉ」こととされている。
　したがって、薬局は、要指導医薬඼や一ൠ用医薬඼を取りѻうことをલ提としたものとなっており、認定を取
得した薬局であっても、これらの医薬඼を取りѻいながら業務を行うことが薬局のあるべき࢟である。
　今ൠのվਖ਼๏のࢪ行にؔわらͣ、地域ॅ民によるओ体తな健康のҡ持・増進をੵۃతにࢧԉするための取組を行
うこと（健康サϙーτ機能）は薬局のあるべき࢟としてҾきଓき求められる機能であることから、現行の健康サϙー
τ薬局（վਖ਼ল令によるվਖ਼後の医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ行規ଇ（ত
和36年ް生ল令第 1 ߸。Ҏ下「規ଇ」という。）第 1 ৚第 5 項第10߸に基ͮく基準にద合する健康サϙーτ薬局を
いう。）はҾきଓきਪ進することとしている。ಛに、かかりつけ薬剤師・薬局の基本త機能は地域連ܞ薬局と健康
サϙーτ薬局において共通した機能であり、地域แׅケアシステムの一ཌྷを担う薬局が健康サϙーτ薬局のಧ出と
ともに、地域連ܞ薬局の認定を取得することは、地域においてその໾ׂをे分に発شする上で重要である。
　なお、「医療提供ࢪ設」とは、医療๏（ত和23年๏཯第205߸）第 1 ৚の 2 第 2 項で規定する医療提供ࢪ設を指
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すものであり、۩体తには、病院ٴͼ診療所、հޢ࿝人保健ࢪ設、հޢ医療院、薬局等が֘౰するものである。

第 2 　地域連ܞ薬局の認定基準（規ଇ第10৚の 2 ؔ係）
　地域連ܞ薬局は、外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時をؚめ、他の医療提供ࢪ設との෰薬
情報の一ݩత・ܧଓతな情報連ܞに対応できる薬局であることが求められるものである。このため、地域連ܞ薬
局がその໾ׂをՌたすためには、地域において、他の医療提供ࢪ設にۈ務する医師をは͡めとした医療ؔ係者と
の連ܞ体制を構ஙした上で、様々な療ཆの場を移行するར用者の෰薬情報等の情報共有を行いながら、ར用者に
対し࣭のߴい薬ֶత؅理を行うඞ要がある。また、地域において、他の薬局に対する医薬඼の提供や医薬඼に係
る情報発৴、研修等の実ࢪを通͡て、他の薬局の業務をࢧえるような取組も期଴されるものである。
　このような考え方のもと、地域連ܞ薬局の認定にあたりඞ要な基準を、๏第 6 ৚の 2 第 1 項ٴͼ規ଇ第10৚の
2 で定めたところであり、۩体తな基準の考え方については次のとおりであること。
　なお、地域連ܞ薬局は、医療提供ࢪ設の΄か、ར用者がؔわるհؔޢ係ࢪ設等とも連ܞを取りながら業務を行
うことが求められること。

　 1 　構଄設備（規ଇ第10৚の 2 第 1 項ؔ係）
　　ç（ 1 ）ར用者の෰薬指導等の際に配ྀした構଄設備（規ଇ第10৚の 2 第 1 項第 1 ߸ؔ係）

　本規定は、ར用者が࠲って情報の提供や薬ֶత知見に基ͮく指導等を受けることができるようにするととも
に、ར用者に対する情報提供や෰薬情報等が他のར用者に࿙えいしないよう配ྀすることにより、ར用者が安
心して૬ஊできるڥ؀を確保することを求めているものであり、薬剤師がよりஸೡに෰薬指導等を実ࢪするこ
とにも資するものである。
、とは、本規定のझ旨を౿まえると「ͼ薬ֶత知見に基ͮく指導を受けることができるٴつて情報の提供࠲」　
基本はར用者が࠲って情報の提供等を受けることができる設備を求めるものであるが、やΉを得ない場合には、
ඞͣしもあらか͡めҜ子を備え付けておくඞ要はない。この場合、ར用者が࠲って૬ஊを受けられることがՄ
能であることについて、ར用者が༰қに認ࣝできるよう、ར用者へのඞ要な੠かけや見やすい場所にその旨掲
示する等といった配ྀがඞ要であること。
　また、「間仕੾り等で区੾られた૬ஊ૭ޱその他の区画ฒͼに૬ஊの಺༰が࿙えいしないよう配ྀした設備」
とは、ར用者への෰薬指導等を実ࢪする際にར用するカウンターにύーティシϣン等を設ஔすることにより仕
੾ることが考えられるが、単にύーティシϣンを設ஔすればྑいというものではなく、૬ஊできるスペースを
े分確保する、他のར用者の଴合場所とカウンターのڑ཭を཭す、他のར用者の目ઢや動ઢに配ྀした配ஔに
する、情報提供や෰薬指導の಺༰等が他のར用者に聞き取られないよう配ྀする等、薬局全体において、どの
ような設備や広さであれば、ར用者が安心して૬ஊでき、薬剤師がよりஸೡに෰薬指導等を実ࢪできるかを考
ྀした上で設備を検討すること。
　検討に౰たっては、Ҏ下の（ 2 ）も考ྀした上で薬局全体の設備を検討するものであるが、上記の対応に限
らͣ、様々な対応が考えられるものであること。
　なお、このような設備を有したとしても、実際に情報提供や෰薬指導等を行う薬剤師の態度や੠の大きさ等
によっては、ར用者が安心して૬ஊできない、他のར用者に಺༰が聞こえてしまうといったՄ能性もあるため、
本߸の規定に基ͮき設備を整備するとともに、薬剤師の対応方๏についても薬局಺でप知し、ར用者が安心で
きるڥ؀を確保すること。

　　ç（ 2 なར用にదした構଄設備（規ଇ第10৚の׈者等のԁ֐者、োྸߴ（ 2 第 1 項第 2 ߸ؔ係）
の۩体例は、ར用者の動ઢやར用するΤリア等を考ྀして「なར用にదした構଄׈者等のԁ֐者、োྸߴ」　
手すりを設ஔすること、入ޱにஈࠩがないこと、ंいすでも来局できる構଄であること等ར用者に配ྀした構
଄であるが、これらの対応に限らͣ、様々な対応が考えられるものであること。
　なお、配ྀした構଄については、ྸߴ者、ো֐者等の移動等のԁ׈化のଅ進にؔする๏཯（平成18年๏཯第
91߸）第14৚第 1 項の規定に基ͮくݐங෺移動等ԁ׈化基準も参考にすること。

　 2 　ར用者の薬剤等の࢖用にؔする情報を他の医療提供ࢪ設と共有する体制（規ଇ第10৚の 2 第 2 項ؔ係）
　　ç（ 1 ）地域แׅケアシステムの構ஙに資する会議への参加（規ଇ第10৚の 2 第 2 項第 1 ߸ؔ係）
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　地域連ܞ薬局としてその໾ׂを発شするためには、地域における他の医療提供ࢪ設との連ܞ体制を構ஙした
上で、ඞ要な情報提供などの業務に取り組Ήことが求められる。このため、地域แׅケアシステム（地域にお
ける医療ٴͼհޢの૯合తな確保のଅ進にؔする๏཯（平成ݩ年๏཯第64߸）第 2 ৚第 1 項に規定する地域แ
ׅケアシステムをいう。）の構ஙに資する会議にܧଓతに参加することを求めるものであり、参加のස度につ
いては、地域における会議の開催状況も౿まえつつ、薬局として参加すべきものを検討した上でੵۃతにؔわっ
ていくこと。また、このような会議への参加がؔ係機ؔからҊ಺されるよう、薬局の対応について他の医療提
供ࢪ設やؔ係機ؔへのप知等もซせて行うこと。
　ここでいう「地域แׅケアシステムの構ஙに資する会議」とは、地域แׅケアシステムの構ஙのための、地
域ॅ民をؚΉ地域における૯合తなチーム医療・հޢの活動であり、次に掲げる活動が考えられること。

　　　　・ հޢ保険๏（平成 9 年๏཯第123߸）第115৚の48で規定され、市ொ村ຢは地域แׅࢧԉセンターがओ催す
る地域ケア会議

　　　　・ 指定ډ宅հࢧޢԉ等の事業の人員ٴͼ運営にؔする基準（平成11年ް生ল令第38߸）第13৚第 9 ߸で規定
され、հࢧޢԉ専門員がओ催するサーϏス担౰者会議

　　　　・地域のଟ職種が参加する退院時カンファレンス

　　ç（ 2  ）地域における医療機ؔにۈ務する薬剤師等に対してਵ時報告ٴͼ連絡することができる体制（規ଇ第10৚
の 2 第 2 項第 2 ߸ؔ係）

　地域連ܞ薬局は、地域における在宅医療への対応や入退院時をは͡めとする地域における他の医療提供ࢪ設
との෰薬情報の一ݩత・ܧଓతな情報連ܞにおいて重要な໾ׂを担う薬局として位ஔͮけられたものである。
このため、地域連ܞ薬局は、医療機ؔにۈ務する薬剤師その他の医療ؔ係者との間でਵ時報告ٴͼ連絡するこ
とができる体制を備えていることがඞ要である。したがって、例えばҎ下に掲げるような体制を構ஙし、現に
実ࢪしていることが求められる。

　　　ᶃ 　ハイリスク薬等を෰用する外来のར用者が地域連ܞ薬局に来局した際に、ར用者から෰薬状況や副作用の
発生の有ແなどの෰薬情報を入手し、医療機ؔにۈ務する医師、薬剤師等に提供すること。

　　　ᶄ 　入院時には、医療機ؔにおいてద੾な薬ֶత؅理を行うため、地域連ܞ薬局が有するར用者の入院લの෰
薬情報等を、医療機ؔにۈ務する医師、薬剤師等に提供すること。

　　　ᶅ 　退院時には、退院後に地域連ܞ薬局がద੾な薬ֶత؅理を行うため、退院時カンファレンスに参加し、医
療機ؔにۈ務する医師、薬剤師等から入院時の෰薬情報や退院後の療ཆ上のཹ意఺等についてඞ要な指示・
情報提供等を受けること。

　　　ᶆ 　在宅医療を行う際には、ओ࣏医の指示等に基ͮいて地域連ܞ薬局がډ宅等においてద੾に薬ֶత؅理を行
うため、在宅における෰薬状況等をద੾に೺Ѳし、ར用者の薬෺療๏等にඞ要となる薬剤や医療材料等の情
報とともに、医療機ؔにۈ務する医師、薬剤師等に提供すること。

　地域連ܞ薬局としては、薬局が他の医療提供ࢪ設と連ܞしつつ、これらの対応が実ࢪできることを、地域に
おける他の医療提供ࢪ設に広くप知するとともに、薬局に来局するར用者に対してे分理ղされるよう、実ࢪ
できる಺༰の掲示やඞ要に応͡たઆ໌などੵۃతなप知を行うこと。

　　ç（ 3  ）地域における医療機ؔにۈ務する薬剤師等に対して報告ٴͼ連絡した実੷（規ଇ第10৚の 2 第 2 項第 3 ߸
ؔ係）

　　　ᶃ本規定の取ѻい
　本規定は、લ߸の体制を構ஙした上で、薬局開設者が、認定申請ຢは認定更新申請のલ月までのաڈ 1 年
間において、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師に、౰֘薬剤師から医療機ؔにۈ務する
薬剤師等に対して次に掲げる報告ٴͼ連絡させた実੷として月平30ۉ回Ҏ上を求めるものであること。

　　　　ア　ར用者の入院に౰たって情報共有を行った実੷
　　　　イ　医療機ؔからの退院に౰たって情報共有を行った実੷
　　　　ウ　外来のར用者にؔして医療機ؔと情報共有を行った実੷
　　　　Τ　ډ宅等を訪໰して情報提供や指導を行い、その報告書を医療機ؔへ提出して情報共有を行った実੷

　上記ア～Τについては、いͣれかのみを行うのではなく、ຬวなく実ࢪすることが๬ましいこと。
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　　　ᶄཹ意事項
　報告ٴͼ連絡した実੷に֘౰するものについては、౰֘薬局の薬剤師が、෰薬指導等から得られた情報を
基に、処方した医師にとって薬剤のదਖ਼࢖用にඞ要な情報をとりまとめ、医療機ؔにۈ務する薬剤師等に文
書（地域情報連ܞネッτワーク等をؚΉ。）を用いて提供する等、౰֘薬剤師のओ体తな情報収集等により、
報告ٴͼ連絡したものであること。
　ただし、医療機ؔから行われるར用者の検査஋等のみの情報提供や、ར用者の情報をؚまない医療機ؔٴ
ͼ薬局のࢪ設等に係る情報提供、෰用中の薬剤に係るお薬手帳への記載ٴͼ薬剤師๏（ত和35年๏཯第146߸）
第24৚に基ͮくٙٛর会は、本規定における報告ٴͼ連絡させた実੷にはؚまれないものであること。
　また、報告ٴͼ連絡に用いる文書の様式については、地域の医師会、薬剤師会等とあらか͡め協議された
ものを用いることが๬ましいこと。
　なお、౰֘報告ٴͼ連絡については、医療機ؔとの連ܞを確保するために設けたものであり、本規定で定
められた実੷をୡ成すること自体を目తとするのではなく、౰֘実੷をຬたした後であっても、薬剤師が医
療上ඞ要と認める場合やར用者がر๬する場合等はその౎度行うことが求められるものであること。

　　ç（ 4 ）他の薬局に対して報告ٴͼ連絡することができる体制（規ଇ第10৚の 2 第 2 項第 4 ߸ؔ係）
　本規定において求められる体制は、地域における他の薬局に対してར用者の薬剤等（要指導医薬඼ٴͼ一ൠ
用医薬඼をؚΉ。Ҏ下ಉ͡。）の薬剤෰用ྺ、࢒薬などの෰薬状況、副作用の発生状況等にؔする情報を報告
薬局をかかりつけܞͼ連絡することが求められるため、その方๏等を໌確にしておくこと。例えば、地域連ٴ
の薬剤師のいる薬局としているར用者が、他の薬局をར用した際に、౰֘ར用者からのಉ意の下で౰֘他の薬
局からの求めに応͡、౰֘ར用者の薬剤等のదਖ਼࢖用にඞ要となる情報を地域連ܞ薬局から౰֘他の薬局に情
報提供する場合が想定される。

　 3 　地域のར用者に対し安定తに薬剤を供څするための調剤ٴͼ薬剤のൢച業務体制（規ଇ第10৚の 2 第 3 項ؔ係）
　　ç（ 1 ）開ళ時間外の૬ஊに対応する体制（規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 1 ߸）

　ར用者からి話૬ஊ等があった場合には、開ళ時間外であっても薬局で૬ஊ等を受けられる体制を求めてい
るものであり、ར用者のかかりつけの薬剤師がいる場合には、かかりつけの薬剤師（かかりつけの薬剤師が対
応できない時間ଳである場合は、薬局において౰֘かかりつけの薬剤師とద੾に情報共有している薬剤師をؚ
Ή。）が対応すること。また、౰֘૬ஊ಺༰のඞ要な事項については、調剤録に記載すること。
　ར用者ຢはそのՈ଒等に対しては、౰֘薬局の薬剤師に௚接૬ஊできる連絡ઌ、注意事項等について事લに
આ໌すること。また、౰֘಺༰については、文書により交付することຢは薬ାへ記載すること。

　　ç（ 2 ）休日ٴͼ夜間の調剤応需体制（規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 2 ߸ؔ係）
　休日ٴͼ夜間における調剤応需体制については、ར用者に対し医薬඼をਝ଎に供څできるよう、自局で対応
する΄か、地域の他の薬局開設者と連ܞして対応する体制を備えていることを指すものであり、例えば、地域
でྠ൪制により対応している場合にはそれに参加していることが考えられる。また、ར用者に対しては、自局
の開ళ時間の΄か、地域における休日ٴͼ夜間の調剤応需体制を示しておくこと。
　なお、他の薬局開設者との連ܞにؔしては、へき地、աૄ地域等であって、日常生活ݍ域（中ֶߍ区）ٴͼ
ۙ接する日常生活ݍ域に対応Մ能な他の薬局がଘ在しない場合には、ॊೈに൑அしてࠩしࢧえないこと。

　　ç（ 3  ）在ݿとして保؅する医薬඼をඞ要な場合に他の薬局開設者の薬局に提供する体制（規ଇ第10৚の 2 第 3 項
第 3 ߸ؔ係）

　本規定は、地域の医薬඼供څ体制の確保のため、地域連ܞ薬局が他の薬局開設者の薬局からの求めに応͡て
医薬඼を供څできる໾ׂを求めることから設けたものであり、地域において広く処方箋を応需し、ར用者に対
し医薬඼をਝ଎に供څできるよう、地域の他の薬局開設者の薬局から医薬඼の提供について求めがあった場合
などに医薬඼を提供できる体制がඞ要である。
　また、地域連ܞ薬局における本規定の໾ׂを౿まえると、地域の医薬඼の提供体制を整備する際には、౰֘
薬局の在ݿとして保؅する医薬඼の情報をۙྡ薬局に提供する等によるप知を行うことが๬ましいこと。
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　　ç（ 4 ）ຑ薬の調剤応需体制（規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 4 ߸ؔ係）
　本規定は、ຑ薬ٴͼ向ਫ਼ਆ薬取క๏（ত和28年๏཯第14߸）第 2 ৚第 1 ߸に規定するຑ薬の調剤の求めがあっ
た場合には、その薬局で調剤する体制を備えることを求めたものである。地域連ܞ薬局は、様々な種ྨのຑ薬
の調剤に対応できることがඞ要であり、在ݿとして保؅する඼目数や種ྨは౰֘薬局の調剤の状況等に応͡て
薬局で൑அしてもࠩしࢧえないが、ຑ薬の調剤の求めがあった場合に、薬局の事情等により౰֘ຑ薬の調剤を
அることは認められないものであり、଎やかにඞ要なຑ薬を入手できる体制を構ஙしておくこと。

　　ç（ 5 ）ແە製剤処理を実ࢪできる体制（規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 5 ߸ؔ係）
　本規定は、ಛにډ宅等で療ཆを受けるར用者への調剤においてແە製剤処理がඞ要な薬剤が想定されるため、
ແە製剤処理を実ࢪできる体制（規ଇ第11৚の 8 第 1 項ただし書の規定により他の薬局の౰֘ແە調剤室をར
用してແە製剤処理を実ࢪ（Ҏ下「共ಉར用」という。）する体制をؚΉ。）を備えていることを求めているもの
であり、そのような処方があった場合、౰֘薬局で責任を持って౰֘薬剤の調剤を確保する対応がඞ要となる。
　このため、自局ຢは共ಉར用によりແە製剤処理を実ࢪできるようにしておくことが๬ましいが、日常生活
製剤処理がՄ能な他の薬局がଘ在しない場合等も想定さە域に、ແݍͼۙ接する日常生活ٴ（区ߍ中ֶ）域ݍ
れることから、こうした場合には、ແە製剤処理の調剤に限り、౰分の間、ద੾な実ࢪ薬局を঺հすること等
の対応でもࠩしࢧえない。ただし、その場合、঺հする薬局をあらか͡め確保し、ແە製剤処理がඞ要な調剤
の対応がԁ׈に実ࢪできるよう۩体తな手ଓを手ॱ書等に記載しておくこと。

　　ç（ 6 ）医療安全対ࡦ（規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 6 ߸ؔ係）
　医療安全対ࡦの۩体తな取組は、ް生࿑ಇলから公表している各種資材の活用はもとより、医薬඼に係る副
作用等の報告の対応、薬局ώϠリ・ハッτ事例収集・分ੳ事業への参加、製଄ൢച業者による市ൢ௚後調査へ
の協力の΄か、医薬඼リスク؅理計画（R.P：RiTL .BnBHeNenU PlBn）に基ͮく患者向け資料の活用、ಠ
ཱ行੓๏人医薬඼医療機ث૯合機構（Ҏ下「P.D"」という。）が実ࢪしている「医薬඼医療機ث情報配৴サー
Ϗス」（P.D" メディナϏ）等を活用した෰薬指導等の対応が考えられる。

　　ç（ 7 ଓしてܧ（ 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務している薬剤師の体制（規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 7 ߸ؔ係）
　本規定は、地域連ܞ薬局として໾ׂをՌたすためには、日ࠒから会議の参加等を通͡て、他の医療提供ࢪ設
と連ܞ体制を構ஙするとともに、薬局のར用者に対して薬剤師がܧଓしてؔわることによりར用者の薬ֶత؅
理をద੾に実ࢪしていくことが求められることから、౰֘薬局にܧଓしてۈ務している薬剤師を一定ఔ度確保
することを求めるために設けたものである。原ଇとして、「常ۈ」は、౰֘薬局にि౰たり32時間Ҏ上ۈ務、「ܧ
ଓして 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務」は、認定申請ຢは認定更新申請のલ月までにܧଓして 1 年Ҏ上常ۈとして౰
֘薬局にۈ務している場合が֘౰するものであること。
　地域連ܞ薬局の基準に定めた業務をܧଓతに実ࢪするため、本߸に֘౰する薬剤師がこれらの業務にੵۃత
にؔわる΄か、それҎ外の薬剤師についてもಉ様にؔわることにより、౰֘薬局における薬剤師が行う対人業
務をॆ実させていくこと。

　　ç（ 8  ）地域แׅケアシステムにؔする研修を修ྃし常ۈとしてۈ務している薬剤師の体制（規ଇ第10৚の 2 第 3
項第 8 ߸ؔ係）

　地域แׅケアシステムにؔする研修については、「健康サϙーτ薬局に係る研修実ࢪ要ߝ」（平成28年 2 月12
日薬生発0212第 8 ߸ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長通知別ఴ）において、ٕ能श得型研修の研修項目に「地域
แׅケアシステムにおけるଟ職種連ܞと薬剤師の対応」が、知ࣝश得型研修の研修項目に「地域แׅケアシス
テムにおけるઌ進తな取組事例」がؚまれていることから、౰֘要ߝに基ͮき研修実ࢪ機ؔが実ࢪした健康サ
ϙーτ薬局に係る研修を修ྃした者として修ྃূの交付を受けた常ۈの薬剤師が、本規定の基準をຬたす者と
して取りѻうこととする。
　なお、常ۈの考え方については、（ 7 ）の取ѻいとಉ様とする。

　　ç（ 9 ）地域แׅケアシステムにؔする಺༰の研修の受ߨ（規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 9 ߸ؔ係）
　地域連ܞ薬局は、ಉ項第 8 ߸に基ͮき研修を修ྃした薬剤師のみならͣ、౰֘薬局にۈ務する他の薬剤師も
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地域แׅケアシステムに係る಺༰を理ղした上で業務にܞわることがద౰であることから、౰֘薬局にۈ務す
る薬剤師に対して、地域แׅケアシステムに係る಺༰がֶशできる研修をຖ年ܧଓతに受ߨさせることを求め
たものである。౰֘研修については、外部研修が๬ましいが、薬局開設者が従業員に対して自ら行う研修でも
後は、日時、参加者等に係る記録をࢪ計画を作成するとともに、研修実ࢪ༰するものであり、あらか͡め実ڐ
保ଘしておくこと。

　　ç（10）地域の他の医療提供ࢪ設に対する医薬඼のదਖ਼࢖用にؔする情報提供（規ଇ第10৚の 2 第 3 項第10߸ؔ係）
　地域連ܞ薬局は、地域の他の医療提供ࢪ設に対して、新薬の情報、ಉ一薬ޮ܈における医薬඼の有ޮ性ٴͼ
安全性の情報やಛ௃、後発医薬඼の඼࣭にؔする情報や製剤の޻෉等のಛ௃等、医薬඼のదਖ਼࢖用にؔする情
報を広く提供し、地域の医薬඼情報室としての໾ׂをՌたすことを求めたものであり、認定申請ຢは認定更新
申請のલ月までのաڈ 1 年間において情報提供した実੷がඞ要である。
　なお、このような情報提供は、単に一度提供したら໾ׂをՌたすものではなく、ඞ要に応͡てその౎度情報
提供を行うとともに、他の医療提供ࢪ設からඞ要な情報提供の૬ஊがあればそれに応͡ること。

　 4 ͼ指導を行う体制（規ଇ第10৚のٴ宅等における調剤ډ　 2 第 4 項ؔ係）
　　ç（ 1 ͼ薬ֶత知見に基ͮく指導の実੷（規ଇ第10৚のٴ宅等における調剤ฒͼに情報の提供ډ（  2 第 4 項第 1 ߸

ؔ係）
　本規定は、ډ宅等における調剤の業務ฒͼに訪໰診療をར用する者に対する情報の提供ٴͼ薬ֶత知見に基
ͮく指導を߃常తに実ࢪしていることを担保するため、認定申請ຢは認定更新申請のલ月までのաڈ 1 年間に
おいて月平ۉ 2 回Ҏ上これらを実ࢪした実੷を求めるものである。
　実੷として計上する回数はډ宅等を訪໰して指導等を行った回数とするが、ෳ数のར用者が入ډしているࢪ
設を訪໰した場合は、調剤の業務ฒͼに情報の提供ٴͼ薬ֶత知見に基ͮく指導を行った人数にかかわらͣ 1
回とすること。また、ಉ一人෺に対するಉ一日の訪໰は、訪໰回数にかかわらͣ 1 回とすること。
　また、本規定は、在宅医療の対応を確保するために設けたものであり、本規定で定められた実੷をୡ成する
こと自体を目తとするのではなく、౰֘実੷をຬたした後であっても、薬剤師が医療上ඞ要と認める場合やར
用者がر๬する場合等にその౎度行うことが求められること。
　本規定のただし書きは、地域のಛஈの事情により、例えばډ宅等で訪໰診療を受けているར用者が限られて
いる場合など、౰֘地域において本規定をຬたすことがࠔ೉であり、地域連ܞ薬局の認定が進まないと౎道෎
県知事が൑அする場合に限り、౎道෎県知事が対象となる地域ٴͼ基準となる回数を規定するものであり、ډ
宅等における調剤ٴͼ指導を実ࢪしていることは担保しつつ、実ࢪすべき回数は配ྀすることを想定している
ものであること。

　　ç（ 2 ）医療機ٴثͼӴ生材料を提供するための体制（規ଇ第10৚の 2 第 4 項第 2 ߸ؔ係）
　本規定は、訪໰診療をར用する者に対しては、医療機ثやそれҎ外のӴ生材料がඞ要となる場合も想定され
ることから、これらを提供できるようにするために設けたものであり、医療機ثの中にはߴ度؅理医療機ثຢ
はಛ定保क؅理医療機ث（Ҏ下「ߴ度؅理医療機ث等」という。）に֘౰するものもؚまれるため、๏第39৚
第 1 項の規定によるߴ度؅理医療機ث等のൢച業のڐՄを受けることを求めるものである。また、訪໰診療を
ར用する者に対してだけでなく、訪໰診療にؔわる医療機ؔ等に対してもඞ要に応͡て医療機ثやӴ生材料の
提供を行うこと。
　なお、薬局で保؅する医療機ث・Ӵ生材料は、薬局においてඞ要と൑அするものに限ってࠩしࢧえないが、
保؅したものҎ外のものがඞ要になった場合には଎やかに入手できる体制を構ஙしておくこと。

第 3 　専門医療機ؔ連ܞ薬局の認定基準ؔ係（規ଇ第10৚の 3 ؔ係）
　専門医療機ؔ連ܞ薬局とは、がん等の専門తな薬ֶ؅理がඞ要なར用者に対して、他の医療提供ࢪ設とのີな
連ܞを行いつつ、よりߴ度な薬ֶ؅理や、ߴい専門性が求められるಛघな調剤に対応できる薬局であることが求
められるものである。このため、専門医療機ؔ連ܞ薬局がその໾ׂをՌたすためには、これらの求められている
機能をे分に発شすることに加えて、他の薬局に対しても、医薬඼の提供、医薬඼に係る専門性のߴい情報発৴
やߴ度な薬ֶ؅理を行うためにඞ要な研修等の実ࢪを通͡て、専門తな薬ֶ؅理が対応Մ能となるようࢧえるな
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どの取組も期଴されるものである。
　このような考え方のもと、専門医療機ؔ連ܞ薬局の認定におけるই病の区分ٴͼඞ要な基準を、๏第 6 ৚の 3
第 1 項ٴͼ規ଇ第10৚の 3 で定めたところであり、۩体తな基準の考え方については次のとおりであること。

　 1 　ই病の区分（規ଇ第10৚の 3 第 1 項ؔ係）
　専門医療機ؔ連ܞ薬局は、๏第 6 ৚の 3 第 1 項に基ͮきް生࿑ಇল令で定めるই病の区分͝とに認定するこ
ととしており、規ଇ10৚の 3 第 1 項において、「がん」を定めたところである。したがって、今ൠ、認定にあ
たりඞ要な基準は、がんの区分に対応したものを設けているが、今後、ই病の区分を追加した際は、その区分
に対応する基準を定めるものであること。

　 2 　構଄設備（規ଇ第10৚の 3 第 2 項ؔ係）
　　ç（ 1 ）ར用者の෰薬指導等の際に配ྀした構଄設備（規ଇ第10৚の 3 第 2 項第 1 ߸ؔ係）

　本規定のझ旨は地域連ܞ薬局とಉ様であるが、専門医療機ؔ連ܞ薬局の場合、がんの࣏療を受けているར用
者に対して、より安心して૬ஊができるڥ؀を確保するඞ要があるため、ݸ室その他のϓライόシーの確保に
配ྀされた設備を求めているものであること。
室に限らͣ、෰薬指導等を行うカウンターのݸ、とは「室その他のϓライόシーの確保に配ྀした設備ݸ」　
ある場所やར用者の଴合スペースからे分཭れていて、ϓライόシーに配ྀした場所であれば要݅をຬたすと
みなし得るものであり、۩体తな対応は、薬局の規໛や構଄などによってもҟなるものである。
　検討に౰たっては、Ҏ下の（ 2 ）も考ྀした上で薬局全体の設備を検討するものであるが、上記の対応に限
らͣ、様々な対応が考えられるものであること。なお、このような設備を有したとしても、実際に情報提供や
෰薬指導等を行う薬剤師の態度や੠の大きさ等によっては、ར用者が安心して૬ஊできない、他のར用者に಺
༰が聞こえてしまうといったՄ能性もあるため、本߸の規定に基ͮき設備を整備するとともに、薬剤師の対応
方๏についても薬局಺でप知し、ར用者が安心できるڥ؀を確保すること。

　　ç（ 2 なར用にదした構଄設備（規ଇ第10৚の׈者等のԁ֐者、োྸߴ（  3 第 2 項第 2 ߸ؔ係）
　地域連ܞ薬局における第 2 の 1 （ 2 ）とಉ様の考え方で対応すること。

　 3 　ར用者の薬剤等の࢖用にؔする情報を他の医療提供ࢪ設と共有する体制（規ଇ第10৚の 3 第 3 項ؔ係）
　　ç（ 1 ）専門తな医療の提供等を行う医療機ؔとの間で開催される会議への参加（規ଇ第10৚の 3 第 3 項第 1 ߸ؔ係）

　専門医療機ؔ連ܞ薬局としてその໾ׂを発شするためには、がん࣏療に係る医療機ؔとの連ܞ体制を構ஙし
た上で、ར用者の࣏療方਑を共有することやඞ要な情報提供を行うことなどの業務に取り組Ήことが求められ
る。このため、薬局開設者が、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師を、ར用者の࣏療方਑を
共有するためにがんの区分に係る専門తな医療の提供等を行う医療機ؔが開催する会議にܧଓతに参加させて
いることを求めているものであり、参加のස度については、౰֘医療機ؔにおける会議の開催状況を౿まえつ
つ、薬局として参加すべきものを検討した上でੵۃతにؔわっていくこと。「第 1 項に規定するই病の区分（本
規定ではがんの区分）に係る専門తな医療の提供等を行う医療機ؔ」とは、ް生࿑ಇ大ਉが指定するがん診療
連ڌܞ఺病院等ٴͼ౎道෎県が専門తながん医療を提供するものとして認めた医療機ؔであること（Ҏ下、本
通知において「がん࣏療に係る医療機ؔ」とは౰֘医療機ؔを指すものとする。）。

　　ç（ 2  ）専門తな医療の提供等を行う医療機ؔにۈ務する薬剤師等に対してਵ時報告ٴͼ連絡することができる体
制（規ଇ第10৚の 3 第 3 項第 2 ߸ؔ係）

　専門医療機ؔ連ܞ薬局は、医療機ؔとのີな連ܞを行いつつ、よりߴ度な薬ֶ؅理やߴい専門性を求められ
るಛघな調剤に対応できる薬局として位ஔͮけられたものである。このため、౰֘薬局にۈ務する薬剤師とが
ん࣏療に係る医療機ؔにۈ務する薬剤師その他の医療ؔ係者との間でਵ時報告ٴͼ連絡することができる体制
を備えていることがඞ要である。したがって、例えば、Ҏ下に掲げるような体制を構ஙし、現に実ࢪしている
ことが求められる。

　　　ᶃ 　がん࣏療を行った医療機ؔにおける患者の࣏療方਑（レδメン等）を理ղし、౰֘患者の෰薬情報を೺Ѳ
するとともに、副作用等のඞ要な情報を入手し、がん࣏療に係る医療機ؔの医師、薬剤師等に提供すること。
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　　　ᶄ 　外来化ֶ療๏で࣏療を受けているがん患者が在宅医療に移行する際には、ओ࣏医の指示等に基ͮいてډ宅
等を訪໰する薬局の薬剤師がద੾に薬ֶత؅理を行うため、専門医療機ؔ連ܞ薬局ががん࣏療に係る医療機
ؔの࣏療方਑や෰薬情報を౰֘薬局に提供すること。

　専門医療機ؔ連ܞ薬局は、薬局が他の医療提供ࢪ設と連ܞしつつ、これらの対応が実ࢪできることを、地域
における他の医療提供ࢪ設に広くप知するとともに、薬局に来局するར用者に対してे分理ղされるよう、実
。తなप知を行うことۃできる಺༰の掲示やඞ要に応͡たઆ໌などੵࢪ

　　ç（ 3  ）専門తな医療の提供等を行う医療機ؔにۈ務する薬剤師等に対して報告ٴͼ連絡した実੷（規ଇ第10৚の
3 第 3 項第 3 ߸ؔ係）

　　　ᶃ本規定の取ѻい
　本規定は、લ߸の体制を構ஙした上で、薬局開設者が、認定申請ຢは認定更新申請のલ月までのաڈ 1 年間
において、౰֘薬局において薬事にؔする実務に従事する薬剤師に、౰֘薬剤師からがん࣏療に係る医療機ؔ
にۈ務する薬剤師その他の医療ؔ係者に対して、౰֘薬局で処方箋を応需しているがん患者数のうち൒数Ҏ上
のがん患者について情報の報告ٴͼ連絡を行わせた実੷を求めるものであること。
　なお、がん患者とは、߅がん剤やࢧ持療๏にඞ要な薬剤を用いてがん࣏療を受けている者を指すものであり、
がん࣏療に係る医療機ؔと連ܞを行う中で、対象となる者を൑அすること。

　　　ᶄཹ意事項
　　　　地域連ܞ薬局における第 2 の 2 （ 3 ）ᶄとಉ様の考え方で対応すること。

　　ç（ 4 ）他の薬局に対して報告ٴͼ連絡することができる体制（規ଇ第10৚の 3 第 3 項第 4 ߸ؔ係）
　本規定において求められる体制とは、他の薬局にར用者の薬剤等の薬剤෰用ྺ、࢒薬などの෰薬状況、副作
用の発生状況等の࢖用にؔする情報を報告ٴͼ連絡するための方๏等を໌確にしておくことが求められる。例
えば、他の薬局をかかりつけの薬剤師のいる薬局としていたར用者が、がんの࣏療にあたりඞ要な薬剤等にؔ
しては౰֘専門医療機ؔ連ܞ薬局をར用している場合、ར用者のಉ意の下で他の薬局からの求めに応͡て、薬
剤のదਖ਼࢖用にඞ要となるར用者の情報を౰֘他の薬局へ情報提供することが想定される。なお、「他の薬局」
には地域連ܞ薬局もؚまれるものであること。

　 4 　専門తな薬ֶత知見に基ͮく調剤ٴͼ指導の業務体制（規ଇ第10৚の 3 第 4 項ؔ係）
　　ç（ 1  ）開ళ時間外の૬ஊに対応する体制（規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 1 ߸ؔ係）
　　　　地域連ܞ薬局における第 2 の 3 （ 1 ）とಉ様の考え方で対応すること。

　　ç（ 2 ）休日ٴͼ夜間の調整応需体制（規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 2 ߸ؔ係）
　休日ٴͼ夜間における調剤応需体制については、ར用者に対し߅がん剤などの医薬඼をਝ଎に供څできるよ
う、自局で対応する΄か、地域の他の薬局開設者と連ܞして対応する体制を備えていることを指すものであり、
地域連ܞ薬局における第 2 の 3 （ 2 ）とಉ様の考え方で対応すること。

　　ç（ 3  ）在ݿとして保؅するই病の区分に係る医薬඼をඞ要な場合に他の薬局開設者の薬局に提供する体制（規ଇ
第10৚の 3 第 4 項第 3 ߸ؔ係）

　専門医療機ؔ連ܞ薬局には、地域の医薬඼供څ体制の確保のため、他の薬局開設者の薬局からの求めに応͡
て߅がん剤などのがん࣏療にඞ要な医薬඼を供څできる໾ׂが求められるところであり、地域の他の薬局開設
者の薬局から౰֘医薬඼の提供について求めがあった場合にඞ要な医薬඼を提供できる体制がඞ要である。対
象として考えられる医薬඼としては、߅がん剤の΄かࢧ持療๏で用いられる医薬඼をؚΉものであること。
　また、専門医療機ؔ連ܞ薬局における本規定の໾ׂを౿まえると、౰֘薬局における߅がん剤等の在ݿとし
て保؅する医薬඼の情報をۙྡ薬局に提供する等によるप知を行うことが๬ましいこと。

　　ç（ 4 ）ຑ薬の調剤応需体制（規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 4 ߸ؔ係）
　専門医療機ؔ連ܞ薬局は、様々な種ྨのຑ薬の調剤に対応できることがඞ要であることから、地域連ܞ薬局
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における第 2 の 3 （ 4 ）とಉ様の考え方で対応すること。

　　ç（ 5 ）医療安全対ࡦ（規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 5 ߸ؔ係）
　地域連ܞ薬局における第 2 の 3 （ 6 ）とಉ様の考え方で対応すること。

　　ç（ 6 ଓしてܧ（ 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務している薬剤師の体制（規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 6 ߸ؔ係）
　本規定は、専門医療機ؔ連ܞ薬局として໾ׂをՌたすためには、がん࣏療にؔして、日ࠒから会議の参加等
を通͡て、他の医療提供ࢪ設と連ܞ体制を構ஙするとともに、薬局のར用者に対して薬剤師がܧଓしてؔわる
ことによりར用者のがん࣏療に係る専門తな薬ֶత؅理をద੾に実ࢪしていくことが求められることから、౰
֘薬局にܧଓしてۈ務している薬剤師を一定ఔ度確保することを求めるために設けたものである。常ۈとして
薬局における第ܞ務する薬剤師の取ѻいについては、地域連ۈ 2 の 3 （ 7 ）とಉ様の考え方で対応すること。

　　ç（ 7  ）ই病の区分に係る専門性を有する常ۈとしてۈ務している薬剤師の体制（規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 7 ߸ؔ係）
　本規定は、ই病の区分に係る専門性を有する常ۈの薬剤師を配ஔしていることを求めるものであり、౰֘薬
剤師は規ଇ第10৚の 3 第 6 項に規定する基準に基ͮきް生࿑ಇ大ਉにಧけ出たஂ体が認定する薬剤師であること。
　がんの区分に係る専門性とは、߅がん剤の化ֶ療๏の知ࣝの΄か、ࢧ持療๏で用いる薬剤もؚめ、がんの薬
෺療๏全ൠに係る専門性を有する薬剤師であること。
　なお、常ۈとしてۈ務している薬剤師の取ѻいについては、地域連ܞ薬局における第 2 の 3 （ 7 ）の取ѻい
とಉ様の考え方で対応すること。

　　ç（ 8 ）ই病の区分に係る専門తな಺༰の研修の受ߨ（規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 8 ߸ؔ係）
　専門医療機ؔ連ܞ薬局は、ಉ項第 7 ߸に基ͮく専門性を有する薬剤師のみならͣ、౰֘薬局にۈ務する他の
薬剤師もがんに係る専門తな薬ֶత知見に基ͮく指導等の対応ができるよう、౰֘薬局にۈ務する薬剤師に対
して、がんに係る専門తな薬ֶత知見に基ͮく指導等にඞ要な಺༰がֶशできる研修をຖ年ܧଓతに受ߨさせ
ることを求めたものである。౰֘研修については、外部研修が๬ましいが、薬局開設者が従業員に対して自ら
行う研修でもڐ༰するものであり、あらか͡め実ࢪ計画を作成するとともに、研修実ࢪ後は、日時、参加者等
に係る記録を保ଘしておくこと。

　　ç（ 9 ）地域の他の薬局に対するই病の区分に係る専門తな಺༰の研修の実ࢪ（規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 9 ߸ؔ係）
　本規定は、専門医療機ؔ連ܞ薬局には、౰֘薬局における対応のみならͣ、地域の他の薬局においても、が
ん࣏療を受けているར用者が来局することが想定されることから、専門医療機ؔ連ܞ薬局にۈ務する薬剤師が
地域の他の薬局にۈ務する薬剤師に対して、がんに係る専門తな薬ֶత知見に基ͮく指導等にؔする研修をܧ
ଓతに行うことで、地域でがん࣏療を受けているར用者に対応できる体制を構ஙするために設けたものである。
研修の実ࢪにあたっては、ඞ要に応͡て日ࠒから連ܞしているがん࣏療に係る医療機ؔの協力も得ながら実ࢪ
することとし、研修಺༰は、専門తな薬ֶత知見に基ͮく指導等の಺༰のみならͣ、ར用者が安心して医療を
受けることができるよう、コϛϡχケーシϣン等もؚめた指導方๏等の಺༰もؚまれること。
　また、౰֘研修については、あらか͡め実ࢪ計画を作成するとともに、研修実ࢪ後は、日時、参加者等に係
る記録を保ଘしておくこと。

　　ç（10 ）地域の他の医療提供ࢪ設に対するই病の区分に係る医薬඼のదਖ਼࢖用にؔする情報提供（規ଇ第10৚の 3
第 4 項第10߸ؔ係）

　専門医療機ؔ連ܞ薬局は、地域の他の医療提供ࢪ設に対して、߅がん剤やࢧ持療๏で用いられる医薬඼の有
ޮ性ٴͼ安全性の情報やಛ௃、ঝ認৹査で用いられたྟচ試ݧの情報、P.D" における౰֘医薬඼の৹査報
告書の情報、医薬඼リスク؅理計画（R.P）の情報など、がん࣏療で用いられる医薬඼のదਖ਼࢖用にؔする
情報を広く提供し、地域の医薬඼情報室としての໾ׂをՌたすことを求めたものであり、認定申請ຢは認定更
新申請のલ月までのաڈ 1 年間において情報提供した実੷がඞ要である。
　なお、このような情報提供は、単に一度提供したら໾ׂをՌたすものではなく、ඞ要に応͡てその౎度情報
提供を行うとともに、他の医療提供ࢪ設からඞ要な情報提供の૬ஊがあればそれに応͡ること。
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第 4 　地域連ܞ薬局ٴͼ専門医療機ؔ連ܞ薬局の認定申請手ଓ等
　 1  　認定の申請書ٴͼ認定更新申請書にఴ付すべき資料（๏第 6 ৚の 2 第 2 項ٴͼ第 6 ৚の 3 第 2 項ฒͼに規ଇ第

10৚の 2 第 5 項、第10৚の 3 第第 5 項ٴͼ第10৚の 9 ؔ係）
　　ç（ 1 ）認定申請時にඞ要な資料

　地域連ܞ薬局ຢは専門医療機ؔ連ܞ薬局（Ҏ下「地域連ܞ薬局等」という。）の認定の申請に౰たっては、
規ଇ様式第 5 の 2 ຢは様式第 5 の 3 の申請書とともに、Ҏ下の資料を౎道෎県知事に提出すること。これらの
申請書の注意書きにある「別紙」は、別ఴの認定基準ద合表を用いること。

　　　ᶃ　認定基準ద合表（別ఴ）
　　　ᶄ 　申請者（申請者が๏人であるときは、薬事にؔする業務に責任を有する໾員をいう。Ҏ下ಉ͡。）がਫ਼ਆ

の機能のো֐により業務をదਖ਼に行うに౰たってඞ要な認知、൑அٴͼ意思ૄ通をద੾に行うことができな
いおそれがある者である場合は、౰֘申請者に係るਫ਼ਆの機能のো֐にؔする医師の診அ書（Ҏ下「申請者
が๏第 5 ৚第 3 ߸ϔに֘౰するおそれがある場合にఴ付する医師の診அ書」という。）

　　ç（ 2 ）認定更新申請時にඞ要な資料
　地域連ܞ薬局等の認定更新の申請に౰たっては、規ଇ様式第 5 の 5 （ 1 ）ຢは様式第 5 の 5 （ 2 ）の申請書
とともに、Ҏ下の資料を౎道෎県知事に提出すること。これらの申請書の注意書きにある「別紙」は、別ఴの
認定基準ద合表を用いること。

　　　ᶃ　地域連ܞ薬局等の認定ূ
　　　ᶄ　認定基準ద合表（別ఴ）
　　　ᶅ　申請者が๏第 5 ৚第 3 ߸ϔに֘౰するおそれがある場合にఴ付する医師の診அ書

　　ç（ 3 ）ཹ意事項
　　　ᶃ 　認定基準ద合表にఴ付する書ྨ等については、ࣸਅ、実੷の記録のࣸし、໔ূڐຢはڐՄূのࣸし等の΄

か、౎道෎県知事の運用により薬局の平໘ਤの提出を求めることがあること。
　　　ᶄ 　認定申請ຢは認定更新申請時における๏第 6 ৚の 2 第 1 項各߸ຢは第 6 ৚の 3 第 1 項各߸に掲げる事項の

確認については、申請書、認定基準ద合表ٴͼこれらにఴ付されたࣸਅ等により行うこと。ただし、実地に
よる確認を行うことを๦げるものではないこと。

　　　ᶅ 　（ 1 ）ᶄٴͼ（ 2 ）ᶅの医師の診அ書について、申請等の行ҝの際౰֘申請書の提出ઌとされている౎道
෎県知事に提出され、ຢは౰֘౎道෎県知事をܦ༝してް生࿑ಇ大ਉに提出されたものについては、౰֘申
請書にその旨が付記されたときは、ఴ付を要しないものとすること。

　 2 　地域連ܞ薬局等の認定ݖ者である౎道෎県知事と薬局開設ڐՄݖ者との連ܞ
　地域連ܞ薬局等の認定を取得する薬局については、地域連ܞ薬局等の認定ݖ者が౎道෎県知事であることか
ら、薬局開設ڐՄのڐՄݖ者とҟなる場合が生͡る。この場合、認定ݖ者とڐՄݖ者においては、業務を行う
上で૒方が連ܞしつつ、౰֘薬局に係る対応を行うことが求められる。
　連ܞをԁ׈に行うため、๏令上（医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯等の
一部をվਖ਼する๏཯のࢪ行に൐うؔ係੓令の整備にؔする੓令（令和 2 年੓令第228߸）によるվਖ਼後の医薬඼、
医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ行令（ত和36年੓令第11߸。Ҏ下「令」という。）
をؚΉ。）、Ҏ下の規定を新たに設けたところであり、これらの規定に限らͣ、౎道෎県知事と保健所設ஔ市の
市長ຢはಛ別区の区長との間ではඞ要な情報共有を行いつつ業務に取り組Ήことが求められるものであること。

　　　・ 　地域連ܞ薬局等の認定୆帳について、౎道෎県知事は、౰֘౎道෎県の区域಺の保健所を設ஔする市の市
長ຢはಛ別区の区長から、౰֘୆帳のӾཡを求められたときは、ਖ਼౰な理༝がなければこれをڋΉことがで
きないこと。（令第 2 ৚の11）

　　　・ 　౎道෎県知事は、認定ຢは認定の更新を行うためにඞ要があると認めるときは、౰֘౎道෎県の区域಺の
保健所を設ஔする市の市長ຢはಛ別区の区長に対し、౰֘市ຢはಛ別区の区域಺に所在する薬局にؔしඞ要
な情報の提供を求めることができること。（令第 2 ৚の12）

　　　・ 　ް生࿑ಇ大ਉ、౎道෎県知事、保健所を設ஔする市の市長ຢはಛ別区の区長は、๏の第13ষ（؂ಜ）の規
定によるݖ限の行࢖がԁ׈に行われるよう、情報交׵を行い、૬ޓにີۓな連ܞをਤりながら協力しなけれ
ばならないこと。（๏第76৚の 3 の 3 ）
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（参考）認定基準ద合表の記載要ྖ
1 　（第 1 項第 1 ߸）
　　֘౰する設備について、構଄がわかるਤ໘、ࣸਅ等をఴ付すること。
2 　（第 1 項第 2 ߸）
　　֘౰する項目の設備について、構଄がわかるਤ໘、ࣸਅ等をఴ付すること。
3 　（第 2 項第 1 ߸）
　　աڈ 1 年間に参加した地域แׅケアシステムの構ஙに資する会議にチェックした上でඞ要事項を記載すること。
4 　（第 2 項第 2 ߸）

　連ܞઌとして、ར用者の薬剤ٴͼ医薬඼の࢖用にؔする情報についてਵ時報告ٴͼ連絡しているओな医療機ؔの
名শٴͼ所在地を記載すること。医療機ؔはՄ能な限りෳ数記載すること。医療機ؔのෑ地಺に開設している薬局
においては、౰֘医療機ؔҎ外の医療機ؔも記載すること。

5 　（第 2 項第 3 ߸）
　աڈ 1 年間の実੷として報告ٴͼ連絡した回数を記載すること。報告ٴͼ連絡した際の資料（情報提供文書等）
のࣸしを 1 回分ఴ付することとし、ݸ人情報に֘౰するՕ所はマスΩンάすること。

6 　（第 2 項第 4 ߸）
　他の薬局に対してར用者の薬剤等の情報を報告ٴͼ連絡する際の方๏等を示した手ॱ書等のࣸし（֘౰部分がわ
かるようにҹをつけたもの）をఴ付すること。

7 　（第 3 項第 1 ߸）
　「開ళ時間」は薬局開設ڐՄ申請時等における情報を記載すること。「૬ஊできる連絡ઌや注意事項等のप知方๏」
については、薬局で用いているར用者等に交付する文書、連絡ઌ等が記載された薬ା等の例をఴ付すること。

8 　（第 3 項第 2 ߸）
　「自局での対応時間」は休日ٴͼ平日における夜間の対応時間を記載すること。地域の調剤応需体制がわかる資
料として、۩体తな休日ٴͼ夜間における౰൪日を示すもの等をఴ付すること。
　参考として、休日ٴͼ夜間に調剤対応したաڈ 1 年間の回数（実੷がない場合はその旨）を記載すること。

9 　（第 3 項第 3 ߸）
　他の薬局開設者の薬局からの求めに応͡て医薬඼を提供する場合の手ॱを示した手ॱ書等の֘౰Օ所のࣸし（֘
౰部分がわかるようにҹをつけたもの）をఴ付すること。
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　参考として、աڈ 1 年間に他の薬局開設者の薬局からの求めに応͡て医薬඼を提供した回数（実੷がない場合は
その旨）を記載すること。

10　（第 3 項第 4 ߸）
　ຑ薬小ച業者の໔ূڐの൪߸を記載すること（໔ূڐの原本の提示でもࠩしࢧえないこと）。
　参考として、աڈ 1 年間にຑ薬を調剤した回数（ຑ薬処方箋の応需ຕ数。実੷がない場合はその旨。）を記載す
ること。

11　（第 3 項第 5 ߸）
　「自局で対応」の場合は、ແە製剤処理が実ࢪできることがわかるਤ໘、ࣸਅ等をఴ付すること。「共ಉར用によ
る対応」の場合は、ແە調剤室を提供する薬局と自局の間で共ಉར用にؔしてඞ要な事項を記載したܖ໿書等のࣸ
しをఴ付すること。「他の薬局を঺հ」の場合は、঺հする薬局の名শを記載するとともに、ແە製剤処理がඞ要
な処方箋を受けた場合に౰֘薬局にແە製剤処理に係る調剤のみ঺հする手ॱ書等の֘౰部分のࣸし（֘౰部分が
わかるようにҹをつけたもの）をఴ付すること。
　参考として、աڈ 1 年間のແە製剤処理による調剤回数（ແە製剤処理がඞ要な薬剤をؚΉ処方箋ຕ数。実੷が
ない場合はその旨。）を記載すること。「他の薬局を঺հ」の場合は、ແە製剤処理に係る調剤に限り他の薬局を঺
հして対応した回数を指すものとする。

12　（第 3 項第 6 ߸）
　「医薬඼に係る副作用等の報告」は、աڈ 1 年間に๏第68৚の10第 2 項に基ͮき副作用等を報告した場合にチェッ
クし、参考として、աڈ 1 年間の報告回数を記載すること。「薬局ώϠリ・ハッτ事例収集・分ੳ事業への参加」は、
౰֘事業への参加薬局である場合にチェックし、参考として、աڈ 1 年間のώϠリ・ハッτ事例等の報告回数（実
੷がない場合はその旨）を記載すること。「その他の取組」は、上記Ҏ外の۩体తな医療安全対ࡦを行っている場
合に、その֓要を記載すること。

13　（第 3 項第 7 ͼ第ٴ߸ 8 ߸）
　「常ۈとしてۈ務している薬剤師数」は認定申請時ຢは認定更新申請時における人数、「ܧଓして 1 年Ҏ上ۈ務し
ている常ۈ薬剤師数」は認定申請ຢは認定更新申請に係る薬局において 1 年Ҏ上ܧଓして常ۈとしてۈ務している
薬剤師数、「研修を修ྃした常ۈ薬剤師数」は本通知第 2 の 3 （ 8 ）の研修を修ྃした薬剤師数を記載すること。「第
7 ߸ຢは第 8 ߸に֘౰する薬剤師一ཡ」は、֘౰する薬剤師がわかるよう、薬剤師のࢯ名、໔ڐ൪߸、常ۈのۈ務
期間、研修修ྃの有ແを記載した一ཡをఴ付すること。このうち、第 8 ߸に֘౰する薬剤師は、健康サϙーτ薬局
に係る研修の修ྃূ等のࣸしをఴ付すること（౰֘修ྃূ等の原本の提示でもࠩしࢧえないこと）。

　　ç（薬剤師一ཡの記載例）
　　　薬剤師のࢯ名　　○○○○（第○○○○○○߸）
　　　常ۈのۈ務期間　平成○年○月○日～現在
　　　研修修ྃの有ແ　研修修ྃ
14　（第 3 項第 9 ߸）
　　研修の実ࢪ計画のࣸしをఴ付すること。
15　（第 3 項第10߸）

　「情報提供ઌ」は、ಛ定の医療提供ࢪ設に対する情報提供であれば౰֘医療提供ࢪ設の名শを、地域におけるෳ
数の医療提供ࢪ設に対する情報提供であれば、地域のൣғやओな医療提供ࢪ設の名শ等を記載すること。また、情
報提供の಺༰は、新薬の情報やಉ一薬ޮ܈の医薬඼の有ޮ性ٴͼ安全性の情報やಛ௃等の医薬඼のదਖ਼࢖用にؔす
る情報とし、情報提供した文書等を 1 回分ఴ付すること。

　　参考として、աڈ 1 年間に情報提供した回数を記載すること。
16　（第 4 項第 1 ߸）

　աڈ 1 年間の実੷としてډ宅等を訪໰して指導等を行った回数を記載すること。参考として、աڈ 1 年間にډ宅
等における調剤ฒͼに情報の提供ٴͼ薬ֶత知見に基ͮく指導を行った患者の૯数を記載すること。

17　（第 4 項第 2 ߸）
。（えないことࢧՄূの原本の提示でもࠩしڐ）Մ൪߸を記載することڐ等のൢച業のث度؅理医療機ߴ　
　参考として、աڈ 1 年間に提供した医療機ث、Ӵ生材料の例（実੷がない場合はその旨）を記載すること。

18 　認定基準ద合表にఴ付する資料には資料൪߸を付記し、「別紙（　）のとおり」のׅހにその資料൪߸を記載す
ること。

19　記載಺༰がଟくなる場合は、記載ཝを増やすことや別に記載してఴ付することでもࠩしࢧえないこと。
20　この様式の大きさは、"4とすること。
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（参考）認定基準ద合表の記載要ྖ
1 　（第 2 項第 1 ߸）

　֘౰する設備について、構଄がわかるਤ໘、ࣸਅ等をఴ付すること。
2 　（第 2 項第 2 ߸）

　֘౰する項目の設備について、構଄がわかるਤ໘、ࣸਅ等をఴ付すること。
3 　（第 3 項第 1 ͼ第ٴ߸ 2 ߸）

　「ओな連ܞઌの医療機ؔ」は、ར用者の薬剤ٴͼ医薬඼の࢖用にؔする情報についてਵ時報告ٴͼ連絡している
がんに係る専門తな医療機ؔの名শٴͼ所在地を記載すること。医療機ؔはՄ能な限りෳ数記載すること。医療機
ؔのෑ地಺に開設している薬局においては、౰֘医療機ؔҎ外の医療機ؔも記載すること。
　「会議の名শ」は、աڈ 1 年間に参加した連ܞઌの医療機ؔが開催した会議の名শを記載すること。

4 　（第 3 項第 3 ߸）
　աڈ 1 年間の実੷として֘౰する人数を記載すること。がん患者は、߅がん剤やࢧ持療๏にඞ要な薬剤を用いて
がん࣏療を受けている者を指すものであり、がん࣏療に係る医療機ؔと連ܞを行う中で、対象となる者を൑அする
こと。報告ٴͼ連絡した際の資料（情報提供文書等）のࣸしを 1 回分ఴ付することとし、ݸ人情報に֘౰するՕ所
はマスΩンάすること。
　参考として、がん患者に係る情報を報告ٴͼ連絡した回数を記載すること。

5 　（第 3 項第 4 ߸）
　他の薬局に対してར用者の薬剤等の情報を報告ٴͼ連絡する際の方๏等を示した手ॱ書等のࣸし（֘౰部分がわ
かるようにҹをつけたもの）をఴ付すること。

6 　（第 4 項第 1 ߸）
　「開ళ時間」は薬局開設ڐՄ申請時等における情報を記載すること。「૬ஊできる連絡ઌや注意事項等のप知方๏」
については、薬局で用いているར用者等に交付する文書、連絡ઌ等が記載された薬ା等の例をఴ付すること。

7 　（第 4 項第 2 ߸）
　「自局での対応時間」は休日ٴͼ平日における夜間の対応時間を記載すること。「地域における調剤応需体制」は
۩体తな休日ٴͼ夜間における౰൪日を示すもの等をఴ付すること。
　参考として、休日ٴͼ夜間に調剤対応したաڈ 1 年間の回数（実੷がない場合はその旨）を記載すること。

8 　（第 4 項第 3 ߸）
　他の薬局開設者の薬局からの求めに応͡てがんに係る医薬඼を提供する場合の手ॱを示した手ॱ書等の֘౰Օ所
のࣸし（֘౰部分がわかるようにҹをつけたもの）をఴ付すること。
　参考として、աڈ 1 年間に他の薬局開設者の薬局からの求めに応͡てがんに係る医薬඼を提供した回数（実੷が
ない場合はその旨）を記載すること。

9 　（第 4 項第 4 ߸）
　ຑ薬小ച業者の໔ূڐの൪߸を記載すること（໔ূڐの原本の提示でもࠩしࢧえないこと）。
　参考として、աڈ 1 年間にຑ薬を調剤した回数（ຑ薬処方箋の応需ຕ数。実੷がない場合はその旨。）を記載す
ること。

10　（第 4 項第 5 ߸）
　「医薬඼に係る副作用等の報告」は、աڈ 1 年間に๏第68৚の10第 2 項に基ͮき副作用等を報告した場合にチェッ
クし、参考として、աڈ 1 年間の報告回数を記載すること。「薬局ώϠリ・ハッτ事例収集・分ੳ事業への参加」は、
౰֘事業への参加薬局である場合にチェックし、参考として、աڈ 1 年間のώϠリ・ハッτ事例等の報告回数（実
੷がない場合はその旨）を記載すること。「その他の取組」は、上記Ҏ外の۩体తな医療安全対ࡦを行っている場
合に、その֓要を記載すること。

11　（第 4 項第 6 ͼ第ٴ߸ 7 ߸）
　「常ۈとしてۈ務している薬剤師数」は認定申請時ຢは認定更新申請時における人数、「ܧଓして 1 年Ҏ上ۈ務し
ている常ۈ薬剤師数」は認定申請ຢは認定更新申請に係る薬局において 1 年Ҏ上ܧଓして常ۈとしてۈ務している
薬剤師数を記載すること。「第 6 ߸ຢは第 7 ߸に֘౰する薬剤師一ཡ」は、֘౰する薬剤師がわかるよう、薬剤師
のࢯ名、໔ڐ൪߸、常ۈのۈ務期間、がんに係る専門性の認定の有ແを記載した一ཡをఴ付すること。このうち、
第 7 ߸に֘౰する薬剤師は、規ଇ第10৚の 3 第 6 項に規定する基準に基ͮきް生࿑ಇ大ਉにಧけ出たஂ体から認定
を受けたことをূする書ྨのࣸしをఴ付すること（౰֘書ྨの原本の提示でもࠩしࢧえないこと）。
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　　ç（薬剤師一ཡの記載例）
　　　薬剤師のࢯ名　　○○○○（第○○○○○○߸）
　　　常ۈのۈ務期間　平成○年○月○日～現在
　　　がんに係る専門性の認定の有ແ　有（○○ֶ会認定）
12　（第 4 項第 8 ߸）
　　研修の実ࢪ計画のࣸしをఴ付すること。
13　（第 4 項第 9 ߸）
　　研修の実ࢪ計画のࣸしをఴ付すること。
14　（第 4 項第10߸）

　「情報提供ઌ」は、ಛ定の医療提供ࢪ設に対する情報提供であれば౰֘医療提供ࢪ設の名শを、地域におけるෳ
数の医療提供ࢪ設に対する情報提供であれば、地域のൣғやओな医療提供ࢪ設の名শ等を記載すること。また、情
報提供の಺༰は、߅がん剤やࢧ持療๏で用いられる医薬඼の有ޮ性ٴͼ安全性の情報やಛ௃等の医薬඼のదਖ਼࢖用
にؔする情報とし、情報提供した文書等を 1 回分ఴ付すること。
　参考として、աڈ 1 年間にこれらの情報を提供した回数を記載すること。

15 　認定基準ద合表にఴ付する資料には資料൪߸を付記し、「別紙（　）のとおり」のׅހにその資料൪߸を記載す
ること。

16　記載಺༰がଟくなる場合は、記載ཝを増やすことや別に記載してఴ付することでもࠩしࢧえないこと。
17　この様式の大きさは、"4とすること。

別紙 2
 薬生発0129第 7 ߸
 令和 3 年 1 月29日

各　
౎ 道 ෎ 県 知 事
保健所設ஔ市長
ಛ 別 区 長

　఼

 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長
 （公 　　çҹ 　ç　ল ç　　ུ）

傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体の取扱いについて

　医薬඼、医療機ث等の඼࣭ٴͼ有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯等の一部をվਖ਼する๏཯（令和ݩ年๏཯第
63߸。Ҏ下「վਖ਼๏」という。）のうち、令和 3 年 8 月 1 日にࢪ行される認定薬局にؔしては、医薬඼、医療機ث等
の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ行規ଇの一部をվਖ਼するল令（令和 3 年ް生࿑ಇল令第 5 ߸。Ҏ
下「վਖ਼規ଇ」という。）において認定基準等が示されたところです。
　このうち、վਖ਼規ଇによるվਖ਼後の医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ行規ଇ

（ত和36年ް生ল令第 1 ߸。Ҏ下「規ଇ」という。）第10৚の 3 第 6 項のই病の区分に係る専門性（Ҏ下単に「専門性」
という。）の認定を行うஂ体の取ѻいは下記のとおりですので、ྃޚ知の上、؅و಺ؔ係ஂ体、ؔ係機ؔ等にप知ప
ఈをਤるとともに、その実ࢪにҨ࿙なきよう、お願いいたします。

記

1 　規ଇ第10৚の 3 第 6 項に規定する基準
　վਖ਼๏によるվਖ਼後の医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯（ত和35年๏཯第
145߸）第 6 ৚の 3 第 2 項第 2 ߸のް生࿑ಇল令で定める要݅である規ଇ第10৚の 3 第 6 項各߸の考え方はҎ下の
とおりであること。

　ç（ 1 ）第 1 ߸ؔ係（ֶज़ஂ体として๏人֨を有していること）
　　 　専門性の認定に౰たってద੾に認定制度を運営するため、ֶज़研ڀの向上発లへのد༩のための活動を行って

いること。
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　ç（ 2 ）第 2 ߸ؔ係（会員数がઍ人Ҏ上であること）
　ஂ体の会員数のࢉ定に౰たっては、౰֘ஂ体が定めるਖ਼会員に限ることとし、準会員、ࢍ助会員等はؚめない
こと。
　なお、専門性の認定を行うझ旨を౿まえると、会員に薬剤師をଟく加入させているஂ体であることが๬ましい。

　ç（ 3  ）第 3 ߸ؔ係（専門性の認定に係る活動実੷を 5 年Ҏ上有し、かつ、౰֘認定の要݅を公表している๏人であ
ること）

　専門性の認定を行う活動をܧଓして行っていることを担保するため、 5 年Ҏ上の活動実੷を求めるものである
こと。
　認定の要݅の公表は、（ 4 ）ͼٴ（ 5 ）にؔする಺༰について、ウェブサイτ、年報等広く国民にप知できる
方๏により行うこと。

　ç（ 4 ）第 4 ߸ؔ係（専門性の認定を行うに౰たり、一定の要݅により専門性を確認していること）
　　　　ア　専門性を確認する方๏

　専門性の認定に౰たっては、医療機ؔにおける実地研修の修ྃ、ֶज़ࢽࡶへの専門性にؔする࿦文の掲
載、౰֘ஂ体が実ࢪするదਖ਼な試ݧの合֨等、ෳ数の要݅により૯合తに専門性を確認すべきものである
こと。
　۩体తな専門性を確認するための要݅としては、平成25年度ް生࿑ಇ科ֶ研ڀඅ補助金事業「 6 年制薬
剤師のഐ出を౿まえた薬剤師の生ֶ֔शϓロάラムにؔする研ڀ」（研ڀ୅表者：ݡס一・京౎薬科大ֶ長）
の「専門薬剤師整備指਑のとりまとめ」において、専門薬剤師制度を実ࢪするஂ体が整備すべき基本事項
が定められているので、参考とすること。
　なお、౰分の間、౰֘とりまとめも౿まえた上で、「医療機ؔにおける実地研修の修ྃ、ֶज़ࢽࡶへの
専門性にؔする࿦文の掲載ຢは౰֘ஂ体が実ࢪするదਖ਼な試ݧの合֨」といった方๏に限らͣ、ஂ体͝と
に専門性を認定する要݅を定めることでࠩしࢧえないこと。

（参考）専門薬剤師の整備指਑のとりまとめ（ൈਮ）
ᶜɽ「資֨認定要݅」

（下記ׅހ಺の数஋は、ֶ会・ஂ体等の実情に合わせて設定できる、認定評価基準は別్定める）
　　　　　　 1 ɽ薬剤師として実務に従事（実務ݧܦ○年Ҏ上）
　　　　　　 2 ɽ生֔研修認定薬剤師かそれとಉ等の資֨を持つ
　　　　　　 3  ɽ研修認定ࢪ設におけるྟচ研修（○年Ҏ上）、研修ϓロάラムཤ修等のূ໌（研修実੷単位、ඞ要

単位数、ඞਢとなるߨश಺༰ならͼに研修等）
　　　　　　 4  ɽ専門ྖ域における活動実੷（症例（事例）○݅とその記録：ϙーτフΥリオ形式等、実੷಺༰は認

定評価基準により評価）
　　　　　　 5 ɽֶ会ならͼに࿦文発表（ֶ会発表○回・࿦文○ฤҎ上等）
　　　　　　 6 ɽ認定試ݧに合֨

　　　　イ　専門性を確認するための体制・能力
　専門性の確認に౰たっては、業務をదਖ਼に実ࢪするための体制・能力がඞ要となることから、ஂ体にお
いて専門性の確認がద੾に行われるためにे分な組৫体制を有し、専門性を評価できる能力を有する者の
参画がඞ要であること。

　ç（ 5 ）第 5 ߸ؔ係（専門性の認定を定期తに更新する制度を設けていること）
　認定を受けた薬剤師の専門性がҡ持されていることを担保するため、認定を受けた薬剤師に対し、少なくとも
5 年に 1 度は認定を更新する制度を設けなければならないこと。
　また、更新に౰たっての確認事項については、認定時に準͡て要݅を設定し、その専門性を確認できるように
すること。

　ç（ 6  ）第 6 ߸ؔ係（専門性の認定を受けた薬剤師の名฽が公表されていること）公表に౰たっては、ウェブサイτ、
年報等広く国民にप知できる方๏により行うこと。
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　 2 　ಧ出手ଓ
　規ଇ第10৚の 3 第 6 項に規定するް生࿑ಇ大ਉへのಧ出は、ই病の区分͝とに行うこととし、別ఴ様式により、
ಉ項各߸にద合していることをઆ໌できる文書等のඞ要書ྨをఴ付してް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局૯務՝にಧ
け出ること。
　なお、ಧ出に౰たっては、事લにް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局૯務՝に૬ஊすること。

　 3 　ಧ出を受理したஂ体の公表
　ް生࿑ಇ大ਉがಧ出を受理した場合は、ް生࿑ಇলは౰֘ஂ体名ٴͼ౰֘ஂ体が認定する専門性の名শ一ཡを
公表するものであること。

　 4 　その他
　վਖ਼規ଇのෟଇ第 2 ৚の規定に基ͮき、ް生࿑ಇ大ਉは、 2 のಧ出の受理をվਖ਼規ଇのࢪ行日Ҏલに行うこと
がՄ能であることから、本通知日Ҏ߱にಧ出を受け付けるものであること。

様　　式

ᶃஂ 体 名

ᶄ๏ 人 の 種 別

ᶅ୅ 表 者 名

ᶆओたる事務所の所在地

ᶇই 病 の 区 分、認 定
す る 専 門 性 の 名 শ

ই病の区分　：
専門性の名শ：

ᶈ専 門 性 の 認 定 に 係 る
活 動 実 ੷

（活 動 開 始 年 月 日）

ᶉ専 門 性 の 認 定 要 ݅
ٴ ͼ 公 表 方 ๏

ᶊ認 定 の 更 新 ස 度

ᶋ認 定 を 受 け た 薬 剤 師
名 ฽ の 公 表 方 ๏

ᶌ໰ い 合 わ せ ઌ

　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　ް生࿑ಇ大ਉ　　఼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ஂ　体　名

　　　　（ఴ付書ྨ）
　　　　・認定制度の֓要資料（制度಺༰、認定要݅、更新要݅がわかるもの、認定者名฽のࣸし等）
　　　　・ஂ体の֓要資料（定׺、会員数、登記事項ূ໌書、活動実੷がわかるもの等）
　　　　・認定の৹査体制
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 令和 3 年 2 月 4 日

各ؔ係ஂ体の長　様

 広 島 県 健 康 ෱ ࢱ 局 薬 務 ՝ 長
 （˟730ô8511　広島市中区基ொ10ô52）

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関する 
Q＆Aについて（通知）

　このことについて、令和 3 年 1 月29日付けでް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局૯務՝から別紙のとおり事務連絡があり
ましたので、業務の参考としてください。
　また、و会（組合）会員へのप知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　౰　薬事άルーϓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ి　話　082ô513ô3222（μイϠルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担౰者　長谷川）

別　紙
 事 　 務 　 連 　 絡
 令和 3 年 1 月29日

各　
౎ 道 ෎ 県
保健所設ஔ市
ಛ 　 別 　 区

　Ӵ生ओ؅部（局）薬務ओ؅՝　ޚ中

 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局૯務՝

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ＆Aについて

　令和 3 年 8 月 1 日からࢪ行される地域連ܞ薬局ٴͼ専門医療機ؔ連ܞ薬局の認定制度については、医薬඼、医療機
行規ଇの一部をվਖ਼するল令（令和ࢪͼ安全性の確保等にؔする๏཯ٴ等の඼࣭、有ޮ性ث 3 年ް生࿑ಇল令第 5 ߸。
Ҏ下「վਖ਼ল令」という。）によりその۩体తな認定基準等を規定し、「医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全
性の確保等にؔする๏཯ࢪ行規ଇの一部をվਖ਼するল令の公෍について」（令和 3 年 1 月22日付け薬生発0122第 6 ߸
ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長通知。Ҏ下「公෍通知」という。）ٴͼ「医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安
全性の確保等にؔする๏཯等の一部をվਖ਼する๏཯の一部のࢪ行について（認定薬局ؔ係）」（令和 3 年 1 月29日付け
薬生発0129第 6 ߸ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長通知。Ҏ下「ࢪ行通知」という。）によりその಺༰等を通知したと
ころです。
　今ൠ、地域連ܞ薬局ٴͼ専門医療機ؔ連ܞ薬局の認定基準にؔする 2 ˍ " を別ఴのとおり取りまとめましたので、
業務の参考としていただくとともに、؅و಺ؔ係ஂ体、ؔ係機ؔ等へのप知をお願いいたします。
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 � 別　ఴ �

ʲ休日ٴͼ夜間の調剤応需体制ʳ

（໰ 1 ）規ଇ10৚の 2 第 3 項第 2 ͼ10৚のٴ߸ 3 第 4 項第 2 ߸における「休日ٴͼ夜間」の考え方を示されたい。

（౴ ）۩体తには、「休日」とは、日༵日、国民のॕ日にؔする๏཯（ত和23年๏཯第178߸）第 3 ৚に規定する休日、
1 月 2 日ٴͼ 3 日ฒͼに12月29日、30日ٴͼ31日をいい、「夜間」とは、午後 6 時からཌ日の午લ 8 時まで（౔༵
日の場合は、ਖ਼午Ҏ߱）をいうものであること。
　なお、認定薬局における開ళ時間（開局時間）は、ར用者からの調剤の求めに応͡るझ旨を౿まえると、平日
は 1 日 8 時間Ҏ上、౔༵日ຢは日༵日のいͣれかの༵日は一定時間Ҏ上開局した上で、かつि45時間Ҏ上開局し
ていることが๬ましく、本規定において求める休日ٴͼ夜間対応はそれҎ外の時間の対応を想定しているもので
あること。

ʲ休日ٴͼ夜間の調剤応需体制ʳ

（໰ 2 行通知第ࢪ（ 2 の 3 （ 2 ）において、「自局で対応する΄か、地域の他の薬局開設者と連ܞして対応する体制
を備えていること」が求められているが、自局が24時間体制で対応する場合には、౰֘基準をຬたしているも
のと考えてよいか。

（౴ ）本規定（規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 2 ߸）が、地域連ܞ薬局として地域における調剤応需体制にੵۃతにؔわる
ことを求めているというझ旨であることを౿まえると、自局が24時間体制で対応する場合は、地域において自局
の対応をप知するとともに、地域の他の薬局開設者やར用者からの調剤の求めがあった場合にはద੾に対応する
ことなどඞ要な体制を有していることをもって、౰֘基準をຬたしていると考えてࠩしࢧえない。
　また、専門医療機ؔ連ܞ薬局における規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 2 ߸の規定もಉ様に考えること。

ʲ休日ٴͼ夜間の調剤応需体制ʳ

（໰ 3 行通知第ࢪ（ 2 の 3 （ 2 ）において「自局で対応する΄か、地域の他の薬局開設者と連ܞして対応する体制
を備えていること」との記載があるが、自࣏体がؔ༩する仕組みなどにより、地域の薬局が交୅で休日・夜間
診療所等に౰֘薬局にۈ務する薬剤師を೿ݣしている場合には、౰֘基準をຬたしていると考えてよいか。

（౴）ࠩしࢧえない。

ʲ地域แׅケアシステムにؔする研修の受ߨʳ

（໰ 4 行通知第ࢪ（ 2 の 3 （ 8 ）において、「健康サϙーτ薬局に係る研修実ࢪ要ߝ」に基ͮき、「研修実ࢪ機ؔか
ら健康サϙーτ薬局に係る研修を修ྃしたものとして修ྃূの交付を受けた常ۈの薬剤師」の配ஔを求めている。
　一方、「医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ行規ଇの一部をվਖ਼するল令
のࢪ行等について」（平成28年 2 月12日付け薬生発0212第 5 ߸ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長通知）においては、
健康サϙーτ薬局の要݅にؔし、研修修ྃ薬剤師に求めている一定の実務ݧܦについては「աڈに薬局の薬剤
師としてのݧܦが 5 年Ҏ上あるものとすること。研修の提供者は、研修の修ྃূを発行する際に確認するもの
とすること。」とされている。
　薬局の薬剤師としてのݧܦが 5 年にຬたない場合であって、౰֘研修の受ߨを修ྃした旨をূする書ྨ等を
認定（更新）申請時に提示があった場合には、౰֘基準をຬたしていると考えてよいか。

（౴ ）研修実ࢪ機ؔにおいて、 5 年Ҏ上のݧܦとは別に研修の受ߨを修ྃした旨のূ໌書が発行されるのであれば、
認定（更新）申請時にそのূ໌書を提示することでࠩしࢧえない。
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ʲ常ۈ薬剤師ؔ係ʳ

（໰ 5 ）常ۈの取ѻいについて、育児やհޢによりि32時間のۈ務がࠔ೉な場合はどのように考えるのか。

（౴ ）ۈ務する薬剤師が、育児休業、հޢ休業等育児ຢはՈ଒հޢを行う࿑ಇ者の෱ࢱにؔする๏཯（平成 3 年๏཯
第76߸。Ҏ下「育児・հޢ休業๏」という。）に基ͮき所定࿑ಇ時間が୹ॖされている場合は、ि32時間ະຬであっ
ても常ۈとして取りѻってࠩしࢧえない。౰分の間は、ि24時間Ҏ上かつि 4 日Ҏ上のۈ務であれば常ۈとして
取りѻうものとする。ただし、薬局の؅理者におけるۈ務時間の取ѻいについては、これまでどおり「薬局等の
Մ等にؔするٙٛについて」（平成11年ڐ 2 月16日付け医薬ا第17߸ް生ল医薬安全局ا画՝長通知別紙 2 ）に従
うこと。

ʲ常ۈ薬剤師ؔ係ʳ

（໰ 6 ）規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 7 ͼ第10৚のٴ߸ 3 第 4 項第 6 ߸の規定において、「౰֘薬局に常ۈとしてۈ務し
ている薬剤師の൒数Ҏ上が౰֘薬局にܧଓして 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務している」ことを求めているが、常ۈ
の薬剤師が、在੶期間中に産લ産後休業、育児休業ຢはհޢ休業を取得した場合のۈ務年数の取ѻいについて
はどのように考えるのか。

（౴ ）常ۈとしてۈ務している薬剤師が、在੶期間中に࿑ಇ基準๏（ত和22年๏཯第49߸）に基ͮく産લ休業एしく
は産後休業ຢは育児・հޢ休業๏に基ͮく育児休業एしくはհޢ休業を取得した場合は、౰֘休業期間を除いた
期間に 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務していれば、౰֘規定の対象となる薬剤師として取りѻってࠩしࢧえない。

ʲ常ۈ薬剤師ؔ係ʳ

（໰ 7 ）地域連ܞ薬局の認定期間中に、地域連ܞ薬局の業務をॆ実させるために新たに常ۈとしてۈ務する薬剤師
を 1 名࠾用することにより、規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 7 ߸ຢは第 8 ߸の൒数Ҏ上の基準をຬたさなくなる場合は、
認定薬局として認められなくなるのか。

（౴ ）本項の取ѻいについては、౰֘理༝のみをもって、௚ちに認定薬局の基準をຬたさないと൑அするものではなく、
認定期限までの間に౰֘薬局の別の薬剤師がܧଓして 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務し、基準をຬたす場合は、認定を
。薬局の機能をద੾にՌたすものであることܞえない。ただし、地域連ࢧଓしてࠩしܧ
　なお、専門医療機ؔ連ܞ薬局における規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 6 ߸の規定もಉ様に考えること。

ʲ常ۈ薬剤師ؔ係ʳ

（໰ 8 ）地域連ܞ薬局の認定期間中に、౰֘薬局にܧଓして 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務している薬剤師が、出産、育
児ຢはհޢの理༝により休業したため、規ଇ第10৚の 2 第 3 項第 7 ߸ຢは第 8 ߸の൒数Ҏ上の基準をຬたさな
くなる場合は、認定薬局として認められなくなるのか。

（౴  ）ܧଓして 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務していた薬剤師が、࿑ಇ基準๏に基ͮき産લ休業एしくは産後休業ຢは育児・
հޢ休業๏に基ͮき育児休業ຢはհޢ休業した場合は、௚ちに認定基準をຬたさないと൑அするものではなく、
一定期間後に౰֘薬局の別の薬剤師がܧଓして 1 年Ҏ上常ۈとしてۈ務し、基準をຬたす場合は、認定をܧଓし
てࠩしࢧえない。ただし、地域連ܞ薬局の機能をద੾にՌたすものであること。
　なお、専門医療機ؔ連ܞ薬局における規ଇ第10৚の 3 第 4 項第 6 ߸の規定もಉ様に考えること。



76 2021 Vol.46 No.2　広島県薬剤師会誌

ʲ報告・連絡の実੷ʳ

（໰ 9 ）規ଇ第10৚の 2 第 2 項第 3 ߸に規定する実੷については、例えば、文書で医療機ؔへ情報提供を行い、Ҏ
下のような調剤報酬をࢉ定した場合をؚΉと考えてよいか。
ᶃ　ར用者の入院に౰たって情報共有を行った実੷として「෰薬情報等提供料 1 」、「෰薬情報等提供料 2 」
ᶄ　医療機ؔからの退院に౰たって情報共有を行った実੷として「退院時共ಉ指導料」
ᶅ 　外来のར用者にؔして医療機ؔと情報共有を行った実੷として、「෰用薬剤調整ࢧԉ料 1 」、「෰用薬剤調整

ԉ料ࢧ 2 」、薬剤෰用ྺ؅理指導料における「吸入薬指導加ࢉ」、「調剤後薬剤؅理指導加ࢉ」

（౴）調剤報酬のࢉ定の有ແにかかわらͣ、情報共有を実ࢪしていれば実੷とすることでࠩしࢧえない。

ʲ報告・連絡の実੷ʳ

（໰ 10）規ଇ第10৚の 3 第 3 項第 3 ߸に規定する実੷については、例えば、文書で医療機ؔへ情報提供を行い、調
剤報酬の「෰薬情報等提供料 1 」、「෰薬情報等提供料 2 」、「ಛ定薬剤؅理指導加ࢉ 2 」をࢉ定した場合をؚΉ
と考えてよいか。

（౴ ）調剤報酬のࢉ定の有ແにかかわらͣ、情報共有を実ࢪしていれば実੷とすることでࠩしࢧえない。

 令和 3 年 2 月 4 日
各ؔ係ஂ体の長　様
 広 島 県 健 康 ෱ ࢱ 局 長

 ˟730ô8511　広島市中区基ொ10ô52
薬　　　務　　　՝

薬局機能情報提供制度の改正等について（通知）

　このことについて、令和 3 年 1 月29日付け薬生発0129第 8 ߸によりް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長から別紙 1 のと
おり、ಉ日付け薬生૯発0129第 5 ߸によりಉ局૯務՝長から別紙 2 のとおり通知がありました。
　ついては、و会（組合）会員へのप知をお願いします。

　別紙 1 　薬局機能情報提供制度のվਖ਼について
　別紙 2 　「薬局機能にؔする情報の報告ٴͼ公表にあたってのཹ意఺について」のվਖ਼について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　౰　薬事άルーϓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ి　話　082ô513ô3222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担౰者　長谷川）

 令和 3 年 2 月 4 日
各ؔ係ஂ体の長　様
 広 島 県 健 康 ෱ ࢱ 局 長
 ˟730ô8511　広島市中区基ொ10ô52

薬　　　務　　　՝

「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について（通知）

　このことについて、令和 3 年 1 月29日付け薬生૯発0129第 1 ߸、薬生薬৹発0129第 3 ߸、薬生機৹発0129第 1 ߸、
薬生安発0129第 2 ͼ薬生؂ຑ発0129第ٴ߸ 5 ߸によりް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局૯務՝長、ಉ局医薬඼৹査؅理՝
長、ಉ局医療機ث৹査؅理՝長、ಉ局医薬安全対ࡦ՝長ٴͼಉ局ࢹ؂指導・ຑ薬対ࡦ՝長から別紙のとおり通知があ
りました。
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　ついては、و会（組合）会員へのप知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　౰　製薬ৼڵάルーϓ、薬事άルーϓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ి　話　082ô513ô3223、3222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担౰者　നੴ、長谷川）

別　紙
 薬生૯発0129第 1 ߸
 薬生薬৹発0129第 3 ߸
 薬生機৹発0129第 1 ߸
 薬生安発0129第 2 ߸
 薬生؂ຑ発0129第 5 ߸
 令 和 3 年 1 月 2 9 日

各　
౎ 道 ෎ 県
保健所設ஔ市
ಛ 　 別 　 区

　薬務ओ؅部（局）長　఼

 ް 生 ࿑ ಇ ল 医 薬 ・ 生 活 Ӵ 生 局 ૯ 務 ՝ 長
 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局医薬඼৹査؅理՝長
 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局医療機ث৹査؅理՝長
 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局医薬安全対ࡦ՝長
 ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局ࢹ؂指導・ຑ薬対ࡦ՝長
 （公 　　　çҹ 　ç　　ল ç　　　ུ）

「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について

　今ൠ、医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯等の一部をվਖ਼する๏཯（令和ݩ年๏
཯第63߸。Ҏ下「վਖ਼๏」という。）の一部が本年 8 月 1 日にࢪ行されることに൐い、「業務を行う໾員」がഇࢭされ、
薬局開設者、医薬඼等製଄ൢച業者、医薬඼等製଄業者、医薬඼等ൢച業者等（Ҏ下「ڐՄ等業者」という。）がڐ
Մ申請等を行うにあたり、その申請書に「薬事にؔする業務に責任を有する໾員」（Ҏ下「責任໾員」という。）のࢯ
名を記載することとなります。
　そのため、౰֘「責任໾員」にؔする考え方等についてҎ下のとおり示しますので、؅و಺のؔ係業者へのप知ప
ఈについてよろしくお取り計らい願います。
Մ申請に際し、申請者が๏人である場合に診அ書のఴ付をඞ要とする「業務を行う໾員」のൣғにڐՄ等業者のڐ　
ついては、「๏人の薬局等の業務を行う໾員のൣғについて」（ত和57年 3 月31日付け薬ا第19߸ް生ল薬務局ا画՝
長・৹査՝長連名通知。Ҏ下「چ通知」という。）によってその取ѻいを示しているところですが、چ通知について
は本通知により本年 7 月31日をもってഇࢭといたします。
　なお、薬事๏の一部をվਖ਼する๏཯（平成18年๏཯第69߸。Ҏ下「چվਖ਼๏」という。）ෟଇ第 8 ৚の規定により
Ҿきଓき薬種঎ൢച業を営Ή者ٴͼچվਖ਼๏ෟଇ第10৚の規定によりҾきଓき配ஔൢച業を営Ή者については、従લ
の例によります。

記

1 ɽڐՄ等業者のൣғ
　○　 薬局開設者：医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯（ত和35年๏཯第145߸。

Ҏ下「๏」という。）第 4 ৚第 2 項第 5 ߸
　○　医薬඼、医薬部外඼ຢは化হ඼の製଄ൢച業者：๏第12৚第 2 項第 2 ߸
　○　 医薬඼、医薬部外඼ຢは化হ඼の製଄業者：๏第13৚第 3 項第 3 ߸
　　　（保؅のみを行う製଄所もؚΉ（๏第13৚の 2 の 2 第 3 項第 2 ߸））
　○　医療機ثຢは体外診அ用医薬඼の製଄ൢച業者：๏第23৚の 2 第 2 項第 2 ߸
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　○　医療機ثຢは体外診அ用医薬඼の製଄業者：๏第23৚の 2 の 3 第 2 項第 3 ߸
生医療等製඼の製଄ൢച業者：๏第23৚の20第࠶　○　 2 項第 2 ߸
生医療等製඼の製଄業者：๏第23৚の22第࠶　○　 3 項第 3 ߸
　○　ళฮൢച業者：๏第26৚第 2 項第 5 ߸
　○　配ஔൢച業者：๏第30৚第 2 項第 3 ߸
　○　Էചൢച業者：๏第34৚第 2 項第 3 ߸
のൢച業者ຢはି༩業者：๏第39৚第第ثຢはಛ定保क؅理医療機ث度؅理医療機ߴ　○　 3 項第 3 ߸
　○　؅理医療機ثのൢച業者ຢはି༩業者：๏第39৚の 3 第 1 項第 2 ߸
　○　医療機ثの修理業者：๏第40৚の 2 第 3 項第 3 ߸
生医療等製඼のൢച業者：๏第40৚の࠶　○　 5 第 3 項第 3 ߸

2 ɽ「責任໾員」の定ٛ
　各ڐՄ等業者において、各໾員が分ঠする業務のൣғを決定した݁Ռ、その分ঠする業務のൣғに、薬事にؔす
る๏令にؔする業務（薬事にؔする๏令を९कして行わなければならない業務）がؚまれる໾員が「責任໾員」に
֘౰する。
　すなわち、「責任໾員」とは、新たに指名ຢはબ任を要する性࣭のものではなく、各໾員が分ঠする業務のൣғ
によりその֘౰性が決まるものである。
　なお、薬事にؔする๏令とは、薬機๏、ຑ薬ٴͼ向ਫ਼ਆ薬取క๏（ত和28年๏཯第14߸）、ಟ෺ٴͼܶ෺取క๏

（ত和25年๏཯第303߸）ฒͼに医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏཯ࢪ行令（ত和
36年੓令第11߸）第 1 ৚の 3 各߸に規定する薬事にؔする๏令をいう。

3 ɽ「責任໾員」のൣғ
ͼ薬事にؔする๏令にؔする業務を担౰する取క໾ٴ式会ࣾ（ಛ例有限会ࣾをؚΉ。）：会ࣾを୅表する取క໾ג　○　
　　˞指名委員会等設ஔ会ࣾについては、会ࣾを୅表するࣥ行໾ٴͼ薬事にؔする๏令にؔする業務を担౰するࣥ行໾
　○　持分会ࣾ：会ࣾを୅表するࣾ員ٴͼ薬事にؔする๏令にؔする業務を担౰するࣾ員
　○　その他の๏人：上記に準ͣる者

4 ɽڐՄ等申請書への「責任໾員」のࢯ名記載について
　上記 1 のとおり、「責任໾員」のࢯ名については業種ຖにڐՄ等申請書に記載するඞ要があるが、վਖ਼๏の一部
がࢪ行される令和 3 年 8 月 1 日時఺の責任໾員のࢯ名を໌確にすることを目తとして提出するඞ要はない。
　「責任໾員」のࢯ名を記載して提出するඞ要があるタイϛンάについてはҎ下のとおり。

　○　新規のڐՄ申請ຢは登録申請時（؅理医療機ثのൢച業者ຢはି༩業者については新規のಧ出時）
　○　業ڐՄຢは業登録の更新申請時
　○　変更ಧの提出時
　　˞ なお、令和 3 年 8 月 1 日時఺の責任໾員が、令和 3 年 8 月 1 日Ҏ߱に変更された場合には、責任໾員の変更に

係る変更ಧを提出するඞ要がある఺にはཹ意されたい。
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行政だより　参考サイト一覧
タイτル 別紙 6R-

01
オΩシコドンԘࢎԘ水和෺ঃ์製
剤の࢖用に౰たってのཹ意事項に
ついて

令和 2 年10月29日付け薬生૯発1029第 1 ߸、薬生薬৹
発1029第 1 ߸、薬生安発1029第 1 ͼ薬生؂ຑ発ٴ߸
1029第 1 ߸（ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局૯務՝長、
ಉ局医薬඼৹査؅理՝長、ಉ局医薬安全対ࡦ՝長ٴͼ
ಉ局ࢹ؂指導・ຑ薬対ࡦ՝長）

ʕ

02

ԡҹを求める手ଓの見௚し等のた
めのް生࿑ಇলؔ係ল令の一部を
վਖ਼するল令の公෍ٴͼࢪ行ฒͼ
に薬事ؔ連通知のԡҹ等の取ѻい
について

令和 2 年12月25日付け薬生発1225第 3 ߸（ް生࿑ಇল
医薬・生活Ӵ生局長）

I U U Q T � //X X X . N I l X . H o . K Q /T U G /
TeiTBLVniUTViUe/CVnZB/IoLBCVnZB/
KZoVIoVTeiTBLV/inEeY@00001.IUNl

03

医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ
性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏
཯ࢪ行規ଇの一部をվਖ਼するল令
の公෍について

令和 3 年 1 月22日付け薬生発0122第 6 ߸（ް生࿑ಇল
医薬・生活Ӵ生局長）

I U U Q T � //X X X . N I l X . H o . K Q /T U G /
TeiTBLVniUTViUe/CVnZB/0000179749@ 
00001.IUNl

04

医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ
性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏
཯等の一部をվਖ਼する๏཯の一部
のࢪ行に൐うؔ係ল令の整備等に
ؔするল令の公෍について

令和 3 年 1 月29日付け薬生発0129第 2 ߸（ް生࿑ಇল
医薬・生活Ӵ生局長）

I U U Q T � //X X X . N I l X . H o . K Q /T U G /
TeiTBLVniUTViUe/CVnZB/0000179749@ 
00001.IUNl

05

医薬඼、医療機ث等の඼࣭、有ޮ
性ٴͼ安全性の確保等にؔする๏
཯等の一部をվਖ਼する๏཯の一部
のࢪ行等について（認定薬局ؔ係）

令和 3 年 1 月29日付け薬生発0129第 6 ͼ薬生発ٴ߸
0129第 7 ߸（ް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局長）

I U U Q T � //X X X . N I l X . H o . K Q /T U G /
TeiTBLVniUTViUe/CVnZB/0000179749@ 
00001.IUNl

06
地域連ܞ薬局ٴͼ専門医療機ؔ連
薬局の認定基準にؔするܞ 2 ˍ
" について

令和 3 年 1 月29日付けް生࿑ಇল医薬・生活Ӵ生局૯
務՝事務連絡

I U U Q T � //X X X . N I l X . H o . K Q /T U G /
TeiTBLVniUTViUe/CVnZB/0000179749@ 
00001.IUNl

07 薬局機能情報提供制度のվਖ਼等に
ついて

令和 3 年 1 月29日付け薬生発0129第 8 ߸（ް生࿑ಇল
医薬・生活Ӵ生局長）
令和 3 年 1 月29日付け薬生૯発0129第 5 ߸（ް生࿑ಇ
ল医薬・生活Ӵ生局૯務՝長）

I U U Q T � //X X X . N I l X . H o . K Q /T U G /
TeiTBLVniUTViUe/CVnZB/0000179749@ 
00001.IUNl

08 「薬事にؔする業務に責任を有す
る໾員」の定ٛ等について

令和 3 年 1 月29日付け薬生૯発0129第 1 ߸、薬生薬৹
発0129第 3 ߸、薬生機৹発0129第 1 ߸、薬生安発0129
第 2 ͼ薬生؂ຑ発0129第ٴ߸ 5 ߸（ް生࿑ಇল医薬・
生活Ӵ生局૯務՝長、ಉ局医薬඼৹査؅理՝長、ಉ局
医療機ث৹査؅理՝長、ಉ局医薬安全対ࡦ՝長ٴͼಉ
局ࢹ؂指導・ຑ薬対ࡦ՝長）

I U U Q T � //X X X . N I l X . H o . K Q /T U G /
TeiTBLVniUTViUe/CVnZB/0000179749@ 
00001.IUNl
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地域薬剤師会だより地域薬剤師会だより

　೓日市市休日໷間急患診療所は、平成14年（2002年）
4 月 1 日に೓日市市新宮 1 ஸ目にある現山࡚本社みんな
のあいプラザ（೓日市市総合健康福祉センター）の 1 階
に開設されました。開設当初は、15才以上の内科୯ಠで
したが、平成27年（2015年）10月より年齢制限なしの外
科もซ設されました。
務ۈ、務スタッフについては、主に೓日市市で開業ۈ　
している医師・薬剤師・看護師が೓日市市の非常ۈ職員
として࠾用され、別組織とޏ用関係を結んでいる医療事
務とが毎日交代で一年を通して診察に当たってきました。
　一次ٹ急に対応ということで、お薬は原則 1～3 日分
しか処方されません。
　診察日時については

内科（15才以上）
　　　月～౔　　　　　　　　　　19：00～22：00
　　　日・ॕ・休日・年末・年始　 9 ：00～22：00
外科　月～金　　　　　　　　　　19：30～22：00
　　　（ॕ・休日・年末・年始除く）

　令和 2 年（2020年） 4 月 1 日からは、೓日市市地御前
の JA 広島総合病院内 1 階に移సし、名称も೓日市休日
໷間急患センターとなり診療を継続しています。ޏ用関
係も೓日市市から JA 広島総合病院人事課に移りました。
　今回移సした前後で変更になった主な点は、紙カルテ
が電子カルテになった事です。

೓日ࢢࢢ薬剤師会

廿日市市薬剤師会　国光　裕美子

＜廿日市市薬剤師会＞

廿日市休日夜間急患診療に参加して

　また JA 広島総合病院内ということで、一次ٹ急と二
次ٹ急がྡ接しているので重篤な患者さんをすぐ二次ٹ
急に移して診てもらえるようになり安心に繋がります。
　現在は、 1 年前より世界的にまん延してしまった新型
コロナウイルスに対応するために有熱外来を別室に設け、
熱、咳などのある患者さんをそこへ༠導して、スタッフ
は使い捨てのキャップ、マスク、ガウン、手袋などで十
分なウイルス対策をした上で診療に当たっています。

　病院、医院がดまっている休日、໷間に自分や家族が
体調不良になった時、診てもらえる急患センターが近く
にあるということは、大変心強いと思っています。私も
当番で入っている時に近所の方が受診されたことがあり、
様子を࢕ってお薬をお渡ししたことが何度かありました。
　これἬをৼりฦりますと、一年を通してみると気候温
順な時分は患者さんはさほど多くはありませんでしたが、
冬場になると風邪症状の方やᅅు・下ཀྵを伴う感染性ң
௎炎の方などの受診が急ܹに増えました。インフルエン
ザが大流行した年など一日当たり100名を௒えることも
何度かあり、଴合室に急ᬎંり৞みҜ子を増設してお଴
ち頂いた事もありました。
　院外処方箋による調剤業務を日常としていると、医師
が書かれたカルテの内容も患者さんの問診ථも見ること
はできませんが、急患センターの診療に参加させて頂く
と、環境として両者を目にすることができてとても新鮮
です。
　患者さんの主ૌ、症状に対して出されるお薬や注射、
点ణ、検査データに接することができ、学びの機会とさ
せていただいております。



81広島県薬剤師会誌　2021 Vol.4� No.2

諸団体だより

広島県青年薬剤師会

会長　石本　新

　この度、新型コロナウイルス感染拡大に
伴い、知っピン月イチ勉強会の開催を 3 月
末まで延期させていただく決断にࢸりまし

た。また、横のつながりを作っていく交流会等のイベン
トも中々開催することができず、役員一同非常に残念に
感じております。
　 1 月開催予定の勉強会も延期になり、講師の先生はも
ちろん、参加をָしみにしていた方へ非常に申し訳なく
思っております。
　次回は 4 月もしくは 5 月の開催予定としております。
詳細は再度ご案内いたしますのでたくさんのご参加お଴
ちしております。

　広島県੨年薬剤師会では、今後も「あっ、これ気にな
る！」と思っていただけるような勉強会やイベントをا
画します。੨薬入会の有無や年齢は問わずどなたでも参
加していただけますが、੨薬会員になると勉強会費は
500円！正会員（40ࡀະ満の会員）のみではなく、準会
員（40ࡀ以上の会員）も500円となりますので断વお得
に参加できます！会員ื集はਵ時していますので、ڵ味
のある方はお気軽にϗームページや Facebook 分室等
からお問い合わせください！

˒˒新年会のお知Βͤ˒˒

　今年度は新年会を։࠵します。
　੨薬ೖ会の༗無や年ྸにؔ܎なくͲなたでも
参加していただ͚ますʂ
　お༠い͋Θͤの্、ੋඇ͝参加ください。
　日　࣌：１݄20日（౔）　1Ā：00～
　৔　ॴ：ϥ・ϰΝーά
　　　　　த۠大खொ̎ʵ̑ʵ11
　連བྷ先：0ÿ2ô240ô7111
　参加අ：4ó000ԁ（学生3ó000ԁ）
　ਃしࠐΈ１݄13：ݶظ日
　ਃしࠐΈ・お໰い߹Θͤは੨薬ཧ事、
FaceCook෼ࣨ、またはinfo!hiroseiyaku.gr.Kp
までʂ

ʪ広島県੨年薬剤師会　ษڧ会のお知Βͤʫ

݄̏に։࠵༧ఆで͋りました
知っϐン݄イチษڧ会は

新型コロナウイルスのײછ֦大のため
ʲ Ԇظ とrさͤて௖͖ます。

次回は݄̐もしくは݄̑を༧ఆしておりますが
。度͝Ҋ಺さͤて௖͖ます࠶はࡉৄ

ʲӡӦελοϑืूʳ

運営・企画に興味がある方
ぜひ一緒に盛り上げていきませんか？
薬剤師の経験年数や勤務先など
まったく関係ありません！

実際、1年目の新人薬剤師の方も
スタッフとして一緒に頑張っています！

ʪื集ཁ߲ʫ
˓正会員（40ࡀະຬの会員）
˓පӃ薬剤師、薬局薬剤師໰Θͣ

まͣは、⾣info!hiroseiyaku.org まで
͝連བྷください。

　コロナ感染の勢いは食い止められず、広
島県のあちこちで感染者が出ています。ワ
クチン接種に希望を持ちつつ、昨年12月に

は再び活動を自ॗしなければة険ということで、 1 月か
らの予定を変えざるをえませんでした。
　女性薬剤師会は勉強会をしていくことを主な活動にし
ているので、手も足も動かせない状態です。昨年11月28
日の第11回手話講習会を最後に、再び冬眠状態になるこ
とを強いられてしまいました。今年 1 月のすずめ勉強会、
2 月の第49回研修会を延期いたしました。෴いかͿさっ
ているものがなくなればすぐに再開しますので皆様には
もう少し଴っていただきたく思います。
　さて、女性薬剤師会は1954年に関西女子薬剤師会広島
県支部として設立されました。1955年に第 1 回総会を開
催しています。2004年には第50回総会があり50年ࢽを発
行しています。今、その記念ࢽを手にして、改めて先ഐ
方の熱意にڳが熱くなりました。私は2008年にਆ原先生
から会長を引き継ぎました。これまで無զເ中で、あっ
という間の年月が経ちました。今ৼりฦってみて女性薬
剤師会は皆さんの心に何かを残しただろうかと考えまし
た。2024年には第70回総会を予定しています。会員の皆
様にお願いです。これまでの女性薬剤師会でのࣸ真や一
චエピソードをื集します。70
年ࢽとして考えています。机の
引き出しや心の中にある思い出
を教えてください。まだまだ先
のことですが、皆さんと一ॹに
༏しいものを作っていきたいと
思っています。詳細はまた連絡
します。
　新年度は無事にスタートでき
ますように願っています。

広島県女性薬剤師会

会長　松村　智子

平成17年 8 月発行
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　新型コロナウイルス感染の影響により、
令和 3 年 1 月・ 2 月の月例会を中止してい
ます。 1 月は「風邪と׽方」をテーマに新
年シンポジウムを開催する予定でした。参
加を予定されていた先生方には大変ご໎࿭

をお掛けして申し訳ございません。感染がある程度収ଋ
して会場での開催が再開できるようになりましたら、改
めてシンポジウムを開催したいと思います。本原ߘを書
いている 1 月末現在、全国また広島での感染者が減少傾
向にあります。 3 月月例会から再開できることを期଴し
ています。ただ、 3 密をආけるため当面の間は広島׽方
研究会会員のみにて開催したいと思います。また、オン
ライン開催も検討していますが、オンライン対応が難し
い会員がおられるため、今のところ見ૹっています。感
染が長期化する場合には Zoom によるオンライン開催
も検討する予定です。

広島漢方研究会

今後の月例会について

理事長　鉄村　努

広島県医薬品卸協同組合
 ＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

呉支店　開原　善己
株式会社サンキ

　この冬はここ数年とはちがい寒い日が続いています。
広島県最ೆ端の市֗であるޖ市でも最高気温が一ܻを記
録する日がたびたびあり、非常に厳しい寒さとなってい
ます。
　サンキޖ支ళは、ޖ市、及びߐ田島市を営業エリアと
しております。ޖ市はかつてچ日本海܉のߓ܉としてӫ
え、現在も海上自衛ୂの基地を有していることから、自
衛؋、潜水؋等が停ധしており、それ目当ての観ޫ客も
多くおります。有名どころでは大和ミュージアムとྡ接
している「てつのくじらؗ」でしょうか。現物の潜水؋
のల示とあって、内部は見応えのある見学スポットと思
います。また、ޖ市はө画やドラマ等のࡱ影にも使われ
るロケ地でもあります。چ日本海܉のฌ器開発・製଄に
ついて、当時の技術ઓུと人間模様をテーマにした「ア
ルキメデスの大ઓ」や、広島県ですさまじい抗૪を܁り
広げる๫力団と൴らを௥うܐ事とのバトルをඳいた「ݽ

࿛の血」等があり、ө画を観た方には背景にޖのொが
өっていることが確認できるでしょう。
　さて、昨年はまさしく「パンデミック」の 1 年であり
ました。本来の2020年は、Նに控えた東京オリンピック
で盛り上がり、高༲し、それを終えて少しずつ冷੩さを
取り戻していく、そんな 1 年になるのではと思っていま
した。しかし、中国で発生し国内に上཮した新型コロナ
ウイルスにより、世の中が急ܹな速さで変化することに
なりました。ࡂ害大国日本においては、ࡂ害が発生する
度に人と人が近くで協力し、支えあい、寄り添うことが
大事といわれてきましたが、今はまさに、その「近く」
ということが真ٯの意味を持ってしまいました。昨年の
流行語大৆にબばれた言葉は「 3 密」。「密ด・密集・密
接」をやめ、人との距離を適切に保つことが大事という、
新しい生活様式が定着しましたのは、何ともさみしい限
りです。
　サンキにおいても昨年 4 月の੓෎による緊急事態એ言
により、出ۈ数を൒減させる措置を取りました。当વ、
通常通りの業務は難しく、基本的に出庫と配ૹだけで手
一ഋな状況でした。さらにコロナ禍による影響で、マス
ク、消毒薬、医療材料の在庫もあっという間にひっഭし、
まさにてんてこ෣いの期間でした。قઅが進み、暖かく
なるにつれ、状況もॾ々改善はしてきたものの、全ての
業務が元通りにはࢸっていない状況が続いています。ݏ
なことばかりが目につき、ࣖにする昨今ですが、そんな
中でも個人的には良かったと思えることもありました。
オンラインによる研修、会議の実施です。例年ですと、
7 月、11月にはԷۈ務薬剤師会の研修会、10月に医療機
器販売業協会による継続的研修がありますが、これを自
支ళで受講できるようになったということです。日々の
業務をこなしつつ、研修にも参加できるというのは支ళ
の管理薬剤師としてありがたいものです。今回のパンデ
ミックが終わりを迎えたとしても、全ての事ฑを元に戻
すのではなく、進化する技術を取り入れた新しい仕事・
生活をしていきたいと思っています。
　本ߘを作成している 1 月現在。世界では新型コロナウ
イルスのワクチン接種が開始されています。パンデミッ
クの開始から 1 年足らずで開発されたワクチンには、効
果・副反応等の情報は圧౗的に不足しており、接種に᪳
᪯いを持つ方も少なくないでしょう。私自身もいざ自分
の順番だといわれても、接種するかどうか、೰むところ
でございます。しかし、明確な治療薬がない今、ワクチ
ンに期଴を寄せるのも仕方ないことと思います。
　新型コロナウイルスに翻࿔されたこの 1 年間でした
が、また人と人との距離を気にせずসっていられる世界
になっていてほしいと切に願います。
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　薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をまとめました。
　他支部や他団体、薬事情報センターの研修会については、準備の都合もありますので事前にお問い合わせください。
詳しくは研修会カレンダー（http://www.hiroyaku.or.jp/sche/schedule.cgi）をごཡください。

開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他　　　（参加費等）

ú 月øú日（土）øü�÷÷～øþ�÷÷　
広島県薬剤師会館 ù階　ふたばホール
ୈüû÷ճ薬ࣄ৘ใセンターఆྫݚम会
ø）৘ใఏڙ�・薬ࣄ৘ใセンターͩΑΓ：
　　薬ࣄ৘ใセンター�・ϊΠϩτϩϐンͱπーτϥϜʹ͍ͭͯ
日ຊଁࣜגث会社

ù）ಛผߨԋ：ʮਛػೳͱ͘͢ΓͷϚωδϝンτʯ
ਸ৓大学　薬学部ڭत　໳࿬大հઌੜ

	ެ社）
広島県薬剤師会
薬ࣄ৘ใセンター
÷ÿùôüýþôý÷üü

ø

˞౰日ड෇͸͋Γ·ͤΜɻʬ会
৔ࢀՃʭຢ͸ɺʬΦンϥΠン
ௌʭͷ͍ͣΕ͔Λબ୒͠ɺࢹ
͓ਃ͠ࠐΈԼ͍͞ɻ˞ਃํࠐ
๏ͷৄࡉ͸ɺ薬ࣄ৘ใセン
ター 8FCαΠτΛ͝ࢀর͘
͍ͩ͞ɻ
˞৽ܕίϩφ΢Πルεײછ঱
ͷײ�છಈ޲ʹΑΓɺԆظ・
த͢ࢭΔ৔߹͕͋Γ·͢ɻ

広島県の研修認定薬剤師申請状況
令和 2年12月末日現在 2ó835名（内更新2ó248名）

※純銀製
◎県薬事務局にて販売しています。
2,310ԁ（税込み）

広島県薬剤師会 会章広島県薬剤師会 会章
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㸰㸶

⌧ᅾ㛤Ⓨ୰の電子
ࡿに㛵す࣒ࢸࢫࢩ
ㄝ᫂です。
。6です&)3ࡣ⛠␎

はじめに
なぜ、電子化なのか
処理能力の向上
不正防止
迅速性
単位管理の確実性

電子化の契機につい
てです。この４つが
主要なものとして挙
げられます。

ༀݚࢣࡎमɾೝఆిࢠγεςϜʢP&$4ʣ
について͓஌Βͤ

˞日本薬剤師研修センター WeC サイτよりൈਮ
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ༀݚࢣࡎमɾೝఆిࢠγεςϜʢP&$4ʣ
について͓஌Βͤ

単位管理の確実性

ଢ଼ఊਭ൥३شঝの管理
كఇදపଢ଼ఊু໩ق

ڃ
ଢ଼ఊਭ൥३شঝの෺ଷ
ଢ଼ఊਭ൥੶ஈの不৥確化؞ങဆ

ྲྀᚓしࡓ༢఩ࡣ⮬
ᕫ⟶⌮すࡁ࡭もの
でࡾ࠶ࡣますがࠊ
の⣮ኻ➼が࣮ࣝࢩ
㉳こࡾᚓます。㜵
Ṇのࡵࡓの᪉⟇が
ᚲ要です。

不正防止
਴ਛ��ফگাのଢ଼ఊਭ൥३ش
ঝ不正ਲ਼େਾ੊
ਊએのೈ઼धखथ、ଢ଼ఊਭ൥ڀ
३شঝৢख୞ಀٔਭ൥঻੡໠

ଢ଼ఊ実઱ਃঢ়の଀૿পڀ

୙ࡓ඘ᐇしࡾࡼ
ṇ㜵Ṇᑐ⟇もᚲ
要です。

迅速性
現在は、郵送主体であり、時間を要している

（現在の方法）
申請書郵送→研修協議会→送付→

研修センター→審査→はがき通知
認定証作成→送付→研修協議会→送付ڀੳ৒঻

⌧ᅾࡣ᭩㢮にࡗࡼ
ていࠊࡵࡓࡿ㏦௜
のࡵࡓの᪥᫬がᚲ
要です。このᨵၿ
もᚲ要です。
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電子化の্ଉ

以下のହ৥は、3(&6のघसथ॑ිၨखथःॊॎऐदはँॉऽच
؛ऽञ、০৏૗ಌになॊऒधऋँॉऽघ؛॒

まࠊࡎ電子化の᪉㔪
ࡔࡓ。ㄝ᫂しますࢆ
しࠊ௒ᅇです࡭てࢆ
⥙⨶していࡅࢃࡿで
௒。ࢇࡏまࡾ࠶ࡣ
ᚋࠊ㡰ḟㄝ᫂してい
。ணᐃですࡃ

電子化の্ଉكڭق
ਠ૔のலੌाऋजのऽऽ電子化औ
ोॊॎऐदはなः

ঞ॔ॣش५のৌૢ
যুदの処理は૭能
३५ॸ঒दは൑୔

まࠊࡎ⌧ᅾの௙
のままࡑがࡳ⤌
電子化ࡉれࢃࡿ
ないことࡣでࡅ
に␃ពしてࡔࡃ
い。ಶูの஦ࡉ
᝟ࢆỮࡔࢇᑐᛂ
まࡾᅔ㞴になࡣ
す。

電子化の্ଉكڮق

電子化の੠はदऌॊटऐ३থউ
ঝな३५ॸ঒にघॊ૑ਏऋँॊ

ڃ
ऒोऽदの্ૄにয়࿄खणणु、
ৗखः্ૄधなॊधኇइथःञ
टऌञः

しࡓがࡗてࠊ௒ま
での᪉ᘧがࡑのま
ま電子化ࡉれࡿの
でࡣなࠊࡃ᪂しい
᪉ᘧになࡿとᤊ࠼
てࡉࡔࡃい。
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電子化の্ଉكگق
঩মఇදపଢ଼ఊ७থॱشऋઉம、
ਭહ؞処理؞ଛહ

ঘش२ੲਾの਍৸性確৳のञめ、
ঘش२,'6&)3قの॔ॡ७५ਥك
॑డ੎管理

඲⯡にறࡗてࠊ
◊ಟ࣮ࢱࣥࢭが
┤᥋ᑐᛂしま
す。
まࠊࡓこのࢫࢩ
ࡿ౑⏝すࢆ࣒ࢸ
᪉࣭ᅋయࠊࡣ
⌮⟶の',ࢨ࣮ࣘ
ᚲࡿཝ㔜にすࢆ
要がࡾ࠶ます。

電子化の্ଉكڰق
ଢ଼ఊਭ൥管理、ੳ৒ணடなनघसथのুਢऌ
は、ఇදపଢ଼ఊ؞ੳ৒電子३५ॸ঒6&)3ق�
॑ઞ৷घॊق঳৖にૌந৓なધછઞ৷ँॉك

ੳ৒ఇදప઒はజਟनउॉછએ
ੳ৒ఇදపढ़شॻुజਟनउॉ

㐣Ώⓗに୍
㒊に᭩㢮ࢆ
౑⏝すࡿこ
とがࡾ࠶ま
すがࠊす࡭
てࢆ電子ࢩ
⾜で࣒ࢸࢫ
ことにな࠺
ࡓ。ますࡾ
ㄆᐃࠊしࡔ
⸆๣ᖌドࡣ
᭩㠃です。

ࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉ

電子化の্ଉكڱق
電子化にൣः、

ଢ଼ఊਭ൥३شঝのఀ止
電子化ম༎௮ਰ৐にઐહऔोञଢ଼ఊਭ൥३شঝはੳ৒ணட

に৷ःॊऒधऋदऌॊ

ఇදపଢ଼ఊু໩のఀ止
ؙଢ଼ఊਭ൥३شঝは、ఇදపଢ଼ఊু໩ྼमଢ଼ఊੳ৒ఇදపଢ଼
ఊਭ൥३شঝତ৶਀にቦહखथઞ৷

電子化ᚋࠊࡣ◊ಟ
ཷㅮࡸ࣮ࣝࢩ◊ಟ
ᡭᖒࡣᗫṆになࡾ
ます。
◊ಟᡭᖒࠊࡣ௧࿴
㸱ᖺ㸰᭶ᮎ⏦㎸ࡳ
ศまでで㈍኎ࢆ⤊
஢します。
◊ಟㄆᐃ⸆๣ᖌ◊
ಟཷㅮᩚ࣮ࣝࢩ⌮
ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡣ⾲
にᥖ㍕していま
す。
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電子化の্ଉكڲق
ਠ૔੍ର३५ॸ঒にఃஈखथःॊఇදపु੝めथ
3(&6ఃஈऋ૑ਏ
3(&6はৗञな३५ॸ঒दँॊऒधかै、੝めथ
ঘش२,'॑ઐહ
ਠ૔のఃஈॹشॱは੦ম৓に3(&6に୎ষखなः
كੳ৒૾யは୎ষघॊق
ଢ଼ఊ実઱ਃঢ়ु、ఇදపध৊஘に、੝めथఃஈ

ك२,'ऋઐહऔोॊشৗञなঘقऋ૑ਏكணடق

◊ಟཷࢆㅮ
し࠺ࡼとす
ての࡭すࡿ
⸆๣ᖌがࠊ
まࡎᚲ要な
ことࠊࡣ�
3(&6Ⓩ㘓で
す。
◊ಟᐇ᪋機
㛵もⓏ㘓⏦
ㄳがᚲ要で
す。
⌧ᅾࠊ◊ಟ
に࣮ࢱࣥࢭ
ఱら࠿の᝟
ሗࢆⓏ㘓し
ていࡿ⸆๣
ᖌ࣭ᅋయも
す࡭て᪂ࡓ
にⓏ㘓がᚲ
要です。

電子化の্ଉكڳق
3(&6ఃஈखञఇදపの電子化৏のਭ൥૾யは、
মযऋ3(&6द確ੳ૭能

ঘش२,'धঃ५ডشॻにेॉ3(&6に॔ॡ७५

ૐ়ଢ଼ఊਭ൥৾؞୒ૐভলఆに૑ਏな45॥ش
ॻは3(&6に॔ॡ७५खथোু

◊ಟࡼࡅཷࢆ
๣⸆ࡿとす࠺
ᖌࠊࡣまࡎ
3(&6Ⓩ㘓がᚲ
要です。この
Ⓩ㘓࠼⾜ࢆ
',ࢨ࣮ࣘࠊࡤ
とࢻ࣮࣡ࢫࣃ
に6&)3ࡾࡼに
してࢫࢭࢡ࢔
◊ಟ఍➼のཷ
ㅮにᚲ要な45
ධᡭࢆࢻ࣮ࢥ
すࡿことがで
にな࠺ࡼࡿࡁ
。ますࡾ

3(&6㸸3KDUPDFLVW�(GXFDWLRQ�&HUWLILFDWH�6\VWHP
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ઞ৷૭能なঈছक़२
0LFURVRIW (GJH

*RRJOH�&KURPH

6DIDUL

౑⏝ྍ⬟
な࢘ࣛࣈ
。ですࢨ
このいࡎ
れࢆ࠿౑
⏝してࡃ
。いࡉࡔ

ੳ৒ৌ଴धなॊଢ଼ఊ؝ڭ

జਟのڱரథڳڀரథ
૚ଢ଼ఊの৒ଝの৥確化
単位હଖ੦૆のତ理؞৥確化

ಟに◊ࡣࡵึ
ついてです。
◊ಟ༢఩௜୚
のᑐ㇟となࡿ
◊ಟᩚࢆ⌮し
ᇶ‽᫂ࢆ☜に
します。

ଢ଼ఊのரథිكڭقෳऐमਠষभुभ

ૐ়ଢ଼ఊ؝ڭ
ૐ়ଢ଼ఊٔৰಆଢ଼ఊ
ৢਦ൥ౠଢ଼ఊमఀૃ

ૐ়ଢ଼ఊऊैী௞

ॖথॱشॿॵॺଢ଼ఊقૐ়ଢ଼ఊك

ૐ়ଢ଼ఊऊैী௞

ૐ়ଢ଼ఊٔৰಆଢ଼ఊ
ৢਦ൥ౠଢ଼ఊ

ૐ়ଢ଼ఊ

ૐ়ଢ଼ఊ

ॖথॱشॿॵॺଢ଼ఊقૐ়ଢ଼ఊك

୒ૐভ৾؝ڮ

ك॥থॸথॶ஑قक़ग़ঈਹ৷ଢ଼ఊ؝گ
॑ତ理

كৎଦਦ஑໌قक़ग़ঈਹ৷ଢ଼ఊ؝ڰ

◊ಟの✀㢮
㸵つになࡣ
ます。ᐇࡾ
⩦◊ಟࡣ㞟
ྜ◊ಟと⤫
ྜしてᨵࡵ
て㞟ྜ◊ಟ
とします。
Ꮫ⾡㞟఍
㸦Ꮫ఍のᖺ
఍な࡝㸧ࡣ
㞟ྜ◊ಟ࠿
らศ㞳しま
す。࢚࢘ࣈ
ࡓ฼⏝しࢆ
◊ಟも㞟ྜ
◊ಟ࠿らศ
㞳しࣥࢥࠊ
ᆺとࢶࣥࢸ
༶᫬㓄ಙᆺ
にᩚ⌮しま
す。
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ଢ଼ఊのரథිكڮقෳऐमਠষभुभ

ঽഞଢ଼ఊ؝ڱ
ঽഞଢ଼ఊ ॢঝشউଢ଼ఊ

৅਀঻قৗਝٔكଢ଼ఊভ൥ప

ঽഞଢ଼ఊ ॢঝشউଢ଼ఊঽഞଢ଼ఊ ॢঝشউଢ଼ఊ

ଢ଼ఊভ൥ప

ٔ
୒ૐভಉ৅਀৾؝ڲ

৾୒ૐভಉق෇೧੐৒كにउऐॊ৅਀঻قৗਝك
୒හ๟૛ધൕൗ৾؝ڳ

ൿ୍෋ൿ঻धखथ੐৒৾୒හ๟に૛ધൕൗقৗਝك

この㸱つࡣ⸆
๣ᖌ⮬らが⏦
ㄳすࡿもので
す。⮬ᕫ◊ಟ
にࣉ࣮ࣝࢢࡣ
◊ಟࢆ⤫ྜし
ます。Ꮫ⾡㞟
఍➼Ⓨ⾲とᏛ
⾡㞧ㄅㄽᩥᥖ
㍕ࡣ㸪᪂ࡓに
タࡿࡅもので
す。

ଢ଼ఊのਭ൥管理্১
ఇදప ଢ଼ఊ実઱ਃঢ়

ૐ়ଢ଼ఊ؝ڭ ৫઩ৎ؞ીവৎに45
॥شॻླྀഀقखथ੅
૞॑كഭ਄ॉਃにかक
घ

⋇ഭ਄ॉ৷=,3ই॓ॖঝ
॑ॲक़থটشॻق૆૟ك
⋈ഭ਄ॉીവ৏、ॹشॱ
॑3(&6に॔ॵউটشॻ

୒ૐভ৾؝ڮ

क़ग़ঈਹ৷ଢ଼ఊ؝گ
ك॥থॸথॶ஑ق

ଢ଼ఊ実઱ਃঢ়の৒めॊ
্১द、ਭ൥घॊ

⋇ਭ൥৫઩؞ીവৎ॑電
子৓に੶ஈق੶ஈは঳৒
਋৑৳ோك
⋈੶ஈに੦तःथਭ൥঻
੡໠॑੿ਛ
⋉3(&6に॔ॵউটشॻ

क़ग़ঈਹ৷ଢ଼ఊ؝ڰ
كৎଦਦ஑໌ق

ঽഞଢ଼ఊ؝ڱ ৒めैोञ্১にेॉ、
3(&6॑৷ःथఇදప଻
যऋଢ଼ఊ७থॱشにண
ட�ڭணடڭ単位ك

୒ૐভಉ৅਀৾؝ڲ
୒හ๟૛ધൕൗ৾؝ڳ

◊ಟࡈと
にཷㅮの
⟶⌮᪉ἲ
ࡵまとࢆ
ものでࡓ
す。㞟ྜ
◊ಟとᏛ
⾡㞟఍
ಶேࠊࡣ
ಶேがᣢ
つ45࣮ࢥ
機ჾࢆࢻ
でㄞྲྀࡳ
ことでࡿ
⟶⌮しま
す。

జਟの্১॑౷๷ख、਌ಈ঻の৒めॊ൳ૐ্১
にेॉண੢ा
⋇ଢ଼ఊ७থॱش਌ಈ
3(&6にेॉண੢ा

⋈ଢ଼ఊ実઱ਃঢ়਌ಈقૐ়ଢ଼ఊ、৾୒ૐভ、क़
ग़ঈਹ৷ଢ଼ఊق॥থॸথॶ஑໌؞ৎଦਦ஑كك
जのଢ଼ఊ実઱ਃঢ়の൳ૐ্১にेॊ

◊ಟ఍➼のཷ
ㅮ⏦㎸ࡳの᪉
ἲࡣᚑ᮶࠾࡝
。ですࡾ
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ఇදపঢ়৴হඨ؝ڮ
3(&6ఃஈڀঘش२,'ઐહ

ك଻যदడ੎に管理ق

ૐ়ଢ଼ఊಉのਭ൥ৎにઞ৷घॊ45
॥شॻのહଖधઞ৷

ੳ৒ணட

⥆いて⸆๣ᖌに㛵
すࡿ஦㡯です。
⸆๣ᖌࠊࡣまࡎ
3(&6Ⓩ㘓がᚲ要な
ことࡣすでにグし
ましࡓ。このⓏ㘓
ࡗࡼことにࡿすࢆ
てࠊ◊ಟ఍➼のཷ
ㅮࡸㄆᐃ⏦ㄳがが
で࠺ࡼࡿࡁになࡾ
ます。Ⓩ㘓ࢆしな
これらのࠊࡤれࡅ
ことがでࡁまࡏ
。ࢇ

3(&6ఃஈكڭق
ଢ଼ఊভಉのਭ൥৐に૑೼
6ఃஈखなऐोय、ଢ଼ఊਭ&)3ڀ
൥単位のઐહ॑ਭऐैोなः

૑ਏਈ଩଒の଻যੲਾ॑ఃஈ

3(&6のⓏ㘓につ
いてです。Ⓩ㘓
しなࡅれࠊࡤ◊
ಟཷㅮ༢఩が஺
௜ࡉれまࢇࡏ。

3(&6ఃஈكڮق
ఇදప଻যのੲਾはఇදప੡໠ఃஈ୞ಀद管理
3(&6ఃஈにਊञढथは୞ಀのેীな確ੳऋ૑ਏ

3(&6に॔ॡ७५घॊञめのঘش२,'のઐહ
كॻは3(&6ఃஈৎにো力شঃ५ডق

ঃ५ডشॻृఃஈखञ଻যੲਾの૗ಌは、3(&6に
মযऋ॔ॡ७५खथষअ

ಶே⟶⌮ࡣ⸆
๣ᖌྡ⡙Ⓩ㘓
␒ྕで⾜いま
すのでࠊⓏ㘓
⏦ㄳ᫬にࡣㄗ
࠺ࡼのないࡾ
にしてࡉࡔࡃ
い。

Ⓩ㘓᏶஢ᚋࠊ
஺ࢆ',ࢨ࣮ࣘ
௜します。
ಶே᝟ሗのኚ
᭦ࡣᮏேが
3(&6にࢭࢡ࢔
して⾜いまࢫ
す。
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3(&6ఃஈの্১كڭق
ఃஈண੢
ওشঝ॔ॻঞ५のো力ڀଛਦ

઺એはॖওش४दघ؛実੠धは౮なॉऽघ؛

3(&6のⓏ㘓᪉ἲで
す。まࠊࡎ⮬ศの
ࢆࢫࣞࢻ࢔࣮࣓ࣝ
㏦ಙします。

3(&6ఃஈの্১كڮق
ଛैोथऌञওش
ঝরの85/॑৫ऌ、
3(&6ਹ৷ૠ৺に৊
ਔ৏、଻যੲਾ॑
ো力घॊ85ق/の
ઞ৷には਋଒ऋँ
ॊ؛ك৔ઍ確ੳ৏、
ఃஈ঎ॱথ॑౒घ
धఃஈऔोॊ؛

઺એはॖওش४दघ؛実੠धは౮なॉऽघ؛઺એはॖওش४दघ؛実੠धは౮なॉऽघ؛

㏦られて࣮࣓ࡓࡁ
ࣝにグ㍕ࡉれてい
ಶࠊࡁ㛤ࢆ/85ࡿ
ே᝟ሗࢆධຊしま
す。࣮ࣘࡣ',ࢨ◊
ಟ࠿࣮ࢱࣥࢭら஺
௜ࡉれますがࣃࠊ
ศで⮬ࡣࢻ࣮࣡ࢫ
Ỵࡵてධຊしま
す。

3(&6ఃஈの্১كگق
ఃஈऋষॎोॊध、઺એはઃのेअな
਀ંधなॉ、ఃஈ౥വওشঝऋଛਦऔ
ोॊقऒのওشঝにঘش२,'ऋ੶ൗऔ
ोथःॊ؛ك

઺એはॖওش४दघ؛実੠धは౮なॉऽघ؛

Ⓩ㘓᏶஢ᚋࠊ
࣓࣮ࣝが㏦ಙ
。れますࡉ
がグ',ࢨ࣮ࣘ
㍕ࡉれていࡿ
ので࣓ࣔࠊཪ
༳ๅしてಖࡣ
⟶します。
ࠊࡣ',ࢨ࣮ࣘ
この࣓࣮ࣝで
し࠿▱らࡉれ
ないのでࠊὀ
ពすࡿᚲ要が
。ますࡾ࠶
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ૐ়ଢ଼ఊಉਭ൥
45॥شॻ؟

ଢ଼ఊভಉقૐ়ଢ଼ఊ఺ल৾୒ૐ
ভكのਭ൥に૑೼

3(&6ఃஈ঻ڭقणのঘش२,'ك
ओधに45॥شॻ॑હଖ

3(&6Ⓩ㘓しࡓ⸆
๣ᖌが㞟ྜ◊ಟ
とᏛ⾡㞟఍ཷࢆ
ㅮすࡿとࡁの᪉
ἲです。
がᚲ㡲ࢻ࣮ࢥ45
で6&)3ࠊⓏ㘓⪅
とに�つ௜୚ࡈ
。れますࡉ

45॥شॻ
3(&6ఃஈखञఇදపは、ঘش२,'఺लঃ५
ডشॻにेढथ3(&6に॔ॡ७५ख、
45॥شॻ॑਄ॉলघق౛એにഀླྀखथઞ৷ك

45॥شॻは
พಀ化

઺એはॖওش४दघ؛実੠धは౮なॉऽघ؛

6&)3ࠊࡣࢻ࣮ࢥ45
にࢫࢭࢡ࢔してࠊ
ᮏேがྲྀࡾฟしࠊ
⣬に༳ๅして౑い
ます。

45॥شॻのઞ৷
ଢ଼ఊভಉのਭહৎधીവৎに、ഀླྀखञ45
॥شॻ॑ഭ਄ಎ઼に઀ંख、ഭा਄ैचॊ
كૐ়ଢ଼ఊ、৾୒ૐভق

ਭ൥੶ஈは電子ॹشॱधखथ
3(&6द管理

のഭ਄ॉكਭ൥ਭહৎधਭ൥ીവ৏ق৚ڮ
ऋなऐोय、ਭ൥खञऒधになैなः؛
كਭહৎधીവ৏ਰਗのഭ਄ॉु૮஍ق

༳ๅし࣮ࢥ45ࡓ
つᐃのㄞࠊࡣࢻ
ྲྀ⿦⨨に࿊♧し
てㄞྲྀらࡏま
す。ཷㅮཷ௜᫬
とཷㅮ⤊஢ᚋの
㸰ᅇのㄞྲྀࡾが
ᚲ要です。㸯ᅇ
でཷࡣㅮしࡓこ
とになࡾまࡏ
㏵୰ࠊࡓま。ࢇ
でのㄞྲྀࡾもཷ
ㅮしࡓことにな
。ࢇࡏまࡾ
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઺એはॖওش४दघ؛実੠धは౮なॉऽघ؛

ഭ਄ಎ઼にமਢखञঃش९ॼঝ॥থআগشॱの઺એقਭ൥ਭહৎك
ཷㅮཷ௜᫬のࣃ
の⏬㠃でࣥࢥࢯ
す。ㄞྲྀ⿦⨨ࡣ
⥆に᥋ࣥࢥࢯࣃ
して౑⏝しま
す。

ഭ਄ಎ઼にமਢखञঃش९ॼঝ॥থআগشॱの઺એقਭ൥ીവ৏ك
஢ᚋの⤊ࡃࡌྠ
⏬㠃です。

正ଞഭ਄ॉのৃ়の਀ં ㄞྲྀࡾがṇᖖに
ሙྜのࡓれࢃ⾜
⏬㠃です。
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ഭ਄ॉऋदऌなかढञৃ়の਀ં
ㄞྲྀられなࡗ࠿
このࠊࡣሙྜࡓ
な⏬㠃にな࠺ࡼ
ます。このሙࡾ
ಟ఍の◊ࠊࡣྜ
ᢸᙜ⪅のᣦ♧に
ᚑࡗてࡉࡔࡃ
い。

ੳ৒ணட
ㄆᐃ⏦ㄳࢆすࡿ
ሙྜ6&)3ࠊࡣ⏬
㠃ୖに⾲♧ࡉれ
ಟཷㅮグ㘓◊ࡿ
ࡁ⥆もとにᡭࢆ
します。これま
でに஺௜ࡉれࡓ
◊ಟཷㅮ࣮ࣝࢩ
ሙྜࡿ౑⏝すࢆ
の༢఩ᩘࡑࠊࡣ
ಟ◊ࠊධຊしࢆ
ᡭᖒูࢆ㏵㏦௜
します。ᑂᰝ⤖
ᯝ࣮࣓ࣝࡣで㏻
ࡉㄆᐃࠊれࡉ▱
れれࡤㄆᐃ⸆๣
ᖌドが㏦௜ࡉれ
ます。

ㄆᐃ⏦ㄳの㝿ࠊࡣ
ㄆᐃの✀㢮ࢆ㑅ࡧ
ます。
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◊ಟཷㅮグ㘓です。
ୖ㒊にࠊࡣ電子ⓗに
グ㘓ࡉれࡓものが⾲
れます。୰ኸ㒊ࡉ♧
にࠊࡣ◊ಟᡭᖒに㈞
௜しࡓ◊ಟཷㅮ࣮ࢩ
ࣝの༢఩ᩘࢆධຊす
ます。ィࡾ࠶ḍがࡿ
ࠊᢲすとࢆࣥࢱ࣎⟭
༢఩の㞟ィ⤖ᯝが⾲
ࡓ‶ࢆ௳᮲ࠊれࡉ♧
していれࡤ⏦ㄳでࡁ
。ますࡾことになࡿ

ৄしくは日本薬剤師研修センターの WeC サイτにて͝確認ください。
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ʠ新しくʡ、ʠ正しいʡ医薬品等情報のೖखとఏڙ（第 Ā 回）

ʙຫੑ৺ෆશɹ৽ن薬෺ྍ๏΁ͷظ଴ʙ

薬事情報センター長
水島　美代子

　心ෆ全は加ྸに൐いጶ患཰が上ঢするため、ྸߴ化
ࣾ会の日本においてはጶ患者は100ສ人を௒え、増加し
ଓけると予想されている 1 ）。心ෆ全のѱ化τリΨーとし
て、෩अなどの感染症の場合もあり、現在の新型コロ
ナウイルス感染症流行下では、注意がඞ要である。ຫ性
期の心ෆ全患者に対しては、॥ث؀಺科の医師が病院
で࣏療するだけでなく、在宅もؚめଟ職種でのフΥロー
が重要な時୅となり、急性・ຫ性心ෆ全診療Ψイドラ
イン2 ）等に基ͮいた࣏療が行われている。更に、この 1 、
2 年で新規࣏療薬が発ചされ、新たなຫ性心ෆ全࣏療
に期଴がߴまっているので、֓આする。

˙৺ෆશɿఆٛɺػࣨࠨೳɺਐలεςʔδ
　心ෆ全は、「なんらかの心ଁ機能ো֐、すなわち、心
ଁに࣭ثతおよͼʗあるいは機能తҟ常が生͡て心ϙン
ϓ機能の୅ঈ機సがഁ୼した݁Ռ、ݺ吸ࠔ೉・݇ଵ感
やුजが出現し、それに൐い運動଱༰能が௿下するྟ
চ症ީ܈」と定ٛされている 2 ）。つまり、心ෆ全は、心
出するという心ଁのۦ಺に血液をॆຬさせ、それをߢ
ओ機能になんらかのো֐が生͡た݁Ռ出現する。例えば、
心࠹ߎےによる心ےই֐や֦ு型心ے症による心ං大
等により、心ଁからਖ਼常に血液が全਎に送りだせない
等、様々な要ҼによりҾきىこされる（表 1 ）2 ）。中で
も、ࠨ室機能ো֐のؔ༩もଟく、ࠨ室機能を表すࠨ室
出཰（-7EF� -eGU 7enUSiDVlBS EKeDUion FSBDUion）ۦ
は、心ෆ全を見ۃめる重要なファクターである（表 2 ）2 ）。
加えて、進లステーδ "、B、C、D（ਤ 1 ）により診
அ方๏や࣏療方๏等がҟなる 2 ）。従って、薬剤のબ୒に
おいて、ࠨ室機能や進లステーδ等を確認することが
重要である。

表 1 　 ৺ෆશのݪҼ࣬ੑٸ」ױ・ຫੑ৺ෆશ਍ྍΨイド
ϥイン2017年վగ൛」2 ）よりվม

৺ےͷҟৗにΑΔ৺ෆશ
血性ڏ
心࣬患

、血性心筋症、スタニング、ハイバネーションڏ
微小॥環障害

心筋症
（ 遺伝子異常

を含む）

ං大型心筋症、拡ு型心筋症、߆ଋ型心筋症、
不整຺原性ӈ室心筋症、៛密化障害、
たこつぼ心筋症

心毒性物質
など

・習慣性物質：アルコール、コカイン、
　アンフェタミン、アナボリックステロイド
・重金属： ಔ、మ、Ԗ、コバルト、水ۜ
・薬剤：抗؞剤（アントラサイクリンなど）、
　໔ Ӹ 抑 制 薬、抗 う つ 薬、抗 不 整 ຺ 薬、

NSAIDs、麻ਲ薬
・์射線障害

感染性 ・心筋炎：ウイルス性・細菌性・リケッチア
感染など、シャーガス病など

໔Ӹ࣬患 関અリウマチ、全身性エリテマトーデス、
多発性筋炎、ࠞ合性結合組織病など

೛৷ ・周産期心筋症：産᧘心筋症を含む
浸潤性࣬患 サルコイドーシス、アミロイドーシス、

ヘモクロマトーシス、ѱ性जᙾ浸潤
内分ൻ࣬患 、色細胞ज׊、状થ機能ဏ進症、クッシング病ߕ

副ਛ不全、成長ϗルモン分ൻ異常など
代謝性࣬患 糖尿病
先天性߬素
異常

ファブリー病、ポンペ病、ハーラー症候܈、
ハンター症候܈

筋࣬患 筋ジストロフィ、ラミノパチー
ಈଶͷҟৗにΑΔ৺ෆશߦ݂

高血圧
หບ症、
心ଁの構଄
異常

・先天性：先天性หບ症、心房中ִ欠ଛ、
　心室中ִ欠ଛ、その他の先天性心࣬患
・後天性：大動຺ห・ૐ๧ห࣬患など

心外ບ
などの異常

収ॖ性心外ບ炎、心タンポナーデ

心内ບの
異常

好酸ٿ性心内ບ࣬患、心内ບ஄性線維症

高心ഥ出
心不全

重症ශ血、ߕ状થ機能ဏ進症、パジェット病、
動੩຺シャント、೛৷、٭気心

体液量増加 ਛ不全、༌液量過多
ෆ੔຺にΑΔ৺ෆશ

・頻຺性
・ঃ຺性

心房細動、心房頻ഥ、心室頻ഥなど
ಎ不全症候܈、房室ブロックなど

薬事情報センター8eC
サイトは、スϚートϑΥン
でもӾཡՄೳです。
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定義 LVEF 説明
LVEF の低下した
心不全

HFrEF( ヘフレフ )：heart failure 
with reduced ejection fraction

40％ະ満 収ॖ不全が主体
現在の多くの研究では標準的心不全治療下での
LVEF 低下例が HFrEF として組み入れられている

LVEF の保たれた
心不全

HFpEF( ヘフペフ）：heart failure 
with preserved ejection fraction

50％以上 拡ு不全が主体
診断は心不全と同様の症状をきたす他࣬患の除外が
必要である
有効な治療が十分には確立されていない

LVEF が軽度低下した
心不全

HFmrEF：heart failure with 
midrange ejection fraction

40％以上
50% ະ満

境界型心不全
臨床的特徴や予後は研究が不十分であり、治療બ୒
は個々の病態に応じて判断する

LVEF が改善した
心不全

H F p E F  i m p r o v e d ： h e a r t 
failure with preserved ejection 
fraction, improved
または
HFrecEF：heart failure with 
recovered EF

40% 以上 LVEF が40% ະ満であった患者が治療経過で改善し
た患者܈
HFrEF とは予後が異なる可能性が示ࠦされているが、
さらなる研究が必要である

表 2 　LVEF による৺ෆશの෼ྨ「ੑٸ・ຫੑ৺ෆશ਍ྍΨイドϥイン2017年վగ൛」2 ）よりվม

ਤ 1 　৺ෆશとそのリスクのਐలスςーδ「ੑٸ・ຫੑ৺ෆશ਍ྍΨイドϥイン2017年վగ൛」2 ）

ਤ 2 　৺ෆશ࣏ྍのアルΰリζϜ「ੑٸ・ຫੑ৺ෆશ਍ྍΨイドϥイン2017年վగ൛」2 ） 
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˙ຫੑ৺ෆશɿ新ͨͳ࣏ྍༀ
　心不全の治療目標は、ステージを進行させないことである（ਤ 2 ）。ステージ A、B は心不全ではないため、ة険
因子のコントロールや器質的心࣬患の発症ʗ進ల予防、及び心不全の発症予防を治療目標とする。ステージ C、D は、
症候性心不全であり、それぞれのステージ毎に治療内容が異なっている（ਤ 2 ）2 ）。
　今回取り上げる新規治療薬は、いずれも LVEF が低下したຫ性心不全 HFrEF（ヘフレフ）を対象としたエビデン
スが示され、日本において承認され、臨床応用が始まっている。

ʢ 1ʣ�H$/チϟωϧःஅༀ（HCN: Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated 過分極活性化環状
ψクレオチド依存性）

薬剤名：イバブラジン塩酸塩ৣ（コラランৣ　小໺薬品޻業（株）2019年11月販売開始）
作用機ং： 心ଁで自動能形成（ペースメーカー）を࢘るಎ結અに関与する HCN チャネルを્害することで、心ഥ数

を減少させる。

ˑ͕͜͜新͠いˑɹ৺ഥ਺Λݮগͤ͞Δ͜ͱͰɺ৺݂ࢮܥ؅ຢ͸৺ෆશѱԽೖӃΛ༗ҙにݮগͤͨ͞ʢ4H*'5ݧࢼʣýʣ

　ຫ性心不全治療では従来より、Ќः断薬等で心ഥ数を減少させ、心ଁへのෛ担を軽減する心不全治療が行われてい
る。本剤は、Ќः断薬とは異なる機ংで、交感ਆ経を介さず心ഥ数のみを減少させることで、心ෛՙを軽減し、心不
全に有効。Ќः断薬で心ഥ数が減少しない患者やЌः断薬の不଱容の患者（気管支ᄶଉ、低血圧を発症）等への応用
も期଴されている 3 ） 4 ）また、ಎ結અを介した作用のため、Ќः断薬とは異なり、ӄ性変力作用がなく、心収ॖ力を
低下させずに心ഥ数を減少させ心抑制を起こしにくいメリットも期଴される 5 ）。

ʢ 2ʣ�"3/*��"OHJPUFOTJO�3FDFQUPS�/FQSJMZTJO�*OIJCJUPSʢ͋ʔにʔɿΞンδΦςンγンड༰ମω
ϓϦϥΠγン્֐ༀʣ

薬剤名： サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物ৣ（エンレストৣ　ノバルティスファーマ（株）2020年 8 月販売開始）

ˑ͕͜͜新͠いˑɹ/&P ͱ "5 1 ͷ྆ํΛ્͢֐Δ͜ͱͰɺ"$& �ຢ͸৺ෆશにΑΔࢮにൺ͠༗ҙに৺݂؅ࡎ֐્
ॳճೖӃΛݮগͤͨ͞ʢP"3"%*(.�H' ÿʣʣ

　本剤は、ネプリライシン（NEP）及びアンジオテンシンᶘタイプ 1 （AT 1 ）受容体を્害することで、心保護作
用をもたらす。NEP は、ナトリウム利尿ペプチド（ANP、BNP 等）等をはじめとするペプチドを分解する߬素で
ある。この NEP ્害により、ANP 等を上昇させ心保護作用を発揮する。NEP は、アンジオテンシンᶘも分解する
ことから、NEP のみを્害すると RA 系がဏ進するため、ARB を同時投与することで RA 系ဏ進も抑え、心不全へ
の効果を発揮する 4 ） 7 ）。HFrEF の標準治療薬である ACE ્害薬のエナラプリルを対象とした PARADIGM-HF 試
験において、有意差をもって心血管イベント抑制効果を示した 8 ）。

試験名 対象 主要評価項目の結果

SHIFT 6 ）

n�6ó505
LVEF ʽ35％、N:HA ᶘ d ᶚ
安੩時心ഥ数ʾ70回ʗ分

評価項目：心血管系死ຢは心不全ѱ化入院
結　　果：実薬24܈õ5%vs. プラセボ28܈õ7%
　　　　　HR：0õ82（0õ75d0õ90）p�0õ0001

コラランৣ【安全性検討事項】～医薬品リスク管理計画（RMP）よりൈਮ

【重要な特定されたリスク】 【重要な潜在的リスク】 【重要な不足情報】

ঃ຺
ޫ視症及び霧視
房室ブロック
心房細動
心電ਤ QT 間ִ延長

上室性頻຺性不整຺（心房細動を除く）
心室性不整຺

該当なし

https://www.pmda.go.jp/RMP/www/180188/9177e803ô1957ô499b-a11c-0fd4f67dfe5e/180188@21900B5F1028@003RMP.pdf
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ਤ 3 　サクϏトリルバルサルタンによる NP ܥ及び RAAS のௐઅߏػ　ΤンϨストৣ � インタϏϡーϑΥーϜ 7 


ʢ úʣ4(-5 2 ࡎ֐્
薬剤名：�ダパグリフロジンプロピレングリコール錠（フォシーガ錠　アストラゼネカ（株）小野薬品工業（株）

　　　　2020年11月効能追加）

ˑ͕͜͜新͠いˑɹ4(-5 2 ຢ͸৺ෆશにΑΔೖࢮܥͷ৺݂؅ऀױɺ౶೘පͷ༗ແにؔΘΒͣɺຫੑ৺ෆશ͕ࡎ֐્
Ӄຢ͸ٸۓड਍Λ༗ҙにݮগͤͨ͞ʢ%"P"�H'11ʣʣ

　2015年の欧州糖尿病学会において、EMPA-REG　OUTCOME 試験の結果、SGLT 2 阻害剤が糖尿病患者に対して心

血管イベント抑制が発表され、心不全治療のトピックスとして大きなインパクトとなった9 ）。CANVAS 試験におい

ても糖尿病患者で同様の結果となった10）。一方、DAPA-HF 試験（日本人含む）では、糖尿病の有無にかかわらず、

HFrEF に対し、心血管イベントの抑制を示し11）、日本において、ダパグリフロジンが2020年11月に慢性心不全の適応

追加となった。尚、使用にあたっては、日本糖尿病学会からの SGLT 2 阻害剤へのリコメンデーション（2020年12月

25日改訂）12）の再確認が必要である。

試験名 対象 主要評価項目の結果

PARADIGM-HF 8 ）

n�8ó442
LVEF ʽ35％、N:HA ᶘ d ᶚ 評価項目：心血管死ຢは心不全による初回入院

結　　果：実薬21܈õ83%vs. エナラプリル26܈õ52％
　　　　　HR：0õ80（0õ73d0õ87）p�0õ0001

エンレストৣ【安全性検討事項】～医薬品リスク管理計画（RMP）よりൈਮ

【重要な特定されたリスク】 【重要な潜在的リスク】 【重要な不足情報】

低血圧
ਛ機能障害ʗਛ不全
高カリウム血症
血管ුज
肝炎
ショックʗ失ਆʗ意識
消失

無ᰒཻٿ症ʗ白血ٿ減少ʗ血小൘減少
間質性ഏ炎
低血糖
横໲筋༥解症
中毒性表皮յ死༥解症ʗ皮膚೪ບ؟症
候܈ʗ多形ߚൗ
天᙮ᚃʗ類天᙮ᚃ

୤水 なし

https://www.pmda.go.jp/RMP/www/300242/a7f3f316ô151d-4022-b40c-74f937e11c1a/300242@2190041F1027@001RMP.pdf
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上記、 3 剤については、新規のアプローチによる心不全治療となるため、RMP（医薬品リスク管理計画）で注意喚

起されているリスクを確認し、薬剤師として、丁寧な安全性監視が重要である。

ͷֶͼޙࠓ˙
　日頃、薬局や在宅で関わっている心不全患者さんの病態を今一度学び、患者さん、ご家族、そして多職種連携の要

となることで、患者さんが納得して治療を続けられるよう説明できるようになればと存じます。今回寄稿するにあた

り参考にさせていただいた「急性・慢性心不全診療ガイドライン2017年改訂版」2 ）は、非常にわかりやすいガイドラ

インですので、ご一読いただけると幸いです。

　各種ガイドラインは、Minds ガイドラインライブラリ（日本医療機能評価機構）で、確認できます。

薬事情報センター Web サイト＞お役立ちリンク集＞医療関連サイト　にリンクを表示しておりますので、ご活用く

ださい。

参考資料 （Web サイトは、2021õ2õ1 確認）
1 ）�Impending�epidemic:�future�projection�of�heart�failure�in�Japan�to�the�year�2055.�Circ�J�2008;�72:�489ô491

2 ）�急性・慢性心不全診療ガイドライン2017年改訂版

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/JCS2017_tsutsui_h.pdf

3 ）�心不全×薬×使いわけ　日本医事新報（5040）,�18ô27,�2020ô11ô28
4 ）�新しい切り札が続々登場　難敵「心不全」に立ち向かう　日経メディカル2020（630）,�44ô55ó2020ô 5

5 ）�コララン錠　審議結果報告書

https://www.pmda.go.jp/drugs/2019/P20191010001/180188000_30100AMX00253_A100_1.pdf.pdf

6 ）��Ivabradine�and�outcomes�in�chronic�heart�failure�（SHIFT）:�a�randomised�placebo-controlled�study.�Lancet.�2010;�

376（9744）:�875ô85
7 ）�エンレスト錠　インタビューフォーム（2020年 8 月改訂　第 2 版）

8 ）�Angiotensin-neprilysin�inhibition�versus�enalapril�in�heart�failure.�N�Eng�J�Med.�2014;�371（11）:�993ô1004
9 ）�Empagliflozin,�cardiovascular�outcomes,�and�mortality�in�type� 2 �diabetes.�N�Engl�J�Med.�2015;�373:�2117ô28
10）�Canagliflozin�and�cardiovascular�and�renal�events�in�type� 2 �diabetes.�N�Engl�J�Med.�2017;�377:�644ô57
11）�Dapagliflozin�in�Patients�with�Heart�Failure�and�Reduced�Ejection�Fraction.�N�Engl�J�Med.�2019;�381:�1995ô2008

12）�SGLT 2 阻害薬の適正使用に関する�Recommendation（2020年12月25日改訂）（日本糖尿病学会）

http://www.jds.or.jp/modules/important/index.php?content_id=48

各製品添付文書、インタビューフォーム、RMP

試験名 対象 主要評価項目の結果

DAPA-HF11）

n�4ó744
LVEF ʽ40％、N:HA ᶘ d ᶚ 評価項目：心血管系死ຢは心不全による入院ຢは緊急受診

結　　果：実薬11܈õ6%vs. プラセボ15܈õ6％ 
　　　　　HR：0õ74（0õ65d0õ85）p�0õ0001

フォシーガৣ【安全性検討事項】～医薬品リスク管理計画（RMP）よりൈਮ

【重要な特定されたリスク】 【重要な潜在的リスク】 【重要な不足情報】

性器感染
尿路感染
低血糖�
多尿・頻尿
体液量減少に関連する事象
ケトン体増加による影響・ケトアシドーシス

体重減少の安全性への影響
腎障害
肝障害
骨折
悪性腫瘍
下肢切断

高齢者への投与時の安全性
腎機能障害患者への投与時の安全性
肝機能障害患者への投与時の安全性
心不全患者への投与時の安全性

https://www.pmda.go.jp/RMP/www/670227/8584b150ô0d8a-4443ô910e-a5e8509fcdd1/670227_3969019F1027_004RMP.pdf



102 2021 Vol.4� No.2　広島県薬剤師会誌
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広島国際大学薬学部　医療薬学研究センター
高下　明理、֮前　ඒ希、三宅　উࢤ
（公社）広島県薬剤師会　薬事情報センター

Ӭ໺　利߳、水島　ඒ代子
東京大学大学院薬学系研究科（育薬学講座）

ᖒ田　康文

˙ॲํ内容͸　70ࡀ代　女性　病院・消化器内科

　＜処方 1 ＞　
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ）【ൠ】テルミサルタンৣ　40mg 1 ৣ 1 日 1 回 朝食後 70日分

2 ）【ൠ】ベザフィブラートঃ์ৣ　200mg 2 ৣ 1 日 2 回 朝༦食後 70日分
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
既病歴（なし） 　現病歴（高血圧、ࢷ質異常症）

˙Կ͕͔ͨͬ͜ىʁ
⿠『テルミサルタンৣ40mg』のところ、ޡって『バルサルタンৣ40mg』を集薬してしまった。

˙ͲͷΑ͏ͳܦҢͰ͔ͨͬ͜ىʁ
⿠以前からテルミサルタンৣ40mg が処方されている患者であり、今回も処方内容に変更はなかった。
⿠しかし、テルミサルタンৣ40mg を調剤すべきところ、バルサルタンৣ40mg だと思い込み集薬してしまい、؂査

時にも気がつかなかった。

˙Ͳ͏ͳ͔ͬͨʁ
⿠服薬指導時に、患者が「いつもと違うね。」と発言したことでޡ調剤が発֮した。
⿠その場でテルミサルタンৣ40mg を新たに調剤し、患者に手渡した。

˙ͳ͔ͥͨͬ͜ىʁͳͥճආͰ͖ͨͷ͔ʁ
⿠当該薬局の調剤୨は50Ի順であり、テルミサルタンৣ40mg とバルサルタンৣ40mg の調剤୨の位置は離れている。

従って、近場の取り違いではないと思われる。
⿠また、両薬剤の処方頻度は同程度であるため、処方頻度が少ない薬剤を頻用医薬品で集薬してしまったわけではない。
⿠語ඌが「～サルタン」と同じであるだけでなく、規格も20mg、40mg、80mg と同一でありࠞ同しやすかったこと

が原因であると考えられる。従って、「サルタンৣ40mg」の記載が大きく影響した可能性がある。

ೋ౓ͱ͓͜͞ͳ͍ͨΊʹͲ͏͢Δ͔ʁ֬ೝ事߲͸ʁޙࠓ˙
⿠この様な間違いは、先発医薬品の『オルメテックৣ40mg』『ディオバンৣ40mg』間では起こらないと考えられる。

一ൠ名処方では、特に同系౷の薬剤ならば、名前の後൒部分が同じであることは少なくないので、一ൠ名で処方さ

【事例】 

一般名処方、テルミサルタン錠40mg のところバルサルタン錠40mgを誤集薬
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れた場合には注意が必要である。
⿠本事例を薬局内で情報共有するとともに、思い込みによる調剤を行わないよう、処方せんをきちんと確認すること

を再度徹底した。そのために一ൠ名類ࣅの薬剤リストを作成して薬局内で注意ש起する必要がある。

˙ಛه事߲͸ 
1 ）一ൠ名˓˓˓サルタンの一ཡ
　ARB（一ൠ名は全て˓˓˓サルタンである）は、AT1受容体と結合しアンジオテンシンᶘを્害して降圧作用を
示す薬剤である。以下の表に ARB の種類を示す。同じ ARB でも、それぞれ適応症や薬物動態などに違いがあり、
特徴を把握しておくことが重要である。

঎品名 規　格 一ൠ名

ニューロタン 25ó50ó100 ロサルタン

ブロプレス 2ó4ó8ó12 カンデサルタン シレキセチル

ディオバン 20ó40ó80ó160 バルサルタン

ミカルディス 20ó40ó80 テルミサルタン

オルメテック 5ó10ó20ó40 オルメサルタン メドキソミル

アバプロ、イルベタン 50ó100ó200 イルベサルタン

アジルバ 10ó20ó40 アジサルタン

　すべての ARB が、「高血圧症」の適応を持つ。加えて、ニューロタンでは「高血圧及び蛋白尿を伴う 2 型糖尿病
における糖尿病性ਛ症」に適応があり、ブロプレスでは「ਛ実質性高血圧症」「ຫ性心不全（軽～中等度 ACE ્害
薬の投与が適切でない場合）」に適応がある。
　ARB は蛋白結合率が高く、代謝においては C:P 2 C 9 への親和性が高いという共通の特徴がある。また、ミカル
ディスは୾ो排ᔔ型であり、ਛ機能障害時には、他の薬剤に比べ、比ֱ的安心してબ୒できるという特徴がある。副
作用は各 ARB 間で差はほとんどないと言われており、頻度の高い副作用として、めまい、立ちくらみ、ふらつきな
どがあげられる。

2 ）一ൠ名の末部分が同じである同系౷の医薬品名リスト
　一ൠ名の末部分が同じである同系౷の医薬品の一例を以下に示す。

一般໊　ʓʓʓάリϑロδン
঎品名 一ൠ名
スーグラ イプラグリフロジン
フォシーガ ダパグリフロジン
ルセフィ ルセオグリフロジン
アプルウェイ、デベルザ トϗグリフロジン
カナグル カナグリフロジン
ジャディアンス エンパグリフロジン

一般໊　ʓʓʓスタチン
঎品名 一ൠ名
メバロチン プラバスタチン
クレストール ロスバスタチン
リポバス シンバスタチン
リピトール アトルバスタチン
ローコール フルバスタチン
リバロ ピタバスタチン
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“ヒヤリ・ハットエビデンス情報”をご提供いただける場合は、薬事情報センターまでご連絡をお願い致します。
〈連絡先　TEL：082‒567‒6055　メールアドレス：di@hiroyaku.or.jp〉

＜参考資料＞
1 ）違いがわかる！同種・同効薬　改గ第 2 版
2 ）医療用医薬品添付文書

一般໊　ʓʓάリϓチン
঎品名 一ൠ名
スイニー アナグリプチン
ネシーナ アログリプチン
ジャψビア、グラクティブ シタグリプチン
トラゼンタ リナグリプチン
オングリザ サキサグリプチン
テネリア テネリグリプチン
エクア ビルダグリプチン
ザファテック トレラグリプチン
マリゼブ オマリグリプチン

3 ）薬局ヒϠリ・ハット事例収集・分ੳ事業からの類ࣅ事例
　薬局ヒϠリ・ハット事例収集・分ੳ事業（公ӹࡒ団法人　日本医療機能評価機構）の事例集においても、一ൠ名が
類ࣅしていることで発生した事例が多く報告されている。参考として以下に示す。　（Webサイト　2021ô02ô01　確認）

＜事例 1 ＞シンバスタチンৣ 5 mg「日医޻」が処方されていたが、アトルバスタチンৣ 5 mg「日医޻」を調剤
し、؂査でも気が付かずそのまま患者の手に渡ってしまった。
http://www.yakkyoku-hiyari.jcRhc.or.jp/pdf/sharingcase/sharingcase@2014@12@01C.pdf

＜事例 2 ＞ロキシスロマイシンৣ150mg「タナベ」を調剤するところ、ロキソプロフェンৣ60mg「EMEC」を
調剤した。別の薬剤師が؂査の際に気がついた。
http://www.yakkyoku-hiyari.jcRhc.or.jp/pdf/sharingcase/sharingcase@2012@10@03C.pdf

＜事例 3 ＞セフカペンピボキシル100mg「サワイ」を調剤するところ、セフジトレンピボキシルৣ100mg「サワ
イ」を調剤した。
http://www.yakkyoku-hiyari.jcRhc.or.jp/pdf/sharingcase/sharingcase@2012@10@02C.pdf

一般໊　セϑʓʓʓʓʓ（಺෰薬のΈ）
঎品名 一ൠ名
ケフラール、L- ケフラール セファクロル
ケフレックス、L- ケフレックス、ラリキシン セファレキシン
オラスポア セフロキサジン
オラセフ セフロキシム アキセチル
セフスパン セフィキシム
セフテム セフチブテン
トミロン セフテラム ピボキシル
フロモックス セフカペン ピボキシル
メイアクト MS セフジトレン ピボキシル
セフゾン セフジニル
バナン セフポドキシム プロキセチル
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お薬相談電話　事例集 No.128お薬相談電話　事例集 No.128

薬事情報センター

じゃがいもの有毒成分による中毒

Ｑ．•じゃがいもで紫色のものを、ゆがいて食べたら苦かった。
　　•じゃがいもの緑色のところを食べてしまった。苦みを感じ、口をゆすいでも苦みが残っている。
A．じゃがいもの緑色の部分には有毒成分が含まれていることがあり、食べた量にもよりますが、摂取後 2～24時間

後に嘔吐、下痢などが起こる可能性があり、ひどい場合は命にかかわることもあります。現在症状がなくても、
これから症状が出る可能性もあるので、かかりつけ医にお電話で良いので、受診時間外での症状が出た場合の対
応法も含めて相談されることをおすすめします。すでに何らかの症状が出ている場合は、すぐ受診してください。

ɹɹ˗ղઆ
・じゃがいもの芽や緑色になった部分に、ソラニンやチャコニン（カコニンともいう）等の有毒成分が含まれ
ている。

・症状としては、文献により多少異なる報告がされているが、摂取 2～24時間後に嘔気、嘔吐、下痢、頭痛、
摂取後 2～3 時間でアトロピン様作用（口渇、興奮、幻覚、痙攣、発熱等）、摂取後 7 ～24時間で抗コリン
エステラーゼ作用（嘔吐、腹痛、下痢、頭痛、徐脈、呼吸困難、中枢抑制）等が挙げられている。ひどい時
は死に至る。

・じゃがいもは収穫・購入後、新鮮なうちに食べ、長期間保存しない。
・保存する場合は冷暗所に置き、芽の出やすい環境（高温、明所）に放置しない。
・保存中に芽が出た場合、芽の付け根の硬くなった部分には有毒成分が多く含まれるので、確実にとり除く。
・掘り出した新鮮なイモでも、小さいもの、地中の浅い所にあったイモには有毒成分が入っているので、食べ
ない。

・親芋で発芽しなかったイモ（芯が硬くなっている）、光に当たって皮がうすい黄緑～緑色になったイモの表
面の部分、芽が出てきたイモの芽の部分や付け根部分などは、有毒成分が含まれるので、食べない。

・最近の品種ではトマトのような果実をつけることがあるが、これらにも毒性があるので、食べない。
・一般の加熱調理条件では、有毒成分の除去効果は期待できない。

ʲࢿߟࢀྉ ɹr
ެӹஂࡒ๏ਓɹ೔ຊதಟ৘ใηϯλʔɹอ݈ࢣɾༀࢣࡎɾ͚޲ࢣޢ؃தಟ৘ใɹδϟΨΠϞʢù÷ù÷-þ-øüࢿྉड৴ʣ
ࣗવಟͷϦεΫϓϩϑΝΠϧɿߴ౳২෺ɿδϟΨΠϞʢްੜ࿑ಇলʣ
IUUQT���XXX�NIMX�HP�KQ�TUG�TFJTBLVOJUTVJUF�CVOZB�÷÷÷÷÷ÿù÷þÿ�IUNMʢù÷ù÷-øù-Ā রʣࢀ
δϟΨΠϞʹΑΔ৯தಟΛ༧๷͢ΔͨΊʹʢ೶ྛਫ࢈লʣ
IUUQT���XXX�NB⒎�HP�KQ�K�TZPVBO�TFJTBLV�GPPEQPJTPOJOH�OBUVSBMUPYJO�QPUBUP�IUNM
ʢù÷ù÷-øù-Ā রʣࢀ

˗͓໾ཱͪϦンクूɹதಟ৘ใࡧݕについて
　このような食品の中毒に関する相談の際には、以下もご参考ください。
　薬事情報センターウェブサイト
　　＞お役立ちリンク集
　　　＞中毒情報検索

　•日本中毒情報センター（一般向け・医療関係者向け）
　•食中毒＞動植物自然毒リスク（厚生労働省）
　•食中毒（厚生労働省）

ʰ޿ౡதಟøøĀ൪ にɦついて
　౰センターͷ૬ஊ૭ޱͷҰͭͱͯ͠ɺ『広島中毒119番』Λઃஔͯ͠
͓Γ·͢ɻ૬ஊର৅͸ҰൠͷํͰɺখ͍͓͞͞ࢠΜ͕ɺؒҧͬͯԿ
͔（ҩ薬඼ɺચ剤ɺԽহ඼ɺタόί౳）ΛҿΜͰ͠·ͬたͳͲޡҿ・
݈ࢠԉ౳ͷҰ؀Ͱɺ฼ࢧҭͯࢠରԠʹ͍ͭͯ૬ஊʹԠ͓ͯ͡Γ·͢ɻظ৯࣌ͷॳޡ
Γ·͢ɻ年ؒý÷～ÿ÷݅ఔ౓ͷ૬ஊΛड͚͓ͯΓ·͢ɻ͓ͯ͠ࡌܝखாͳͲʹҊ಺Λ߁
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

小浜温泉
湯布院賑（ゆふいんにぎやか）

バイデン、トランプ…いや、オバマである。
島原半島の西側、橘湾を臨む海辺の温泉地。雲仙岳の麓
に温泉街が広がり、湯けむりが立ち上る。泉温は105℃
と高温で湯量も豊富。小浜マリンパーク内には日本一の
長さを誇る「ほっとふっと105」があり、観光客で賑わっ
ている。
旅館・ホテルでも日帰り入浴を楽しむことができるが、
３軒の共同浴場もオススメ。
筆者が訪れた際、海辺の露天風呂は台風で休業中であっ
たが、市営温泉の浜の湯は朝 ６ 時から営業中。地元の
方々が集う場所となっている。歌人の斉藤茂吉が長崎医
学専門学校教授時代にこの地で詠んだ歌の歌碑もある。

足湯の泉温も熱め

国道57、251号に立ち上る湯煙

イメージキャラクター
「おゆっぴー」

海沿いの足湯「ほっとふっと105」 市営の浜の湯（雲仙市営共同浴場）

入浴料150円（市内居住者は100円）

小浜温泉／長崎県雲仙市小浜町
アクセス
■鉄道：JR諫早駅からバスで約60分。
■自動車：長崎自動車道諫早インターチェンジより車で約50分。
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77 常安橋北詰常安橋北詰

御調中央
小学校
御調中央
小学校御

調
川

御
調
川

エディオン
御調店
エディオン
御調店

尾道市御調
保険福祉センター
尾道市御調
保険福祉センター

みつぎ
総合病院
みつぎ
総合病院

花尻橋北詰花尻橋北詰

国道
486
号線

国
道
184
号
線

★
さつき薬局

尾道市御調町神102-17

次回は、広島市薬剤師会　江波二本松薬局さんです。

　当薬局はඌ道市の๺部に位置する御調ொにありま
す。
　内科ྖ域を主に取り扱っていますが、近ྡの公立
みつぎ総合病院など広域の処方箋を応धしておりま
す。高齢化が加速している地域のため、近ྡの医療
機関との連携により、在宅・終末期医療など様々な
形で患者様に寄り添える医療機関になれればと思い、
ಠ立し令和 2 年 5 月 1 日に開局いたしました。

①今までに苦労したこと
　在宅や終末期医療にかかわる中で、過ڈの薬剤や
患者情報が限られた状況で、いかに患者様の意向を
感じ取り臨機応変に対応するか、患者様本人と家族
との心のケアなど、信頼関係の構築に苦労しました。

②今までにتばれたこと
　スタッフと共に明るい薬局を目指し、疑問あれば
気݉ねなく相談できるようにしています。その結果、
他の医療機関でいただいた薬や処方箋についての問
い合わせも増え、تんでいただいております。

③薬局の理念
　患者様のニーズに合った臨機応変な対応を心掛け、
近ྡの医療機関との連携をとり、地域の皆様の不
安・疑問を少しでも解消し信頼されることが重要と
考えております

④これからのເ
　理念と近くなりますが、信頼関係の構築と常にそ
れらに必要な情報収集活動に精一ഋ取り組ませてい
ただき、医療を通じて地域にࠜ付き患者様本人・ご
家族様の支えとなれるような薬局になっていけたら
と思っています。

⑤個人的なझ味
　飲食とドライブが好きなので、名産や気になるも
のがあると、ドライブがてら出かけてしまいます。
ですが、昨今はコロナウイルスの影響で、ドライブ
も難しい状況ですので、新たなझ味を模ࡧしており
ます。
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（公益社団法人）広島県薬剤師会会員の皆様へ

続

中途加入用

保険期間保険期間：：22020年年88月月11日午後日午後44時時からから2021年年88月月11日午後日午後44時時までまで

中途加入の場合：申込手続きの日の翌月１日より補償開始

※5口までご加入いただけます。

手続きカンタン。
あなたの暮らしを補償します。

※この保険は病気やケガで働けなくなった場合に給与の一部を補償する保険です。
生活費の実費を補償するものではありません。

１口当りの月払保険料１口当りの月払保険料

Ａタイプ
免責期間４日

入院のみ免責0日特約

Ｂタイプ
免責期間4日タイプ

補償月額 １０万円

１口当りの月払保険料１口当りの月払保険料

■基本級別１級
（型：本人型．保険期間１年．てん補期間1年）

入院のみ免責0日特約

15歳～19歳 790円 630円

20歳～24歳 1,160円 920円

25歳～29歳 1,280円 1,030円

30歳～34歳 1,480円 1,270円

35歳～39歳 1,790円 1,570円

月
払
保

40歳～44歳 2,160円 1,940円

45歳～49歳 2,560円 2,290円

50歳～54歳 2,990円 2,640円

55歳～59歳 3,210円 2,820円

60歳～64歳 3,380円 2,940円

保
険
料

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています。
※年齢は被保険者（保険の対象となる方）の保険期間開始時（令和元年8月1日）の満年齢をいいます。

免責期間（保険金をお支払いしない期間）を定めたタイプに加えて、入院による就業不能となった場合に1日目
から保険金をお支払いする「入院による就業不能時追加補償特約」（特約免責期間0日）をセットしたタイプもお
選びいただけます。

入院による就業不能には１日目から保険金をお支払い（Aタイプのみ）

おすすめ！おすすめ！

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています

選 す

保険期間開始前に既にかかっている病気・ケガにより就業不能になった場合には、本契約の支払い対象とは
なりません。（ただし、新規ご加入時の保険期間（保険のご契約期間）開始後１年を経過した後に開始した就業
不能については、保険金お支払いの対象となります。）

入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に
医師の管理下において治療に専念することをいいます。

（公益社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意（公益社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意。
会員やご家族のみなさまの福利厚生に、ご加入をご検討ください。

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

このチラシは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。
ご不明な点がある場合には、パンフレット記載のお問合せ先までお問合せ下さい。
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೙ᐲの特ᓽ೙ᐲの特ᓽ

䋲䋴時間ガ䊷䊄！
業ോ中はも䈤䉐ん業ോᄖ、࿖ౝおよび海ᄖで、病気やケガにより就業不能
となった場合で 䈠の期間が免責期間䋪1を⿥えた場合に補償します 䋪2となった場合で、䈠の期間が免責期間䋪1を⿥えた場合に補償します。 䋪2

天災危険補償特約セット！

࿾㔡・ྃ火またはこれらによるᵤᵄによってⵍったケガによる
就業不能も補償します

䋪1  保険金をお支払いしない期間をいいます。
䋪2  㛽㜑⒖ᬀを目⊛とする㛽㜑ណข手ⴚにより入院し働けなくなった場合に

ついても、保険金をお支払いします。

ご加入の㓙、医師の診ᩏは不要です！

加入ଐ㗬書等にあなたのஜᐽ⁁ᘒをᱜしくご記入いただけれ䈳䌏䌋です。

※ご記入いただいたౝኈによっては、ご加入をおᢿりしたり、ᑷ社のឭ␜するお
引受け᧦ઙによってご加入いただくことがあります。

就業不能も補償します。

䉰 䊎 ご᩺ౝ

ల実した䉰䊷䊎䉴により቟ᔃをおዯけします！ （自動セット）

「䊜䊂䉞カ䊦䉝シ䉴ト」「䊂イ䊥䊷䉰䊘䊷ト」
䉰䊷䊎䉴の⹦⚦はパンフレットに記載の「䉰䊷䊎䉴のご᩺ౝ」をごෳᾖください。

䉰䊷䊎䉴のご᩺ౝ

「日㗃の様䇱なᖠみ」から「もしも」のときまで䊋ッ䉪䉝ップ！
東京海上日動の䉰䊷䊎䉴体೙なら቟ᔃです。

・䊜䊂䉞カ䊦䉝シ䉴ト
お㔚⹤にてฦ⒳医療に㑐する⋧⺣にᔕ䈛ます。
また ᄛ間の✕ᕆ医療ᯏ㑐やᦨነりの医療ᯏ㑐

・䊂イ䊥䊷䉰䊘䊷ト
介⼔・法ᓞ・⒢ോに㑐するお㔚⹤でのご
⋧⺣や暮らしのインフ䉤䊜䊷シ䊢ン等、ᓎ

ご加入手続きについて

ઍ理ᐫ 広医䊺までごㅪ⛊ください。追って加入ଐ㗬書をおㅍりします。
（䌔䌅䌌：０䋸䋲䋭䋵䋶䋸䋭䋶䋳䋳０ 䌆䌁䌘：０䋸䋲䋭䋲䋶䋲䋭１䋶䋸䋸）

䃂ஜᐽ⁁ᘒ等の๔⍮だけの◲නな手続きです。（医師による診ᩏは不要）

また、ᄛ間の✕ᕆ医療ᯏ㑐やᦨነりの医療ᯏ㑐
をご᩺ౝします。

⋧⺣や暮らしのインフ䉤䊜 シ䊢ン等、ᓎ
┙つᖱႎをごឭଏします。

䃂ஜᐽ⁁ᘒ等の๔⍮だけの◲නな手続きです。（医師による診ᩏは不要）

䃂１か月の補償額とタイプ（※1）をお᳿めください。

（ේೣ50万円（5口）補償まで。「入院のみ免責0日タイプ」（Aタイプ）もお選びいただけます。）

※１ 所ᓧ補償保険金額が事᡿⋥前12か月間のᐔဋ月間所ᓧ額よりも㜞いときはᐔဋ月間所ᓧ額を㒢ᐲに保険金をお支

払いいたしますのでごᵈ意ください。（ઁの保険契約または౒ᷣ契約から保険金または౒ᷣ金が支払䉒れた場合には、保
険金がᏅし引かれることがあります。）

䃂薬剤師会会員ご本人様の䈾か、会員のご家族（※䋲）も加入することができます。ただし、年㦂（保険期間開始
時のḩ年㦂）がḩ15ᱦએ上のᣇに㒢ります。時 ḩ年㦂） ḩ ᱦએ ᣇ 㒢り す。

（୘別に加入ଐ㗬書をご記入㗿います）

※2 ご家族とは、会員のᣇの㈩஧⠪、ሶଏ、ਔⷫ、ఱᒉおよび会員のᣇとหዬしているⷫ族をいいます。

䃂保険料の払いㄟみは加入⠉月よりᲤ月27日にごᜰ定口ᐳからの自動引き⪭としでଢ利です。

䃂ᱷ㜞不⿷等により䋲䊱月続けて口ᐳᝄᦧ不能が⊒生した場合等には、䈠のご加入⠪のᱷりの保険料を一᜝し
て払ㄟみ㗂くことがありますので、あらか䈛めごੌᛚ下さい。
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「薬効・薬価リスト　令和 3年版」
ฤ　　ஶ：（株）医薬情報研究所ʗ制作
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：B 5 判、約1ó000ท
価　　格：定　　価　7ó150円
　　　　　会員価格　6ó400円
ૹ　　料： 1 部　550円

「超簡単 !! ポートフォリオ作成ガイド」
ஶ　　者：ࡔ口ᚸٷ（؂修）、ԡ切康子（؂修）、
　　　　　小見川߳代子（؂修）、൧岡ॹඒ（ほかஶ）
発　　行：株式会社　薬事日報社
判　　型：B 5 判、177ท
価　　格：定　　価　2ó750円
　　　　　会員価格　2ó500円
ૹ　　料： 1 部　550円

「薬事衛生六法2021」
発　　行：株式会社　薬事日報社
判　　型：B 5 判変型、約1ó800ท
価　　格：定　　価　5ó170円
　　　　　会員価格　4ó700円
ૹ　　料： 1 部　550円

※価格はすべて税込みです。

    

告　　　知　　　板

第58回広島県薬剤師会臨時総会開催通知（予告）
ඪهの会議を次のͱおり։࠵いたし·すɻ
日　時ɿ令和 � 年 � 月��日（日）ޙޕ � 時
৔　所ɿ広島県薬剤師会館（WFCซ用）

書 籍 等 の 紹 介

「保険薬事典プラス　令和 3年 4月版」
ฤ　　ஶ：薬業研究会ʗ制作
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：A 5 判、約1ó000ท
価　　格：定　　価　5ó060円
　　　　　会員価格　4ó550円
ૹ　　料： 1 部　550円

「薬価基準点数早見表　令和 3年 4月版」
ฤ　　集：株式会社　じほう
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：A 5 判、約1ó000ท
価　　格：定　　価　3ó960円
　　　　　会員価格　2ó050円
ૹ　　料： 1 部　550円

「投薬禁忌リスト　令和 3年版」
ฤ　　ஶ：（株）医薬情報研究所ʗฤ集
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：B 5 判、約600ท
価　　格：定　　価　4ó620円
　　　　　会員価格　4ó100円
ૹ　　料： 1 部　550円

Ѻટॻ੶ʹ͍ͭͯʮ͓஌Βͤɾ͓͍ئʯ
　日薬Ѻટਤ書の新ץ書੶につきましては、県薬会ࢽでお知らせしておりますが、日薬雑ࢽの「日薬ץ行物等の
ご案内」ページにつきましても、ਵ時、会員価格にてѺટしておりますのでご参照ください。
　また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。ご注文の場合は、
書੶名（出版社名）・࡭数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。

申込先：広島県薬剤師会事務局　TEL（082）262-8931　FAX（082）567-6066
担当：吉田　E-mail：yoshida@hiroyaku.or.jp
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薬剤師ࠃՈݧࢼ ਖ਼౴・ղઆ

105回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用

6 ท　問13 解　説

13ท　問71 解　説

9 ท　問38 解　説

15ท　問170 解　説
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先日、CASIOの薬剤師向け専用計ࢉ電୎というのをങってしまいました。

BMI、散薬؂査、力価、体表面積、ਛ機能（クレアチニンクリアランス

やeGFR）の計ࢉのほか、〇年〇月〇日からʷ年ʷ月ʷ日までは何日間

とか、〇年〇月〇日のʷ日前・ʷ日後は何年何月何日とか、〇ৣは何シー

トと༨り何ৣとか、؆୯に計ࢉできるようになっています。

使いこなせればなかなかศ利だと思います。機会がありましたらお試し

ください。（ちょっとお高いですが…。）

＜みづき＞

新型コロナウイルス感染症に対する薬剤師の関わ

りは、自治体により温度差があるように感じられ

るが行੓ଆから期଴されている地域もある。依頼

があれば可能なかぎり協力したい。

＜̠ʕ̯＞

「新型コロナウイルス」で親しい人たちと気軽に

食事することも難しく、何となく殺െとした2020

年でした。

が、その中でよかったことはオンライン配信でリ

アルであれば参加出来なかったかもしれないコ

ンサートを見られたこと！ѱいことばかりじゃな

かった…ほっ。

＜A,N54＞

Zoomはとてもศ利だな～と、

思うけれどもリアルも大切だよ

ね、と思う今日この頃。

＜WA,E　M＞

່：チョコを༹かすˠࠞͥるˠমく

෕：ߥれたキッチンをย付ける

その後、෕は一番に手作りマフィンを頂きました。

＜ニソトミカ＞

表紙写真 アセビ（馬酔木）（ツツジ科）

　അਲ木（ばすいぼく）とは和製ࣈ׽です。有毒थ木でഅやڇは食べませんがࣂ
料などに葉が交じると中毒症状を起こします。葉には有毒成分のアセボトキシン
などが含まれ服用するとѱ心、ෲ痛、ᙲᏀ、呼吸麻ᙺが起こります。古代から葉
やܪを利用して、うじ殺しや໺ࡊの殺஬剤として利用してきました。

写真解説：吉本　悟先生（安芸薬剤師会）　ࡱ影場所：೓日市市宮島
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審 第 3 2 6 号
令和 3年 1月14日

広島県薬剤師会会長　様
広島県国民健康保険団体連合会理事長　
〒730-8503　広島市中区東白島町19-49　

審査管理課　

2021年度診療（調剤）報酬請求書等の請求に係る
受付日程について（依頼）

　本会の事業運営については、平素から格別のご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
　さて、このことについては、別紙のとおり診療（調剤）報酬請求書等の受付を行いますので、貴会会員様への周知
方についてご協力をお願いします。

　別紙
2÷21೥౓਍ྍʢௐࡎʣใु੥ٻॻ౳ड෇೔ఔ

۠෼ 日 1 2 3 4 5 ý 7 ÿ Ā 10

2021年
4 ݄

༵日 ໦ ۚ ౔ 日 ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔
受෇ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

5 ݄
༵日 ౔ 日 ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ 日 ݄
受෇ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓

ý ݄
༵日 Ր ਫ ໦ ۚ ౔ 日 ݄ Ր ਫ ໦
受෇ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓

7 ݄
༵日 ໦ ۚ ౔ 日 ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔
受෇ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

ÿ ݄
༵日 日 ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ 日 ݄ Ր
受෇ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ʵ ʵ ˓

Ā ݄
༵日 ਫ ໦ ۚ ౔ 日 ݄ Ր ਫ ໦ ۚ
受෇ ˓ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

10݄
༵日 ۚ ౔ 日 ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ 日
受෇ ˓ ʵ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

11݄
༵日 ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ 日 ݄ Ր ਫ
受෇ ˓ ˓ ʵ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓ ˓ ˓

12݄
༵日 ਫ ໦ ۚ ౔ 日 ݄ Ր ਫ ໦ ۚ
受෇ ˓ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

2022年
1 ݄

༵日 ౔ 日 ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ 日 ݄
受෇ ʵ ʵ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ˓

2 ݄
༵日 Ր ਫ ໦ ۚ ౔ 日 ݄ Ր ਫ ໦
受෇ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓

3 ݄
༵日 Ր ਫ ໦ ۚ ౔ 日 ݄ Ր ਫ ໦
受෇ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓

　　注 １　「O」は受付日、「−」は閉所日、網掛けは休日の受付日です。
　　注 ２　受付時間は、 8時30分〜１7時１5分までとさせていただきますので、ご協力をお願いします。

一広島県国民健康อஂݥମ連߹会一
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ྩ࿨ ú೥౓
਍ྍʢௐࡎʣใु੥ٻॻ౳ͷड෇೔について

　ྩ࿨ ú ೥౓ʹ͓͚Δʮ਍ྍʢௐ剤ʣใु੥ٻॻʯ౳ͷड෇ʹ͖ͭ·ͯ͠͸ɺԼهͷͱ͓ΓͱͳΓ·͢

ͷͰɺ͓஌Β͍ͤͨ͠·͢ɻ

記

ఏग़݄ 受෇క切日 日等։ॴ日ٳ

令和 3 年 4 ݄ 10日ï౔ð 10日ï౔ð

5 ݄ 10日ï݄ð

ý ݄ 10日ï໦ð 

7 ݄ 10日ï౔ð 10日ï౔ð

ÿ ݄ 10日ïՐð

Ā ݄ 10日ïۚð

10݄ 10日ï日ð  Ā 日ï౔ð・10日ï日ð

11݄ 10日ïਫð

12݄ 10日ïۚð 

令和 4 年 1 ݄ 10日ï݄・ॕð  ÿ 日ï౔ð・10日ï݄・ॕð

2 ݄ 10日ï໦ð 

3 ݄ 10日ï໦ð 

　　　˞受෇࣌ؒは、 Ā ࣌～17࣌30෼までとさͤていただ͖ますので、͝協力をおئいいたします。

一ࣾ会อݥ਍ྍ報ु支෷ۚج広島支෦一
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保険薬局ニュース
令和 3 年 ç 3 ç 月ç 1 ç 日

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.29　No. 2 （No.158）

 保医発0210第 1 ߸
 令和 3 年 2 月10日

地方ް生（ࢧ）局医療՝長　఼

 ް生࿑ಇল保険局医療՝長
 （公　  ҹ　  ল　  ུ）

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する
省令の一部改正に伴う実施上の留意事項について

　保険医療機ؔٴͼ保険薬局の指定ฒͼに保険医ٴͼ保険薬剤師の登録にؔするল令の一部をվਖ਼するল令（令和 3
年ް生࿑ಇল令第30߸）が本日公෍・ࢪ行されるが、本վਖ਼のझ旨は下記のとおりであるので、その取ѻいにҨ࿙の
ないよう、ؔ係者に対しप知いただくとともに、దਖ਼に対応いただくようお願いする。

記

　保険医ຢは保険薬剤師（Ҏ下「保険医等」という。）は、その従事する保険医療機ؔຢは保険薬局の所在地ຢはॅ
所地（Ҏ下「所在地等」という。）が他の౎道෎県に変更となった場合、その౎度、その旨をಧけ出ることとされて
いたが、ಉ一地方ް生（ࢧ）局಺における౎෎県間の所在地等の変更については、౰֘ಧ出をෆ要とする。（保険医
療機ؔٴͼ保険薬局の指定ฒͼに保険医ٴͼ保険薬剤師の登録にؔするল令（ত和32年ް生ল令第13߸。Ҏ下「登録
ল令」という。）
第16৚ؔ係）
　なお、登録ল令第 8 ৚第 1 項第 1 ߸に基ͮき保険医療機ؔຢは保険薬局の開設者が׋؅地方ް生（ࢧ）局長にಧけ
出ることとされている؅理者、؅理薬剤師、保険医ຢは保険薬剤師のҟ動にؔするಧ出については従来どおりඞ要で
あるので、೦のため申しఴえる。

 令和 3 年 2 月12日

公ӹࣾஂ๏人広島県薬剤師会　ޚ中

 中国࢛国ް生局指導؂査՝

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する
省令の一部を改正する省令の施行に係る周知依頼について

　ඪ記につきまして、別紙のとおり、و会の会員に対して、広報ࢽへの掲載等、ল令վਖ਼等に係るप知に͝協力をࣀ
りますよう、よろしくお願いいたします。

ʲ連絡ઌʳ
中国࢛国ް生局　指導؂査՝
　広島市中区上ീஸງ6-30
　広島合ಉிࣷ 4 ߸館 2 ֊
　　（ి話）082-223-8209
　　（F"X）082-223-8235

 



ô 4 ô

保険医・保険薬剤師のみなさま

従来（例 東京都から神奈川県へ転出する場合）

東京都 神奈川県

関東信越厚生局

神奈川事務所

勤務地等

変更届

登録票

(東医-1）
登録票

(神医-1）

①提出 ②交付

近畿厚生局

指導監査課

登録票

(阪医-1）

①交付

大阪府

令和３年２月１０日以降

東京都

勤務地等

変更届

登録票

(東医-1）

①提出

関東信越厚生局

東京事務所
関東信越厚生局

東京事務所

地方厚生（支）局が変わる場合は従来
どおり提出が必要です

近畿厚生局

指導監査課

①交付

登録票

(阪医-1）

大阪府

神奈川県

登録票

(東医-1）

同じ地方厚生（支）局管内で
の勤務地等住所変更は、
提出不要

②提出 ②提出

上記につきまして、ご不明な点やご質問がございましたら、裏面にあります
勤務先等住所地を管轄する地方厚生（支）局都道府県事務所等にお問い合わせください。

○○病院 △△病院 ○○病院 △△病院

□□病院 □□病院

従来（例 東京都から大阪府へ転出する場合）

住所や勤務先の所在地が変更したときの⼿続きが変わります。
～同じ厚生局管轄内での変更の場合は変更届の提出が不要となります～

関東信越厚生局関東信越厚生局

近畿厚生局 近畿厚生局

地⽅厚⽣局 都道府県 連絡先 ℡番号

北海道 北海道 医療課 011-796-5105

東 北

宮 城 指導監査課 022-206-5217
⻘ 森 ⻘森事務所 017-724-9200
岩 ⼿ 岩⼿事務所 019-907-9070
秋 ⽥ 秋⽥事務所 018-800-7080
⼭ 形 ⼭形事務所 023-609-0140
福 島 福島事務所 024-503-5030

関東信越

埼 ⽟ 指導監査課 048-851-3060
茨 城 茨城事務所 029-277-1316
栃 ⽊ 栃⽊事務所 028-341-8486
群 ⾺ 群⾺事務所 027-896-0488
千 葉 千葉事務所 043-379-2716
東 京 東京事務所 03-6692-5119
神奈川 神奈川事務所 045-270-2053
新 潟 新潟事務所 025-364-1847
⼭ 梨 ⼭梨事務所 055-206-0569
⻑ 野 ⻑野事務所 026-474-4346

東海北陸

愛 知 指導監査課 052-228-6179
富 ⼭ 富⼭事務所 076-439-6570
⽯ 川 ⽯川事務所 076-210-5140
岐 ⾩ 岐⾩事務所 058-249-1822
静 岡 静岡事務所 054-355-2015
三 重 三重事務所 059-213-3533

地⽅厚⽣局 都道府県 連絡先 ℡番号

近 畿

⼤ 阪 指導監査課 06-7663-7664
福 井 福井事務所 0776-25-5373
滋 賀 滋賀事務所 077-526-8114
京 都 京都事務所 075-256-8681
兵 庫 兵庫事務所 078-325-8925
奈 良 奈良事務所 0742-25-5520
和歌⼭ 和歌⼭事務所 073-421-8311

中国四国

広 島 指導監査課 082-223-8209
⿃ 取 ⿃取事務所 0857-30-0860
島 根 島根事務所 0852-61-0108
岡 ⼭ 岡⼭事務所 086-239-1275
⼭ ⼝ ⼭⼝事務所 083-902-3171

四国(⽀)局

⾹ 川 指導監査課 087-851-9593
徳 島 徳島事務所 088-602-1386
愛 媛 愛媛事務所 089-986-3156
⾼ 知 ⾼知事務所 088-826-3116

九 州

福 岡 指導監査課 092-707-1125
佐 賀 佐賀事務所 0952-20-1610
⻑ 崎 ⻑崎事務所 095-801-4201
熊 本 熊本事務所 096-284-8001
⼤ 分 ⼤分事務所 097-535-8061
宮 崎 宮崎事務所 0985-72-8880
⿅児島 ⿅児島事務所 099-201-5801
沖 縄 沖縄事務所 098-833-6006

【地方厚生（支）局連絡先一覧】
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国会レポート
令和 3年度予算案

 情報監視審査会会長
 参議院議員・薬剤師

藤井　基之 

薬剤師連ໍͷϖーδ

　令和 3 年度੓෎予ࢉ案は、昨年12月21日にֳ議決定されました。令和 3 年度一ൠ会計のࡀ出総ֹは、前年度当初予

よりࢉ 3 ஹ9517ԯ円増の106ஹ6097ԯ円と過ڈ最大規模となりました。また、先に決定した、ࡀ出総ֹ19ஹ1761ԯ円

の令和 2 年度第 3 次補正予ࢉ案と合わせ、いわゆる15ϲ月予ࢉとして、新型コロナ感染症の拡大防止に万全を期すと

ともに、デジタル社会・クリーン社会の実現や全世代型社会保障制度の構築等の中長期的な課題にも対応するものと

なっています。

　厚生労働省の一ൠ会計予ࢉ総ֹは33ஹ1380ԯ円となり、前年度当初予ࢉに比べて1515ԯ円の増ֹとなっています。

このうち、社会保障関係費が32ஹ7928ԯ円と、その大部分を઎めています。令和 3 年度の介護報酬改定は �0.70％（国

費196ԯ円）、障害福祉サービス等報酬改定は �0.56％（国費86ԯ円）と、それぞれプラス改定となりました。他方、

毎年の薬価改定の実施により、ဃ離率 5 ％を௒える品目を対象に国費で1001ԯ円を引下げることとなり、今回も社会

保障費の抑制ࡒ源を薬業界がෛうところとなりました。

　医薬関係では、医薬品等の༌入確認手続きオンライン化や「೛৷と薬情報センター」の高度化等、ポストコロナ時

代を見ਾえた対応に新規 7 ԯ円を計上した他、医薬品・医療機器等のਝ速な提供及び安全対策の推進、薬剤師薬局の

機能強化等、予ࢉ総ֹ93ԯ 9 千万円となっています。なお、令和 4 年Նの運用開始予定の処方箋の電子化に向けたシ

ステム構築の事業費、38ԯ円は補正予ࢉ案に計上されています。

　令和 2 年度補正予ࢉ案及び令和 3 年度予ࢉ案は、 1 月中旬にঌ集予定の通常国会において審議されます。 1 日も早

い予ࢉ成立に向けてਚ力して参りたいと思います。

౻Ҫ基೭ϗームページ　http://mfujii.gr.jp/
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国会レポート
第204回通常国会開会

 情報監視審査会会長
 参議院議員・薬剤師

藤井　基之 

　第204回通常国会は 1 月18日にঌ集されました。新型コロナウイルス感染症の急増に伴い、特別措置法に基づく緊

急事態એ言が11都෎県に発令されている中での開会となりました。

　国会ではੁट相が施੓方਑演説を行い、新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、これまでのコロナウイル

スとのಆいの経験を踏まえた効果的な対策を行うとともに、 2 月下旬までには新型コロナウイルスワクチンの接種開

始できるよう、体制整備することを明らかにしました。

　続いて衆参の予ࢉ委員会において、新型コロナウイルスの感染拡大防止や経済対策を盛り込んだ、令和 2 年度第 3

次補正予ࢉ案の審議を行いました。補正予ࢉ案は 1 月26日の衆議院本会議、28日の参議院本会議にて原案通り可決し

ました。本補正予ࢉの成立により、令和 2 年度のࡀ出及びࡀ入総ֹは、何れも175ஹ6,878円となりました。国会は引

き続き令和 3 年度予ࢉ案の審議が行われます。

　また「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正法案」は 2 月 3 日に可決、成立しました。本改正法案は、感

染症法及び検Ӹ法の一部改正も含めた一括法案として提出されたもので、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏

まえ、まん延防止等の重点措置を૑設すること、緊急事態措置における施設の使用制限等の要੥に応じない者に対す

る命令を可能とすること、॓ധ療養・自宅療養の要੥を法的に位置づけること等の規定が盛り込まれています。

　この他、厚生労働省はこの国会に、「医療法等の改正法案」、「健康保険法の改正法案」、「B型肝炎給付特別措置法

の改正法案」及び「育児・介護休業法等の一部改正法案」の 4 法案の提出を予定しています。

　新型コロナウイルス感染症の早期収ଋをਤるとともに、来年度予ࢉฒびに提出法案の 1 日も早い成立に౒めて参り

たいと思います。

౻Ҫ基೭ϗームページ　http://mfujii.gr.jp/
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昨年末の政府の決定事項

本ాあきこɹオϨンδ日ه

自民党厚生労働部会副部会長
参議院議員・薬剤師

本田　顕子

　昨年末には医療従事者にとって業務への影響が大きい事項が、第三次補正予ࢉ案、令和 3 年度予ࢉ案等として決定
されました。
1 　診療報酬・調剤報酬上の対応

〇必要な感染予防策を講じた小児外来診療等に係る対応（令和 2 年12月15日から令和 3 年 9 月まで）
医科：100点（令和 3 年10月からは50点）
科：55点（令和ࣃ 3 年10月からは28点）
調剤：12点（令和 3 年10月調剤分からは 6 点）

〇感染予防策を講じた一ൠ医療等に係る対応（令和 3 年 4 月から 9 月まで）
医科及びࣃ科：外来診療 5 点、入院診療10点（一日につき）
調剤： 4 点
訪問看護：50円（一回につき）

2 　医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援（第三次補正予ࢉ案）
〇以下のֹを上限として実費を補助（国による直接ࣥ行）

病院・有床診療所（医科・ࣃ科）　25万円ʴ 5 万円ʷ許可病床数
無ঈ診療所（医科・ࣃ科）　25万円
薬局、訪問看護事業者、助産所　20万円

〇令和 2 年12月15日から令和 3 年 3 月31日までにかかる費用が対象
3 　薬価改定（令和 3 年 4 月から）

〇ဃ離率 5 ％を௒える価格ဃ離幅の大きな品目を対象（約 7 割）
〇改定調整幅 2 ％に新型コロナウイルスの影響とみなした0. 8 ％を加えて改定
〇薬剤費の࡟減は˛4,300ԯ円程度

4 　新型コロナウイルスワクチンの༏先接種（分科会で決定）
〇まずは医療従事者等への接種、次に高齢者、その次に基ૅ࣬患を有する者、高齢者施設等の従事者
〇医療従事者の範囲

・病院、診療所において新型コロナウイルス感染症患者（疑いを含む。以下同じ。）に頻ൟに接する機会のあ
る医師その他の職員

・薬局において新型コロナウイルス感染症患者と頻ൟに接する機会のある薬剤師その他の職員（ొ録販売者を
含む。）

　以上ですが、薬価の引き下げ改定による医療機関や薬局、そして製薬産業、医薬品Է業への影響が心配されます。

本ా͖͋こ

メルϚΨొ࿥

ϑΣΠεϒοΫ
本ా͖͋この෦԰

πΠολʔ
@89314honda
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新型コロナワクチンの接種に向けて

本ాあきこɹオϨンδ日ه

自民党厚生労働部会副部会長
参議院議員・薬剤師

本田　顕子

　「まず初めに新型コロナウイルスの感染状況について…」というປࢺで始まる日々が続いています。

　感染の終ଉが見通せない中、 1 月 7 日から 1 都 3 県、加えて13日には 7 ෎県を対象に 2 度目の緊急事態એ言が発令

されるとともに、その後の感染状況から、ಢ木を除く10都෎県を対象に 3 月 7 日まで延長されることとなりました。

એ言の延長は私も委員であります議院運営委員会で審議されましたが、国民の皆様への影響を思うと心が痛む思いで

した。

　さて、感染拡大防止とฒ行して進められているのが、新型コロナワクチンの接種体制・流通体制の確保です。༏先

接種の対象として薬局の薬剤師等の従事者も対象となりました。接種は、医療従事者向けの先行接種（約 1 万人）が、

続いて医療従事者（約370万人）、高齢者（約3,600万人）、基ૅ࣬患のある人、その他の方々へと続いていきます。

　今回は、通常の予防接種と異なり、厚生労働大臣が都道෎県知事を通じて市ொଜ長に指示をするため、市ொଜ長か

らは情報が少ないという不安の声がたくさん寄せられています。このため 1 月19日、自民ౘ内に「新型コロナウイル

スに関するワクチン対策 PT」が設置されました。徹底した科学的知見に基づき、ワクチン接種に関する様々な課題

を冷੩かつ速やかに解決することを目的としているため、役員は医療系議員を中心に構成されております。౻Ҫ基೭

先生、私も委員として参加し、薬剤師の立場から発言をしています。

　円׈なワクチン接種が始まっても、新しい様式の生活は当分続くと思います。私は接種後の生活がより一層大切と

思っています。

　公衆衛生の大切さを薬剤師の先生から、継続して地域に広げていただければ幸いです。

本ా͖͋こ

メルϚΨొ࿥

ϑΣΠεϒοΫ
本ా͖͋この෦԰

πΠολʔ
@89314honda
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イメージカラーは「グリーン」です

日本薬剤師連盟　副会長
神谷　まさゆき

　コロナ禍が続く中で迎えた令和 3 年も、あっという間に 1 か月が過ぎました。いよいよ今月から全国訪問第 2 ஄の

支部訪問が始まります。 3 月にかけて四国ブロックとѪ知県を除く東海ブロックの各県を訪問させていただく予定と

なっておりますので、よろしくお願いいたします。

　さて、私のイメージカラーは、౻Ҫ基೭参議院議員の後継者としてイメージカラーも引き継いで、グリーンにして

いただきました。グリーン（྘色）は、木の葉や૲などの自વの色であり、心をリラックスさせてくれる安心感や安

定を表す色とされています。目にෛ担をかけない༏しい色であり、薬局のシンボルカラーとしても使われており、安

全の色として安全標識にも使われています。また、೒の真ん中の色であることから、中立の立場であるという意味が

あるともいわれています。私のポスター、パンフレット、名ࢗ型資料、ϗームページのデザインに取り入れており、

ネクタイ、マスク、ジャンパーなどグリーンに౷一したものを身に着けて活動しております。

　全国支部訪問は、私の੓治信条等を直接皆様に知っていただくことを目的としておりますが、皆様と対面でコミュ

ニケーションをਤること自体が新型コロナウイルスの感染リスクとなることが考えられます。このため、「全国支部

訪問におけるコロナウイルス感染症対策ガイドライン」を策定し、これに基づいて訪問を実施することとし、場合に

よってはオンラインによる訪問も組み入れて、安心・安全な全国支部訪問としていきたいと思います。

　イメージカラーのグリーンを身に着けて、できるだけ多くの皆様とお会いすることができるよう、全国をۦけ८る

。ですので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げますޛ֮

੓
ㆾ㆕

޾
㇆ㆌ

だΑり

1．FaceCook ϖーδh 薬剤師「ਆ୩まさΏ͖」の
ࢽ動日׆ をɦ公։しました。
ӈのコード͔ΒӾཡしてください

3．ਆ୩まさΏ͖メールϚΨδンを։始しました。
ӈのコード͔Βొ࿥をおئいいたします

4．ਆ୩まさΏ͖の公式 LINE アカウントを։ઃ
しました。
ӈのコード͔Βొ࿥をおئいいたします

2．ਆ୩まさΏ͖のϗーϜϖーδを։ઃしました。
ӈのコード͔ΒӾཡしてください
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コロナ禍でもできることを着実に

日本薬剤師連盟　副会長
神谷　まさゆき

　新型コロナウイルスの感染拡大により、新年早々 1 都 3 県に続き 2 ෎ 5 県に発出された緊急事態એ言は、 1 県を除

き 3 月 7 日まで延長されました。このため、 2 月から全国支部訪問第一஄として実施を計画しておりました四国ブロッ

クの支部訪問は、当初予定していた方法を変更しての実施となりました。四国ブロックの皆様におかれましては、開

始直前での実施方法変更にご対応いただきましたこと、実施にあたってご配ྀいただきましたことに心より感謝申し

上げます。

　思いฦしますと、第 1 回目の緊急事態એ言が発出されたのは、私が組織内౷一候補にબ任されたཌ月の 4 月 7 日で

した。緊急事態એ言は 4 月13日に全国に拡大されましたが、前例のない事態にどのように対応をしたら良いものかと

社会全体がࠞ໎し、私自身も大変ށ࿭ったことを֮えています。その後、テレワークや WEB 会議・セミナーなど

のී及等を含め社会環境がਵ分変化しました。私の活動につきましても、直接訪問できない場合のオンライン訪問の

ほか、メールマガジンを始めとしたϗームページや Facebook ページ、公式 LINE アカウントなど、様々な情報発

信の体制を整えました。これらのツールにつきましては、下記をご参照いただき、皆様の周りの方々にもご紹介いた

だければ幸いです。

　զが国においても 2 月中にはワクチン接種が開始される見通しと言われていますが、with コロナの状況は当面続

くことが予想されます。薬剤師は、地域における医薬品提供体制の維持と公衆・環境衛生意識のܒ発を任務としてい

ます。ニューノーマルの社会生活とこれに付ਵした様々な新しい手法をۦ使し、コロナ禍時代における薬剤師の専門

性の活用を社会にૌえながら、私自身の活動内容を多くの皆様に知ってもいただけるよう取り組んでまいります。

　“ できないことを୰くのではなく、できることを着実に一つずつ積み上げていく ” を肝に໏じ、全国支部訪問では

一人でも多くの方々と想いを共有したいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
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1．FaceCook ϖーδh 薬剤師「ਆ୩まさΏ͖」の
ࢽ動日׆ をɦ公։しました。
ӈのコード͔ΒӾཡしてください

3．ਆ୩まさΏ͖メールϚΨδンを։始しました。
ӈのコード͔Βొ࿥をおئいいたします

4．ਆ୩まさΏ͖の公式 LINE アカウントを։ઃ
しました。
ӈのコード͔Βొ࿥をおئいいたします

2．ਆ୩まさΏ͖のϗーϜϖーδを։ઃしました。
ӈのコード͔ΒӾཡしてください



     ⇦ 薬薬連携通信 第 4号 ⇨     

（一社）広島県病院薬剤師会 地域医療連携支援検討委員会 

広島県薬剤師会と広島県病院薬剤師会で作成した統一様式トレーシングレポート≪広島県版≫

をご存知ですか？ 広島県版の最大の特徴は、トレーシングレポートの受受けけ取取りり者者が、処方箋発行

元の病病院院薬薬剤剤師師となっている点です。病病院院薬薬剤剤師師がが介介入入すするるここととにによよっってて、、患患者者のの薬薬物物治治療療にに    

有有用用なな情情報報をを、、確確実実にに処処方方医医へへ伝伝ええるるここととががででききまますす。。 「双方向の情報共有」で、患者に継続的

により良い薬物療法を提供していきましょう。 

ここでは実際にトレーシングレポートを通じてやりとりがあった事例（抜粋）を紹介します。 

  

服薬状況提供書（トレーシングレポート）《広島県版》  

報

告

内

容

□継続の必要性が乏しい薬剤についての情報提供（ポリファーマシー等） 

□服薬状況         □他院処方（重複、相互作用）        □副作用（重篤でないもの） 

□経口抗がん剤       □手技：自己注射                   □手技：吸入薬 

□オピオイド        ■その他( 一包化 ) 

情報提供・提案事項 

○月〇日、〇〇病院を退院し、そのまま退院時処方を持参されました。入院前、院外処方箋では

一包化指示で分包しておりましたが、退院時処方は PTP のままだったため服用困難との事でした。

持参された薬を医薬品情報と薬袋に基づき一包化させていただいたため報告いたします。 

次回からの院外処方箋にも一包化指示をいただけないでしょうか。よろしくお願い致します。 

 
 

  

【【  病病院院かかららののココメメンントト  】】  

入院中は、治療に伴う薬剤の中止等があり、一包化せずに看護師の管理のもと、PTP シートであえて

薬剤管理する場合があります。退院時には患者の希望を確認して再度一包化すべきでしたが、退院時処

方を一包化せずに調剤した事例です。退院時処方の注意事項を理解する良い機会となりました。情報提

供に感謝します。 

【【  委委員員会会よよりりココメメンントト  】】  

保険薬局の対応としては、以下のような対応が考えられますが、状況に応じて疑義照会とトレーシング

レポートでの事後報告を使い分け、情報提供していただけますと幸いです。 
 

①調剤済の薬を一包化（一包化加算算定は不可）→ 今後の一包化指示をトトレレーーシシンンググレレポポーートトで依頼 

②処方元病院に疑疑義義照照会会で一包化指示を依頼 → 外来服薬支援料を算定  

 

※広島県版 参加病院は現在 28 施設 

     (令和 2 年 12 月 10 日現在) 

《病院記入欄》 

■次回より提案通りの内容に変更します。 

病院名： ○○ 病院 
   返信日：  〇〇 年  〇 月 ○ 日    記入者：  ○○ ○○        ○印 

トレーシングレポート参加病院 ｐｄｆ 
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